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吉川美穂　維君の婚礼と婚礼道具

図1　牡丹唐草蒔絵乗物　徳川美術館蔵

図2　牡丹唐草蒔絵挟箱 蓋表　徳川美術館蔵
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図3　橘松竹南天蒔絵香盆　見込　
　　　米沢市上杉博物館蔵

図4　橘松竹南天蒔絵香盆　底裏
　　　米沢市上杉博物館蔵

図5　牡丹唐草蒔絵茶弁当 茶碗蓋　蓋表　
　　　徳川美術館蔵

図6　牡丹唐草蒔絵茶弁当 茶碗蓋 蓋裏　
　　　徳川美術館蔵

図7　松竹梅唐草蒔絵髢箱・守刀箱・塵壺（左奥より） 徳川美術館蔵



板谷寿美　〔修理報告〕国宝　初音蒔絵文台 一基・初音蒔絵硯箱 一合の修理について

図1　初音蒔絵文台・硯箱

図3　文台の設置台製作と設置

図5　クリーニング（文台天板）

図7　塗膜押さえ（文台脚）

図2　蒔絵粉の蒔き直し箇所（文台裏面）

図4　養生（文台天板）

図6　文台天板の汚れ

図8　心張り法による赤珊瑚押さえ



板谷寿美　〔修理報告〕国宝　初音蒔絵文台 一基・初音蒔絵硯箱 一合の修理について

図9　覆輪金具取り外し前

図11　取り外された釘と覆輪金具図12　覆輪金具（裏面）

図13　釘穴への麦漆塗布

図10　釘・覆輪金具の取り外し

図14　黄楊木片の挿入

図15　覆輪金具の固定図16　覆輪金具修理後



板谷寿美　〔修理報告〕国宝　初音蒔絵文台 一基・初音蒔絵硯箱 一合の修理について

図17　刷毛による漆固め

図20　除去前
　　　　（中央朱色の付着物）

図19　接着剤の除去図21　除去後

図23　木地露出部分の錆付け 図22　錐の先端・
　　　　留金具の取り外し

図32　布着せ（文台脚） 図25　蛍光X線分析の調査風景

図18　凹凸に合わせて設置台を製作

図24　楮紙の差し込み

図33　布着せの繊維拡大
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一

　

は　

じ　

め　

に

一　

維
君
の
生
涯
と
再
婚

二　

婚
礼
道
具
の
全
容

三　

意
匠
と
加
飾
仕
様

四　

絵
画
と
そ
の
序
列

五　

裏
御
殿
の
造
営
と
付
人

六　

維
君
の
婚
礼
道
具
の
ゆ
く
え

　

お　

わ　

り　

に

は　

じ　

め　

に

徳
川
美
術
館
に
は
、
尾
張
徳
川
家（
以
下
、「
尾
張
家
」
と
略
称
す
る
。）二
代
光
友
の
正

室
千
代
姫
の
国
宝
「
初
音
の
調
度
」
を
は
じ
め
、
尾
張
家
九
代
宗む

ね

睦ち
か

の
正
室
好た

か

君ぎ
み

と
十

一
代
斉な

り

温は
る

の
継
室
福さ

ち

君ぎ
み

の
「
菊
折
枝
蒔
絵
調
度
」
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
婚
礼
調
度
が
所
蔵

さ
れ
て
い
る
。
家
紋
を
散
ら
し
、
統
一
し
た
意
匠
の
蒔
絵
を
施
し
た
豪
華
な
調
度
品
は

「
大
名
婚
礼
調
度
」
と
呼
ば
れ
、
婚
礼
道
具
を
代
表
す
る
中
心
的
な
道
具
と
い
え
る
。

し
か
し
、
婚
礼
の
際
に
は
こ
の
ほ
か
地
塗
や
意
匠
な
ど
の
仕
様
が
異
な
る
蒔
絵
の
調
度

や
実
用
的
な
漆
器
類
を
は
じ
め
、
歌
書
や
掛
軸
・
屛
風
な
ど
の
書
画
類
、
衣
服
や
寝
具

な
ど
の
染
織
品
、
陶
磁
器
の
飲
食
器
な
ど
、
新
婦
の
生
活
に
必
要
な
多
種
多
様
な
道
具

が
取
り
揃
え
ら
れ
る
の
が
通
例
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
尾
張
家
に
伝
存
し
た
史
料
は
、

所
用
者
の
歿
後
に
遺
品
目
録
と
し
て
記
録
さ
れ
た
も
の
ば
か
り
で
、
婚
礼
当
初
に
ど
の

よ
う
な
器
物
が
ど
れ
ほ
ど
の
規
模
で
用
意
さ
れ
た
の
か
、
そ
の
全
容
を
把
握
す
る
こ
と

は
困
難
で
あ
る
。

一
方
、
江
戸
時
代
に
尾
張
家
と
深
い
姻
戚
関
係
に
あ
っ
た
近
衛
家
は
、
京
都
の
有
力

な
公
家
で
あ
り
、
伝
来
の
品
々
や
文
書
類
を
所
蔵
す
る
公
益
財
団
法
人
陽
明
文
庫
に

は
、
両
家
の
婚
姻
に
か
か
わ
る
文
書
・
記
録
類
が
き
め
細
か
く
分
類
さ
れ
、
保
存
さ
れ

て
い
る
。
文
化
五
年（
一
八
〇
八
）に
近
衛
基も

と

前さ
き（

一
七
八
三
～
一
八
二
〇
）に
嫁
い
だ
尾
張

家
九
代
宗む

ね

睦ち
か

養
女
維つ

な

君ぎ
み

（
維い

学が
く

心し
ん

院い
ん　

一
七
八
五
～
一
八
四
七
）の
婚
姻
に
つ
い
て
は
、
縁

組
か
ら
婚
姻
に
至
る
ま
で
両
家
で
交
わ
さ
れ
た
書
状
や
婚
礼
道
具
の
記
録
が
大
量
に
遺

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
「
維
学
心
院
様　

御
婚
礼
御
道
具
帳
写
」（
以
下
、「
本
史
料
」

（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）
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維
君
の
婚
礼
と
婚
礼
道
具

二

と
略
称
す
る
。）に
は
、
維
君
が
尾
張
家
か
ら
持
参
し
た
婚
礼
調
度
の
意
匠
や
仕
様
が
、

附
属
品
・
収
納
箱
と
と
も
に
詳
細
に
記
さ
れ
て
い
る
。
平
常
の
実
用
的
な
道
具
も
記
載

さ
れ
て
お
り
、
尾
張
家
が
他
家
へ
嫁
ぐ
娘
の
た
め
に
用
意
し
た
婚
礼
道
具
の
全
容
を
窺

う
う
え
で
、
き
わ
め
て
重
要
な
史
料
で
あ
る
。
本
史
料
は
す
で
に
小
池
富
雄
氏
に
よ
っ

て
一
部
が
翻
刻
さ
れ
、
記
載
さ
れ
た
道
具
の
う
ち
一
部
が
徳
川
美
術
館
に
所
蔵
さ
れ
る

牡
丹
唐
草
蒔
絵
の
乗
物 
一
挺（
図
1
）・
挟
箱 

二
個
一
対
・
茶
弁
当 

一
荷
・
日
傘 

一

本
・
雨
傘 

二
本
の
五
件
七
点
と
一
致
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
お
り
、
現
存
作
品

と
照
合
で
き
る
点
で
も
意
義
深
い
。

近
年
、
将
軍
の
御
台
所
や
将
軍
家
か
ら
他
家
へ
嫁
し
た
姫
君
の
婚
礼
道
具
に
つ
い
て

研
究
が
進
展
し
て
い
る
。
本
史
料
に
み
る
維
君
の
婚
礼
道
具
は
、
尾
張
家
か
ら
他
家
へ

と
嫁
し
た
娘
の
婚
礼
道
具
の
内
訳
や
規
模
感
を
示
す
具
体
例
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
同

時
代
に
お
け
る
婚
礼
道
具
の
仕
様
を
詳
細
に
示
す
点
で
も
、
将
軍
家
と
尾
張
家
と
の
差

異
や
共
通
点
を
比
較
検
証
す
る
う
え
で
有
意
義
で
あ
る
。
す
で
に
拙
稿
で
一
部
を
紹
介

し
た
よ
う
に
、
本
史
料
に
は
婚
礼
道
具
に
含
ま
れ
る
絵
画
が
明
記
さ
れ
て
い
る
点
で
も

興
味
深
い
。

本
稿
で
は
、
維
君
の
婚
礼
道
具
の
全
容
に
迫
り
、
婚
礼
調
度
の
加
飾
と
仕
様
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
を
第
一
義
の
目
的
と
す
る
が
、
史
料
を
読
み
解
く
な
か
で
判
明
し
た
婚

礼
に
伴
う
殿
舎
の
造
営
と
付
人
、
維
君
の
死
後
に
遺
さ
れ
た
婚
礼
道
具
の
ゆ
く
え
に
触

れ
、
そ
の
所
有
権
に
つ
い
て
も
考
察
す
る
こ
と
と
す
る
。

一　

維
君
の
生
涯
と
再
婚

前
半
生
と
前
田
斉
広
と
の
婚
姻

は
じ
め
に
維
君
の
生
涯
を
確
認
し
て
お
く
。
維
君
は
尾
張
家
の
分
家
で
あ
る
高
須
松

平
家
七
代
勝か

つ

当ま
さ（

一
七
三
七
～
一
八
〇
一
）の
長
女
と
し
て
、
天
明
五
年（
一
七
八
五
）二
月

二
十
五
日
に
誕
生
し
、
琴
姫
と
名
付
け
ら
れ
た
。
実
母
は
佐
藤
氏
女
の
代よ

野の
（
法
琳
院
）

で
あ
る
。
父
の
勝
当
は
尾
張
家
八
代
宗
勝
の
七
男
で
、
九
代
宗
睦
の
実
弟
に
当
た
る
。

長
く
部
屋
住
だ
っ
た
が
、
寛
政
七
年（
一
七
九
五
）九
月
二
十
二
日
に
歿
し
た
高
須
松
平

家
六
代
義
裕
の
後
を
継
ぎ
、
五
十
九
歳
で
同
家
七
代
の
当
主
と
な
っ
た
。
そ
の
二
か
月

後
に
あ
た
る
十
一
月
三
日
に
、
維
君
は
本
家
で
あ
る
尾
張
家
九
代
宗
睦
の
養
女
と
な
っ

た
。維

君
は
最
初
、
享
和
三
年（
一
八
〇
三
）十
二
月
朔
日
に
加
賀
前
田
家
十
一
代
治は

る

脩な
が

の

養
子
亀
万
千（
の
ち
の
十
二
代
斉な

り

広な
が　

一
七
八
二
～
一
八
二
四
）と
婚
姻
し
た
が
、
こ
の
婚
姻

は
長
く
続
か
な
か
っ
た
。
二
年
後
の
文
化
二
年（
一
八
〇
五
）八
月
十
二
日
、
実
家
で
あ

る
尾
張
家
の
江
戸
上
屋
敷
の
市
谷
邸
の
御
広
敷
を
来
訪
し
た
と
き
に
、
維
君
は
発
病

し
、
そ
の
ま
ま
養
生
の
た
め
市
谷
邸
に
留
ま
っ
た
。
逗
留
は
長
引
き
、
十
二
月
七
日
に

は
維
君
の
市
谷
邸
逗
留
が
公
儀
へ
届
け
出
ら
れ
、
翌
三
年
八
月
十
三
日
に
正
式
に
離
縁

と
な
る
。
離
縁
へ
至
る
手
続
き
や
加
賀
前
田
家
と
の
交
渉
は
、
管
見
の
限
り
で
は
両
家

の
記
録
に
は
確
認
で
き
な
い
。
し
か
し
、
大
名
家
で
の
離
縁
は
案
外
多
く
、
実
際
は
夫

婦
仲
の
不
和
を
、
体
裁
を
保
つ
た
め
病
気
と
称
し
て
離
別
し
た
場
合
も
あ
っ
た
と
み
ら

れ
る
。
維
君
が
離
縁
せ
ざ
る
を
得
な
い
病
気
だ
っ
た
か
否
か
は
別
と
し
て
、
発
病
の
一

か
月
後
に
は
早
く
も
市
谷
邸
の
庭
園
の
使
用
を
願
い
出
る
記
事
が
散
見
さ
れ
、
た
び
た

び
庭
園
内
を
散
策
で
き
る
健
康
状
態
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

近
衛
基
前
と
の
再
婚

離
縁
か
ら
わ
ず
か
十
日
余
り
後
の
文
化
三
年
八
月
二
十
七
日
、
近
衛
家
側
か
ら
近
衛

基
前
と
維
君
の
縁
組
の
申
し
入
れ
が
、
尾
張
家
の
付
家
老
で
あ
る
成
瀬
正
典
に
あ
っ
た
。

当
時
す
で
に
基
前
の
父
経
𠘑
は
他
界
し
て
い
た
た
め
、
近
衛
家
の
代
表
者
と
し
て
母
の

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）

（
9
）（

10
）

（
11
）

（
12
）
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三

円
台
院
宮（
泰
宮
董
子
女
王
）の
名
で
送
ら
れ
た
口
上
書
の
写
し
に
は
、
縁
組
の
理
由
と

し
て
「
御
先
々
ゟ
厚
御
縁
続
之
義
ニ
被
為
有
候
」
と
あ
り
、近
衛
家
と
尾
張
家
と
の
代
々

に
及
ぶ
姻
戚
関
係
の
厚
さ
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
実
際
、
こ
の
時
ま
で
に
両
家
の
間
で

は
、
尾
張
家
六
代
継
友
と
九
代
宗
睦
が
近
衛
家
か
ら
正
室
を
迎
え
、
ま
た
尾
張
家
か
ら

も
八
代
宗
勝
の
養
女
頼
君
が
近
衛
家
へ
正
室
と
し
て
入
輿
し
て
い
る
。
両
家
の
姻
戚
関

係
の
全
体
像
は
、
表
1
・
2
に
掲
げ
る
通
り
で
あ
り
、
両
家
の
つ
な
が
り
が
濃
密
で

あ
っ
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
よ
う
。
な
お
、
相
手
の
基
前
は
、
寛
政
二
年（
一
七
九
〇
）に

尾
張
家
九
代
宗
睦
の
養
女
俊
姫（
一
七
八
〇
～
九
〇
）と
縁
組
し
た
が
、
そ
の
三
か
月
後

に
俊
姫
が
死
去
し
た
た
め
、
縁
組
が
解
消
と
な
っ
た
経
緯
が
あ
る
。

近
衛
家
か
ら
の
縁
組
の
申
し
入
れ
に
対
し
、
瀧
川
忠
曉
・
成
瀬
正
寿
・
成
瀬
正
典
の

連
名
に
よ
り
、
尾
張
家
当
主
で
あ
る
十
代
斉
朝
の
賛
意
を
得
た
と
す
る
内
諾
の
返
事
が

九
月
十
九
日
付
で
近
衛
家
へ
送
ら
れ
た
。
な
お
、
成
瀬
正
典
が
武
家
伝
奏
の
広
橋
伊
光

に
宛
て
た
書
状
の
写
し
に
は
、
九
条
家
を
は
じ
め
、
有
栖
川
宮
・
伏
見
宮
か
ら
も
縁
談

が
あ
っ
た
が
、「
尾
張
故
大
納
言
殿
御
簾
中
御
続
き
格
段
之
筋
合
、
殊
ニ
御
家
柄
甚
以

正
敷
御
様
子
、
再
縁
被
取
結
御
時
節
ニ
相
当
候
」
と
、
尾
張
家
九
代
宗
睦
の
正
室
好
君

が
近
衛
家
出
身
と
い
う
格
別
の
理
由
か
ら
、
家
柄
の
正
し
さ
を
も
っ
て
近
衛
家
を
選
択

し
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
離
縁
か
ら
日
が
浅
く
、
加
賀
前
田
家
に
失
礼
に
当
た

る
と
し
て
憚
り
つ
つ
も
、
こ
れ
以
降
、
両
家
の
間
で
は
内
密
に
縁
組
の
交
渉
が
進
め
ら

れ
た
。

翌
四
年
八
月
七
日
に
公
儀
よ
り
近
衛
基
前
と
の
縁
組
が
申
し
渡
さ
れ
、
同
年
八
月
二

十
八
日
に
縁
組
が
整
っ
た
。
十
一
月
十
九
日
に
結
納
の
儀
が
行
わ
れ
、
十
二
月
十
一
日

に
は
維
君
は
琴
姫
か
ら
「
維
姫
」
と
名
を
改
め
た
。
翌
五
年
正
月
十
三
日
、
維
君
は
江

戸
上
屋
敷
で
あ
る
市
谷
邸
を
発
ち
、
途
中
、
鎌
倉
と
名
古
屋
城
に
立
ち
寄
り
、
二
月
四

日
に
京
都
に
到
着
し
た
。
同
月
十
一
日
に
近
衛
基
前
と
の
婚
儀
が
行
わ
れ
、
同
日
、

（
13
）

（
14
）

（
15
）

（
16
）

尾張家 近衛家 近衛家実父 縁組年月日 婚姻年月日 備考

徳川継友 安己君 近衛家𠘑 正徳5年（1715）
7月2日

享保3年（1718）
6月11日

頼君
（徳川宗勝養女） 近衛内前 近衛家久 延享2年（1745）

閏12月2日
延享3年（1746）
2月29日

頼君（傳姫）の実父は徳川宗
春。当初九条稙基と縁組、
稙基死去のため再縁。

徳川宗睦 好君 近衛家久 延享4年（1747）
2月2日

宝暦2年（1752）
4月13日

俊姫
（徳川宗睦養女） 近衛基前 近衛内前 寛政4年（1792）

5月13日
俊姫の実父は松平治行、俊
姫は婚礼前に死去。

維君
（徳川宗睦養女） 近衛基前 近衛内前 文化4年（1807）

8月28日
文化5年（1808）
2月11日 維君の実父は松平勝当。

徳川斉温 福君 近衛基前
（養父）

天保6年（1835）
2月25日

天保7年（1836）
11月9日 福君の実父は鷹司政𠘑。

表1　尾張家と近衛家の姻戚関係
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表
2
　
尾
張
家
と
近
衛
家
の
姻
戚
関
係

治
行

治
興

治
休

斉
温

斉
朝

忠
𠘑

（
治
行
長
女
）

俊
姫

福
君

経
𠘑

（
盛
化
門
院
、
後
桃
園
天
皇
女
御
）（

鷹
司
政
𠘑
二
十
二
子
）

は
親
子
関
係
、

は
養
子
関
係
、

は
縁
組
関
係
を
示
す
。

は
婚
姻
関
係
、

維
子

泰
宮
董
子
女
王

（
円
台
院
宮
）

（
宗
勝
養
女
）

頼
君

好
君

内
前

（
以
下
略
）

勝
当

勝
長

義
敏

宗
春

宗
勝

宗
睦

安
己
君

（
新
中
和
門
院
、

中
御
門
天
皇
女
御
）

𠘑
子

（
天
英
院
）

家
𠘑

近
衛
基
𠘑

尚
子

徳
川
継
友

家
久

基
前（

勝
当
長
女
）

維
君
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「
君
号
」
が
基
前
よ
り
進
ぜ
ら
れ
、
維
姫
か
ら
「
維
君
」
へ
と
名
を
改
め
た
。

文
政
三
年（
一
八
二
〇
）に
基
前
が
三
十
八
歳
で
歿
す
る
と
、
維
君
は
薙
髪
し
、「
維
学

心
院
」
と
号
し
た
。
十
三
年
に
及
ぶ
婚
姻
生
活
で
夫
と
の
間
に
は
実
子
は
な
か
っ
た
も

の
の
、
庶
出
子
の
姫
君（
常
心
院
）や
辰
君（
の
ち
の
近
衛
忠
𠘑
）の
嫡
母
と
な
っ
て
近
衛
家

を
支
え
た
。
基
前
の
歿
後
に
、
維
君
は
鷹
司
政
𠘑
の
娘
の
福
君
を
養
女
に
迎
え
て
養
育

し
、
天
保
七
年（
一
八
三
六
）に
は
福
君
を
尾
張
家
十
一
代
斉
温
の
継
室
と
し
て
嫁
が
せ
、

尾
張
家
と
近
衛
家
の
姻
戚
関
係
を
強
化
す
る
役
割
を
担
っ
た
。
残
念
な
が
ら
福
君
は
婚

嫁
後
わ
ず
か
四
年
、
二
十
一
歳
の
若
さ
で
歿
し
た
も
の
の
、
維
君
は
長
寿
を
保
ち
、
弘

化
四
年（
一
八
四
七
）七
月
二
十
六
日
に
六
十
二
歳
で
歿
す
る
ま
で
、
尾
張
家
の
京
都
に

お
け
る
活
動
を
支
え
る
重
要
な
存
在
で
あ
り
続
け
た
。

二　

婚
礼
道
具
の
全
容

本
史
料
の
概
要

本
史
料
は
、
表
紙
に
「
維
学
心
院
様　

御
婚
礼
御
道
具
帳
写
」
と
墨
書
さ
れ
る
。
表

紙
と
裏
表
紙
が
付
き
、
墨
付
き
百
三
十
七
丁
、
紙
縒
り
で
袋
綴
じ
と
す
る
。
法
量
は
縦

三
三
・
四
糎
、
横
二
九
・
〇
糎
で
あ
る
。
表
紙
に
「
写
」
と
あ
る
た
め
、
本
史
料
は
原

本
で
は
な
く
、
筆
写
の
時
期
は
維
君
が
維
学
心
院
と
号
し
た
文
政
三
年（
一
八
二
〇
）以

降
と
み
ら
れ
る
が
、
表
紙
に
「
御
婚
礼
御
道
具
」
と
あ
る
通
り
、
原
本
は
婚
礼
当
初
の

記
録
で
あ
っ
た
と
み
な
さ
れ
る
。
二
百
十
一
件
に
及
ぶ
婚
礼
道
具
が
一
つ
書
き
で
列
記

さ
れ
、
そ
の
意
匠
や
仕
様
・
内
容
品
、
附
属
品
、
収
納
箱
な
ど
が
実
に
詳
細
に
記
さ
れ

て
い
る
。
婚
礼
道
具
は
道
中
具
に
始
ま
り
、
三
棚
や
貝
桶
な
ど
婚
儀
の
場
で
飾
る
ハ
レ

の
道
具
か
ら
、
よ
り
実
用
的
な
道
具
へ
と
続
き
、
そ
の
配
列
に
は
道
具
の
序
列
化
が
看

取
さ
れ
る
。
ま
た
、
最
末
部
の
二
十
丁
余
り
に
は
「
御
平
用　

御
側
御
道
具
」
と
し

て
、
平
常
に
身
近
に
置
い
て
使
用
す
る
道
具
も
記
載
さ
れ
て
い
る
。

維
君
が
近
衛
家
へ
入
輿
し
た
際
の
婚
礼
道
具
が
、
初
婚
で
加
賀
前
田
家
へ
嫁
い
だ
際

の
道
具
を
再
利
用
し
た
も
の
か
、
あ
る
い
は
新
調
し
た
も
の
か
は
、
婚
礼
道
具
の
製
作

年
代
を
考
え
る
う
え
で
重
要
な
問
題
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
す
る
史
料
は
乏
し
く
、
詳

細
は
明
ら
か
で
な
い
。
仮
に
離
縁
の
際
に
婚
礼
道
具
が
前
田
家
か
ら
返
還
さ
れ
、
再
婚

時
に
再
利
用
さ
れ
た
と
し
て
も
、
本
史
料
の
一
つ
書
き
の
記
載
や
附
属
品
の
整
っ
た
書

き
ぶ
り
を
見
る
限
り
、
近
衛
家
に
再
嫁
す
る
に
あ
た
っ
て
、
新
婚
生
活
に
必
要
な
諸
道

具
は
改
め
て
過
不
足
な
く
整
え
ら
れ
た
と
み
て
よ
い
。

婚
礼
道
具
の
内
訳

ま
ず
は
婚
礼
道
具
の
内
訳
か
ら
み
て
い
く
。
本
史
料
は
、
前
三
分
の
二
ほ
ど
が
婚
礼

調
度
を
中
心
と
し
た
諸
道
具
の
記
述
で
、
残
り
の
三
分
の
一
に
「
御
平
用　

御
側
御
道

具
」
と
別
項
を
立
て
て
書
き
入
れ
が
あ
り
、
平
常
用
の
諸
道
具
が
列
記
さ
れ
る
。
全
体

は
表
3
の
通
り
だ
が
、「
小
道
具
」
と
呼
ば
れ
る
内
容
品
、
紐
・
敷
紙
・
包
布
な
ど
の

附
属
品
の
詳
細
は
割
愛
し
、
蒔
絵
の
意
匠
や
地
塗
の
仕
様
と
、
金
具
・
収
納
箱
に
特
化

し
て
記
し
た
。

表
3
の
1
～
38
は
、
嫁
入
り
行
列
と
婚
儀
に
必
要
な
道
具
で
あ
る
。
1
～
21
は
道
中

具
で
、
新
婦
が
乗
る
2
「
御
輿
」
を
中
心
に
、
行
列
の
格
式
を
示
す
1
「
御
挟
箱
」・

6
「
御
立
傘
」・
7
「
御
緋
傘
」
や
、
12
～
16
・
19
・
20
の
お
守
り
道
具
が
続
く
。
12

「
御
天
児
」・
13
「
御
這
子
」・
14
「
御
犬
張
子
」
は
4
「
御
替
御
輿
」
に
乗
せ
、
婚
儀

の
場
に
も
飾
ら
れ
る
。
16
「
御
衣
張
」
は
、
本
来
、
着
物
を
洗
い
張
り
す
る
た
め
の
道

具
だ
が
、
婚
儀
で
は
「
ど
ど
わ
げ（
百
々
曲
）」
と
呼
ば
れ
る
白
装
束
で
新
婦
に
仕
え
る

中
居
と
と
も
に
長
柄
輿
に
乗
せ
ら
れ
る
慣
わ
し
で
あ
っ
た
。
17
「
御
貝
桶
」
は
、「
貝

桶
渡
し
」
の
儀
に
用
い
ら
れ
る
婚
礼
の
筆
頭
道
具
で
あ
る
、
22
～
38
は
22
「
御
厨
子

（
17
）

（
18
）

（
19
）

（
20
）
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通番 名称・内容品 員数 仕様1 仕様2 金具 収納箱
1 御挟箱　棒共 一對 黒塗牡丹唐草

高蒔絵御紋入
底裏薄梨子地 両金物金濃金滅黄

唐草御紋毛彫
黒掻合塗
紺木綿四ツ内紐付

2 御輿 一挺 黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入

御窓萌黄紋紗張　
内張惣金極彩色絵
御天井御紋置上

惣金物金濃滅黄
御紋唐草毛彫

黒掻合塗鉄物付

3 御輿御褥 四
4 御替御輿 壱挺 上之備後表包　

引上ケ紋紗張
無双れんし
吹寄紋紗張
御せうし桝組
紙張御せうし

惣御内廻り
御寄懸御肘懸共
黒天鵞絨包
棒　檜木地

角之御金物
鉄黒塗 

5 御相図鈴箱 壱 黒塗御紋付 溜塗　木綿真田付
6 御立傘 壱本 御柄黒塗牡丹唐草

高蒔絵御紋入
朱天井御紋白上り 御金物金めつき唐草

毛彫　
黒搔合塗
紺木綿四ツ打紐付

7 御緋傘 壱本 御柄黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入

朱天井御紋白上り 御金物金滅黄
唐草毛彫真鍮詮

8 御茶弁当 壱荷 黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入

惣御金物金濃滅黄
唐草毛彫

黒掻合塗
紺木綿四ツ打紐付

9 御水荷 壱荷 朱掻合塗朱御紋付 惣御金物鉄黒塗
10 御蓑箱　棒共 壱荷 黒塗牡丹唐草

高蒔絵御紋入
底裏薄梨子地 惣御金物金めつき

唐草毛彫
黒搔合塗
紺木綿四ツ打紐付

11 御跡御挟箱 壱對 黒塗革覆金箔御紋付
12 御天児 壱躰 桐木地箱　
13 御這子 壱躰 桐木地箱
14 御犬張子 壱對 惣金極彩色御紋付 桐木地箱
15 御筒守 壱 赤地宝尽金入包 惣御金物金めつき

蓬莱模様御紋毛彫
真鍮鈴四ツ付

内：桐木地箱　
　　浅黄袋打糸真田付
外：溜塗　木綿真田付

16 御衣張　御しゐし共 壱通 黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入

内：桐木地箱　
　　浅黄袋打糸真田付　
外：溜塗　木綿真田付

17 御貝桶　臺共 壱對 黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入

内張紅宝尽金入
底裏薄梨子地

金滅黄鵐目 溜塗
紺木綿四ツ打紐

18 御擔 壱對 黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入

内濃村梨子地
底裏薄梨子地

惣御金物濃金滅黄
唐草毛彫

溜塗
紺木綿四ツ打紐付　

19 御万宝懸 壱 黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入

御金物銀 溜塗

20 御愛敬御筒守 壱 白地宝尽金入 白糸打紐房付 惣御金物銀御紋唐草
毛彫

21 御替御茶弁当 壱荷 黒塗唐草蒔絵御紋入 御金物金滅黄 黒掻合塗
紺木綿四ツ打紐付

22 御厨子 壱 黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入

内濃村梨子地
御扉裏
高砂獅子狛犬蒔絵
底裏薄梨子地

惣御金物銀唐草毛彫 溜塗鉄物付

23 十二御手箱　
　御小道具共

壱通 黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入　

内濃梨子地
底裏薄梨子地銀覆輪
内張
赤地金入宝尽模様

銀釻御紋毛彫 溜塗
木綿袋打真田付

24 御火取香炉　銀火篭付 弐 黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入

内銀張　底裏薄梨子地 溜塗
木綿袋打真田付

25 御沈箱 壱 黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入

内濃梨子地
底裏薄梨子地

銀釻御紋毛彫 溜塗
木綿袋打真田付

26 御香盆　御小道具共 壱通 黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入　

底裏薄梨子地 溜塗
木綿真田付

27 御黒棚用御文箱　大小 壱通 黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入

内濃村梨子地
底裏薄梨子地

銀釻御紋毛彫 溜塗
木綿袋打真田付

28 御短冊箱 壱 黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入

内濃村梨子地
底裏薄梨子地

銀釻御紋毛彫 溜塗
木綿袋打真田付

29 御書棚用御硯箱 壱面 黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入

内濃村梨子地
底裏薄梨子地

溜塗
木綿袋打真田付

30 御色紙箱 壱 黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入

内濃村梨子地
底裏薄梨子地

銀釻御紋毛彫 黒塗
木綿袋打真田付

31 御黒棚 壱 黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入

内濃村梨子地
御扉裏
恵比須大黒蒔絵
底裏薄梨子地

惣御金物銀牡丹唐草
毛彫

溜塗鉄物付

32 御拂箱　御小道具共 壱 黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入

内濃村梨子地
底裏薄梨子地

銀釻御紋毛彫 溜塗
木綿袋打真田付

表3　「維学心院様　御婚礼御道具帳写」にみる婚礼道具



維
君
の
婚
礼
と
婚
礼
道
具

七

33 御角赤　大小 弐 黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入

内濃村梨子地
底裏薄梨子地

銀釻御紋毛彫 溜塗
木綿袋打真田付

34 御元結箱 壱 黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入

内濃村梨子地
底裏薄梨子地

銀釻御紋毛彫 溜塗
木綿袋打真田付

35 御渡金箱 壱 黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入

内濃村梨子地
底裏薄梨子地

銀釻御紋毛彫 溜塗
木綿袋打真田付

36 御歯黒箱　御小道具共 壱 黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入

内濃村梨子地
底裏薄梨子地

銀釻御紋毛彫 溜塗
木綿袋打真田付

37 御書棚 壱 黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入

内濃村梨子地
底裏薄梨子地

惣御金物銀
唐草毛彫

溜塗鉄物付

38 御料紙箱　御硯箱共
御小道具共

壱通 黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入

内濃村梨子地
底裏薄梨子地

溜塗
木綿袋打真田付

39 御文臺　御硯箱共
御小道具共

壱通 黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入

内濃村梨子地
底裏薄梨子地

惣御金物銀
唐草毛彫

溜塗
木綿袋打真田付

40 御鼻紙臺 壱 黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入

内濃村梨子地
底裏薄梨子地

銀鋲御紋毛彫 溜塗
木綿袋打真田付

41 御鼻紙箱 壱 黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入

内濃村梨子地
底裏薄梨子地

銀鋲御紋毛彫 溜塗
木綿袋打真田付

42 御水引箱 壱　　 黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入

内濃村梨子地
底裏薄梨子地

銀鋲御紋毛彫 溜塗
木綿袋打真田付

43 御櫛箱　御小道具共 壱 黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入

内濃村梨子地
底裏薄梨子地

銀鋲御紋毛彫 溜塗
木綿袋打真田付　

44 御見臺 壱脚 黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入

内濃村梨子地
底裏薄梨子地

御金物銀 溜塗
木綿袋打真田付

45 御眉作箱　御小道具共 壱 黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入

内濃村梨子地
底裏薄梨子地

銀鋲御紋毛彫 溜塗
木綿袋打真田付

46 御乱箱 壱 黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入

内濃村梨子地
底裏薄梨子地

溜塗
木綿袋打真田付

47 御祝枕 壱對 黒塗南天模様
高蒔絵御紋入

溜塗
木綿袋打真田付

48 御薫物壺　臺共 壱通 黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入

内濃村梨子地
底裏薄梨子地

溜塗
木綿袋打真田付

49 御重硯 壱組 黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入

内濃村梨子地
底裏薄梨子地

溜塗
木綿袋打真田付

50 御昆布箱 壱 黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入

内濃村梨子地
底裏薄梨子地

銀鋲御紋毛彫 溜塗
木綿袋打真田付

51 御爪取箱 壱 黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入

内濃村梨子地
底裏薄梨子地

銀鋲御紋毛彫 溜塗
木綿袋打真田付

52 御爪取手洗 壱 黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入

内濃村梨子地
底裏薄梨子地

溜塗
木綿袋打真田付

53 御鏡臺　御小道具共 壱通 黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入

内濃村梨子地
底裏薄梨子地

銀鋲御紋毛彫 溜塗
木綿袋打真田付

54 御櫛臺　御小道具共 壱通 黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入

内濃村梨子地
底裏薄梨子地

銀鋲御紋毛彫 溜塗
木綿袋打真田付

55 御毛垂箱 壱 黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入

内濃村梨子地
底裏薄梨子地

溜塗
木綿袋打真田付

56 御鏡建 壱 黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入

御金物銀 溜塗
木綿袋打真田付

57 御鏡家入　大小 弐面 黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入

内濃村梨子地
底裏薄梨子地

溜塗
木綿袋打真田付

58 御耳手洗 臺輪共 壱通 黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入

内濃村梨子地
底裏薄梨子地

溜塗
木綿袋打真田付

59 御楊枝箱 壱 黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入

内濃梨子地
底裏薄梨子地

銀鋲御紋毛彫 溜塗
木綿袋打真田付

60 御角盥　御楾共 壱通 黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入

内濃村梨子地
底裏薄梨子地

御金物銀 溜塗
木綿袋打真田付

61 御姿見御鏡建 壱 黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入

御金物銀 溜塗
木綿袋打真田付

62 御姿見家入 壱面 黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入

内濃村梨子地
底裏薄梨子地

溜塗
木綿袋打真田付

63 御畳紙箱 臺共 壱通 黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入

内濃村梨子地
底裏薄梨子地

銀釻御紋毛彫 溜塗
木綿袋打真田付

64 銀御文鎮 三 溜塗
木綿袋打真田付

65 御旅櫛箱　御小道具共 壱通 黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入

内濃梨子地
底裏薄梨子地

銀釻御紋毛彫 溜塗
木綿袋打真田付

66 御十種香箱
御小道具共

壱通 黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入

内濃村梨子地
底裏薄梨子地

銀鋲御紋毛彫 溜塗
木綿袋打真田付

67 御十種香盤 壱通 黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入

内濃村梨子地
底裏薄梨子地

溜塗
木綿袋打真田付

68 御沈割箱　御小道具共 壱 黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入

内濃村梨子地
底裏薄梨子地

銀釻御紋毛彫 溜塗
木綿袋打真田付
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69 御寄懸 壱 黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入

内濃村梨子地
底裏薄梨子地
甲板花色紋天鵞絨包

御金物銀 溜塗
木綿袋打真田付

70 長御かもし箱 壱 黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入

内濃村梨子地
底裏薄梨子地

銀釻御紋毛彫 溜塗
木綿袋打真田付

71 御脇息 壱 黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入

底裏薄梨子地
甲板花色天鵞絨包

御金物銀 溜塗
木綿袋打真田付

72 御絹巻 壱通 黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入

底裏薄梨子地 溜塗
木綿袋打真田付

73 御帯箱 壱 黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入

内濃村梨子地
底裏薄梨子地

銀釻御紋毛彫 溜塗
木綿袋打真田付

74 御物裁箱　御小道具共 壱 黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入

内濃村梨子地
底裏薄梨子地

銀釻御紋毛彫 溜塗
木綿袋打真田付

75 唐銅御火熨斗 壱對 御臺椽手共
牡丹折枝蒔絵
表煮黒メ張

裏薄梨子地 煮黒メ張 溜塗
木綿袋打真田付

76 大御文箱 三 黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入

濃村梨子地
底裏薄梨子地

銀釻御紋毛彫 黒塗御紋付煮黒メ釻
萌黄練繰紐付

黒塗牡丹折枝蒔絵 右同断
同大竹高蒔絵 濃梨子地

其外右同断
77 御文箱 拾 黒塗牡丹唐草

高蒔絵御紋入
濃村梨子地
底裏薄梨子地

銀釻御紋毛彫 黒塗御紋付煮黒メ釻付
萌黄練繰紐付

黒塗桐ニ鳳凰高蒔絵 右同断
同御紋ちらし高蒔絵 右同断
同御紋ちらし高蒔絵 右同断
同椿高蒔絵 右同断
同牡丹折枝蒔絵 右同断
同波ニ千鳥高蒔絵 右同断
同花之丸高蒔絵 右同断
村梨子地打枝ニ高蒔絵 濃村梨子地

底裏薄梨子地
78 縮緬御服紗 御文箱附 拾
79 青漆革包御文箱 九 金御紋付　七 煮黒メ釻付 萌黄練繰紐付

同唐草模様　弐 煮黒メ釻付
80 竪横御目録箱 弐通 黒塗牡丹唐草

高蒔絵御紋入
内濃村梨子地
底裏薄梨子地

銀釻御紋毛彫 溜塗煮黒メ釻付 
萌黄練繰紐付

黒塗牡丹折枝蒔絵 内右同断 右同断
81 青漆革包横御目録箱 三 金御紋付　弐 煮黒メ釻付 萌黄練繰紐付

同唐草模様　壱 煮黒メ釻付 黒練繰紐付
82 竪御目録箱 弐 黒塗御紋付 煮黒メ釻付 萌黄練繰紐付
83 呉服御通ひ箱 四 黒塗朱御紋付 煮黒メ金物釻 萌黄練繰紐付
84 御通ひ文庫　大中小 六 黒塗朱御紋付 煮黒メ釻 萌黄練繰紐付
85 御廣蓋 弐枚 黒塗牡丹唐草

高蒔絵御紋入
底裏薄梨子地 溜塗

木綿袋打真田付
86 御硯蓋 弐枚 黒塗牡丹唐草

高蒔絵御紋入
底裏薄梨子地 溜塗

木綿袋打真田付
87 御湯当手洗　

御手拭懸共
壱通 黒塗牡丹唐草

高蒔絵御紋入
内濃村梨子地
底裏薄梨子地

御手拭懸　銀御金物
唐草毛彫

溜塗
紺木綿袋打真田付

88 御衣桁 弐組 黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入

御金物銀唐草毛彫 溜塗
紺木綿紐付

同牡丹折枝蒔絵 御金物金めつき
89 丸御伏籠 壱 黒塗牡丹唐草

高蒔絵御紋入
鉘銀 溜塗

木綿袋打真田付
90 御碁盤 弐面 黒塗牡丹唐草

高蒔絵御紋入
底裏薄梨子地 溜塗

木綿真田付
　御碁笥 弐 蒔絵御紋入
　御次 壱面 黒塗
　碁笥 弐

91 御将棋盤 弐面 黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入

底裏薄梨子地 溜塗　木綿真田付

　駒箱 壱 蒔絵御紋入
　御次 壱 黒塗
　駒箱 壱 黒塗

92 御双六盤 弐面 黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入

御金物銀 溜塗　木綿真田付

　御次 壱面　 黒塗 御金物金めつき
93 御琴 七面 長磯青海浪たかやさん

御紋入海銀龍
黒塗御紋付鉘金めつき
紅緒房付

長磯菊蒔絵
御紋入海銀地板浪毛彫

黒塗御紋付鉘金めつき
紅緒房付
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長磯富士蒔絵
御紋入海鼈甲

黒塗御紋付鉘金めつき
紅緒房付

　御次琴 長磯千羽鶴蒔絵
海金銀水くゝり龍

黒掻合塗煮黒メ釻付
内：萌黄練染紐付　
外：溜塗　木綿四ッ内紐付

　御次琴 長磯菊唐草蒔絵
海金滅黄龍

　同断 長磯紫檀無地海鼈甲
　同断 諸先紫檀包海鼈甲
　御琴柱箱　御琴柱入 三 黒塗御紋付

94 御三味線 七挺
（ママ）

御紋附松竹梅蒔絵 御胴花林　御棹紫檀 御金物銀 黒塗御紋付釻金めつき
紅緒房付

御紋付扇蒔絵 御胴花林　御棹紫檀 御金物銀 黒塗御紋付釻金めつき
紅緒房付

御紋付四季蒔絵 御胴花林　御棹紫檀 御金物銀 黒塗御紋付釻金めつき
紅緒房付

　御次 浪千鳥象嵌 胴花林　棹紫檀 金物銀 内：黒掻合塗煮黒メ釻
萌黄練染紐付
外：溜塗　木綿袋打真田付

若松鶴蒔絵 同断 金物同断
水車蒔絵 胴花林　棹紫檀 金物銀
菖蒲象嵌 同断 金物同断
紅葉蒔絵 同断 金物同断

　御こま 八
95 御臺子 三脚 黒塗牡丹唐草

高蒔絵御紋入
裏薄梨子地 御金物銀　 内：桐木地 萌黄真田付

外：溜塗 木綿四ッ打紐付
黒塗牡丹折枝蒔絵 裏薄梨子地 御金物銀 内：桐木地 萌黄真田付

外：溜塗 木綿四ッ打紐付
黒塗無地縁唐草蒔絵　 御金物金滅黄 内：桐木地 萌黄真田付

外：溜塗 木綿四ッ打紐付
96 御棗 四 黒塗牡丹唐草

高蒔絵御紋入弐
内濃村梨子地　　　 溜塗

木綿袋打真田付
同牡丹折枝蒔絵　弐 内同断

97 御中次 弐 黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入　

内濃村梨子地
底裏薄梨子地　

溜塗
木綿袋打真田付　

98 御茶碗臺 ふた共　 弐通 黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入

内濃村梨子地
裏薄梨子地

溜塗
木綿袋打真田付

99 御茶碗 三拾 樅指箱
木綿袋打真田付

100 御茶簞笥　御小道具共 壱 黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入

内濃村梨子地
底裏薄梨子地

御金物銀唐草毛彫 溜塗
木綿袋打真田付

101 御薬簞笥　御小道具共 壱 黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入

内濃村梨子地
底裏薄梨子地

御金物銀唐草毛彫 溜塗
木綿袋打真田付

102 御薬通ひ箱 壱 黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入

内濃村梨子地
底裏薄梨子地

銀釻菊座 溜塗
木綿袋打真田付

103 臺御火鉢 弐ツ 黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入

裏濃村梨子地 御金物金めつき唐草
毛彫

溜塗
木綿四ッ打紐付

104 真鍮御火箸 七膳
105 御炭斗 三 黒塗牡丹唐草

高蒔絵御紋入
内濃村梨子地
底裏薄梨子地　

溜塗
木綿袋打真田付

同牡丹折枝蒔絵 内裏同断
黒塗無地

106 真鍮御臺十能 七ツ 手黒塗牡丹唐草蒔絵　壱
同黒塗牡丹折枝蒔絵　弐
同黒塗無地　弐
火蓋無シ　弐

107 御机 壱脚 黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入

裏濃村梨子地 溜塗
木綿袋打真田付

108 御花臺 壱對 桑木地色付 溜塗
木綿袋打真田付

109 唐銅御花瓶 壱對 溜塗
木綿袋打真田付

110 御花臺 壱ツ 黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入

裏濃村梨子地 溜塗
木綿袋打真田付

111 御薄板 五枚 黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入　弐枚

裏薄梨子地 溜塗
木綿袋打真田付

同牡丹折枝蒔絵　壱枚 裏同断
黒塗無地　　弐枚

112 御花活 五 唐銅　弐 溜塗
木綿袋打真田付

瀬戸焼　三
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113 御花桶 三 黒塗金粉御紋付　弐 樅木地
同銀粉御紋付　壱

114 御軸物箱　　 壱 黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入

内濃村梨地
底裏薄梨子地

銀鋲御紋毛彫 溜塗　
木綿袋打真田付

御軸物　※ 二巻
御軸臺　 壱 黒塗牡丹唐草

高蒔絵御紋入
内濃村梨子地
底裏薄梨子地

115 御哥書 八通 御箱　黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入　

内濃村梨子地
底裏薄梨子地

銀鋲御紋毛彫 溜塗　
木綿袋打真田付

　源氏物語 御表紙 花色純子 裏惣金布目
　二十一代集 御表紙 萌黄地金入 裏同断
　万葉集 御表紙 紺地金入　　　 裏同断
　伊勢物語 右同断
　つれ〳〵草 右同断
　古今集 右同断
　清少納言枕草紙 御表紙 紺地金入 裏惣金布目
　詠歌大概 右同断

116 百人一首軽多 壱通 御箱 黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入

内濃村梨子地
底裏薄梨子地

銀鋲御紋毛彫 溜塗　
木綿袋打真田付

117 御懸物　※ 九通 桐木地　
萌黄糸真田付　

118 御懸物竿 弐本 黒塗御紋付 樅指箱　
木綿袋打真田付

119 御重　替ふた共 拾組 黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入　四組

内朱 黒塗煮黒メ金物付
萌黄糸真田付

同牡丹唐草蒔絵　四組 内朱
同牡丹折枝蒔絵　二組 内朱

120 御重覆 五 黒塗 煮黒メ金物付 萌黄練繰紐付
121 御重居臺 五 黒塗無地 煮黒メ金物付
122 御提重　小道具共 壱組 黒塗牡丹唐草

高蒔絵御紋入
内濃村梨子地
底裏薄梨子地

御金物銀 溜塗
木綿袋打真田付　

123 御瓶子 壱對 黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入

底裏薄梨子地 溜塗　
木綿袋打真田付

124 御行器 三荷 黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入　弐荷

内濃村梨子地
底裏薄梨子地

御金物金めつき 黒塗煮黒メ金物付　
萌黄練繰紐付

黒塗無地　壱荷　 御金物同断
125 御食籠 四荷 黒塗牡丹唐草

高蒔絵御紋入　弐荷　
内朱
底裏薄梨子地

黒塗煮黒メ金物付
萌黄練繰紐付

黒塗牡丹折枝蒔絵　
壱荷

内同断

黒塗無地　壱荷　　 内朱塗
126 小御食籠 壱對 黒塗牡丹唐草

高蒔絵御紋入
内朱底
裏薄梨子地

溜塗　木綿袋打真田付

127 御懸網 弐 箱入　木綿袋打真田付
128 御温飩路司 壱組 黒塗御紋付 内家真溜塗御紋付 煮黒メ封印金物 溜塗　木綿真田付
129 御指樽 壱對 黒塗牡丹唐草

高蒔絵御紋入
底裏薄梨子地 御金物銀 溜塗　紺木綿紐付

130 御燭臺　大小 三拾三本 黒塗牡丹折枝蒔絵　
大　五本
同牡丹唐草蒔絵
御紋入 小 八本
唐銅　大　拾七本
同断　小　三本

131 御手燭　 五本 黒塗牡丹唐草蒔絵　
弐本
黄唐銅　三本

132 御有明行燈 三挺 惣躰真鍮網懸り
133 御ほんほり 八 手黒塗唐草蒔絵　三

同花塗　五
134 御塵取 四 黒塗　弐 樅　木綿真田付

春慶塗　弐
135 御塵籠 弐 黒塗牡丹折枝蒔絵 溜塗　木綿真田付

同無地
136 御葛籠 弐荷 御紋付 鵐目金めつき
137 呉服御簞笥 壱對 黒塗御紋ちらし 惣打金物金めつき

唐草毛彫
138 御長持 弐拾棹 黒塗御紋付　拾棹 惣御金物金めつき

唐草毛彫
同無地　拾棹 御金物同断
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139 雑御長持 五拾棹 溜塗御紋付　拾五棹 惣御金物煮黒メ
樅木地　三拾五棹 惣御金物鉄

140 御幕 拾張
141 御幕串 拾五本 黒掻合塗
142 御毛氈 三拾枚
143 押かね 拾本 黒塗
144 御屏風　※ 拾五双 金物金めつき御紋唐

草毛彫
溜塗鉄物打

145 御屛風挟 拾壱 唐銅 樅指外家入綱引付
146 御次屛風 拾双 からかみ張土佐張
147 奥向御廊下向共

御行燈
弐拾五挺

御平用　御側御道具

148 御側箱 壱 黒塗御紋付 惣御金物銀 溜塗　木綿真田付
149 御硯箱 壱面 黒塗御紋付 溜塗　木綿真田付
150 御伏籠 壱 桐木地臺黒塗 落釜煮黒メ 溜塗　木綿真田付
151 御手焙 壱 黒塗牡丹唐草

高蒔絵御紋入
裏薄梨子地 御金物金めつき地板

煮黒メ
溜塗　木綿真田付

152 御側御用小簞笥 壱 桐春慶塗 煮黒メ金物附
153 御側御用御懸硯 壱 桐春慶塗 金物煮黒メ錠前付
154 長御硯蓋　大小 弐枚 黒塗梅蒔絵
155 黒塗御三方 五面 金御紋付
156 御茶壺 壱 桐木地　萌黄真田付
157 御蚊帳紐 四筋 本紅手七分糸

四ッ打房付
金めつき鍵共

158 御蒼朮焼 弐通 黒塗 落釜手共煮黒メ 溜塗　木綿真田付
159 御障子屛風 壱双 御腰両面草花之絵

泥引おせ廻り
金箔置　御椽黒塗 御金物金滅黄

160 長硯蓋　大小 弐枚 木地蠟色
161 猪口 弐拾
162 蓋付茶碗 三拾 秋野之染付
163 御文臺 壱 黒塗御紋ちらし 溜塗　木綿真田付
164 錦打紐 弐筋 萌黄長三丈
165 御重硯 弐拾壱組 黒塗金粉沃懸 溜塗　木綿真田付
166 御乱箱 壱 黒塗扇子ちらし蒔絵 溜塗　木綿真田付
167 御旅櫛箱 壱通 濃梨子地檜垣蒔絵

御紋ちらし
内濃梨子地 銀釻御紋毛彫 溜塗　木綿真田付

168 御側箱 壱 黒塗四季草花
高蒔絵御紋入

内濃梨子地 銀釻 溜塗　木綿真田付

169 御提重 壱組 黒塗梅唐草蒔絵
御紋入

内底裏薄梨子地 金物銀 溜塗　木綿真田付

170 鬼面火鉢　火篭 壱
171 御調合臺 壱脚 黒塗御紋付 溜塗　木綿真田付
172 御小細工簞笥 壱 黒塗金粉 裏御紋付 釻金滅黄
173 御次簞笥 壱 桐春慶塗黒漆御紋付 金物煮黒メ
174 御荷弁當 壱荷 黒塗朱御紋付 御金物赤銅
175 御四種香盤 壱通 黒塗梅折枝蒔絵 溜塗　木綿真田付
176 十種香御道具 壱通
177 御臺火鉢 壱 黒塗御紋ちらし 御金物金滅黄

落釜唐銅
178 御廣蓋 壱枚 黒塗御紋付
179 御鼻紙臺 壱 黒塗御紋ちらし
180 御手拭懸 壱 黒塗御紋ちらし 御金物金めつき
181 御側箱 壱 黒塗御紋ちらし
182 御守箱　右居臺 壱 黒塗御紋付
183 黒塗御衣桁 壱組
184 御耳手洗 壱 黒塗内張真鍮
185 御硯蓋 六枚 黒塗蒔絵　弐

同御紋付　壱
同御印付　三

186 薬鑵 壱 真鍮
187 御歌かるた箱 壱 黒塗御紋付
188 小御手洗 壱
189 小御簞笥 壱 黒塗新御紋付
190 御懸盤　本二三 壱通 黒塗葉唐草蒔絵

御紋付
191 御鉢臺 壱
192 御鉢 壱
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193 御湯当 壱
194 御水差 壱
195 御本椀 七ツ組

壱組
196 御替汁椀 弐具
197 御吸物椀 弐具
198 御平皿 四具
199 御坪皿 四具
200 御木猪口 弐具
201 御腰高 拾弐
202 御盃 弐枚
203 同臺 壱組
204 御杓子箱入 壱本
205 御箸箱入 壱膳
206 御木徳利 弐
207 御食篭 弐
208 御三方 五面
209 御三味線 壱挺 紅葉蒔絵
210 横御目録箱 弐 黒塗御紋ちらし 銀釻
211 長御文箱 三 黒塗松藤蒔絵　壱 銀釻 萌黄練染紐付

黒塗松竹梅蒔絵　壱
同御紋ちらし　壱

凡例　
・表記は本史料に基づく。但し、読みやすさを考慮し、適宜、改行・一字あけを行った。通番は筆者による。
・仕様1は漆工品の場合、器物の表側の仕様を表記し、複数ある場合には、員数も仕様1に示した。仕様2は器物の内側や底

裏を示した。
・※をつけた114御軸物・117御懸物・144御屛風の内訳は、表5「「維学心院様 御婚礼御道具帳写」にみる絵画」で示す。

（
棚
）」・
31
「
御
黒
棚
」・
37
「
御
書
棚
」
の
い
わ
ゆ
る
三
棚
と
そ
の
棚
飾
り
と
す
る
化

粧
道
具
や
香
道
具
・
文
房
具
類
で
、
婚
儀
の
場
を
飾
る
ハ
レ
の
道
具
で
あ
る
。

39
～
75
は
文
房
具
や
化
粧
道
具
・
香
道
具
・
裁
縫
道
具
な
ど
で
あ
り
、
76
～
82
の
大

小
の
文
箱
や
目
録
箱
は
文
書
の
往
還
用
の
道
具
、
83
～
89
は
衣
服
な
ど
の
通
い
箱
や
洗

面
、
衣
類
関
連
の
道
具
で
あ
る
。
90
～
100
の
碁
盤
・
将
棋
盤
・
双
六
盤
の
三
面
を
は
じ

め
、
93
・
94
の
楽
器
類
、
95
～
100
の
茶
の
湯
道
具
と
い
っ
た
遊
興
具
が
続
く
。
そ
の
ほ

か
101
・
102
服
薬
道
具
、
103
～
106
暖
房
具
、
107
机
、
108
～
113
花
器
、
114
～
118
歌
書
・
軸
物

類
、
119
～
129
飲
食
器
、
131
～
133
・
147
照
明
具
、
134
・
135
掃
除
具
、
136
～
139
運
搬
・
保
管

具
、
144
～
146
屛
風
な
ど
、
実
に
多
種
多
様
な
道
具
が
列
記
さ
れ
る
。
な
お
、
90
～
94
の

碁
盤
・
将
棋
盤
・
双
六
盤
、
琴
に
み
ら
れ
る
「
御
次
」
の
文
言
は
格
下
の
道
具
を
指
す

と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
114
「
御
軸
物
」・
117
「
御
懸
物
」・
144
「
御
屛
風
」
の
絵
画
類

に
つ
い
て
は
、
画
題
や
筆
者
、
表
具
等
が
詳
細
に
記
さ
れ
る
た
め
、
第
四
章
で
後
述
す

る
。「

御
平
用　

御
側
御
道
具
」（
148
～
211
）以
下
は
平
常
、
身
近
に
置
い
て
使
用
す
る
道
具

で
あ
る
た
め
か
、
順
序
立
て
て
列
記
さ
れ
ず
雑
多
な
印
象
を
受
け
る
も
の
の
、
そ
れ
ゆ

え
に
日
常
生
活
に
必
須
の
道
具
の
み
が
記
載
さ
れ
て
い
る
感
が
あ
る
。
ま
た
巻
末
に

「
右
之
外
御
武
器
類
ハ
難
書
類
故　

都
而
相
省
候
事
」
と
あ
る
通
り
、
武
器
類
は
省
略

さ
れ
て
い
る
が
、
婚
礼
道
具
に
は
行
列
の
格
式
を
示
す
飾
り
道
具
の
長
刀
や
、
女
性
用

の
刀
剣
類
が
用
意
さ
れ
る
の
が
常
で
あ
り
、
維
君
の
婚
礼
道
具
に
は
長
刀
・
刀
剣
類
も

含
ま
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

「
御
品
物
書
」
に
み
る
婚
礼
道
具

陽
明
文
庫
の
一
連
の
文
書
の
な
か
に
は
、
本
史
料
の
ほ
か
に
「
御
品
物
書
」
と
仮
題

が
つ
い
た
史
料
が
あ
る
。
こ
れ
は
維
君
の
婚
礼
道
具
を
尾
張
家
か
ら
近
衛
家
に
簞
笥
や

（
21
）
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長
持
に
入
れ
て
運
び
込
ん
だ
際
の
記
録
と
み
ら
れ
る
た
め
、
併
せ
て
紹
介
し
て
お
く

（
表
4
）。「
御
品
物
書
」
に
は
簞
笥
十
五
棹
、
長
持
二
十
四
棹
に
収
納
さ
れ
た
総
計
百

九
十
八
件
の
婚
礼
道
具
が
記
さ
れ
る
。
一
棹
ご
と
に
内
容
品
が
記
載
さ
れ
、
そ
の
大
半

は
消
耗
品
の
衣
服
や
寝
具
で
あ
る
。「
御
腰
巻
」「
御
附
帯
」
と
い
っ
た
武
家
女
性
特
有

の
夏
の
衣
服
を
筆
頭
に
、
絹
縮
・
絽
・
晒
・
綸
子
・
縮
緬
等
の
一
年
を
通
じ
て
着
用
す

る
小
袖
や
下
着
、
帯
の
類
、
夜
具
・
か
い
ま
き
・
蒲
団
の
寝
具
に
こ
た
つ
蒲
団
の
ほ

か
、
男
性
の
使
用
人
が
着
用
す
る
看
板
や
羽
織
の
類
も
列
記
さ
れ
る
。
蒔
絵
調
度
類

は
、
第
二
十
八
番
長
持
以
降
に
記
載
さ
れ
る
が
、
第
二
十
八
・
二
十
九
番
長
持
の
内
容

品
は
「
御
手
廻
御
道
具
」
と
の
み
記
さ
れ
る
。「
御
手
廻
御
道
具
」
は
「
御
手
道
具
」

と
同
義
で
、
手
近
に
置
か
れ
る
道
具
類
を
指
す
と
み
ら
れ
る
。
そ
の
範
囲
は
化
粧
道
具

や
文
房
具
な
ど
多
岐
に
わ
た
り
、
具
体
的
な
内
容
を
特
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
こ
の

ほ
か
個
別
で
記
さ
れ
る
道
具
は
、
実
用
的
な
日
用
道
具
や
陶
磁
器
製
の
飲
食
器
な
ど
格

下
の
道
具
が
多
い
。

こ
れ
ら
の
道
具
の
う
ち
、
蒔
絵
調
度
類
は
本
史
料
と
あ
る
程
度
重
複
し
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
も
の
の
、
器
種
と
員
数
の
み
の
記
載
で
あ
る
た
め
同
定
は
難
し
い
。
ま
た
、

本
史
料
に
記
録
さ
れ
る
輿
や
挟
箱
と
い
っ
た
道
中
具
や
三
棚
の
ほ
か
、
屛
風
・
琴
と

い
っ
た
大
型
の
道
具
の
名
前
が
「
御
品
物
書
」
に
は
見
当
た
ら
な
い
点
に
加
え
、
簞
笥

十
五
棹
と
長
持
二
十
四
棹
と
い
う
員
数
も
、
本
史
料
の
137
「
呉
服
御
簞
笥
」
一
対
・
138

「
御
長
持
」
二
十
棹
・
139
「
雑
御
長
持
」
五
十
棹
と
は
一
致
し
な
い
。
以
上
の
点
か
ら
、

両
史
料
の
整
合
性
に
乏
し
い
部
分
が
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

本
史
料
と
「
御
品
物
書
」
に
記
載
さ
れ
た
諸
道
具
は
、
維
君
の
婚
礼
道
具
の
全
容
と

言
う
に
は
心
許
な
い
部
分
は
あ
る
も
の
の
、
そ
の
根
幹
を
な
す
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑

い
な
い
。
江
戸
時
代
後
期
、
尾
張
家
か
ら
公
家
へ
と
嫁
い
だ
娘
が
持
参
し
た
婚
礼
道
具

の
一
つ
の
基
準
を
示
す
史
料
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

三　

意
匠
と
加
飾
仕
様

婚
礼
調
度
の
基
本
仕
様

江
戸
時
代
の
大
名
婚
礼
調
度
は
、
所
用
者
ご
と
に
特
徴
的
な
意
匠
で
統
一
さ
れ
た
こ

と
で
知
ら
れ
る
。
本
史
料
に
は
、
婚
礼
調
度
は
器
種
と
員
数
に
続
き
、
器
物
の
表
側
・

内
側
・
底
裏
、
内
容
品
、
金
具
、
紐
、
附
属
品
、
包
布
、
収
納
箱
の
仕
様
が
書
き
出
さ

れ
る
。
左
記
に
、
も
っ
と
も
簡
潔
な
記
述
の
例
と
し
て
33
「
御
角
赤　

大
小
」
を
挙
げ

る
。一

御
角
赤　
　
　
　
　
　

大
小　

弐

黒
塗
牡
丹
唐
草
高
蒔
絵
御
紋
入

内
濃
村
梨
子
地
底
裏
薄
梨
子
地

　

銀
釻
御
紋
毛
彫

紅
緒
房
付

御
敷
紙

　

浅
黄
羽
二
重
御
服
紗

　

外
家　
　
　
　
　

弐

　
　

溜
塗
木
綿
袋
打
真
田
付

維
君
の
婚
礼
調
度
の
大
半
は
「
黒
塗
牡
丹
唐
草
高
蒔
絵
御
紋
入
」
と
記
さ
れ
、
黒
塗

に
牡
丹
唐
草
文
に
葵
紋
を
散
ら
し
た
意
匠
を
高
蒔
絵
で
施
し
た
も
の
と
解
釈
で
き
る
。

内
側
は
濃
村
梨
子
地
、
底
裏
は
薄
梨
子
地
で
あ
り
、
金
具
は
銀
製
、
収
納
箱
は
溜
塗
に

木
綿
袋
打
の
真
田
紐
が
つ
く
。
こ
の
仕
様
は
、
御
角
赤
の
ほ
か
に
四
十
件
余
り
に
共
通

（
22
）

（
23
）

（
24
）

（
25
）

（
26
）

（
27
）
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94 御鏡臺 一箱
95 御臺十能 一箱
96 御瓶子 一箱
97 入子御硯蓋 一箱
98 御乱筥 一箱
99 御側御用掛御硯筥 一箱
100 御短冊筥　御厨子用 一箱
101 御鏡 一箱
102 御料紙硯箱 二箱
三十二番御長持 白木　花色木綿御油単掛
103 御色紙筥　御厨子用 一箱　
104 御茶簞笥 一箱
105 御楊枝箱 一箱
106 御塵取 一箱
107 御文筥 一箱
108 御茶通筥 一箱
109 御次炭取 一ツ
110 御次臺十能 二ツ
111 御次火のし 一ツ
112 御次手燭 三ツ
三十三番御長持 白木　花色木綿御油単掛
113 御水桶 一對
114 御双六盤 一箱
115 御手焙 一箱
116 御次小屛風 一双
三十四番御長持 白木　花色木綿御油単掛
117 御蒼朮焚 一箱
118 御机　 一箱
119 御物裁筥 一箱
120 御毛垂箱 一箱
121 大御文筥　御厨子用 一箱
122 御物裁板 一箱
123 御毛垂筥 一箱
124 御畳紙筥 一箱
125 御鏡建 一箱
三十五番御長持 白木　花色木綿御油単掛
126 御臺子 一箱
127 御硯筥　御文臺添　御書棚用 一箱
128 御耳手洗 一箱
129 御臺輪　御嗽茶碗添 一箱
130 御櫛筥 一箱
131 御次ほんほり 六ツ
三十六番御長持 白木　花色木綿御油単掛
132 毛體押 二十本
133 ほんほり 大小六ツ
134 御次臺火鉢 二ツ
三十七番御長持 白木　花色木綿御油単掛
135 御角たらひ　御はんそう共 一箱
136 御文臺 一箱
137 御文筥 三箱
138 唐かね御花生 一箱
139 御炭取 一ツ
140 御畳紙筥 一箱
141 竪御目録筥 一箱
142 横御目録筥 一箱
143 御ふた置 一箱
144 外ニ三品
三十八番御長持 白木　花色木綿御油単掛
145 御角赤　御厨子用 一箱
146 御手焙 一箱
147 御手拭掛 一箱
148 御硯筥 一箱
149 御見臺 一筥
150 御文箱　大小 二箱

151 革包横御目録筥 一箱
152 右同竪御目録筥 一箱
三十九番御長持 白木　花色木綿御油単掛
153 夏御六尺看板 八人前
154 同御手廻り看板 十七人前
155 同羽織 十七
156 帯 二十五筋
157 大燭台 二本　
以下、個別に記載
158 大御廣蓋 二箱
159 御たらい 一箱
160 御手焙 一箱
161 御呉服通筥 一箱
162 御次御煙草盆 一箱
163 御花瓶 一對一箱
164 御風炉釜 一箱
165 御次半銅 二ツ
166 御荷辨當　棒添 一荷
167 御水桶棒 一本
168 火入灰吹 十組
169 二枚折御屛風 二双一箱
170 鬼面火鉢 三
171 御花桶 一箱
172 御次屛風 二双
173 丸行燈　油さし壱　火皿拾枚添 十
174 御衣桁 一箱
175 御燭台　大小 二對
176 御手燭 一箱
177 御行燈 一箱
178 御掛盤 一箱
179 御鉢臺 一箱
180 御鉢 一箱
181 錫御湯桶 一箱
182 同御水指 一箱
183 御茶碗 三十組
184 御焼物皿 三枚
185 御鱠皿 三枚
186 御深皿 三枚
187 御中皿 十枚
188 御小皿 二十枚
189 御大猪口 三ツ
190 御小猪口 三ツ
191 御差身皿 三枚
192 御茶之碗 二十
193 真鍮三足 三箱
194 御煙草盆　行燈形 五箱　
195 同　香盆形 三箱　
196 御湯盆 一箱
197 御通盆 一箱
198 御茶臺 二箱

　黒塗御紋付 五ツ
　黒塗牡丹唐草蒔絵 三ツ

凡例
・「御品物書」の表記に従い、簞笥・長持ごとに名称と員数

を表にまとめた。読みやすさを考慮し、適宜一字あけを
行った。通番は筆者による。

・※は記載なし。
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十七番御長持 黒塗御紋付　緋緞子御油単掛
46 白羽重（ママ）御蒲団 一ツ
47 緋縮緬御蒲団 一ツ
48 白羽二重御かひ巻 三ツ

十八番御長持 黒塗御紋付　緋緞子御油単掛
49 空色縮緬御模様付大御夜具 一ツ
50 緋綸子中御夜具 一ツ
51 御蚊帳 一張

十九番御長持 黒塗御紋付　緋緞子御油単掛
52 白越後御かひまき 二ツ
53 白晒御蒲団 三ツ
54 白羽二重御かひまき 一ツ

二十番御長持 黒塗御紋付　緋緞子御油単掛
55 花色緞子大御夜具 一ツ
56 緋縮緬中御夜具 一ツ
57 白越後御蒲団 一ツ
58 白晒御かひまき 一ツ

二十一番御長持 春慶塗　花色絹御油単掛　
59 桃色縮緬御模様付御夜具 一ツ
60 桃色綸子御こたつ御蒲団 一ツ
61 御蚊帳 二張

二十二番御長持 春慶塗　花色絹御油単掛
62 ひわもへき御模様付大御夜具 一ツ
63 花色緞子御こたつ御蒲団 一ツ

二十三番御長持 春慶塗　花色絹御油単掛
64 萌黄縮緬大御夜具　御模様付 ※
65 紅かは色綸子御こたつ御蒲団 一ツ

二十四番御長持 春慶塗　花色絹御油単掛
66 萌黄緞子御こたつ御蒲団 一ツ　
67 白縮緬御蒲団 一ツ
68 白御晒かひまき 一ツ

二十五番御長持 春慶塗　花色絹御油単掛
69 白羽二重御蒲団 一ツ
70 緋縮緬御蒲団 一ツ
71 白晒御かひまき 一ツ

二十六番御長持 白木　花色木綿御油単掛
72 御しとね 八ツ
73 御座蒲団 六ツ

二十七番御長持 黒塗御紋付　浅黄緞子御油単掛
74 緋綸子中御夜具 一ツ
75 白縮緬御蒲団 一ツ
76 緋紋綸子中御夜具 一ツ
77 緋縮緬御蒲団 一ツ

二十八番御長持 白木　花色木綿御油単掛
78 御手廻御道具

二十九番御長持 ※
79 御手廻御道具

三十番御長持 白木　花色木綿御油単掛
80 御菓子盆 二箱
81 塵籠 二箱
82 御硯蓋 二箱　
83 御廣蓋 一箱
84 大御文箱 一箱
85 御手拭掛 一箱
86 御掛物棹 一箱
87 御鼻紙臺 一箱
88 御湯桶 一箱
89 御水引箱　御黒棚用 一箱
90 御側箱 一箱
91 御ふせこ 一箱

三十一番御長持 白木　花色木綿御油単掛
92 御鏡建 一箱
93 御櫛臺 一箱

通番 名称 員数
壱番御簞笥 黒塗御紋散シ　緋緞子御油単掛

1 絹縮御模様付　御下召都而附 四表
2 絽御模様附　御下召都而附 四表
3 御腰巻 一表
4 御附帯 十筋
5 御帯 十筋

弐番御簞笥 黒塗御紋散シ　緋緞子御油単掛
6 絽御模様附　御下召都而附 六表
7 晒御模様附　御下召都而付 十表
8 縮緬御模様附御袷 九表

三番御簞笥 黒塗御紋散シ　緋緞子御油単掛
9 縮緬御模様附　其外島類御単　御下召都而付 二十表
10 御湯かた 弐包
11 白晒御帷子 十表

四番御簞笥 黒塗御紋散シ　緋緞子御油単掛
11 白御小袖 十表
12 白御袷 十五表

五番御簞笥 白木　花色縮御油単掛
13 地白綸子御小袖 五表
14 地黒綸子御小袖 五表
15 地赤綸子御小袖 一表
16 繻珍御小袖 一表
17 紅梅織御小袖 一表
18 地赤縮緬御模様附 一表

六番御簞笥 白木　花色絹御油単掛
19 地赤縮緬御小袖 三表
20 黒縮緬御模様付 四表
21 桃色縮緬御模様付 三表
22 萌黄縮緬御模様付 一表
23 紫縮緬御模様付 一表
24 紅ひわた御模様付 一表
25 嶌繻子御小袖 一表

七番御簞笥 白木　花色絹御油単掛
26 嶌縮緬御小袖 十表
27 白御袷 八表
28 御湯かた 五包

八番御簞笥 白木　花色絹御油単掛
29 八丈島御小袖 十表
30 緋紋縮緬御小袖 五表

九番御簞笥 白木　花色絹御油単掛
31 緋鹿の子絞りの類御小袖 十四表

十番御簞笥 白木　花色絹御油単掛
32 緋綸子御小袖 十表
33 紫鹿子御小袖 六表

十一番御簞笥 白木　花色絹御油単掛
34 白御小袖 六表
35 白御袷 二十七表

十二番御簞笥 白木　花色絹御油単掛
36 白御小袖 十五表

十三番御簞笥 白木　花色絹御油単掛
37 白御小袖 十五表

十四番御簞笥 白木　花色絹御油単掛
38 緋縮緬御小袖 十五表

十五番御簞笥 白木　花色絹御油単掛
39 御婦具佐 十五
40 御帯 九すし
41 御織物　表地　御裏錦差添 七巻
42 御附帯 十すし

十六番御長持 黒塗御紋付　緋緞子御油単掛
43 緋緞子大御夜具 一ツ
44 緋縮緬中御夜具 一ツ
45 紅御蒲団 一ツ

表4　「御品物書」にみる婚礼道具
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し
、
こ
れ
が
維
君
の
婚
礼
調
度
に
お
け
る
基
本
で
あ
っ
た
。
こ
の
ほ
か
複
数
を
数
え
る

77
「
御
文
箱
」
で
は
、そ
の
意
匠
は
「
桐
ニ
鳳
凰
」「
御
紋
ち
ら
し
」「
椿
」「
牡
丹
折
枝
」

「
波
ニ
千
鳥
」「
花
之
丸
」
な
ど
多
彩
で
あ
る
。
一
方
、「
御
次
」
や
平
常
用
の
格
下
の

道
具
で
は
「
黒
塗
唐
草
蒔
絵
御
紋
入
」「
黒
塗
牡
丹
折
枝
」「
黒
塗
御
紋
ち
ら
し
」「
黒

塗
御
紋
付
」「
黒
塗
」
と
い
っ
た
仕
様
で
あ
り
、
金
具
・
収
納
箱
も
地
塗
の
仕
様
に
準

じ
る
。

基
本
の
仕
様
を
現
存
作
品
で
確
認
す
る
と
、
総
体
を
黒
塗
と
し
、
唐
草
模
様
を
全
面

に
廻
ら
し
て
、
蔓
の
先
に
牡
丹
の
花
や
蕾
を
つ
け
、
葵
紋
を
散
ら
し
た
意
匠（
図
2
）で

あ
り
、
記
録
が
裏
付
け
ら
れ
る
。
た
だ
し
、「
高
蒔
絵
」
は
初
音
蒔
絵
調
度
の
高
蒔
絵

の
よ
う
な
高
低
差
は
な
く
、
金
銀
粉
を
蒔
き
分
け
て
変
化
を
つ
け
た
平
蒔
絵
に
、
金
粉

の
付
描
で
模
様
の
輪
郭
や
牡
丹
の
花
び
ら
な
ど
を
表
す
の
み
で
、
高
蒔
絵
と
は
言
い
難

い
。
付
描
に
わ
ず
か
に
立
体
感
が
あ
る
た
め
、
こ
れ
を
高
蒔
絵
と
表
現
し
た
可
能
性
が

あ
る
。

婚
礼
調
度
の
序
列
─
地
塗
・
蒔
絵
・
意
匠
─

江
戸
時
代
は
格
式
社
会
で
あ
り
、
大
名
婚
礼
調
度
に
お
い
て
も
、
大
名
家
や
公
家
と

い
っ
た
嫁
ぎ
先
の
家
格
、
ま
た
使
用
場
所
や
用
途
に
応
じ
て
、
漆
工
の
加
飾
仕
様
に
格

の
違
い
が
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
十
七
世
紀
の
「
御
手
道
具
蒔
絵
之
御
注
文
」
に
よ
れ

ば
、
地
塗
で
は
格
の
高
い
方
か
ら
濃
梨
子
地
・
中
梨
子
地
・
薄
梨
子
地
・
飛
梨
子
地（
村

梨
子
地
か
）・
蠟
色
塗
・
黒
塗
・
真
花
塗
の
七
段
階
が
あ
る
。
さ
ら
に
蒔
絵
で
は
高
蒔
絵

と
中
高（
薄
肉
高
）蒔
絵
、
意
匠
で
は
「
主
要
な
模
様
と
家
紋
散
ら
し
」、「
家
紋
散
ら
し
」

「
家
紋
付
き
」
な
ど
、
整
然
と
し
た
区
分
が
あ
っ
た
。
地
塗
・
蒔
絵
・
意
匠
を
格
に
応
じ

て
巧
み
に
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
道
具
の
序
列
が
細
分
化
さ
れ
た
。

『
南
紀
徳
川
史
』
に
よ
れ
ば
、
紀
伊
家
で
は
御
三
家
、
田
安
・
一
橋
家
へ
嫁
ぐ
場
合

は
濃
梨
子
地
、
公
家
へ
嫁
ぐ
場
合
は
村
梨
子
地
、
大
名
家
へ
嫁
ぐ
場
合
は
黒
蠟
色
塗
を

最
上
と
し
て
、
各
種
の
婚
礼
調
度
を
揃
え
る
の
を
理
想
と
し
た
。
例
え
ば
、
御
三
家
で

は
一
人
の
娘
に
対
し
、
濃
梨
子
地
・
村
梨
子
地
・
黒
蠟
色
塗
の
三
種
の
婚
礼
調
度
を
用

意
す
る
が
、
公
家
で
は
村
梨
子
地
・
黒
蠟
色
塗
の
二
種
、
大
名
家
で
は
黒
蠟
色
塗
の
み

と
な
る
。
江
戸
時
代
は
幕
末
ま
で
婚
礼
の
形
式
や
揃
え
る
べ
き
器
種
は
変
わ
ら
な
い
も

の
の
、
時
代
が
下
が
る
に
つ
れ
、
仕
様
の
格
が
下
が
る
傾
向
が
あ
る
。
公
家
の
近
衛
家

へ
と
嫁
い
だ
維
君
の
婚
礼
調
度
は
、『
南
紀
徳
川
史
』
に
な
ら
え
ば
、
本
来
「
村
梨
子
地
」

以
下
の
仕
様
で
用
意
さ
れ
る
べ
き
だ
が
、
本
史
料
で
は
よ
り
格
が
下
が
る
「
黒
塗
」
で

あ
る
。
一
方
、
意
匠
に
お
い
て
は
牡
丹
唐
草
に
葵
紋
散
ら
し
を
最
上
と
し
て
、「
黒
塗

牡
丹
折
枝
」「
黒
塗
御
紋
ち
ら
し
」「
黒
塗
御
紋
付
」「
黒
塗
」
と
い
っ
た
仕
様
が
あ
り
、

意
匠
に
変
化
を
持
た
せ
て
道
具
の
序
列
化
を
図
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

「
牡
丹
唐
草
」
の
よ
う
な
唐
草
模
様
は
、
江
戸
時
代
後
期
の
婚
礼
調
度
に
多
く
見
ら

れ
る
典
型
的
な
模
様
で
あ
る
。
唐
草
模
様
そ
の
も
の
は
十
七
世
紀
か
ら
存
在
し
、
江
戸

時
代
中
期
に
は
客
座
敷
用
な
ど
周
辺
の
道
具
に
採
用
さ
れ
て
い
た
が
、
十
代
将
軍
家
治

以
降
、
主
要
な
婚
礼
調
度
の
意
匠
と
な
る
。
十
一
代
将
軍
家
斉
の
娘
た
ち
の
婚
礼
調
度

で
は
、
七
女
峯
姫
が
「
鉄
線
唐
草
」（
文
化
十
一
年
〈
一
八
一
四
〉
婚
礼
）、
十
一
女
浅
姫
が

「
桐
花
唐
草
」（
文
政
二
年
〈
一
八
一
九
〉
婚
礼
）、
十
八
女
盛
姫
が
「
葵
唐
草
」（
文
政
八
年
婚

礼
）、
二
十
一
女
溶
姫
が
「
松
唐
草
」（
文
政
十
年
婚
礼
）、
二
十
六
女
永
姫
が
「
浮
線
菱

唐
草
」（
文
政
八
年
婚
礼
）と
、
主
要
な
意
匠
が
唐
草
模
様
で
占
め
ら
れ
て
い
る
。
維
君
の

婚
礼
は
家
斉
治
世
下
の
文
化
五
年
で
あ
り
、
そ
の
意
匠
は
同
時
代
の
婚
礼
調
度
と
比
較

し
て
も
大
き
な
差
異
は
な
く
、
江
戸
時
代
後
期
の
典
型
を
示
す
と
い
え
よ
う
。

地
塗
の
序
列
の
逆
転

こ
こ
で
、
本
史
料
に
は
器
体
の
表
側
の
仕
様
だ
け
で
な
く
、
内
側
や
底
裏
の
仕
様
も
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一
七

記
載
さ
れ
て
い
る
点
に
注
目
し
た
い
。
先
述
の
「
御
角
赤
」
に
み
た
「
黒
塗
牡
丹
唐
草

高
蒔
絵
御
紋
入　

内
濃
村
梨
子
地
底
裏
薄
梨
子
地
」
の
仕
様
は
、
器
物
の
表
側
は
黒
塗

で
あ
る
一
方
、
内
側
は
濃
村
梨
子
地
、
底
裏
は
薄
梨
子
地
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
先
述

の
「
御
手
道
具
蒔
絵
之
御
注
文
」
に
よ
れ
ば
、
地
塗
は
濃
梨
子
地
を
最
上
と
し
て
七
段

階
の
序
列
が
あ
る
。
さ
ら
に
表
側
が
濃
梨
子
地
で
あ
れ
ば
、
内
側
は
薄
梨
子
地
か
中
梨

子
地
、
ま
た
中
梨
子
地
で
あ
れ
ば
飛（
村
）梨
子
地
と
、
表
側
の
地
塗
に
対
し
、
内
側
は

表
側
よ
り
も
格
下
の
地
塗
と
す
る
一
定
の
法
則
が
あ
る
。
し
か
し
、
本
史
料
で
は
外
側

よ
り
も
内
側
や
底
裏
に
格
上
の
地
塗
が
施
さ
れ
て
お
り
、
序
列
の
逆
転
が
生
じ
て
い
る
。

こ
う
し
た
内
外
に
お
け
る
地
塗
の
逆
転
は
、
蓋
を
開
け
た
際
の
意
外
性
を
狙
っ
た
特

注
品
の
硯
箱
な
ど
に
散
見
さ
れ
、
江
戸
時
代
に
は
決
し
て
珍
し
く
は
な
い
。
し
か
し
、

大
揃
え
の
婚
礼
調
度
は
数
量
が
多
く
、
そ
の
分
、
手
間
も
費
用
も
膨
大
と
な
る
。
婚
礼

調
度
に
お
け
る
地
塗
の
逆
転
の
実
例
と
し
て
、
寛
延
元
年（
一
七
四
八
）に
尾
張
家
か
ら

上
杉
家
八
代
重
定
に
嫁
い
だ
豊
姫（
尾
張
家
八
代
宗
勝
の
娘
）の
婚
礼
調
度
「
橘
松
竹
南
天

蒔
絵
調
度
」（
米
沢
市
上
杉
博
物
館
蔵
）を
挙
げ
て
お
き
た
い
。
こ
の
調
度
は
、総
体
を
黒
塗

と
し
、
土
坡
か
ら
立
ち
上
が
る
松
の
大
木
に
橘
と
竹
の
風
景
模
様
を
配
し
、
葵
紋
を
散

ら
し
た
意
匠
を
薄
肉
の
高
蒔
絵
で
表
し
た
調
度
で
、
鏡
・
鏡
箱
・
鏡
建
・
香
道
具
・
角

赤
手
箱
・
挟
箱
が
伝
存
す
る
。
鏡
を
除
き
、
器
物
の
外
側
は
黒
塗
で
あ
る
の
に
対
し
、

香
盆（
図
3
）の
底
裏
の
高
台
内（
図
4
）や
鏡
箱
の
見
込
は
金
粉
を
密
に
蒔
い
た
濃
梨
子

地
、
挟
箱
・
角
赤
手
箱
の
内
側
は
村
梨
子
地
で
あ
る
。
と
り
わ
け
香
盆
は
黒
塗
の
落
ち

着
い
た
外
観
か
ら
は
想
像
で
き
な
い
ほ
ど
、
底
裏
は
純
度
の
高
い
金
粉
を
き
ら
び
や
か

に
蒔
い
た
濃
梨
子
地
と
な
っ
て
お
り
、
観
る
者
の
意
表
を
突
く
。

こ
の
地
塗
の
逆
転
の
理
由
と
し
て
は
、
享
保
九
年（
一
七
二
四
）六
月
の
御
触
書
で
、

婚
礼
や
贈
答
を
万
事
軽
く
し
、
国
持
大
名
で
も
新
規
の
漆
工
品
は
「
軽
き
梨
子
地
蒔
絵

に
過
ぐ
べ
か
ら
ず
」、
大
名
の
婦
人
の
乗
物
や
長
持
な
ど
は
「
黒
塗
蒔
絵
之
紋
よ
り
上

の
結
構
い
た
す
べ
か
ら
ず
」
と
倹
約
令
が
出
さ
れ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
建
前
で
は

黒
塗
の
制
約
を
守
り
つ
つ
も
、
内
側
や
底
裏
と
い
っ
た
目
に
つ
か
な
い
部
分
に
は
濃
梨

子
地
や
村
梨
子
地
を
施
し
て
お
り
、
梨
子
地
の
持
つ
格
の
高
さ
に
託
し
て
、
尾
張
家
と

い
う
高
い
家
格
を
誇
る
意
識
が
窺
え
る
。

現
存
す
る
維
君
の
乗
物
や
挟
箱
・
茶
弁
当
を
確
認
す
る
と
、
乗
物
の
内
側
は
玉
状
に

金
粉
を
蒔
い
た
村
梨
子
地（
図
1
）、
底
裏
は
黒
塗
で
あ
り
、
挟
箱
の
蓋
裏
は
乗
物
と
同

様
の
村
梨
子
地
、
底
裏
は
薄
梨
子
地
で
あ
る
。
茶
弁
当
は
内
側
・
底
裏
と
も
に
黒
塗
だ

が
、
内
容
品
で
あ
る
茶
碗
付
の
蓋
裏
は
や
は
り
玉
状
の
村
梨
子
地
で
あ
る（
図
5
・
6
）。

比
較
対
象
と
し
て
は
時
代
が
下
が
る
が
、
尾
張
家
十
四
代
慶
勝
の
正
室
矩か

ね

姫ひ
め

が
弘
化
四

年（
一
八
四
七
）に
二
本
松
丹
羽
家
か
ら
持
参
し
た
と
み
ら
れ
る
松
竹
梅
唐
草
蒔
絵
の
守

刀
箱
・
髢
箱
・
塵
壺（
図
7
）が
、
内
外
す
べ
て
黒
塗
で
あ
る
の
と
対
照
的
で
あ
る
。

維
君
の
婚
礼
調
度
は
、
表
向
き
は
格
下
の
黒
塗
で
あ
る
が
、
内
側
の
濃
村
梨
子
地
に

着
目
す
れ
ば
、
公
家
に
嫁
ぐ
際
の
序
列
に
か
な
う
。
第
五
章
で
詳
述
す
る
よ
う
に
、
維

君
の
婚
礼
準
備
に
際
し
て
は
「
厳
敷
倹
約
中
」
で
あ
る
た
め
、「
萬
端
先
格
を
離
れ
省

略
之
事
」
と
簡
素
化
が
図
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
目
に
触
れ
る
こ
と
の
少
な

い
調
度
の
内
側
や
底
裏
を
、
敢
え
て
費
用
と
手
間
の
か
か
る
濃
村
梨
子
地
や
薄
梨
子
地

と
す
る
あ
た
り
に
、
御
三
家
出
身
の
新
婦
へ
の
配
慮
や
家
と
し
て
体
面
を
保
つ
必
要
性

が
あ
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

十
一
代
将
軍
家
斉
の
娘
で
は
、
溶
姫
と
純
姫
の
婚
礼
道
具
が
総
体
黒
漆
塗
で
あ
る
の

に
対
し
、
内
部
を
玉
状
に
金
粉
を
蒔
い
た
玉
梨
子
地
と
す
る
例
が
報
告
さ
れ
て
お
り
、

地
塗
の
逆
転
は
必
ず
し
も
尾
張
家
に
限
ら
な
い
。
江
戸
時
代
中
期
以
降
、
将
軍
を
は
じ

め
大
名
の
婚
礼
で
倹
約
が
唱
え
ら
れ
、
器
表
の
仕
様
が
村
梨
子
地
や
黒
塗
の
み
と
制
約

を
受
け
る
な
か
で
、
内
側
や
底
裏
の
仕
様
が
序
列
の
対
象
と
な
り
、
地
塗
の
逆
転
が
生

じ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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一
八

四　

絵
画
と
そ
の
序
列

江
戸
時
代
は
、
婚
礼
に
際
し
て
婚
礼
調
度
だ
け
で
な
く
、
室
内
を
彩
る
屛
風
や
掛
物

の
ほ
か
、
書
棚
に
飾
る
絵
巻
な
ど
の
絵
画
も
用
意
さ
れ
た
。
本
史
料
に
も
軸
台
を
伴
う

114
「
御
軸
物
」
が
一
件
、
115
「
御
懸（
掛
）物
」
は
三
幅
対
・
二
幅
対
・
竪
物
・
横
物
が

九
件
、
144
「
御
屛
風
」
は
六
曲
一
双
や
二
曲
一
双
・
翠
簾
屛
風
・
小
屛
風
・
風
炉
先
屛

風
な
ど
十
五
件
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
表
具
の
仕
様
も
詳
細
に
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
こ
で
は
割
愛
し
、
形
態
・
員
数
・
画
題
・
絵
師
の
み
を
表
5
に
ま
と
め
た
。

画
題
は
花
鳥
画
や
名
所
絵
・
月つ

き

次な
み

絵え

・
和
漢
故
事
人
物
図
・
耕
作
図
な
ど
多
岐
に
わ

た
る
。
と
く
に
「
小

（
マ
マ
）蝶

船
遊
之
図
」「
源
氏
絵
合
松
風
等
」
の
源
氏
絵
の
ほ
か
、「
太
真

王
夫
人
」「
西
王
母
」「
紫
式
部
・
清
少
納
言
」
と
い
っ
た
女
性
を
描
い
た
画
題
が
多
い

の
は
、
婚
礼
道
具
ゆ
え
で
あ
ろ
う
。

絵
師
は
十
四
名
を
数
え
る
。
こ
の
う
ち
掛
物
に
名
の
挙
が
る
狩
野
探
幽
や
狩
野
栄
川

院
典
信
・
板
谷
桂
舟（
慶
舟
）広
当
・
沈
南
蘋
は
、
文
化
五
年（
一
八
〇
八
）の
維
君
の
婚

礼
準
備
時
に
は
す
で
に
故
人
で
あ
る
た
め
、
既
存
の
掛
物
を
取
り
混
ぜ
て
婚
礼
道
具
を

調
製
し
た
こ
と
が
窺
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
維
君
の
婚
礼
に
際
し
て
新
た
に
彩
管
を

揮
っ
た
絵
師
は
、
幕
府
の
御
用
を
務
め
る
奥
絵
師
の
狩
野
養
川
院
惟
信
・
狩
野
伊
川
栄

信
・
住
吉
内
記
広
行
・
板
谷
桂
意
広
長
、
表
絵
師
の
狩
野
洞
白
愛
信
、
尾
張
藩
の
絵
師

の
今
村
養
寿
・
神
谷
養
朔
・
田
村
久
三
郎
・
河
嶋
雪
亭
・
神
谷
養
秋
の
総
勢
十
名
と
な

る
。婚

礼
道
具
の
絵
画
製
作
に
つ
い
て
は
、
狩
野
晴
川
院
養
信
の
『
公
用
日
記
』
に
詳
し

く
、
十
一
代
将
軍
家
斉
の
娘
た
ち
の
絵
画
製
作
の
例
が
知
ら
れ
る
。
家
斉
の
娘
の
婚
礼

で
は
、
掛
物（
三
幅
対
・
二
幅
対
・
横
物
）、
屛
風（
大
屛
風
・
中
屛
風
・
腰
屛
風
・
二
枚
折
屛
風
）、

衝
立
・
軸
物
な
ど
が
複
数
の
奥
絵
師
に
よ
っ
て
分
担
製
作
さ
れ
た
。
画
題
は
画
一
的

で
、
花
鳥
画
・
山
水
画
・
名
所
絵
・
耕
作
図
の
ほ
か
、
源
氏
絵
が
多
い
こ
と
が
指
摘
さ

れ
て
い
る
。

維
君
の
絵
画
の
道
具
立
て
や
画
題
は
、
十
一
代
将
軍
家
斉
の
娘
た
ち
と
大
き
な
違
い

は
な
い
が
、
本
史
料
で
は
屛
風
に
「
御
客
前
御
囲
」「
常
御
座
之
間
」「
御
化
粧
之
間
」「
御

寝
所
」
と
用
途
と
使
用
場
所
が
明
記
さ
れ
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。「
御
客
前
御
囲
」

は
来
客
時
の
使
用
、「
常
御
座
之
間
」「
化
粧
之
間
」「
御
寝
所
」
は
維
君
が
日
常
生
活

を
送
る
居
室
で
の
使
用
が
意
図
さ
れ
て
お
り
、「
御
客
前
御
囲
」
と
「
常
御
座
之
間
」

以
下
の
部
屋
で
は
担
当
絵
師
の
身
分
が
大
き
く
異
な
る
。
前
者
は
幕
府
の
奥
絵
師
、
後

者
は
尾
張
藩
の
絵
師
で
あ
り
、
明
確
に
一
線
が
引
か
れ
て
い
る
。「
御
客
前
御
囲
」
の

屛
風
は
、
客
人
の
目
に
触
れ
、
ま
た
客
人
を
迎
え
る
ハ
レ
の
行
事
も
想
定
さ
れ
る
た
め
、

名
の
あ
る
幕
府
の
奥
絵
師
に
揮
毫
が
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
壁
貼
付
や
障
子
な
ど

殿
舎
に
付
随
す
る
絵
画
で
は
、
殿
舎
の
役
割
と
機
能
に
応
じ
た
画
題
や
絵
師
の
序
列
化

が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
移
動
可
能
な
屛
風
に
お
い
て
も
担
当
絵
師
の
区
別
が
あ
っ
た

こ
と
は
特
筆
さ
れ
る
。

な
お
、
掛
物
の
筆
者
も
含
め
、
幕
府
の
絵
師
は
い
ず
れ
も
維
君
の
養
父
で
あ
る
尾
張

家
九
代
宗
睦
の
時
代
か
ら
頻
繁
に
江
戸
上
屋
敷
の
市
谷
邸
に
出
入
り
し
、
席
画
を
は
じ

め
御
用
を
受
け
て
い
た
絵
師
で
あ
る
。
栄
川
院
典
信
・
養
川
院
惟
信
・
伊
川
栄
信
は
木

挽
町
狩
野
家
の
六
〜
八
代
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
三
代
に
わ
た
っ
て
宗
睦
の
御
用
を
受

け
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
ま
た
洞
白
愛
信
は
駿
河
台
狩
野
家
五
代
で
、
少
な
く

と
も
父
の
四
代
洞
春
の
代
か
ら
市
谷
邸
に
出
入
り
し
て
い
た
。
住
吉
内
記
広
行
と
板
谷

桂
意
広
長
は
、
板
谷
桂
舟
広
当
の
息
子
で
、
宗
睦
の
特
命
を
受
け
て
親
子
三
人
で
「
東

照
宮
縁
起
絵
巻
」（
名
古
屋
東
照
宮
蔵
）を
製
作
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

一
方
、
尾
張
藩
の
絵
師
の
今
村
養
寿
・
神
谷
養
朔
・
田
村
久
三
郎
・
河
嶋
雪
亭
・
神

（
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一
九

形態 員数 画題 絵師 絵師名（生歿年）・身分
御軸物 二巻 四季耕作 住吉内記筆 住吉広行（1754 ～ 1811）

奥絵師 住吉家5代
御懸物 九通
　三幅対 壱通 中 太真王夫人　左右 百禽 狩野栄川院筆 狩野典信（1730 ～ 90）

奥絵師　木挽町狩野家6代
　三幅対 壱通 中 林和清　左右 山水 探幽筆 狩野探幽（1602 ～ 74）

奥絵師
　三幅対 壱通 雪月花之繪

中 業平　左 紫式部
右 清少納言

内記筆 前出

　二幅対 壱通 左 吉野　右 龍田 狩野養川院筆 狩野惟信（1753 ～ 1808）
奥絵師　木挽町狩野家7代

　二幅対 壱通 左 雪中松梅岩ニ鴛鴦
右 雪中柳竹水中鴨

板谷桂舟筆 板谷広当（1729 ～ 97）
奥絵師 板谷家初代

　竪物 壱幅 福禄寿 狩野伊川筆 狩野栄信（1775 ～ 1828）
奥絵師 木挽町狩野家8代

　竪物 壱幅 小（ママ）蝶船遊之図 板谷桂意筆 板谷広長（1760 ～ 1814）
奥絵師 板谷家2代

　横物 壱幅 菊慈童 狩野洞白筆 狩野愛信（1772 ～ 1821）
駿河台狩野家5代

　横物 壱幅 柳唐鴨 南頻（ママ）筆 沈南蘋（1682 ～ 1760？）
御屛風 拾五双
　御客前御囲共
　三双之内

六枚折
壱双

表 惣金紅白梅 養川院筆 前出
裏 印金紙

六枚折
壱双

表 桐鳳凰 伊川筆 前出
裏 惣金墨絵岩 佳（ママ）意筆 前出

六枚折
壱双

表 源氏絵合松風等 桂意筆 前出
裏 吉野滝田

　常御座之間
　弐双之内

六枚折
壱双

表 西王母 養寿筆 今村養寿（？～ 1808）
尾張藩御用絵師　惟信門人裏 印金紙

六枚折
壱双

表 四季山水琴碁（ママ）書画 養寿筆 前出
裏 柳ニ燕

　御化粧之間 六枚折
壱双

表 十二月景色 養朔筆 神谷養朔（？～ 1824）
尾張藩御用絵師 
神谷栄寿（今村養寿か）の子

裏 印金紙

　御寝所 六枚折
壱双

押繪 表 定家卿十二月歌意 久三郎 田村久三郎（？～ 1818）
尾張藩御用絵師 板谷桂意門人裏 印金紙

六枚折
壱双

表 四季之鶴 雪亭筆 河嶋雪亭（生歿年不明）
尾張藩御用絵師 裏 印金紙

　御翠簾屏風 壱双 表 惣金桃桜 養寿筆 前出
裏 印金紙

　御小屏風 壱双 表 牡丹之画 養秋筆 神谷養秋（？～ 1811）
尾張藩御用絵師か裏 惣金竹

　御小屏風 壱双 表 松竹梅鶴亀 養朔筆 前出
裏 大和耕作

　風呂先二枚折 壱双 表 住吉小鷹狩 久三郎 前出
裏 惣金梅

　風呂先二枚折 壱双 表 秋野々 養朔筆 前出
裏 水鳥

　弐枚折 壱双 表 桜ニ孔雀 桐ニ鳳凰 養朔筆 前出
裏 若松

　同断 壱双 表 牡丹 久三郎 前出
裏 印金紙　

　御次屛風 拾双 からかみ張 土佐張

表5　「維学心院様　御婚礼御道具帳写」にみる絵画

凡例
・形態・員数・画題・絵師については本史料の表記に従った。但し、読みやすさを考慮し、適宜一字あけを行った。
・絵師名（生歿年）・身分は筆者による。
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二
〇

谷
養
秋
は
、
い
ず
れ
も
現
存
作
品
に
乏
し
く
、
記
録
の
み
で
存
在
が
知
ら
れ
る
者
が
多

い
。
今
村
養
寿
は
狩
野
養
川
院
惟
信
の
門
人
で
、
神
谷
家
と
は
縁
戚
関
係
に
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
、
神
谷
養
朔
・
養
秋
と
も
に
狩
野
派
の
画
系
で
あ
る
。
ま
た
田
村
久
三
郎

は
、
板
谷
桂
意
広
長
の
門
人
で
絵
の
心
得
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
絵
師
と
し
て
抱
え
ら
れ

た
。
河
嶋
雪
亭
は
寛
政
十
二
年
か
ら
尾
張
家
か
ら
扶
持
三
人
分
を
受
け
て
い
る
。『
無
名

翁
随
筆
』
に
名
が
見
え
る
雪
舟
画
系
の
「
川
島
雪
亭
」
は
尾
張
藩
の
上
屋
敷
が
あ
っ
た

「
市
ヶ
谷
」
に
住
し
た
こ
と
か
ら
同
一
人
物
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。

幕
府
の
奥
絵
師
や
表
絵
師
が
藩
主
の
御
前
で
席
画
を
行
う
な
ど
重
用
さ
れ
た
の
に
対

し
、
尾
張
藩
の
絵
師
は
年
頭
の
挨
拶
に
藩
主
に
目
通
り
す
る
程
度
で
、
御
目
見
え
す
る

こ
と
は
難
し
か
っ
た
。
名
の
有
無
だ
け
で
な
く
、
こ
う
し
た
身
分
の
差
が
屛
風
の
格
付

け
に
も
反
映
さ
れ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。
表
と
奥（
公
と
私
）や
ハ
レ
と
ケ（
非
日
常
と
日

常
）の
区
別
を
明
確
に
し
、
格
式
や
名
を
重
ん
じ
た
江
戸
時
代
な
ら
で
は
の
絵
画
製
作

の
一
面
が
窺
え
る
と
と
も
に
、
そ
の
序
列
の
あ
り
よ
う
は
、
婚
礼
調
度
の
仕
様
と
軌
を

一
に
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

五　

裏
御
殿
の
造
営
と
付
人

両
家
間
の
取
り
決
め

前
章
ま
で
維
君
の
婚
礼
道
具
に
お
け
る
蒔
絵
調
度
お
よ
び
絵
画
と
そ
の
序
列
に
つ
い

て
述
べ
て
き
た
が
、
陽
明
文
庫
蔵
の
一
連
の
文
書
か
ら
は
、
婚
礼
道
具
の
み
な
ら
ず
、

両
家
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
書
状
や
諸
記
録
を
通
じ
て
、
維
君
の
婚
礼
に
お
け
る
両
家
間

の
取
り
決
め
や
準
備
過
程
も
詳
細
に
確
認
で
き
る
。
尾
張
家
と
近
衛
家
、
す
な
わ
ち
大

名
家
と
公
家
と
の
婚
姻
は
、
将
軍
家
と
大
名
家
、
あ
る
い
は
大
名
家
間
で
の
婚
姻
と
は

異
な
る
点
も
垣
間
見
え
る
た
め
、
本
章
で
は
婚
礼
道
具
に
と
ど
ま
ら
ず
、
維
君
の
住
居

と
な
っ
た
裏
御
殿
の
造
営
と
そ
こ
に
派
遣
さ
れ
る
付
人
の
存
在
と
い
う
大
き
な
特
徴
に

つ
い
て
も
触
れ
て
お
く
。

第
一
章
で
触
れ
た
よ
う
に
、
近
衛
家
か
ら
申
出
の
あ
っ
た
縁
組
は
、
文
化
三
年（
一

八
〇
六
）九
月
十
七
日
付
の
書
状
に
よ
り
尾
張
家
か
ら
縁
組
の
内
諾
を
得
て
、
婚
礼
の

準
備
は
両
家
の
間
で
内
密
に
進
め
ら
れ
た
。
翌
四
年
三
月
四
日
に
は
、
近
衛
家
諸
大
夫

の
斎
藤
若
狭
守
が
江
戸
へ
赴
き
、
尾
張
家
の
付
家
老
で
あ
る
成
瀬
正
典
、
用
人
の
中
野

甚
五
兵
衛
と
対
面
し
た
う
え
で
折
衝
が
重
ね
ら
れ
た
。
同
年
八
月
上
旬
に
縁
組
が
公
表

さ
れ
、
同
五
年
二
月
中
に
入
輿
が
予
定
さ
れ
る
な
か
、
尾
張
家
か
ら
婚
礼
準
備
に
関
す

る
取
り
決
め
が
打
診
さ
れ
た
。
そ
の
内
容
は
、
左
記
の
三
点
で
あ
る
。

①
厳
敷
倹
約
中
ニ
付
、
御
婚
礼
式
諸
道
具
、
附
属
人
数
等
を
初
、
平
生
之
調
度
ニ

至
迄
、
萬
端
先
格
を
離
れ
省
略
之
事

但
、
年
中
御
祝
ひ
事
幷
御
遊
興
御
取
か
わ
し
の
品
々
ま
て
も
、
可
成
丈
御
手
軽

之
御
倹
素
第
一
之
御
仕
向
ニ
被
在
之
度
事

②
裏
御
殿
、
是
迄
之
御
住
居
向
、
御
文
庫
等
迄
も
御
用
ひ
ニ
相
成
、
無
御
余
儀
之

分
は
か
り
建
副
之
事

③
御
表
方
江
米
金
等
被
進
之
品
御
座
あ
る
ま
し
き
事

（
丸
付
き
数
字
・
読
点
は
筆
者
に
よ
る
）

①
は
厳
し
い
倹
約
中
で
あ
る
た
め
、
婚
礼
式
の
諸
道
具
や
維
君
付（
役
人
や
使
用
人
、

女
中
）の
人
数
、
日
常
で
用
い
る
調
度
に
至
る
ま
で
、
す
べ
て
先
格
を
踏
襲
す
る
こ
と

な
く
省
略
し
、
年
中
行
事
の
祝
儀
の
贈
答
な
ど
も
倹
素
第
一
と
す
る
。
こ
こ
で
い
う
先

格
と
は
、
延
享
二
年（
一
七
四
五
）に
近
衛
内
前
に
嫁
い
だ
頼
君
の
婚
礼
を
指
す（
表
1
参

照
）。
②
の
「
裏
御
殿
」
と
呼
ば
れ
る
維
君
専
用
の
殿
舎
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の

（
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二
一

御
住
居
向
を
使
用
し
、
余
儀
な
き
場
合
に
の
み
建
て
添
え
る
と
あ
る
。
③
の
「
御
表

方
」
は
近
衛
家
の
表
向
き
、
す
な
わ
ち
夫
と
な
る
基
前
を
中
心
と
し
た
近
衛
家
の
家
政

を
指
す
と
考
え
ら
れ
、
そ
こ
へ
米
や
金
銭
な
ど
を
提
供
す
る
こ
と
を
禁
じ
る
内
容
で
あ

る
。し

か
し
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
尾
張
家
か
ら
の
打
診
内
容
で
あ
り
、
必
ず
し
も
そ
の
通

り
に
進
め
ら
れ
た
訳
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
条
文
に
付
さ
れ
た
付
札
の

文
言
か
ら
確
認
で
き
る
。

①
の
付
札
「
此
儀
御
尤
ニ
承
り
申
候
、
御
直
ニ
申
入
候
通
、
程
よ
く
御
取
斗
可
被

下
候
事
」

②
の
付
札
「
此
儀
御
直
談
ニ
御
承
知
被
下
候
通
、
程
よ
く
御
裏
御
殿
御
造
作
被
進

候
様
致
度
候
事
」

③
の
付
札
「
此
儀
、
此
御
方
ゟ
被　

仰
入
り
之
義
ハ
無
御
座
候
間
、
御
都
合
次
第

ニ
而
宜
敷
候
事
」　

①
の
婚
礼
式
や
諸
道
具
の
調
製
、
付
人
の
省
略
、
祝
儀
の
贈
答
の
倹
素
化
に
つ
い
て

は
特
に
異
議
は
な
く
、
③
の
米
・
金
等
の
提
供
に
つ
い
て
も
近
衛
家
側
か
ら
の
要
望
で

も
な
い
た
め
問
題
な
い
と
さ
れ
た
。
し
か
し
、
②
の
裏
御
殿
に
つ
い
て
は
、
尾
張
家
の

申
し
出
に
反
し
、
新
た
に
造
営
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

裏
御
殿
の
造
営
と
付
人

新
婦
専
用
の
御
殿
と
い
え
ば
、
将
軍
の
姫
君
が
大
名
家
に
嫁
ぐ
際
、
大
名
家
側
で
は

江
戸
屋
敷
に
「
御
守
殿
」「
御
住
居
」
と
呼
ば
れ
る
姫
君
専
用
の
御
殿
を
新
築
し
て
迎

え
、
幕
府
か
ら
は
付
人
や
女
中
が
派
遣
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
し
か
し
、
維
君
の

婚
礼
で
は
、
裏
御
殿
の
建
築
費
を
新
婦
側
の
尾
張
家
が
負
担
し
た
。
後
日
、
先
例
と
し

て
頼
君
の
御
殿
の
図
面
や
当
時
の
敷
地
図
な
ど
に
加
え
、
裏
御
殿
の
各
部
屋
の
一
坪
当

り
の
見
積
も
り
が
近
衛
家
側
の
棟
梁
か
ら
提
出
さ
れ
た
が
、
高
額
で
あ
っ
た
た
め
、
尾

張
家
側
で
再
度
見
積
も
り
が
行
わ
れ
た
。
最
終
的
に
は
江
戸
か
ら
作
事
方
下
役
や
棟

梁
・
肝
煎
大
工
・
諸
職
人
が
派
遣
さ
れ
、
八
月
二
十
一
日
に
地
鎮
祭
を
行
い
、
年
内
の

完
成
を
目
指
し
て
裏
御
殿
・
御
懸
屋
敷
・
長
屋
の
作
事
に
取
り
掛
か
っ
て
い
る
。

裏
御
殿
に
は
、
梁
二
間
の
上
段
を
備
え
る
御
対
面
所
・
御
座
之
間
・
御
寝
所
・
御
居

間
・
御
次
・
御
次
口
・
御
三
之
間
・
御
化
粧
之
間
が
あ
り
、
こ
れ
に
御
玄
関
・
御
次
幷

女
中
溜
辺
・
使
者
之
間
・
上
御
廊
下
・
御
臺
所
・
御
湯
殿
・
御
両
便
所
・
諸
役
所
・

御
納
戸
・
次
廊
下
・
長
局
・
物
置
・
次
湯
殿
・
次
両
便
所
が
備
わ
っ
て
い
た
と
み
ら
れ

る
。
裏
御
殿
の
主
人
で
あ
る
維
君
の
居
住
空
間
や
維
君
付
の
女
中
の
詰
所
や
住
居
の
ほ

か
、「
諸
役
所
」
は
維
君
付
の
男
性
の
役
人
が
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
詰
所
と
考
え
ら
れ
、

こ
れ
は
大
名
家
の
奥
向
で
い
う
「
広
敷
向
」
に
相
当
す
る
。
ま
た
、
裏
御
殿
と
は
別
に
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建
て
ら
れ
た
御
懸
屋
敷
と
長
屋
は
、
維
君
付
の
役
人
や
使
用
人
た
ち
の

住
居
で
あ
ろ
う
。

維
君
の
婚
礼
に
際
し
て
は
、
附
用
人
の
森
川
喜
兵
衛
を
筆
頭
に
男
性

の
役
人
十
八
人
、
御
歩
行
以
下
が
五
十
八
人
、
ま
た
女
中
は
上
﨟
以
下

三
十
二
人
の
総
勢
百
八
人
が
尾
張
家
か
ら
派
遣
さ
れ
た（
表
6
）。
①
の

取
り
決
め
で
、
維
君
付
の
役
人
は
婚
礼
道
具
と
同
様
に
「
萬
端
先
格
を

離
れ
省
略
之
事
」
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
人
数
は
、
文
化
三
年
に
尾
張

（
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（
63
）

（
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役人

附用人 1
同醫師 1
同用役 3
同侍目附 3
同侍 2
同用達 1
同物書 1
同歩行 6

御歩行
以下

御臺所人 2
御賄人 2
同心組頭※ 2
同心組 20
御中間 27
御下男 5

小計 76

女中

上臈 1
老女 2
御若年寄 1
中臈 6
小性 2
表使 1
右筆 1
次 4
三之間 4
中居 3
使番 1
茶之間 1
走女 5

小計 32
計 108

表6　維君の付人

※は御中間頭支配兼。



維
君
の
婚
礼
と
婚
礼
道
具

二
二

家
十
代
斉
朝
に
嫁
い
だ
十
一
代
将
軍
家
斉
の
長
女
淑
姫
の
公
儀
付
人
五
十
七
人
、
女
中

七
十
一
人
の
総
勢
百
二
十
八
人
と
比
較
す
る
と
八
割
ほ
ど
で
は
あ
る
が
、
決
し
て
少
な

く
な
い
人
数
で
あ
る
。
将
軍
家
の
「
御
守
殿
」「
御
住
居
」
は
よ
く
知
ら
れ
る
と
こ
ろ

だ
が
、
尾
張
家
に
お
い
て
も
婚
礼
の
際
に
同
様
の
制
度
が
採
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
特
筆

さ
れ
よ
う
。

先
述
し
た
屛
風
は
、
維
君
の
住
居
と
な
る
裏
御
殿
で
の
使
用
を
想
定
し
た
上
で
、
使

用
場
所
が
指
定
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
。
維
君
の
婚
礼
は
、
婚
儀
や
そ
の
後
に
必
要
な
道

具
の
み
な
ら
ず
、
居
住
空
間
で
あ
る
裏
御
殿
、
ま
た
そ
の
生
活
を
支
え
る
付
人
で
あ
る

尾
張
藩
士
や
女
中
も
含
め
、
い
わ
ば
丸
抱
え
で
尾
張
家
が
用
意
し
た
。
婚
礼
準
備
や
道

具
の
調
製
、
付
人
の
人
数
な
ど
は
倹
約
を
旨
と
し
つ
つ
も
、
実
際
に
は
大
規
模
な
製

作
・
組
織
体
制
が
敷
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

六　

維
君
の
婚
礼
道
具
の
ゆ
く
え

婚
礼
道
具
の
再
利
用

は
じ
め
に
触
れ
た
通
り
、
維
君
の
婚
礼
調
度
の
一
部
と
し
て
、
乗
物
を
は
じ
め
挟

箱
や
茶
弁
当
な
ど
五
件
七
点
が
徳
川
美
術
館
に
現
存
す
る
。
近
衛
家
か
ら
尾
張
家
へ

返
還
さ
れ
、
さ
ら
に
蓑
箱
一
件
を
新
調
補
完
し
た
う
え
で
、
同
家
十
四
代
慶
勝
の
正
室

矩
姫
の
婚
礼
道
具
と
し
て
再
利
用
さ
れ
た
こ
と
が
、
小
池
富
雄
氏
に
よ
っ
て
明
ら
か
に

さ
れ
て
い
る
。

矩
姫
は
、
一
万
七
百
石
の
小
大
名
で
あ
る
奥
州
二
本
松
の
丹
羽
長
富
の
娘
で
、
弘
化

四
年（
一
八
四
七
）十
一
月
十
三
日
に
尾
張
家
の
分
家
で
あ
る
高
須
松
平
家（
石
高
三
万
石
）

の
世
子
慶
勝（
当
時
は
義
恕
）と
「
内
々
婚
姻
」
し
、
嘉
永
二
年（
一
八
四
九
）四
月
二
十
八

日
に
正
式
に
婚
姻
し
た
。
し
か
し
、
翌
月
六
日
に
尾
張
家
十
三
代
慶
臧
が
急
逝
し
た
た

め
、
慶
勝
が
本
家
の
養
子
に
迎
え
ら
れ
、
六
月
四
日
に
尾
張
家
を
相
続
し
た
。
こ
の
た

め
、
矩
姫
も
夫
に
伴
い
、
江
戸
上
屋
敷
の
市
谷
邸
内
に
設
け
ら
れ
た
矩
姫
専
用
の
松
御

殿
に
入
っ
た
。

徳
川
美
術
館
に
は
、
矩
姫
の
実
家
で
あ
る
丹
羽
家
の
家
紋
で
あ
る
直す

じ

違か
い

紋も
ん

を
付
け
た

黒
塗
の
松
竹
梅
唐
草
蒔
絵
の
髢

か
も
じ

箱ば
こ

・
塵
壺
・
守
刀
箱
の
ほ
か
、
家
紋
の
な
い
梨
子
地
の

松
竹
梅
唐
草
蒔
絵
の
雛
道
具
な
ど
が
所
蔵
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
は
矩
姫
が
高
須
松
平

家
に
嫁
い
だ
際
に
持
参
し
た
婚
礼
道
具
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ

れ
ら
の
持
参
道
具
で
は
尾
張
家
の
正
室
の
格
式
に
見
合
わ
な
い
と
判
断
さ
れ
た
た
め

か
、
格
式
に
応
じ
た
矩
姫
の
婚
礼
道
具
を
整
え
る
必
要
が
急
遽
生
じ
た
も
の
の
、
厳
し

い
財
政
事
情
も
あ
り
、
弘
化
四
年
七
月
二
十
六
日
に
歿
し
た
維
君
の
婚
礼
道
具
の
再
利

用
が
企
図
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

近
衛
家
に
残
さ
れ
た
婚
礼
道
具

矩
姫
が
藩
主
の
正
室
と
し
て
尾
張
家
に
迎
え
ら
れ
た
嘉
永
二
年
、
江
戸
在
住
で
御
用

人
格
の
武
野
新
右
衛
門
か
ら
、
当
時
、
無
役
で
あ
っ
た
尾
張
藩
士
の
天
野
藤
十
郎
と
千

賀
与
八
郎
に
対
し
、
近
衛
家
に
残
さ
れ
た
維
君
の
婚
礼
道
具
に
つ
い
て
の
問
い
合
わ
せ

が
あ
っ
た
。
同
年
十
月
か
ら
十
二
月
に
か
け
て
御
広
敷
御
用
人
や
関
係
各
所
か
ら
返
答

と
し
て
寄
せ
ら
れ
た
書
状
五
通
が
、
名
古
屋
市
蓬
左
文
庫
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

う
ち
御
広
敷
御
用
人
か
ら
の
書
状
二
通
に
は
、「
京
地
ニ
御
残
相
成
候
御
品
等
之
廉
ハ

不
相
見
趣
」
と
あ
る
。
京
都
の
近
衛
家
に
残
さ
れ
た
維
君
の
道
具
は
「
廉や

す

っ
ぽ
く
は
見

え
な
か
っ
た
」
と
い
う
趣
旨
で
あ
り
、
尾
張
家
正
室
の
格
式
に
ふ
さ
わ
し
い
矩
姫
の
婚

礼
道
具
を
整
え
る
に
あ
た
り
、「
廉
」
で
な
い
こ
と
が
重
要
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ

か
る
。

し
か
し
、
近
衛
家
に
残
さ
れ
た
婚
礼
道
具
の
探
索
は
容
易
で
は
な
か
っ
た
。
か
つ
て
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維
君
の
婚
礼
と
婚
礼
道
具

二
三

維
君
付
の
御
用
役
を
務
め
た
神
谷
喜
左
衛
門
の
書
状
に
は
、
維
君
の
歿
後
に
婚
礼
道
具

の
整
理
に
立
ち
会
っ
た
御
用
人
の
今
泉
源
内
か
ら
の
聞
き
取
り
を
踏
ま
え
、
婚
礼
道
具

が
い
か
に
整
理
さ
れ
た
か
、
ま
た
そ
の
所
有
権
が
ど
の
よ
う
に
認
識
さ
れ
て
い
た
か
が

示
さ
れ
て
い
る
。
左
記
に
一
部
を
紹
介
す
る
。

上①

々
様
方
江
之
為
御
遺
物
被
進
物
を
初
メ
、　

近②

衛
様
江
御
譲
り
ニ
相
成
候
御
道

具
類
、
尾③

地
江
相
廻
り
候
御
道
具
類
幷
夫④

々
江
被
下
ニ
相
成
候
品
々
共
、
委
細
御

指
圖
之
通
取
斗
、
就
中　

近
衛
様
江
御
譲
り
ニ
相
成
候
御
道
具
之
内
、
御
手
道
具

之
分
者
、
不
残
大
奥
溜
り
間
ニ
並
へ
立
、
御
附
老
女
幷
御
用
役
立
合
ニ
而
帳
面
ニ

引
合
、
表
方
老
女
江
引
渡
請
取
書
取
置
、
表
向
江
引
渡
候
分
者
、
御
對
面
所
等
ニ

並
へ
置
、
是
又
帳
面
ニ
引
付
、
御
家
司
江
引
渡
請
取
書
取
、
夫
々
取
束
、
源
内
ゟ

委
曲
申
達
候
覚
悟
ニ
御
座
候
、
夫
ニ
付
御
内
々
演
説
ニ
而
、
御
咄
申
候
通
、
右
奥

廻
り
之
御
道
具
之
儀
者
、
殊
更　

近
衛
大
御
所
様
、
深
御
内
慮
之
趣
茂
被
為
在

候
由
ニ
而
、
御
本
殿
江
御
引
取
者
不
被
遊
、
其
儘　

舊
御
殿
奥
御
土
蔵
ニ
被
指
置
、

全
く
御
預
り
之
御
心
得
ニ
被
為
在
候
由
、
在
京
中
老
女
ゟ
粗
承
知
罷
在
候
、
然
處

下
々
ニ
而
者
、
専　

大
御
所
様
之
御
素
意
を
酌
取
、
最
早
其
比
ニ
而
茂
、
御
預
り

之
御
道
具
与
而
已
相
唱
候
付
、
其
後
表
方
夫
々
役
々
茂
退
隠
等
ニ
相
成
候
間
、
決

而
唯
今
ニ
而
者
、
御
譲
り
之
名
目
者
致
消
滅
候
儀
与
被
察
候
付
而
者
、
甚
敷
愚
按

ニ
而
推
量
ヶ
間
敷
候
得
共
、
右
御
預
り
の
名
目
を
御
聞
取
ニ
相
成
、
別
段
京
地
ニ

残
居
候
御
道
具
茂
有
之
候
事
歟
与
御
不
審
ニ
相
成
、
御
尋
御
座
候
哉
も
難
斗

（
読
点
、
丸
囲
み
数
字
、
傍
線
は
筆
者
に
よ
る
）

維
君
の
歿
後
、
そ
の
婚
礼
道
具
は
①
親
類
へ
の
形
見
分
け
、
②
近
衛
家
へ
御
譲
り
の

道
具
、
③
尾
張
家
へ
送
る
道
具
、
④
家
臣
や
女
中
へ
下
賜
し
た
道
具
と
分
け
ら
れ
た
。

問
題
の
近
衛
家
に
残
さ
れ
た
道
具
と
は
、
②
の
御
譲
り
の
道
具
を
指
す
。
近
衛
家
へ
御

譲
り
の
道
具
の
う
ち
、
御
手
道
具
は
す
べ
て
大
奥
溜
り
間
に
並
べ
、
維
君
御
付
の
老
女

と
御
用
役
の
立
ち
合
い
の
も
と
、
帳
面
と
突
き
合
わ
せ
て
、
近
衛
家
の
老
女
へ
引
き
渡

し
た
。
さ
ら
に
、
こ
の
う
ち
表
向
き
へ
と
引
き
渡
す
道
具
は
、
御
対
面
所
に
並
べ
立

て
、
同
様
に
近
衛
家
の
家
司
へ
引
き
渡
し
た
。

し
か
し
、
近
衛
大
御
所
様（
忠
煕
）は
、
道
具
を
近
衛
家
の
本
殿
に
引
き
取
る
こ
と
な

く
、
そ
の
ま
ま
旧
御
殿
の
土
蔵
に
残
し
置
い
た
。
そ
の
理
由
は
、
忠
煕
が
「
御
預
り
之

御
心
得
」
で
あ
っ
た
た
め
と
す
る
。
つ
ま
り
、
名
目
は
「
御
譲
り（
譲
渡
）」
で
あ
っ
て

も
、
あ
く
ま
で
近
衛
家
が
預
か
っ
た
道
具
で
あ
り
、
所
有
権
は
実
家
の
尾
張
家
に
帰
属

す
る
と
い
う
認
識
が
忠
煕
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
。
神
谷
は
、
現
状
で
は
す
で
に
御
譲

り
の
名
目
は
消
え
て
い
る
と
推
量
し
つ
つ
も
、
維
君
御
付
の
役
人
が
近
衛
家
か
ら
退
隠

し
た
現
在
で
は
、「
御
預
り
の
名
目
」
を
持
ち
出
し
て
、
近
衛
家
に
残
さ
れ
た
道
具
に

つ
い
て
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
は
不
審
に
思
わ
れ
、
実
際
に
は
、
問
い
合
わ
せ
が
難
し
い

と
述
べ
て
い
る
。

婚
礼
道
具
は
、
歴
代
当
主
が
代
々
伝
え
て
い
く
べ
き
性
質
の
も
の
で
あ
っ
た
表
道
具

と
は
異
な
り
、
所
有
者
個
人
に
帰
属
す
る
も
の
と
さ
れ
、
所
有
者
の
意
志
で
、
生
前
か

ら
親
族
や
関
係
者
な
ど
に
分
与
さ
れ
、
ま
た
歿
後
に
も
形
見
と
し
て
分
与
さ
れ
た
と
さ

れ
る
。
し
か
し
、
拙
稿
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
婚
家
で
用
意
さ
れ
た
待
請
道
具
は
、
所

有
者
が
死
去
し
た
後
、
多
く
が
婚
家
に
残
さ
れ
、
適
宜
新
調
し
て
補
完
し
、
別
の
正
室

の
待
請
道
具
と
し
て
再
利
用
さ
れ
て
お
り
、
所
有
権
は
所
有
者
個
人
と
い
う
よ
り
も
、

婚
礼
道
具
を
製
作
し
た
家
側
に
あ
っ
た
と
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
上
記
の
書
状
か
ら

も
、
実
家
か
ら
持
参
し
た
婚
礼
道
具
は
、
婚
家
に
と
っ
て
は
「
御
預
り
之
御
道
具
」
で

あ
り
、
所
有
権
は
実
家
に
あ
る
と
い
う
当
時
の
認
識
が
確
認
で
き
る
。

し
か
し
、
た
と
え
実
家
に
所
有
権
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
嫁
ぎ
先
に
一
旦
収
納
さ
れ

（
73
）

（
74
）

（
75
）

（
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）
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二
四

た
道
具
に
つ
い
て
は
、
所
有
者
の
死
か
ら
わ
ず
か
数
年
と
は
い
え
、
そ
の
有
無
を
問
い

合
わ
せ
る
こ
と
す
ら
困
難
で
あ
っ
た
現
実
が
垣
間
見
え
る
。
書
状
の
続
報
は
残
さ
れ
て

い
な
い
た
め
、
現
存
す
る
乗
物
や
挟
箱
な
ど
が
い
つ
尾
張
家
に
返
還
さ
れ
た
か
は
不
明

で
あ
る
が
、
維
君
の
死
去
や
矩
姫
の
婚
姻
の
時
期
・
経
緯
か
ら
み
て
、
矩
姫
へ
の
形
見

分
け
で
は
な
く
、
尾
張
家
の
所
有
権
を
前
提
に
し
た
返
還
で
あ
っ
た
可
能
性
が
大
き
い

と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

お　

わ　

り　

に

本
稿
で
は
、
江
戸
時
代
後
期
に
尾
張
家
か
ら
近
衛
家
へ
嫁
い
だ
維
君
の
婚
礼
の
際
に

用
意
さ
れ
た
婚
礼
道
具
に
つ
い
て
、
そ
の
道
具
目
録
で
あ
る
本
史
料
を
中
心
に
検
討
し

て
き
た
。
維
君
の
婚
礼
は
、
御
三
家
筆
頭
の
尾
張
家
と
公
家
筆
頭
の
近
衛
家
と
い
う
高

い
家
格
を
誇
る
家
同
士
の
結
び
つ
き
で
あ
り
、
そ
の
準
備
や
婚
礼
道
具
の
調
製
に
は
、

倹
素
を
旨
と
し
つ
つ
も
、
家
格
や
体
面
を
重
ん
じ
る
当
時
の
社
会
状
況
が
色
濃
く
反
映

さ
れ
て
い
た
。
と
り
わ
け
婚
礼
調
度
は
、
そ
の
意
匠
や
加
飾
仕
様
に
厳
格
な
序
列
が
あ

り
、器
表
は
黒
塗
で
あ
っ
て
も
内
側
や
底
裏
に
は
格
上
の
地
塗（
濃
村
梨
子
地
・
薄
梨
子
地
）

が
施
さ
れ
る
な
ど
、
見
え
な
い
部
分
に
ま
で
序
列
化
が
図
ら
れ
て
い
た
。

江
戸
時
代
の
大
名
や
公
家
の
婚
姻
は
、
個
人
で
は
な
く
家
と
家
の
結
び
つ
き
で
あ

り
、
政
治
的
な
要
素
を
多
分
に
含
ん
で
い
た
。
婚
礼
道
具
は
新
婦
の
生
活
を
支
え
る
単

な
る
道
具
に
留
ま
ら
ず
、
威
信
財
と
し
て
の
側
面
を
持
ち
、
維
君
の
婚
礼
調
度
や
絵
画

に
み
る
序
列
は
、
そ
の
あ
り
よ
う
を
よ
く
示
し
て
い
る
。
ま
た
維
君
の
婚
礼
道
具
の
一

部
は
後
世
に
再
利
用
さ
れ
た
が
、
そ
の
分
与
の
実
態
か
ら
、
婚
礼
道
具
の
所
有
権
が
維

君
個
人
で
は
な
く
実
家
の
尾
張
家
に
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。

さ
ら
に
、
維
君
の
婚
嫁
に
伴
い
、
裏
御
殿
が
造
営
さ
れ
、
付
人
が
多
数
派
遣
さ
れ
た

こ
と
も
明
ら
か
に
し
た
。
尾
張
家
か
ら
派
遣
さ
れ
た
付
人
は
交
替
し
つ
つ
も
、
維
君
が

死
去
す
る
ま
で
三
十
八
年
の
長
き
に
わ
た
っ
て
常
駐
し
続
け
た
。
文
政
八
年（
一
八
二

五
）に
は
忠
煕
の
正
室
と
し
て
島
津
斉
宣
の
娘
郁
姫
が
嫁
い
だ
こ
と
か
ら
、
薩
摩
藩
と

の
接
点
も
生
ま
れ
、
と
り
わ
け
維
君
が
晩
年
を
過
ご
し
た
隠
居
屋
敷
で
あ
る
御
花
畑
邸

は
、
尾
張
藩
士
が
京
都
で
他
藩
と
交
流
す
る
窓
口
と
も
な
っ
て
い
た
。
維
君
を
結
節
点

と
し
て
人
脈
と
情
報
が
集
約
さ
れ
、
明
治
維
新
の
際
に
尾
張
家
が
御
三
家
な
が
ら
新
政

府
側
に
付
く
に
い
た
る
政
治
的
な
土
台
と
な
っ
た
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。

婚
礼
道
具
に
お
け
る
序
列
化
、
裏
御
殿
の
造
営
や
付
人
の
派
遣
な
ど
、
婚
礼
を
め
ぐ

る
諸
側
面
を
具
体
的
な
史
料
に
基
づ
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
江
戸
時
代
後
期
の

大
名
・
公
家
間
の
婚
礼
文
化
や
婚
礼
道
具
の
社
会
的
意
義
に
つ
い
て
も
新
た
な
知
見
を

得
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
え
よ
う
。
今
後
も
、
こ
う
し
た
具
体
的
な
事
例
研
究
を
積
み

重
ね
る
こ
と
で
、
江
戸
時
代
の
婚
礼
文
化
や
女
性
史
の
さ
ら
な
る
解
明
に
つ
な
げ
た
い
。

（
77
）（

78
）

註（
1
）　

本
稿
で
は
「
初
音
の
調
度
」
や
「
菊
折
枝
蒔
絵
調
度
」
の
よ
う
に
、
統
一
し
た
意
匠
の
蒔

絵
を
施
し
た
漆
器
の
道
具
類
を
指
す
場
合
に
は
「
婚
礼
調
度
」、
そ
れ
以
外
の
絵
画
や
衣
服

な
ど
諸
道
具
も
含
む
場
合
に
は
「
婚
礼
道
具
」
と
呼
称
す
る
。

（
2
）　

①
灰
野
昭
郎
『
日
本
の
美
術　

二
七
七　

 

婚
礼
道
具
』（
至
文
堂
、
一
九
八
九
年
）。

②
『
徳
川
美
術
館 

蔵
品
抄
七　

婚
礼
』（
徳
川
美
術
館
、
一
九
九
一
年
）。

③
『
大
名
家
の
婚
礼
─
お
姫
さ
ま
の
嫁
入
り
道
具
─
』（
仙
台
市
博
物
館
、
二
〇
〇
〇
年
）。

④
野
口
朋
子
「
十
一
代
将
軍
徳
川
家
斉
期
の
婚
礼
道
具
に
関
す
る
基
礎
研
究
」（『
デ 

ア
ル

テ
』
三
五
、
九
州
藝
術
学
会
、
二
〇
一
九
年
）。

（
3
）　

徳
川
三
代
将
軍
家
光
の
長
女
で
尾
張
家
二
代
光
友
の
正
室
千
代
姫
の
婚
礼
調
度
「
初
音
の

調
度
」
は
、
千
代
姫
が
歿
し
て
三
年
後
に
整
理
さ
れ
た
「
霊
仙
院
様
御
道
具
目
録
」
に
記
録

さ
れ
る（『
徳
川
美
術
館
蔵
品
抄
三　

初
音
の
調
度
』
徳
川
美
術
館
、
一
九
八
五
年
）。
ま
た

尾
張
家
九
代
宗
睦
の
正
室
好
君
と
十
一
代
斉
温
の
継
室
福
君
の
婚
礼
調
度
で
あ
る
「
菊
折
枝
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二
五

分
類
目
録
」
家
門
篇
三
─
一
六
七
九
二
）。

（
13
）　
「
尾
張
様
江
円
台
院
宮
御
方
御
口
状　

八
月
廿
七
日
付
」（「
陽
明
文
庫
文
書
分
類
目
録
」
家

門
篇
三
─
七
四
九
二
）。

　
　

尾
張
様
江
圓
臺
院
宮
御
方
御
口
状

弥
御
安
全
被
成
御
座
目
出
度
思
召
候
、　

琴
姫
様
御
義
、
此
度
加
州
表
御
離
縁
之
義
、

為
御
知
被
仰
進
委
細
御
承
知
被
成
候
、
然
ル
処
早
々
被
仰
進
候
儀
も
御
遠
慮
思
召
候
得

共
、　

内
大
臣
殿
今
以
御
縁
組
等
不
被
為
在
、
彼
是
御
心
急
ニ
思
召
候
ニ
付
、
何
卒　

琴
姫
様
御
事
、　

内
大
臣
殿
江
御
縁
談
之
儀
、
御
取
結
被
成
度
思
召
候
、　

其
御
方
様

御
先
々
ゟ
厚
御
縁
続
之
儀
ニ
被
為
有
候
得
者
、
御
領
掌
被
進
、 

早
々
御
熟
縁
被
為
在
候

得
者
、
甚
御
安
心
ニ
思
召
候
、
何
分
可
然
御
頼
被
仰
入
候
、
何
分
此
段
以
御
使
被
仰
進

候
、
以
上
、

　

八
月
廿
七
日

圓
臺
院
宮
御
使　

立
野
対
馬
守

（
14
）　

白
根
孝
胤
「
御
三
家
に
お
け
る
縁
戚
関
係
の
形
成
と
江
戸
屋
敷
─
尾
張
家
を
中
心
と
し

て
」（『
徳
川
林
政
史
研
究
所
研
究
紀
要
』
四
一
、
徳
川
黎
明
会
、
二
〇
〇
七
年
）。

（
15
）　
「
瀧
川
忠
曉
・
成
瀬
正
寿
・
成
瀬
正
典
書
状　

斎
藤
若
狭
守
・
山
科
筑
前
守
・
佐
竹
織
部

正
宛　

九
月
十
九
日
付
」（「
陽
明
文
庫
文
書
分
類
目
録
」
家
門
篇
三
─
一
六
七
九
九
）。
瀧
川

忠
曉
は
江
戸
詰
の
家
老
、
成
瀬
正
寿
は
正
典
の
子
で
あ
る
。

為　

仰
御
状
致
拝
見
候
、　

其
御
所
被
為
揃
、
弥
御
安
泰
被
成
御
座
、
尾
張
殿
珍
重
被

存
候
、
當
方
無
異
儀
被
在
之
候
、
然
者　

御
所
江
琴
姫
御
方
御
縁
組
御
頼
之
通
、
當
月

七
日
被
仰
出
目
出
度
御
満
足
思
召
候
、　

圓
臺
院
宮
御
方
ニ
茂
御
同
様
御
満
足
思
召
候
、

仍
為
御
知
被
仰
進
候
旨
、
御
紙
面
之
趣
相
達
候
處
、
被
致
承
知
御
同
然
、
幾
久
敷
目
出

度
被
存
候
、
猶
追
々
御
嘉
儀
可
被
仰
合
候
、
此
段
定
相
達
旨
被
申
付
候
、
恐
惶
謹
言

　
　

九
月
十
九
日

滝
川
豊
後
守
忠
曉（
花
押
）／
成
瀬
主
殿
頭
正
壽（
花
押
）／
成
瀬
隼
人
正
正
典（
花
押
）

斎
藤
若
狭
守
様
／
山
科
筑
前
守
様
／
佐
竹
織
部
正
様

（
16
）　
「
成
瀬
隼
人
正
書
状
写　

廣
橋
前
大
納
言
宛　

九
月
十
一
日
付
」（「
陽
明
文
庫
文
書
分
類
目

録
」
家
門
篇
三
─
一
六
七
九
七
・
一
六
七
九
八
）。

（
17
）　

文
化
七
年（
一
八
一
〇
）九
月
十
八
日
に
、
維
君
は
袖
留
の
儀
を
行
い
、
同
年
十
二
月
に
基

蒔
絵
調
度
」
は
、「
転
陵
院
様
御
道
具
帳
」
お
よ
び
福
君
の
歿
し
た
翌
年
に
整
理
作
成
さ
れ

た
「
天
保
十
二
丑
年
俊
恭
院
様
御
道
具
帳
」
に
記
録
さ
れ
る（
前
掲
註（
2
）②
参
照
）。

　

吉
川
美
穂
「
俊
恭
院
福
君
の
婚
礼
と
菊
折
枝
蒔
絵
調
度
」（『
金
鯱
叢
書
』
四
五
、
徳
川
黎

明
会
、
二
〇
一
八
年
）。

（
4
）　

維
君
は
、
琴こ

と

姫ひ
め

か
ら
維つ

な

姫ひ
め

、
さ
ら
に
は
維
君
と
改
名
し
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
煩
雑
を
避

け
る
た
め
、
維
君
の
名
で
統
一
す
る
。

（
5
）　

小
池
富
雄
「
黒
漆
葵
紋
散
牡
丹
唐
草
蒔
絵
調
度
に
つ
い
て
─
近
衛
基
前
夫
人
維
君
の
婚
礼

調
度
─
」（『
金
鯱
叢
書
』
二
〇
、
徳
川
黎
明
会
、
一
九
九
三
年
）。

（
6
）　

柳
田
直
美
「
和
宮（
親
子
内
親
王
）の
婚
礼
道
具
」（『
皇
女
和
宮
─
幕
末
の
朝
廷
と
幕
府
─
』

東
京
都
江
戸
東
京
博
物
館
、
一
九
九
七
年
）。

　

田
嶋
充
子
「
近
世
大
名
の
婚
礼
道
具
─
加
賀
前
田
家
史
料
を
題
材
と
す
る
事
例
研
究
─
」

（『
年
報　

美
術
工
芸
研
究
』
一
〇
、
二
〇
〇
九
年
）。

　

山
崎
会
里
「
近
世
に
お
け
る
将
軍
家
婚
礼
道
具
の
意
匠
に
つ
い
て
～
長
野
県
立
歴
史
館
所

蔵
「
丁
子
唐
草
葵
紋
蒔
絵
調
度
」
の
位
置
付
け
～
」（『
長
野
県
立
歴
史
館
紀
要
』
一
九
、
二

〇
一
三
年
）。

前
掲
註（
2
）④
野
口
氏
論
文
。

（
7
）　

吉
川
美
穂
「
婚
礼
道
具
と
し
て
の
絵
画
製
作
」（『
葵
』
一
三
二
、
徳
川
美
術
館
、
二
〇
二

四
年
）。

（
8
）　

維
君
の
事
績
は
、
特
に
注
記
が
な
い
場
合
、
基
本
的
に
「
御
系
譜
」（
名
古
屋
市
蓬
左
文
庫

編
『
名
古
屋
叢
書
三
編　

第
一
巻　

尾
張
徳
川
家
家
譜
』
名
古
屋
市
教
育
委
員
会
、
一
九
八

八
年
）に
基
づ
く
。

（
9
）　
「
江
戸
御
小
納
戸
日
記
」
文
化
二
年（
一
八
〇
五
）八
月
十
一
日
条（
徳
川
林
政
史
研
究
所

蔵
。
尾
二
─
一
三
六
）に
よ
れ
ば
、
維
君
は
「
御
積
気
」
で
あ
っ
た
。
積
気
は
胸
や
腹
の
差

し
込
む
よ
う
な
激
痛
を
伴
う
病
気
を
い
う
。

（
10
）　

高
橋
あ
け
み
「
大
名
家
の
婚
礼
に
つ
い
て
」（『
大
名
家
の
婚
礼
─
お
姫
さ
ま
の
嫁
入
り
道

具
─
』
仙
台
市
博
物
館
、
二
〇
〇
〇
年
）。

（
11
）　
「
江
戸
御
小
納
戸
日
記
」
文
化
三
年
九
月
九
日
条
、
文
化
四
年
正
月
二
十
一
日
条
、
同
年

三
月
二
十
八
日
条（
徳
川
林
政
史
研
究
所
蔵
。
尾
二
─
一
三
七
─
一
・
二
）。

（
12
）　
「
文
化
三
丙
寅
年　

尾
州
琴
姫
様　

御
縁
組
往
来
覚　

一　

御
用
部
屋
」（「
陽
明
文
庫
文
書



維
君
の
婚
礼
と
婚
礼
道
具

二
六

前
の
娘（
常
心
院
）を
養
女
と
す
る
も
の
の
、
同
十
年
七
月
十
三
日
に
娘
は
死
去
し
た
。
同
十

三
年
正
月
二
十
七
日
に
辰
君（
忠
煕
）を
実
子
分
と
す
る（
註（
8
）前
掲
書
）。

（
18
）　

前
掲
註（
3
）拙
稿
。

（
19
）　

書
誌
的
情
報
に
つ
い
て
は
、
前
掲
註（
5
）小
池
氏
論
文
に
よ
る
。

（
20
）　

大
名
の
婚
礼
で
は
、
婚
儀
の
際
に
両
家
の
家
老
の
間
で
貝
桶
渡
し
の
儀
を
行
う
通
例
だ

が
、
近
衛
家
に
嫁
い
だ
維
君
の
婚
礼
で
は
貝
桶
渡
し
の
儀
は
行
な
わ
れ
な
か
っ
た
。
前
掲
註

（
12
）に
よ
る
。

（
21
）　

大
奥
女
中
の
職
名
に
「
御
次
」
が
あ
り
、
道
具
や
献
上
物
の
持
ち
運
び
、
対
面
所
な
ど
の

掃
除
、
召
人
の
斡
旋
な
ど
を
司
る
女
中
を
指
す（
竹
内
誠
・
深
井
雅
海
・
松
尾
美
恵
子
編

『
徳
川
「
大
奥
」
事
典
』
東
京
堂
出
版
、
二
〇
一
五
年
）が
、
こ
の
場
合
は
単
に
一
段
格
下
の

道
具
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。
あ
る
い
は
第
五
章
で
述
べ
る
よ
う
に
、
維
君
が
居
住
し
た
裏

御
殿
に
は
「
御
次
」
と
呼
ば
れ
る
部
屋
が
あ
る
た
め
、
そ
こ
に
置
か
れ
る
こ
と
を
想
定
し
た

も
の
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。

（
22
）　
「
陽
明
文
庫
文
書
分
類
目
録
」（
家
門
篇
三
─
七
四
七
一
）。

（
23
）　

丈
の
短
い
衣
類
で
、
背
に
主
家
の
紋
所
な
ど
が
染
め
抜
か
れ
て
い
る
。

（
24
）　

婚
礼
道
具
の
服
飾
品
に
つ
い
て
は
、
他
家
と
内
容
的
に
は
変
わ
ら
な
い
も
の
の
、「
火
事

装
束
」
が
含
ま
れ
て
い
な
い
点
が
注
目
さ
れ
る
。

　

北
村
典
子
「
江
戸
後
期
松
代
藩
真
田
家
に
み
る
大
名
の
婚
礼
道
具
～
三
千
姫
・
峯
姫
の
事

例
～
」（『
松
代
』
一
三
、
松
代
文
化
施
設
等
管
理
事
務
所
、
二
〇
〇
〇
年
）。

　

佐
々
木
佳
美
「
江
戸
時
代
後
期
平
戸
松
浦
家
に
お
け
る
婚
礼
調
度
と
し
て
の
服
飾
品
」

（『
服
飾
美
学
』
六
二
、
服
飾
美
学
会
、
二
〇
一
六
年
）。

（
25
）　
「
御
手
道
具
」
に
つ
い
て
は
、
左
記
の
①
～
③
を
参
照
し
た
。

①
小
池
富
雄
「
寛
永
十
六
年
六
月
吉
日 

幸
阿
弥
清
三
郎
良
尚
筆
「
御
手
道
具
蒔
絵
之
御
注

文
」
の
研
究
」（『
金
鯱
叢
書
』
一
六
、
徳
川
黎
明
会
、
一
九
八
九
年
）。

②
堀
内
信
『
南
紀
徳
川
史
』
一
四（
名
著
出
版
、
一
九
七
一
年
）。

③
前
掲
註（
2
）④
野
口
氏
論
文
。

①
十
七
世
紀
の
「
御
手
道
具
蒔
絵
之
御
注
文
」
に
は
、「
御
手
道
具
」
と
し
て
貝
桶
や
三

棚
・
化
粧
道
具
・
文
房
具
・
香
道
具
・
茶
の
湯
道
具
・
遊
戯
具
・
飲
食
器
な
ど
百
十
七
点
、

②
『
南
紀
徳
川
史
』
巻
百
二
十
八
の
「
御
姫
様
方
御
入
輿
御
道
具
帳
」
の
「
御
手
道
具
」
に

は
、
洗
面
具
・
化
粧
道
具
の
類
が
列
記
さ
れ
る
。
③
十
一
代
将
軍
家
斉
の
娘
で
加
賀
前
田
家

に
嫁
い
だ
溶
姫
の
婚
礼
道
具
で
は
、「
手
道
具
」
の
内
訳
は
「
貝
桶
、
簇
絹
張
、
犬
張
子
、

蟇
目
御
弓
、
日
傘
、
筒
守
、
茶
弁
当
、
棚
物
な
ど
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
26
）　

ち
な
み
に
文
化
五
年
二
月
十
一
日
の
婚
礼
に
先
立
ち
、
正
月
廿
日
に
「
長
持
五
十
棹
斗
」

到
着
と
の
記
事（
前
掲
註（
12
）参
照
）が
確
認
さ
れ
る
も
の
の
、
本
史
料
の
長
持
の
総
計
七

十
棹
に
比
較
し
て
少
な
い
た
め
、
婚
礼
道
具
は
数
日
に
分
け
て
運
ば
れ
た
と
み
ら
れ
る
。

（
27
）　

荒
川
浩
和
・
小
松
大
秀
・
灰
野
昭
郎
「
近
世
大
名
婚
礼
調
度
に
つ
い
て（
上
・
下
）─
近
世

漆
工
藝
基
礎
資
料
の
研
究
─
」（『
Ｍ
Ｕ
Ｓ
Ｅ
Ｕ
Ｍ
』
四
一
九
・
四
二
〇
、
東
京
国
立
博
物
館
、

一
九
八
六
年
）。

前
掲
註（
2
）①
灰
野
氏
書
、
④
野
口
氏
論
文
。

（
28
）　

前
掲
註（
25
）①
小
池
氏
論
文
。

（
29
）　

前
掲
註（
10
）高
橋
氏
論
文
。

（
30
）　

前
掲
註（
25
）②
堀
内
氏
書
。

（
31
）　

前
掲
註（
10
）高
橋
氏
論
文
。

（
32
）　

前
掲
註（
10
）高
橋
氏
論
文
。

（
33
）　

前
掲
註（
2
）④
野
口
氏
論
文
・（
6
）山
崎
氏
論
文
。

（
34
）　

前
掲
註（
25
）①
小
池
氏
論
文
。

（
35
）　

清
水
久
兵
衛
作
「
波
月
蒔
絵
硯
箱
」
静
嘉
堂
文
庫
美
術
館
蔵（『
蒔
絵
─
漆
黒
と
黄
金
の
日

本
美
─
』
京
都
国
立
博
物
館
、
一
九
九
五
年
）、
重
要
文
化
財
「
紫
宸
殿
蒔
絵
硯
箱
」
個
人

蔵（『
大
蒔
絵
展
─
漆
と
金
の
千
年
物
語
』
朝
日
新
聞
社
、
二
〇
二
二
年
）な
ど
が
あ
る
。

（
36
）　

米
沢
市
上
杉
博
物
館
『
上
杉
家　

葵
の
姫
の
も
の
が
た
り
～
徳
川
家
三
姉
妹
の
守
刀
～
』

（
米
沢
市
上
杉
博
物
館
、
二
〇
一
九
年
）。

（
37
）　

吉
川
美
穂
「
尾
張
徳
川
家
の
姫
と
婚
礼
調
度
」（
前
掲
註（
36
）所
収
）。
拙
稿
で
は
、
底
裏

を
「
薄
梨
子
地
」
と
し
た
が
、「
濃
梨
子
地
」
と
訂
正
し
た
い
。

（
38
）　
『
御
触
書
寛
保
集
成
』
十
九
、
倹
約
之
部
一
〇
七
五（
岩
波
書
店
、
一
九
三
四
年
）。

（
39
）　

前
掲
註（
5
）小
池
氏
論
文
。

（
40
）　
「
口
状
写
」（「
陽
明
文
庫
文
書
分
類
目
録
」
家
門
篇
三
─
一
六
八
二
三
・
一
六
八
二
四
）。

一
六
八
二
三
・
一
六
八
二
四
は
同
内
容
。

（
41
）　

前
掲
註（
2
）④
野
口
氏
論
文
。
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二
七

（
42
）　

松
原
茂
「
奥
絵
師
狩
野
晴
川
院
「
公
用
日
記
」
に
見
る
そ
の
活
動
」（『
東
京
国
立
博
物
館

紀
要
』
一
七
、
東
京
国
立
博
物
館
、
一
九
八
二
年
）。

　

池
田
宏
「
狩
野
晴
川
院
『
公
用
日
記
』
に
み
る
諸
相
」（『
東
京
国
立
博
物
館
紀
要
』
二
八
、

東
京
国
立
博
物
館
、
一
九
九
三
年
）。

（
43
）　

西
王
母
の
末
娘
の
玉
巵
で
、
一
弦
の
琴
を
弾
き
、
白
龍
に
乗
っ
て
四
海
を
飛
遊
す
る
姿
で

描
か
れ
る
。
太
真
王
の
妻
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
太
真
王
夫
人
と
も
呼
ば
れ
る
。

（
44
）　

尾
張
藩
の
絵
師
の
名
前
と
経
歴
に
つ
い
て
は
、
特
に
注
記
が
な
い
場
合
は
尾
張
藩
士
の
家

系
や
系
譜
に
関
す
る
「
藩
士
名
寄
」「
士
林
泝
洄
」
に
基
づ
い
た
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
「
尾
張
藩

便
利
帳ver.1　

尾
張
藩 

藩
士
大
全
」（『
名
古
屋
城
下
お
調
べ
帳
』
デ
ジ
タ
ル
版
、
名
古
屋

市
博
物
館
、
二
〇
一
三
年
）を
参
考
に
し
た
。

（
45
）　

前
掲
註（
42
）松
原
氏
論
文
。

（
46
）　

狩
野
永
納
『
本
朝
画
史
』（
延
宝
六
年
〈
一
六
七
八
〉
序
、
国
書
刊
行
会
、
一
九
七
四
年
）。

　

松
木
寛
「
狩
野
家
の
血
と
力（
一
）～（
四
）名
古
屋
城
障
壁
画
を
中
心
に
」（『
古
美
術
』
八

〇
～
八
三
、
三
彩
新
社
、
一
九
八
六
年
）。

　

松
木
寛
『
御
用
絵
師　

狩
野
派
の
血
と
力
』（
講
談
社
、
一
九
九
四
年
）。

　

武
田
恒
夫
『
狩
野
派
絵
画
史
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
五
年
）な
ど
を
参
照
し
た
。

（
47
）　

吉
川
美
穂
「
建
中
寺
蔵 

板
谷
慶
舟
広
当
筆
「
釈
迦
三
尊
・
五
百
羅
漢
図
」
の
製
作
事
情
─

徳
川
宗
睦
と
の
関
わ
り
を
中
心
に
─
」（『
金
鯱
叢
書
』三
九
、
徳
川
黎
明
会
、
二
〇
一
三
年
）。

（
48
）　

初
代
益
信
は
尾
張
家
か
ら
二
十
人
扶
持
を
受
け
、
二
代
洞
春
福
信
と
も
に
尾
張
家
に
出
入

り
が
確
認
さ
れ
る（
薄
田
大
輔
「
尾
張
家
麴
町
屋
敷
御
成
御
殿
の
障
壁
画
に
つ
い
て
─
元
禄

期
の
江
戸
狩
野
派
の
動
向
─
」『
金
鯱
叢
書
』
四
八
、
徳
川
黎
明
会
、
二
〇
二
一
年
）。
し
か

し
、
三
代
元
仙
方
信
の
出
入
り
は
管
見
の
限
り
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。

（
49
）　

養
寿
は
、
尾
張
家
の
絵
師
の
今
村
随
学
の
養
子
で
、
寛
政
五
年（
一
七
九
三
）に
御
絵
師

並
、
扶
持
五
人
分
で
召
し
抱
え
ら
れ
、
翌
年
に
御
絵
師
本
役
と
な
る
。

（
50
）　

養
朔
は
、
天
明
七
年（
一
七
八
七
）に
御
絵
師
並
、
扶
持
五
人
分
で
召
し
抱
え
ら
れ
、
寛
政

九
年
に
御
絵
師
を
仰
せ
つ
け
ら
れ
た
。
寛
政
七
年
に
十
一
代
将
軍
家
斉
が
下
総
国
小
金
ヶ
原

で
行
っ
た
鹿
狩
の
様
子
を
描
い
た
「
小
金
ヶ
原
鹿
狩
図
」（
徳
川
美
術
館
蔵
）が
知
ら
れ
る
。

（
51
）　

養
秋
は
、「
藩
士
名
寄
」
に
は
名
が
な
く
、
経
歴
未
詳
の
画
家
だ
が
、
御
用
絵
師
の
神
谷

秋
山
の
父
で
あ
る
央
秋
と
、「
蒙
古
襲
来
絵
詞（
模
本
）」（
建
中
寺
蔵
）を
手
が
け
た
神
谷
元
秋

と
同
一
人
物
か
、
兄
弟
の
可
能
性
が
高
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る（
朝
日
美
砂
子
・
作
品

解
説
『
愛
知
県
史　

別
編　

文
化
財
二　

絵
画
』
愛
知
県
、
二
〇
一
一
年
）。

（
52
）　

絵
師
は
専
任
で
は
な
く
、
小
普
請
組
、
御
馬
廻
組
な
ど
を
歴
任
し
、
維
君
の
婚
礼
時
に
は

掃
部
頭
様
御
側
詰
並
、
つ
ま
り
尾
張
家
八
代
宗
勝
六
男
の
松
平
勝
長
の
御
側
詰
の
職
に
あ
っ

た
。

（
53
）　

渓
斎
英
泉
編
『
無
名
翁
随
筆
』（
坂
崎
坦
編
『
日
本
画
論
大
観
』
中
巻
、
ア
ル
ス
、
一
九
二

九
年
）の
「
後
藤
茂
右
衛
門
」
の
項
に
「
川
島
雪
亭（
田
安
侯
の
画
師
也
、雪
舟
の
画
孫
な
り
、

雪
舟
と
少
し
異
な
れ
ど
も
名
手
也
、寛
政
頃
よ
り
天
保
の
今
に
至
て
存
す
、市
ヶ
谷
に
住
す
）」

と
あ
る
。

（
54
）　

名
古
屋
市
博
物
館
編
『
尾
張
の
絵
画
史　

狩
野
派
の
画
人
た
ち
』（
名
古
屋
市
博
物
館
、
一

九
八
七
年
）。

（
55
）　
「
斎
藤
若
狭
守
書
状　

御
用
部
屋
宛　

三
月
四
日
付
」（「
陽
明
文
庫
文
書
分
類
目
録
」
家
門

篇
三
─
一
六
八
二
一
）に
取
り
決
め
の
経
緯
が
記
さ
れ
、「
口
状
写
」（
同
─
一
六
八
二
三
・
一

六
八
二
四
）に
箇
条
書
き
で
取
り
決
め
の
内
容
と
付
札
が
記
さ
れ
る
。「
文
化
三
丙
寅
年　

尾

州
琴
姫
様　

御
縁
組
往
来
覚　

一　

御
用
部
屋
」（
同
─
一
六
七
九
二
）に
は
、
上
記
二
件
の

書
状
が
再
録
さ
れ
る
。

（
56
）　
「
裏
御
殿
」
は
、
大
名
屋
敷
な
ど
で
表
の
政
務
を
行
う
「
表
御
殿
」
に
対
し
て
、
藩
主
の

居
住
空
間
や
女
性
・
子
供
が
過
ご
す
私
的
な
空
間
を
指
す
「
奥
御
殿
」
と
同
義
と
も
捉
え
ら

れ
る
が
、
註（
55
）の
「
斎
藤
若
狭
守
書
状
」
で
は
「
御
守
殿
」
の
造
作
と
の
言
葉
が
あ
る
の

で
、
こ
の
場
合
は
「
御
守
殿
」
に
相
当
す
る
居
住
空
間
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
長
州
毛
利

家
に
も
「
裏
御
殿
」
と
呼
称
す
る
事
例
が
あ
る
。

　

高
屋
麻
里
子
「
萩
藩
江
戸
屋
敷
裏
御
殿
と
長
局
の
変
遷
」（『
東
京
造
形
大
学
研
究
報
』
一

八
、
二
〇
一
七
年
）。

（
57
）　

大
塚
英
二
「
光
友
夫
人
死
去
に
伴
う
公
儀
付
人
の
召
返
し
に
つ
い
て
」（『
徳
川
林
政
史
研

究
所
紀
要
』
二
七
、
徳
川
黎
明
会
、
一
九
九
三
年
）。

　

氷
室
史
子
「
大
名
藩
邸
に
お
け
る
御
守
殿
の
構
造
と
機
能
─
綱
吉
養
女
松
姫
を
中
心
に

─
」（『
お
茶
の
水
史
学
』
四
九
、
読
史
会
、
二
〇
〇
五
年
）。

　

吉
成
香
澄
「
将
軍
姫
君
の
婚
礼
の
変
遷
と
文
化
期
御
守
殿
入
用
─
尾
張
藩
淑
姫
御
守
殿
を

事
例
と
し
て
─
」（『
学
習
院
史
学
』
四
七
、
二
〇
〇
九
年
）。



維
君
の
婚
礼
と
婚
礼
道
具

二
八

　

高
橋
あ
け
み
前
掲
註（
2
）③
、
同
『
大
名
家
の
婚
礼
調
度
─
仙
台
伊
達
家
の
場
合
─
』
大

崎
八
幡
宮
、
二
〇
一
五
年
。

（
58
）　
「
中
西
甚
五
兵
衛
書
状　

斎
藤
若
狭
守
宛　

七
月
六
日
」（「
陽
明
文
庫
文
書
分
類
目
録
」
家

門
篇
三
─
一
六
八
五
二
）。

（
59
）　
「
覚
書
」（「
陽
明
文
庫
文
書
分
類
目
録
」
家
門
篇
三
─
一
六
八
五
四
）。

（
60
）　
「
客
室
貼
付
用
紙
地
色
」（「
陽
明
文
庫
文
書
分
類
目
録
」
家
門
篇
三
─
一
六
八
三
九
）。
こ

の
文
書
に
は
、
御
座
の
間
以
下
の
部
屋
に
は
、
鳥
子
紙
に
墨
絵
を
付
立
で
描
く
と
の
書
き
込

み
が
あ
る
。

（
61
）　
「
書
状　

四
月
付
」（「
陽
明
文
庫
文
書
分
類
目
録
」
家
門
篇
三
─
一
六
八
三
八
）。

（
62
）　
「
文
化
五
辰
年 

維
姫
様
御
附
」（「
陽
明
文
庫
文
書
分
類
目
録
」
家
門
篇
三
─
八
二
二
六
）。

（
63
）　
「
正
木
三
蔵
書
状　

立
野
大
和
介
・
木
村
右
京
宛　

正
月
廿
四
日
付
」（「
陽
明
文
庫
文
書
分

類
目
録
」
家
門
篇
三
─
七
六
〇
七
）。

（
64
）　

前
掲
註（
62
）参
照
。

（
65
）　

吉
成
香
澄
「
将
軍
姫
君
の
公
儀
付
人
・
女
中
に
つ
い
て
─
尾
張
藩
主
徳
川
斉
朝
夫
人
淑
姫

の
事
例
か
ら
─
」（『
徳
川
林
政
史
研
究
所
紀
要
』、
徳
川
黎
明
会
、
二
〇
一
一
年
）。

（
66
）　

前
掲
註（
2
）②
図
版
番
号
一
二
一
・
一
二
三
～
一
二
五
。

（
67
）　

前
掲
註（
2
）②
図
版
番
号
一
二
二
。

（
68
）　

前
掲
註（
5
）小
池
氏
論
文
。

（
69
）　

前
掲
註（
2
）②
図
版
番
号
一
一
八
～
一
二
〇
。

（
70
）　
『
徳
川
美
術
館
蔵
品
抄
五　

雛 

ひ
ゐ
な
』（
徳
川
美
術
館
、
一
九
八
九
年
）、
図
版
番
号
九

五
～
一
四
二
。

（
71
）　

前
掲
註（
5
）小
池
氏
論
文
。

（
72
）　
「
維
学
心
院
様
御
道
具
書
付
」
五
通（
旧
蓬
左
二
七
─
二
二
二
）。

内
容
と
日
付
か
ら
時
系
列
に
並
べ
る
と
左
記
の
通
り
と
な
る
。

①
天
野
藤
十
郎
・
千
賀
与
八
郎
書
状　

武
野
新
右
衛
門
宛　

十
月
十
日
付
。

②
御
広
敷
御
用
人
書
状（
神
谷
喜
左
衛
門
宛
）十
月
付
、
但
し
、
下
げ
札
は
十
一
月
付
。

③
宛
名
・
宛
所
不
明　

十
一
月
付
。

④
御
広
敷
御
用
人
書
状　

酉（
嘉
永
二
年
）十
二
月
五
日
付
。

⑤
神
谷
喜
左
衛
門
書
状　

十
二
月
付
。

天
野
藤
十
郎
と
千
賀
与
八
郎
は
そ
れ
ぞ
れ
の
事
情
で
差
扣
と
な
っ
て
い
た
が
、
こ
の
時
点
で

は
差
扣
を
解
か
れ
、
無
役
で
あ
っ
た
。
以
下
、
尾
張
藩
士
に
つ
い
て
は
、
尾
張
藩
の
絵
師
の

名
前
と
経
歴
に
つ
い
て
は
、
特
に
注
記
が
な
い
場
合
は
前
掲
註（
44
）「
尾
張
藩
便
利
帳

ver.1　

尾
張
藩 

藩
士
大
全
」
を
参
考
に
し
た
。

（
73
）　

天
保
十
三
年
正
月
十
一
日
か
ら
弘
化
四
年
十
一
月
ま
で
の
維
君
付
の
御
用
役
の
職
に
就
い

て
い
た
。

（
74
）　

弘
化
三
年
十
一
月
十
八
日
か
ら
翌
四
年
維
君
付
の
御
用
人
の
職
に
就
い
て
い
た
。

（
75
）　

前
掲
註（
5
）小
池
氏
論
文
。

（
76
）　

前
掲
註（
3
）拙
稿
。

（
77
）　

佐
野
静
代
「
近
衛
家
別
邸
「
御
花
畑
」
の
成
立
と
そ
の
政
治
史
上
の
役
割
─
禁
裏
御
用

水
・
桂
宮
家
・
尾
張
藩
・
薩
摩
藩
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
─
」（『
人
文
学
』
二
〇
五
、
同
志

社
大
学
人
文
学
会
、
二
〇
二
〇
年
）。

　

御
花
畑
邸
は
、
現
在
の
京
都
市
上
京
区
森
之
木
町
に
所
在
し
、
後
に
近
衛
家
か
ら
薩
摩
藩

に
貸
し
出
さ
れ
、
薩
摩
藩
家
老
の
小
松
帯
刀
が
使
用
し
、「
薩
長
同
盟
」
が
結
ば
れ
た
場
所

と
し
て
著
名
で
あ
る
。
維
君
の
裏
御
殿
は
、
佐
野
氏
論
文
に
よ
れ
ば
、
近
衛
家
本
邸
の
戌
亥

（
北
西
）隅
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る（
奥
村
得
義
『
松
濤
棹
筆
四
』（『
名
古
屋
叢
書
三
編
九　

松
濤

棹
筆（
鈔
）上
』
名
古
屋
市
教
育
委
員
会
、
一
九
八
四
年
）。
維
君
は
こ
こ
か
ら
天
保
十
三
年

ま
で
に
御
花
畑
邸
に
移
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　

御
花
畑
邸
の
所
在
地
に
つ
い
て
は
、
桐
野
作
人
「
薩
長
同
盟
は
ど
こ
で
結
ば
れ
た
の
か
」

（『
歴
史
読
本
』
二
〇
一
〇
年
三
月
号
）、
中
村
武
生
「
幕
末
期
政
治
的
主
要
人
物
の
京
都
居

所
考
─
土
佐
・
長
州
・
薩
摩
を
中
心
に
」（『
建
築
と
権
力
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
』
岩
波
書
店
、

二
〇
一
五
年
）、
鹿
児
島
県
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
黎
明
館
企
画
展
「
幕
末
薩
摩
外
交
」」（
二
〇

一
六
年
五
月
二
四
日
よ
り
開
催
）で
の
町
田
剛
士
に
よ
る
展
示
説
明
、
原
田
良
子
・
新
出
高

久
「
薩
長
同
盟
締
結
の
地
『
御
花
畑
』
発
見
」（
敬
天
愛
人
三
四
、
二
〇
一
六
年
）に
よ
る
。

（
78
）　

前
掲
註（
77
）佐
野
氏
論
文
。

　

幕
末
に
尾
張
家
十
四
代
慶
勝
に
重
用
さ
れ
、
京
都
留
守
居
役
を
務
め
て
、
尾
張
藩
の
京
都

に
お
け
る
周
旋
活
動
の
多
く
を
担
っ
た
尾
崎
忠
征
は
、
天
保
二
年
か
ら
維
君
の
御
侍
並
と
な

り
、
同
十
四
年
に
は
御
用
役
に
就
い
た
。
ま
た
維
君
の
御
侍
目
付
の
神
谷
克
楨
は
伴
信
友
、

侍
医
の
平
野
広
臣
は
平
田
篤
胤
と
い
っ
た
当
時
一
流
の
学
者
と
の
交
流
が
確
認
さ
れ
る
。



維
君
の
婚
礼
と
婚
礼
道
具

二
九

〔
付
記
〕　
本
稿
執
筆
に
あ
た
り
、
公
益
財
団
法
人
陽
明
文
庫 

文
庫
長 

名
和
修
氏
を
は
じ
め
、
米

沢
市
上
杉
博
物
館
・
名
古
屋
市
蓬
左
文
庫
に
は
格
別
の
ご
高
配
を
賜
り
ま
し
た
。
ま
た
史
料
翻

刻
に
あ
た
っ
て
は
徳
川
美
術
館 

学
藝
部
並
木
昌
史
氏
に
ご
教
示
賜
り
ま
し
た
。
こ
こ
に
記
し

て
深
謝
い
た
し
ま
す
。

（
徳
川
美
術
館　

学
藝
部 

部
長
代
理
）





北
海
道
八
雲
町
に
お
け
る
木
彫
り
熊
の
導
入
と
普
及
─
農
民
美
術
運
動
と
の
関
係
を
中
心
に

三
一

北
海
道
八
雲
町
に
お
け
る
木
彫
り
熊
の
導
入
と
普
及
─
農
民
美
術
運
動
と
の
関
係
を
中
心
に

大
　
谷
　
茂
　
之

香
　
山
　
里
　
絵

　

は　

じ　

め　

に

一　

義
親
の
渡
欧
と
木
彫
り
熊

二　

山
本
鼎
の
日
本
農
民
美
術
運
動
と
の
関
係

三　
「
農
民
美
術
」
の
社
会
的
認
知
と
八
雲
熊
彫
の
表
彰

四　

八
雲
農
民
美
術
研
究
会
の
活
動

五　

八
雲
熊
彫
の
各
地
で
の
評
価
と
「
木
彫
り
熊
」
と
い
う
概
念
の
形
成

六　

木
彫
り
熊
の
技
法
と
作
者

　

お　

わ　

り　

に

は　

じ　

め　

に

伊
藤
政
雄（
一
八
九
四
〜
一
九
三
六
）作
の
木
彫
「
這
い
熊
」（
挿
図
1
、
以
下
「
本
作
」
と

称
す
る
。）は
、
尾
張
徳
川
家（
以
下
、「
尾
張
家
」
と
称
す
る
。）第
十
九
代
当
主
徳
川
義
親

が
ス
イ
ス
か
ら
持
ち
帰
っ
た
熊
の
彫
刻（
挿
図
2
）を
原
型
と
し
て
製
作
さ
れ
た
作
品
で

あ
る
。
本
作
は
、
徳
川
農
場（
農
場
主
：
徳
川
義
親
）主
催
の
「
農
村
美
術
工
芸
品
評
会
」

（
大
正
十
三
年
〈
一
九
二
四
〉
三
月
二
十
六
日
〜
二
十
八
日
、
於
：
八
雲
小
学
校
）に
出
品
さ
れ

た
記
録
を
有
し
、
北
海
道
に
お
い
て
製
作
年
代
が
確
認
で
き
る
最
初
の
木
彫
り
熊
と
し

て
重
要
な
位
置
を
占
め
る
。
現
在
、
本
作
は
北
海
道
八
雲
町
の
町
指
定
有
形
文
化
財
に

指
定
さ
れ
て
い
る
。

木
を
丸
彫
り
し
て
熊
を
彫
っ
た
木
彫
品
で
あ
る
「
木
彫
り
熊
」
の
製
作
は
、
大
正
時

代
末
期
か
ら
昭
和
時
代
初
期
に
か
け
て
副
業
と
し
て
奨
励
さ
れ
、
北
海
道
各
地
へ
と
普

及
し
、
戦
前
・
戦
後
を
通
じ
て
北
海
道
を
代
表
す
る
土
産
物
と
し
て
定
着
す
る
に
至
っ

た
。
義
親
は
そ
の
起
源
と
し
て
自
身
が
「
熊
の
彫
刻
」
を
ス
イ
ス
か
ら
持
ち
帰
っ
た
こ

と
、
農
村
副
業
と
し
て
木
彫
を
奨
励
す
る
に
至
っ
た
背
景
等
に
つ
い
て
書
き
残
し
て
い

る
。木

彫
り
熊
に
関
す
る
先
行
研
究
は
、
単
一
の
系
譜
と
し
て
展
開
し
て
い
な
い
。
大
き

く
分
け
れ
ば
八
雲
を
中
心
と
す
る
研
究
史
と
旭
川
お
よ
び
そ
の
周
辺
を
中
心
と
す
る
研

究
史
と
い
う
二
つ
の
潮
流
が
存
在
し
て
き
た
。

八
雲
を
中
心
と
す
る
研
究
史
の
起
点
に
は
義
親
の
言
説
が
あ
り
、
大
石
勇
は
、
義
親

が
東
京
と
八
雲
を
往
復
す
る
様
子
や
、
徳
川
農
場
を
中
心
と
し
た
農
村
美
術
工
芸
品
評

（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）



北
海
道
八
雲
町
に
お
け
る
木
彫
り
熊
の
導
入
と
普
及
─
農
民
美
術
運
動
と
の
関
係
を
中
心
に

三
二

会
の
開
催
経
緯
、
八
雲
農
民
美
術
研
究
会（
以
下
、「
同
研
究
会
」
と
称
す
る
。）設
立
に
至

る
昭
和
三
年（
一
九
二
八
）ま
で
の
活
動
を
、
徳
川
林
政
史
研
究
所
所
蔵
史
料
を
用
い
て

丹
念
に
明
ら
か
に
し
た
。
こ
の
研
究
に
よ
り
、
八
雲
に
お
け
る
木
彫
り
熊
は
農
村
副
業

思
想
と
結
び
つ
い
て
「
農
村
美
術
」
と
し
て
展
開
し
て
い
た
こ
と
が
具
体
的
に
示
さ
れ

た
。
さ
ら
に
太
田
尚
宏
は
昭
和
三
年
以
降
の
同
研
究
会
の
活
動
を
中
心
に
、
組
織
と
し

て
の
展
開
を
整
理
し
、
阿
部
吉
伸
は
ス
イ
ス
・
ジ
ョ
バ
ン
社
製
の
木
彫
り
熊
に
着
目
し
、

ス
イ
ス
木
彫
と
の
関
係
性
か
ら
八
雲
熊
彫
の
造
形
的
源
流
を
論
じ
て
い
る
。
八
雲
町
で

は
平
成
二
十
六
年（
二
〇
一
四
）に
八
雲
町
木
彫
り
熊
資
料
館
を
開
館
し
、
八
雲
だ
け
で

な
く
道
内
各
地
の
木
彫
り
熊
の
展
示
を
開
始
し
た
。
安
藤
夏
樹
の
『
熊
彫
図
鑑
』
を
は

じ
め
と
す
る
展
示
・
出
版
活
動
は
、
研
究
成
果
の
蓄
積
と
い
う
よ
り
も
八
雲
の
木
彫
り

熊
を
広
く
社
会
に
可
視
化
し
、
研
究
対
象
と
し
て
定
着
さ
せ
る
役
割
を
果
た
し
た
と
評

価
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
研
究
に
よ
っ
て
、
八
雲
熊
彫
最
初
の
作
例
が
あ
る
だ
け
で
な

く
、
製
作
・
評
価
・
流
通
を
含
む
一
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
形
成
し
た
事
例
と
し
て
理
解

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）

挿図1　伊藤政雄作「這い熊」大正13年（「北
海道第一号の木彫り熊」・個人蔵）

挿図2　スイス製「這い熊」（1922年徳川義
親により渡来、「北海道第一号の木
彫り熊」のモデル・個人蔵）

一
方
、
旭
川
を
中
心
と
す
る
研
究
史
で
は
、
木
彫
り
熊
を
ア
イ
ヌ
文
化
の
連
続
線
上

で
捉
え
る
視
点
が
重
視
さ
れ
て
き
た
。
北
海
道
ア
イ
ヌ
は
木
彫
り
熊
成
立
以
前
か
ら
、

イ
ク
パ
ス
イ（
ヘ
ラ
）や
サ
パ
ン
ペ（
冠
）と
い
っ
た
儀
礼
具
に
熊
を
含
む
動
物
意
匠
を
彫

刻
し
て
お
り
、
旭
川
の
初
期
木
彫
り
熊
は
、
こ
れ
ら
の
動
物
意
匠
と
の
形
態
的
・
技
術

的
共
通
性
を
持
つ
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
立
場
で
は
、
木
彫
り
熊
は
外
来
文
化
の

単
純
な
移
入
で
は
な
く
、
既
存
の
彫
刻
技
術
の
展
開
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。

八
雲
研
究
史
と
旭
川
研
究
史
は
、
し
ば
し
ば
「
ど
ち
ら
が
起
源
か
」
と
い
う
発
祥
地

論
争
の
文
脈
で
対
立
的
に
語
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
両
者
の
関
心
は
必
ず
し
も
同
一

で
は
な
い
。
木
彫
り
熊
に
つ
い
て
、
八
雲
研
究
史
は
近
代
に
創
出
さ
れ
、
制
度
化
さ

れ
、
社
会
的
に
認
知
さ
れ
た
工
芸
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
捉
え
る
点
に
重
心
が
あ
る
の
に

対
し
、
旭
川
研
究
史
は
、
ア
イ
ヌ
文
化
に
お
け
る
造
形
表
現
の
連
続
性
と
変
容
に
焦
点

を
当
て
て
い
る
。

以
上
の
研
究
史
を
踏
ま
え
つ
つ
、
本
稿
は
八
雲
の
木
彫
り
熊
に
分
析
対
象
を
限
定

し
、
特
に
八
雲
熊
彫
が
ど
の
よ
う
な
背
景
の
下
、
何
が
評
価
さ
れ
、
い
か
な
る
制
度
や

活
動
を
通
じ
て
全
国
へ
と
広
ま
っ
て
い
っ
た
か
を
確
認
す
る
。
そ
し
て
木
彫
り
熊
を
北

海
道
と
い
う
地
域
だ
け
で
は
な
く
、
日
本
全
国
に
起
き
て
い
た
「
農
民
美
術（
ペ
ザ
ン
ト

ア
ー
ト
）」
の
潮
流
の
中
で
捉
え
た
い
と
考
え
る
。

本
稿
は
以
下
の
よ
う
な
章
立
て
で
構
成
す
る
。
義
親
の
渡
欧
経
験
と
木
彫
り
熊
受
容

の
契
機（
第
一
章
）、
山
本
鼎
の
日
本
農
民
美
術
運
動
と
の
関
係（
第
二
章
）、
さ
ら
に
「
全

国
副
業
展
覧
会
」
に
お
け
る
「
農
民
美
術
」
の
社
会
的
認
知
と
八
雲
熊
彫
の
評
価
・
表

彰
の
過
程
を
紹
介
し（
第
三
章
）、
当
時
の
日
本
社
会
に
お
け
る
農
村
振
興
政
策
や
「
農

民
美
術
」
運
動
と
の
関
係
の
中
か
ら
八
雲
熊
彫
の
立
ち
位
置
を
検
討
す
る（
第
一
〜
三
章

執
筆
：
香
山
）。
続
い
て
、
八
雲
農
民
美
術
研
究
会
の
具
体
的
な
活
動
経
過（
第
四
章
）、

八
雲
熊
彫
の
各
地
で
の
評
価
と
「
木
彫
り
熊
」
と
い
う
概
念
の
形
成（
第
五
章
）、
木
彫

（
9
）
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り
熊
の
彫
法
と
個
々
の
作
者
の
特
徴（
第
六
章
）を
詳
述
す
る
こ
と
に
よ
り
、
八
雲
に
お

け
る
製
作
実
態
と
技
術
的
・
系
譜
的
側
面
を
明
ら
か
に
す
る（
第
四
〜
六
章
執
筆
：
大

谷
）。
以
上
か
ら
、
義
親
の
構
想
と
社
会
的
実
践
な
ら
び
に
八
雲
の
現
場
に
お
け
る
具

体
的
な
製
作
と
継
承
の
実
態
と
を
往
還
し
つ
つ
、
八
雲
に
お
け
る
木
彫
り
熊
の
成
立
と

展
開
を
多
角
的
に
捉
え
る
こ
と
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。

一　

義
親
の
渡
欧
と
木
彫
り
熊

渡
欧
の
経
緯
と
目
的

大
正
十
年（
一
九
二
一
）十
一
月
二
十
九
日
、
フ
ラ
ン
ス
の
サ
ン
・
シ
ー
ル
陸
軍
士
官

学
校
へ
留
学
す
る
北
白
川
宮
成
久
王（
一
八
八
七
〜
一
九
二
三
）と
義
親
の
乗
船
し
た
箱
根

丸
は
、
神
戸
か
ら
初
航
海
の
旅
に
出
た
。
旅
行
前
二
十
二
日
付
の
報
知
新
聞
に
は
以
下

の
通
り
記
さ
れ
て
い
る
。

徳
川
義
親
侯
は
夫
人
同
伴
来
る
廿
七
日
朝
の
特
急
で
欧
米
視
察
の
途
に
就
か
れ
ま

す
。
一
路
直
ち
に
英
国
に
赴
き
、
冬
の
内
は
重

（
マ
マ
）に

伊
太
利
に
滞
在
、
夫
れ
か
ら
仏

蘭
西
、
独
逸
を
巡
遊
し
米
国
を
経
て
帰
朝
さ
れ
る
予
定
で
、
其
間
約
一
ケ
年
英
国

で
は
専
門
の
植
物
学
や
優
生
学
以
外
狩
猟
官
の
立
場
か
ら
各
貴
族
の
猟
場
を
視
察

し
、
伊
、
仏
両
国
で
は
専
門
以
外
、
夫
人
も
共
に
音
楽
美
術
等
の
研
究
も
さ
れ
、

独
逸
は
学
術
上
最
も
有
益
な
効
果
を
期
待
せ
ら
れ
て
居
り
ま
す
。
是
等
の
諸
国
遊

歴
中
、
侯
独
特
の
機
警
な
る
観
察
は
、
軽
快
清
新
な
る
筆
致
を
以
て
読
者
に
報
道

さ
れ
る
筈
で
あ
り
ま
す
。
思
ふ
に
「
西
に
旅
し
て
」
と
題
す
る
侯
の
紀
行
文
が
、

我
紙
上
に
続
載
さ
れ
る
と
き
、
読
者
は
無
限
の
興
趣
を
以
て
愛
読
さ
れ
る
こ
と
ゝ

信
じ
ま
す
。

記
事
に
よ
れ
ば
義
親
は
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
植
物
学
や
優
生
学
、
貴
族
の
猟
場
を
視
察

し
、
イ
タ
リ
ア
・
フ
ラ
ン
ス
で
は
音
楽
・
美
術
の
研
究
を
お
こ
な
い
、
ド
イ
ツ
で
も
学

び
、
ア
メ
リ
カ
経
由
で
帰
国
す
る
予
定
と
あ
り
、
そ
の
間
「
西
に
旅
し
て
」
と
題
す
る

紀
行
文
を
報
知
新
聞
に
掲
載
す
る
予
定
だ
っ
た
。

渡
欧
以
前
の
義
親
の
著
作
に
も
こ
の
旅
行
の
目
的
を
示
し
た
こ
の
記
事
に
も
、
木
彫

り
熊
や
木
工
品
、「
農
村
美
術
」
と
い
っ
た
語
彙
は
確
認
さ
れ
な
い
。
し
か
し
義
親
は

農
村
の
疲
弊
に
関
し
て
強
い
問
題
意
識
を
持
っ
て
い
た
。

義
親
は
尾
張
家
に
養
子
入
り
し
た
翌
年
の
明
治
四
十
二
年（
一
九
〇
九
）に
家
従
五
味

末
吉（
生
歿
年
不
明
）、
大
島
鍛き

と
う（

一
八
七
一
〜
一
九
三
四
）と
共
に
初
め
て
北
海
道
内
を
巡

り
、
同
四
十
四
年
に
も
八
雲
を
訪
れ
た
。
同
年
八
月
、
義
親
は
北
海
道
に
行
啓
し
た
皇

太
子
殿
下
に
八
雲
開
墾
の
経
緯
を
記
し
た
「
八
雲
村
徳
川
家
農
場
沿
革
略
」
を
奉
呈

し
、
大
正
元
年
に
は
農
村
問
題
を
と
り
あ
げ
た
門
田
勝
衛
『
農
村
と
人
物
』
に
題
字
を

寄
せ
て
い
る
。
義
親
は
尾
張
家
に
お
け
る
北
海
道
事
業
を
家
職
の
事
業
担
当
者
に
任
せ

る
の
で
は
な
く
、
自
ら
関
与
す
べ
き
責
務
と
認
識
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

明
治
四
十
五
年
に
初
代
徳
川
農
場
長
と
な
っ
た
大
島
鍛
は
、
義
親
が
帰
国
後
に
提
案

し
た
の
は
次
の
二
つ
と
す
る
。
①
デ
ン
マ
ー
ク
で
行
わ
れ
た
酪
農
経
営
の
導
入
、
②
デ

ン
マ
ー
ク
の
農
民
子
弟
教
育
を
視
察
し
て
の
八
雲
高
等
国
民
学
校
設
立
で
あ
る
。
ま
た

大
島
日ひ

で

お
出
生（
一
九
〇
九
〜
一
九
八
九
）は
、
義
親
が
こ
の
旅
行
で
「
フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
、

ロ
シ
ア
、
ス
イ
ス
の
農
民
の
生
活
を
つ
ぶ
さ
に
視
察
し
」
た
と
す
る
。
報
知
新
聞
の
記

事
に
は
な
い
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
農
業
視
察
も
ま
た
義
親
の
旅
行
の
目
的
の
一

つ
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

渡
欧
日
程
と
ス
イ
ス
で
の
義
親

現
時
点
で
義
親
の
実
際
の
渡
欧
旅
程
表
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
報
知
新
聞

に
連
載
し
た
「
西
に
旅
し
て
」
及
び
義
親
撮
影
の
ネ
ガ
等
か
ら
表
1
の
よ
う
に
確
認
で

（
10
）

（
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）

（
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）

（
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）
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大正10年11月29日 大日本帝国 神戸
12月9日 イギリス領香港 香港
12月14日 イギリス領マレー ジョホール
12月16日 イギリス領マレー マラッカ
大正11年1月4日 エジプト・スルタン国 カイロ
1月10日 フランス共和国 マルセイユ
2月2日 グレートブリテン及び

アイルランド連合王国
ロンドン

2月5日

スペイン王国

マドリード
2月8日 トレド
2月9日 マドリード
2月11日 セビリア
2月13日 イタリカ遺跡
2月15日 マドリード
2月16日 バルセロナ
2月20日 モナコ公国 モンテカルロ
2月25日

イタリア王国

ジェノバ
2月27日～ 3月1日 ローマ
3月3日 ナポリ
3月4日 ポンペイ
3月6日 ローマ
3月7日 フィレンツェ
3月9日 ヴェニス
3月14日 ブルガリア王国
3月14日 ギリシャ王国
3月15日～ 18日 トルコ コンスタンティノープル
3月23日 ハンガリー王国 ブダペスト
3月26日 オーストリア共和国 ウィーン
4月2日 ドイツ国（ワイマール共和国）リンダウ
4月4日

スイス連邦
インターラーケン

4月5日 グリンデルワルド
4月11日～ 13日 ベルン
4月29日～ 5月9日

ドイツ国（ワイマール共和国）

ベルリン
5月16日～ 20日 ダーレム
5月21日 ベルノン
6月3日 シュトラールズンド
6月4日 スウェーデン王国 ストックホルム
6月6日 デンマーク王国 コペンハーゲン
6月10日

ドイツ国（ワイマール共和国）
ハンブルグ

7月2日 ポツダム
7月4日 ベルリン
7月12日 グレートブリテン及び

アイルランド連合王国7月16日 ロンドン
8月5日～ 8日 ネーデルラント王国
8月10日 ベルギー王国
8月13日 フランス共和国8月16日～ 22日 パリ
9月7日～ 10日

グレートブリテン及び
アイルランド連合王国

ロンドン
9月12日～ 13日 イングランド
9月17日～ 21日 スコットランド
9月22日 グラスゴー
9月22日 ドーバー海峡
9月27日 ロンドン
10月8日 フランス共和国 マルセイユ
11月17日 大日本帝国 神戸

表1　徳川義親渡欧旅程表（大正10年11月29日～大正11年11月17日）

※本旅程表は「西に旅して」（報知新聞）記事及び義親渡欧時の写真
のネガアルバム、ネガ本体への記載に基づいている。

※日付は滞在期間を示すものではなく、記載の年月日を記すことに
より、その時期の滞在を推定するものである。

※国名は当時の国名の正式名称で統一した。

き
る
。
大
正
十
一
年
一
月
十
日
、
箱
根
丸
で
マ
ル
セ
イ
ユ
に
到
着
し
、
十
月
八
日
に
帰

国
の
た
め
マ
ル
セ
イ
ユ
か
ら
北
野
丸
に
乗
船
す
る
ま
で
の
九
か
月
間
、
義
親
夫
妻
は

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
十
七
か
国
を
周
遊
し
た
。

義
親
は
こ
の
旅
行
の
途
中
立
ち
寄
っ
た
ス
イ
ス
の
ベ
ル
ン
で
「
熊
の
彫
刻
」
を
購
入

し
た
と
記
し
て
お
り
、
同
十
一
年
四
月
四
日
に
イ
ン
タ
ー
ラ
ー
ケ
ン
、
五
日
に
グ
リ
ン

デ
ル
ワ
ル
ド
、
十
一
日
〜
十
三
日
に
ベ
ル
ン
に
滞
在
し
た
こ
と
が
、
ネ
ガ
ア
ル
バ
ム
へ

の
記
載
か
ら
判
明
す
る（
表
2
・
挿
図
3
）。
ベ
ル
ン
で
は
熊
公
園
で
の
画
像
が
二
枚
残
っ

て
い
る
他（
挿
図
4
）、
万
国
聯
合
郵
便
の
記
念
碑（
挿
図
5
）や
噴
水
等
計
八
枚
が
撮
影

さ
れ
て
い
る
。
そ
の
内
の
一
枚
に
は
、
周
囲
に
絵
葉
書
が
並
べ
ら
れ
た
山
小
屋
風
の
建

物
が
撮
影
さ
れ
て
い
る（
挿
図
6
）。
看
板
に
は
店
名
と
思
わ
れ
る
「H

. Sernatinger-

Fluckiger

」の
表
示
が
あ
り
、「schnitzlerw

aren

」（
木
彫
グ
ッ
ズ
）、「A

nsichtskarten

」

（
絵
葉
書
）、「sculptures en bois

」=

「w
oodcarvings

」（
木
彫
品
）の
文
字
も
確
認
さ

れ
る
。
義
親
は
熊
の
彫
刻
を
こ
の
よ
う
な
土
産
物
店
で
購
入
し
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ

る
だ
ろ
う
。

ス
イ
ス
の
ベ
ル
ン
は
当
時
渡
欧
す
る
日
本
人
に
と
っ
て
定
番
の
訪
問
地
で
あ
る
。
欧

州
を
旅
す
る
日
本
人
向
け
の
出
版
物
『
欧
州
大
陸
旅
行
』
に
は
、
出
発
地
、
日
数
等
を

様
々
に
変
更
し
た
十
六
の
欧
州
周
遊
旅
程
と
六
つ
の
追
加
旅
程
が
提
案
さ
れ
て
い
る

が
、
一
旅
程
を
除
い
て
い
ず
れ
も
ス
イ
ス
・
ベ
ル
ン
を
行
程
に
含
ん
で
い
る
。
ベ
ル
ン

（
14
）

（
15
）

（
16
）

（
17
）

（
18
）
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三
五

挿図5　「Bern万国聯合郵便紀念碑」徳川義親
撮影、大正11年4月12日（個人蔵）

挿図4　「Bernの熊」徳川義親撮影、大正11年
4月11日（個人蔵）

挿図6　「小屋」徳川義親撮影、大正11年4月
13日（個人蔵）

挿図3　徳川義親ネガアルバム55（大正11年
3月～ 6月・個人蔵）

※徳川義親が渡欧時のネガを整理したネガアルバム55
（個人蔵）への記載内容を示した。

表2　徳川義親撮影ネガアルバム記載内容（スイス）
NO. 被写体 撮影日 撮影地
23 Stein bock 1922/4/4 Interlaken
24 Truminiel bach 1922/4/4 〃
25 〃 1922/4/4 〃
26 〃 1922/4/4 〃
27 湖の上 1922/4/4 Interlaken
28 Hotel du lac 1922/4/4 〃
29 町 1922/4/4 〃
30 Grindel Wald 1922/4/5 Grindel Wald
31 〃 1922/4/5 〃
32 〃　氷河　　　 1922/4/5 〃
33 〃　　下の氷河 1922/4/5 〃
34 〃　氷河 1922/4/5 〃
35 〃　　〃 1922/4/5 〃
36 〃　　〃 1922/4/5 〃
37 Bern の熊 1922/4/11 Bern, Swiss
38 〃 1922/4/11 〃
39 BernのMarket 1922/4/12 〃
40 Bern 万国聯合郵便紀念碑 1922/4/12 Bern
41 Kinder Fresse 泉 1922/4/13 〃
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北
海
道
八
雲
町
に
お
け
る
木
彫
り
熊
の
導
入
と
普
及
─
農
民
美
術
運
動
と
の
関
係
を
中
心
に

三
六

は
義
親
夫
妻
が
特
別
に
希
望
し
て
追
加
さ
れ
た
訪
問
地
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
ベ
ル
ン
の
土
産
品
で
あ
る
木
彫
品
も
、
多
く
の
観
光
客
が
目
に
し
て
い
た
で

あ
ろ
う
。
た
だ
義
親
の
場
合
、
尾
張
家
に
養
子
入
り
し
て
以
降
、
旧
尾
張
藩
士
の
開
墾

地
で
あ
る
八
雲
を
度
々
訪
れ
、
ア
イ
ヌ
文
化
の
保
護
を
訴
え
る
ジ
ョ
ン
・
バ
チ
ェ
ラ
ー

（
一
八
五
四
〜
一
九
四
四
）を
支
援
し
、
ア
イ
ヌ
の
口
承
説
話
を
書
き
留
め
、
共
に
熊
狩
り

を
行
い
熊
送
り
「
イ
オ
マ
ン
テ
」
に
参
加
す
る
中
で
、「
キ
ム
ン
カ
ム
イ（
山
の
神
）」
と

し
て
の
熊
の
存
在
を
強
く
意
識
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
熊
を
モ
チ
ー
フ
と
し
た
土

産
品
に
親
し
み
を
感
じ
る
と
共
に
、
厳
し
い
環
境
に
あ
る
八
雲
へ
の
移
住
者
を
助
け
る

大
き
な
可
能
性
を
感
じ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

熊
の
彫
刻
の
到
来

大
正
十
一
年
十
一
月
十
七
日
、
神
戸
に
て
下
船
し
た
義
親
夫
妻
は
、
名
古
屋
を
経
由

し
、
十
一
月
二
十
一
日
に
麻
布
富
士
見
町
の
自
邸
に
戻
っ
た
。
二
十
日
に
は
八
雲
の
徳

川
農
場
か
ら
義
親
の
無
事
の
帰
着
を
祝
い
鮭
が
贈
ら
れ
、
三
十
日
に
は
帰
朝
の
土
産
品

が
農
場
員
に
届
け
ら
れ
た
と
い
う
。
こ
の
土
産
品
が
何
で
あ
っ
た
か
記
録
に
な
い
が
、

手
持
ち
で
は
な
い
土
産
品
の
多
く
は
旅
行
中
に
随
時
日
本
に
別
送
さ
れ
、
続
々
と
日
本

に
到
着
し
て
い
た
。

翌
年
春
、
義
親
は
二
度
に
わ
た
り
八
雲
を
訪
れ
た
。
八
雲
滞
在
中
に
義
親
は
欧
州
視

察
に
関
す
る
講
演
を
行
っ
た
。
三
月
三
日
に
は
八
雲
町
長
の
願
い
に
よ
り
、
欧
州
の
漫

遊
談
を
二
時
間
に
わ
た
り
八
雲
産
業
組
合
事
務
所
で
話
し
、
二
百
名
余
の
聴
衆
が
集

ま
っ
た
。
ま
た
三
月
二
十
六
日
に
は
野
田
生
で
二
時
間
ほ
ど
欧
州
の
話
を
し
た
と
い

う
。そ

し
て
五
月
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
購
入
し
た
「
農
民
美
術
」
作
品
二
十
八
点
が
東
京
本

邸
か
ら
八
雲
に
到
着
し
た
。
目
録
二
十
八
点
の
内
、「
熊
」
と
さ
れ
る
作
品
が
、
本
作

（
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の
元
と
な
っ
た
ス
イ
ス
製
の
「
熊
の
彫
刻
」
で
あ
り
、
他
に
熊
針
刺
一
個
、
煙
草
入
一

個
、
籠
型
小
鉢
一
個
に
該
当
す
る
と
推
定
さ
れ
る
作
品
が
伝
来
し
て
い
る
。

現
在
、
八
雲
町
に
は
ス
イ
ス
を
は
じ
め
と
す
る
海
外
製
の
熊
の
彫
刻
が
伝
え
ら
れ
、

そ
の
中
に
は
ス
イ
ス
・
ジ
ョ
バ
ン
社
製
と
確
認
さ
れ
る
熊
の
彫
刻
も
含
ま
れ
る
。
だ
が
、

ス
イ
ス
製
の
す
べ
て
の
熊
の
彫
刻
が
義
親
の
渡
欧
に
遡
る
訳
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
昭

和
六
年
七
月
十
八
日
か
ら
イ
ギ
リ
ス
に
留
学
し
た
義
親
の
長
男
義
知（
一
九
一
一
〜
九

二
）は
、
ス
イ
ス
か
ら
熊
の
彫
刻
を
東
京
に
送
付
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
も
八
雲
に
参
考
品

と
し
て
転
送
さ
れ
て
い
る
。
大
正
期
の
義
親
の
渡
欧
で
持
ち
帰
ら
れ
た
作
品
の
同
定
に

つ
い
て
は
、
今
後
精
査
が
必
要
で
あ
る
。

二　

山
本
鼎
の
日
本
農
民
美
術
運
動
と
の
関
係

農
民
美
術
運
動
の
成
立
と
社
会
的
背
景

大
正
五
年（
一
九
一
六
）末
、
留
学
先
の
フ
ラ
ン
ス
か
ら
帰
国
し
た
山
本
鼎（
一
八
八
二

〜
一
九
四
六
）は
、
農
村
の
経
済
的
疲
弊
を
背
景
と
し
て
、
農
民
自
ら
が
地
域
の
素
材
と

生
活
感
覚
に
根
ざ
し
た
工
芸
製
作
を
担
う
こ
と
で
、
経
済
的
厚
生
と
美
的
価
値
の
創
出

を
同
時
に
図
る
農
民
美
術
運
動
を
構
想
し
た
。
同
八
年
十
一
月
に
は
、
長
野
県
神
川
村

（
現
・
上
田
市
）に
お
い
て
「
農
民
美
術
建
業
之
趣
意
書
」
を
配
布
し
、
同
年
十
二
月
か

ら
翌
年
三
月
に
か
け
て
神
川
小
学
校
で
講
習
会
を
開
催
す
る
な
ど
、
運
動
の
基
礎
的
実

践
を
進
め
て
い
た
。

同
九
年
五
月
に
は
、
日
本
橋
三
越
に
お
い
て
「
日
本
農
民
美
術
展
覧
会
」
が
開
催
さ

れ
、
出
品
作
品
は
展
示
即
売
の
形
式
で
公
開
さ
れ
た
。
出
品
数
千
百
五
十
三
点
の
内
九

百
八
十
八
点
が
売
約
し
、
売
上
金
額
は
五
百
九
十
円
八
銭
に
達
し
た
と
い
う
。
三
越
は

同
展
覧
会
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
報
告
し
て
い
る
。
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北
海
道
八
雲
町
に
お
け
る
木
彫
り
熊
の
導
入
と
普
及
─
農
民
美
術
運
動
と
の
関
係
を
中
心
に

三
七

そ
れ
は
我
が
国
と
し
て
最
初
の
試
み
で
あ
っ
て
、
普
通
の
工
芸
美
術
品
と
は
大
に

趣
の
変
っ
た
も
の
で
あ
り
ま
し
た
か
ら
、
前
日
の
招
待
日
か
ら
非
常
な
盛
況
で
、

売
約
の
如
き
も
第
一
日
に
於
い
て
殆
ん
ど
全
部
赤
札
が
つ
く
と
い
ふ
有
様
で
御
座

い
ま
し
た
。
新
聞
の
美
術
記
者
諸
氏
の
間
に
も
大
分
好
評
で
何
れ
も
長
い
批
評
を

掲
げ
ら
れ
ま
し
た（
以
下
略
）

朝
日
新
聞
・
読
売
新
聞
を
は
じ
め
と
す
る
多
数
の
新
聞
・
雑
誌
が
同
展
覧
会
を
記
事

に
し
た
こ
と
か
ら
、
農
民
美
術
運
動
が
こ
の
時
点
で
全
国
的
な
注
目
を
集
め
て
い
た
こ

と
が
う
か
が
え
る
。

農
民
美
術
運
動
が
こ
の
よ
う
な
関
心
を
集
め
た
背
景
に
は
、
明
治
三
十
年（
一
八
九

七
）以
降
に
深
刻
化
し
た
農
村
疲
弊
と
、
そ
れ
に
対
す
る
国
家
の
副
業
奨
励
政
策
の
展

開
が
あ
っ
た
。
荒
幡
克
己
の
整
理
に
よ
れ
ば
、
明
治
後
期
以
降
の
農
政
は
米
増
産
を
中

心
と
し
て
い
た
が
、
日
露
戦
争
後
の
不
況
を
経
て
、
農
村
経
済
の
維
持
・
再
建
へ
と
政

策
の
重
点
が
移
行
し
た
。
大
正
初
年
に
は
農
村
疲
弊
が
社
会
問
題
化
し
、「
副
業
の
奨

励
」
が
農
政
上
の
重
要
課
題
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
農
商
務
省
に

お
け
る
副
業
政
策
は
制
度
的
変
遷
を
経
つ
つ
も
、
昭
和
十
六
年
の
副
業
課
廃
止
に
至
る

ま
で
継
続
さ
れ
て
お
り
、
農
民
美
術
運
動
も
ま
た
、
こ
う
し
た
国
家
的
課
題
と
接
続
す

る
形
で
受
容
さ
れ
た
社
会
運
動
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

一
方
、
義
親
は
大
正
九
年
に
名
古
屋
か
ら
東
京
へ
本
籍
を
移
し
、
学
習
院
で
講
師
を

務
め
る
な
ど
、
東
京
を
拠
点
と
し
た
活
動
を
本
格
化
し
て
い
た
。
東
京
の
自
邸
で
尾
張

家
所
蔵
の
源
氏
物
語
絵
巻
を
観
覧
し
た
り
、
ジ
ョ
ン
・
バ
チ
ェ
ラ
ー
が
上
京
し
た
際
の

宿
泊
に
自
邸
の
一
室
を
提
供
す
る
な
ど
、
ア
イ
ヌ
研
究
の
支
援
も
ス
タ
ー
ト
さ
せ
て
い

る
。
こ
の
時
期
、
義
親
が
鼎
の
「
日
本
農
民
美
術
展
覧
会
」
を
実
際
に
訪
れ
た
か
ど
う

か
は
確
認
で
き
な
い
も
の
の
、
新
聞
・
雑
誌
等
を
通
じ
て
同
運
動
の
動
向
を
把
握
し
て

い
た
可
能
性
は
高
い
。

大
正
十
一
年
十
二
月
、
義
親
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
帰
国
し
た
翌
月
に
、
鼎
は
「
日
本

農
民
美
術
研
究
所
」
を
設
立
し
た
。
さ
ら
に
翌
年
五
月
に
両
者
の
間
で
農
民
美
術
に
つ

い
て
の
会
談
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
義
親
は
渡
欧
以
前
か
ら
農
民
美
術
運

動
を
認
識
し
、
そ
の
展
開
に
関
心
を
寄
せ
て
い
た
と
み
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

山
本
鼎
と
義
親
の
協
力
関
係

前
述
の
通
り
、
山
本
鼎
は
大
正
十
一
年
十
二
月
に
「
日
本
農
民
美
術
研
究
所
」
を
設

立
し
た
が
、
そ
の
運
営
は
資
金
面
で
困
難
を
伴
い
、
各
方
面
に
出
資
・
寄
付
を
求
め
る

活
動
を
行
っ
て
い
た
。
同
十
二
年
二
月
十
八
日
付
、
金
井
正
・
倉
田
白
羊
宛
の
書
簡

（
以
下
、「
同
書
簡
」
と
称
す
る
。）に
よ
れ
ば
、
鼎
は
同
月
十
三
日
に
文
部
次
官
・
南
弘（
一

八
六
九
〜
一
九
四
六
）を
訪
ね
、
支
援
者
の
選
定
に
つ
い
て
助
言
を
受
け
て
い
る
。
翌
十
四

日
に
は
三
越
創
始
者
の
日
比
翁
助（
一
八
六
〇
〜
一
九
三
一
）を
訪
問
し
、
そ
の
後
大
阪
に

赴
い
た
も
の
の
、
南
の
予
測
通
り
十
分
な
出
資
を
得
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
と
い
う
。

同
書
簡
に
は
、
研
究
所
の
基
本
金
十
万
円
に
対
す
る
出
資
候
補
者
・
岸
本
彦
衛（
一

八
八
七
〜
一
九
七
七
）、
森
村
開
作（
一
八
七
三
〜
一
九
六
二
）、
徳
川
義
親
、
な
ら
び
に
長

野
県
下
の
有
志
ら
の
名
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
鉄
鋼
問
屋
岸
本
商
店
の
岸
本
彦
衛
に
つ

い
て
は
、
将
来
的
な
出
資
予
定
に
と
ど
ま
っ
た
一
方
、
森
村
開
作
と
義
親
か
ら
の
出
資

は
、
こ
の
時
点
で
ほ
ぼ
確
定
し
て
い
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

さ
ら
に
、
同
年
五
月
三
日
付
の
山
越
脩
蔵
宛
書
簡
に
は
、「
八
日
に
徳
川
義
親
侯
爵

か
ら
農
美
の
事
で
会
談
を
申
込
ま
れ
ま
し
た
」
と
の
記
述
が
み
ら
れ
る
。
大
正
十
一
年

五
月
八
日
は
、
義
親
が
渡
欧
中
に
購
入
し
た
作
品
を
八
雲
に
送
付
す
る
時
期
と
重
な
っ

て
お
り
、
義
親
が
八
雲
に
お
け
る
今
後
の
事
業
展
開
に
つ
い
て
思
案
し
て
い
た
時
期
で

も
あ
っ
た
。

以
上
の
史
料
を
踏
ま
え
る
と
、
義
親
は
渡
欧
で
購
入
し
た
木
彫
品
を
八
雲
に
送
付
す
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北
海
道
八
雲
町
に
お
け
る
木
彫
り
熊
の
導
入
と
普
及
─
農
民
美
術
運
動
と
の
関
係
を
中
心
に

三
八

る
段
階
に
お
い
て
、
す
で
に
鼎
と
接
触
し
、
農
民
美
術
運
動
へ
の
関
与
と
八
雲
で
の
展

開
の
可
能
性
に
つ
い
て
意
見
交
換
を
行
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
義
親
が
、
鼎
か
ら

農
民
美
術
に
関
す
る
理
念
や
実
践
的
知
識
を
得
た
う
え
で
、
八
雲
に
お
け
る
事
業
構
想

を
具
体
化
し
て
い
っ
た
可
能
性
は
高
く
、
こ
の
点
に
両
者
の
関
係
形
成
の
重
要
な
契
機

を
見
出
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

農
民
美
術
理
念
の
共
通
性
と
差
異

八
雲
に
お
け
る
木
彫
り
熊
製
作
の
実
践
は
、
山
本
鼎
が
提
唱
し
た
農
民
美
術
運
動
の

理
念
と
、
い
か
な
る
点
で
共
通
し
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
差
異
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
ろ

う
か
。
徳
川
農
場
が
大
正
十
二
年
八
月
七
日
付
で
作
成
し
た
「
農
村
美
術
工
芸
品
評
会

開
催
趣
意
書
」（
以
下
、「
同
趣
意
書
」
と
称
す
る
。）と
鼎
の
「
農
民
美
術
建
業
之
趣
意
書
」

を
比
較
す
る
と
、
以
下
の
よ
う
な
共
通
点
と
相
違
点
が
み
ら
れ
る
。

ま
ず
共
通
点
と
し
て
は
、
第
一
に
、
農
村
の
経
済
的
・
社
会
的
な
窮
状
に
対
す
る
強

い
問
題
意
識
を
共
有
し
て
い
る
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
第
二
に
、
農
業
偏
重
へ
の
批
判
と

副
業
奨
励
の
必
要
性
を
認
識
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
第
三
に
、
副
業
を
単
な
る
生
計
補

助
手
段
と
し
て
で
は
な
く
、「
美
術
工
芸
品
」
の
創
出
と
し
て
位
置
付
け
て
い
る
点
、
第

四
に
、
農
閑
期
や
余
暇
の
有
効
活
用
を
重
視
し
て
い
る
点
、
第
五
に
、
経
済
的
収
入
の

増
加
の
み
な
ら
ず
、
農
村
文
化
や
生
活
の
向
上
を
志
向
し
て
い
る
点
が
共
通
し
て
い
る
。

一
方
、
両
者
の
間
に
は
明
確
な
差
違
も
存
在
す
る
。
第
一
に
、
農
村
衰
退
の
原
因
認

識
に
お
い
て
、
鼎
が
副
業
の
美
術
的
価
値
及
び
工
業
的
知
識
の
欠
如
を
主
因
と
し
て
捉

え
て
い
る
の
に
対
し
、
同
趣
意
書
は
農
村
生
活
の
「
無
味
貧
寒
」
さ
が
青
年
子
女
の
都

市
流
出
を
招
い
て
い
る
点
を
問
題
視
す
る
。
第
二
に
、
運
動
の
目
標
設
定
に
関
し
て
、

鼎
が
副
業
を
恒
久
的
な
農
村
産
業
へ
と
発
展
さ
せ
る
こ
と
を
目
指
し
た
の
に
対
し
、
同

趣
意
書
は
「
田
園
生
活
の
鼓
吹
」
を
通
じ
た
農
業
へ
の
定
着
促
進
を
重
視
す
る
。
第
三

に
、
実
践
方
法
に
お
い
て
、
鼎
が
教
育
・
研
究
・
販
売
網
を
含
む
体
系
的
展
開
を
構
想

し
た
の
に
対
し
、
徳
川
農
場
の
取
り
組
み
は
「
農
村
美
術
工
芸
品
評
会
」
の
開
催
を
中

心
と
す
る
限
定
的
な
実
践
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
第
四
に
、
製
品
観
・
美
術
観
の
点
で

は
、
鼎
は
、「
地
方
美
術
工
芸
品
」
と
し
て
高
い
美
術
的
完
成
度
を
志
向
し
た
の
に
対

し
、
同
趣
意
書
は
「
実
用
並
に
装
飾
的
手
工
芸
品
」
と
し
て
、
生
活
改
善
や
家
庭
内
利

用
を
主
眼
と
し
て
い
た
。

以
上
の
比
較
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
同
趣
意
書
は
鼎
の
農
民
美
術
運
動
と
理
念
や

方
法
を
直
接
的
に
共
有
す
る
も
の
で
は
な
く
、
両
者
の
間
に
は
農
村
観
・
美
術
観
・
実

践
手
法
に
お
い
て
顕
著
な
差
異
が
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
「
農
民
美
術
」
と
い

う
概
念
が
、
こ
う
し
た
差
異
を
内
包
し
た
ま
ま
各
地
の
地
域
的
文
脈
の
中
で
受
容
さ

れ
、
再
解
釈
さ
れ
て
い
っ
た
点
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、
本
事
例
は
農
民
美
術
概
念
の
多

義
性
と
、
そ
の
展
開
の
可
能
性
を
示
す
一
例
と
し
て
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

八
雲
に
お
け
る
農
民
美
術
運
動
の
実
践
化

大
正
十
二
年
八
月
七
日
に
同
趣
意
書
が
発
表
さ
れ
た
時
点
で
、
第
一
回
農
村
美
術
工

芸
品
評
会
は
、
翌
十
三
年
三
月
二
十
一
日
か
ら
二
十
三
日
ま
で
八
雲
信
用
購
買
利
用
組

合
で
開
催
さ
れ
る
予
定
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
の
反
響
は
予
想
を
は
る
か
に
上

回
り
、
出
品
数
が
急
増
し
た
た
め
、
実
際
に
は
三
月
二
十
六
日
か
ら
二
十
八
日
ま
で
八

雲
小
学
校
の
三
教
室
を
使
用
し
て
開
催
さ
れ
た
。

出
品
総
数
は
千
九
十
七
点
に
の
ぼ
り
、
そ
の
う
ち
八
百
六
十
六
点
が
八
雲
町
内
か
ら

の
出
品
で
あ
っ
た
。
参
観
者
は
初
日
に
千
名
を
超
え
、
最
終
日
に
は
二
千
五
百
名
以
上

に
達
し
た
。
八
雲
町
内
か
ら
の
出
品
内
容
は
、
木
細
工
品
百
四
十
一
点
、
藁
細
工
品
百

三
十
八
点
、
染
織
品
・
編
物
各
百
十
一
点
、
竹
細
工
品
七
十
三
点
、
自
然
木
細
工
品
四

十
二
点
、
刺
繡
品
二
十
九
点
、
木
彫
品
二
十
一
点
な
ど
で
あ
り
、
町
内
戸
数
の
約
三
十



北
海
道
八
雲
町
に
お
け
る
木
彫
り
熊
の
導
入
と
普
及
─
農
民
美
術
運
動
と
の
関
係
を
中
心
に

三
九

四
パ
ー
セ
ン
ト
が
出
品
に
参
加
し
、
住
民
の
約
四
分
の
一
が
来
場
し
た
計
算
と
な
る
。

『
函
館
毎
日
新
聞
』
は
こ
の
品
評
会
を
「
日
本
で
始
め
て
の
企
て
で
あ
る
農
村
美
術

工
芸
展
覧
会
」
と
し
て
紹
介
し
て
い
る
。
同
九
年
日
本
橋
三
越
で
開
催
さ
れ
た
「
日
本

農
民
美
術
展
覧
会
」
と
比
較
す
る
と
、
八
雲
の
品
評
会
で
は
出
品
物
に
対
す
る
審
査
・

講
評
が
行
わ
れ
、
優
良
品
に
賞
を
授
与
す
る
形
式
が
採
用
さ
れ
て
い
た
点
に
特
徴
が
あ

る
。「
日
本
農
民
美
術
展
覧
会
」
が
展
示
即
売
会
の
性
格
を
有
し
て
い
た
の
に
対
し
、

八
雲
で
開
催
さ
れ
た
第
一
回
農
村
美
術
工
芸
品
評
会
で
は
非
売
品
を
除
き
価
格
が
付
さ

れ
て
は
い
た
も
の
の
、
主
眼
は
あ
く
ま
で
審
査
に
置
か
れ
て
い
た
。
ま
た
、
こ
の
品
評

会
は
徳
川
農
場
の
単
独
事
業
で
は
な
く
、
徳
川
家
全
体
の
事
業
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
徳
川
農
場
か
ら
東
京
本
邸
へ
は
随
時
報
告
が
行
わ
れ
る
一

方
、
東
京
か
ら
は
義
親
が
鼎
と
の
会
談
を
通
じ
て
得
た
農
民
美
術
運
動
に
関
す
る
資
料

や
知
見
が
共
有
さ
れ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。

第
一
回
品
評
会
の
成
功
を
受
け
、
翌
年
以
降
も
八
雲
で
は
「
八
雲
農
村
美
術
工
芸
品

展
覧
会
」「
農
村
美
術
工
芸
品
陳
列
会
」「
第
二
回
農
村
美
術
及
手
工
芸
品
評
会
」
が
継

続
的
に
開
催
さ
れ
、
昭
和
三
年（
一
九
二
八
）に
は
「
八
雲
農
民
美
術
研
究
会
」
が
設
立

さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
動
き
は
、
鼎
が
掲
げ
た
技
術
向
上
、
組
織
的
研
究
、
産
業
化
と
い

う
農
民
美
術
運
動
の
理
念
に
沿
っ
た
展
開
と
し
て
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

以
上
を
踏
ま
え
る
と
、
義
親
は
渡
欧
以
前
か
ら
農
民
美
術
運
動
を
認
識
し
て
お
り
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
購
入
し
た
農
民
美
術
の
参
考
作
品
を
媒
介
と
し
て
、
帰
国
後
た
だ
ち
に

鼎
に
接
触
し
、
八
雲
に
お
け
る
農
民
美
術
の
展
開
に
つ
い
て
協
議
し
た
経
緯
を
確
認
で

き
る
。
北
海
道
八
雲
町
に
お
け
る
農
民
美
術
運
動
の
出
発
点
に
は
、
義
親
が
持
ち
帰
っ

た
作
品
群
が
存
在
す
る
が
、
そ
の
思
想
的
枠
組
み
は
鼎
の
農
民
美
術
運
動
か
ら
強
い
影

響
を
受
け
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
八
雲
熊
彫
の
製
作
は
、
義

親
個
人
あ
る
い
は
八
雲
と
い
う
一
地
域
に
限
定
さ
れ
た
活
動
と
し
て
で
は
な
く
、
日
本

（
35
）

（
36
）

（
37
）

全
国
に
展
開
し
た
農
民
美
術
運
動
の
一
環
と
し
て
捉
え
る
必
要
が
あ
る
。

三　
「
農
民
美
術
」
の
社
会
的
認
知
と
八
雲
熊
彫
の
表
彰

全
国
副
業
展
覧
会
の
開
催
と
そ
の
意
義

大
正
十
四
年（
一
九
二
五
）十
一
月
か
ら
翌
十
二
月
に
か
け
て
、
東
京
市
上
野
公
園
不

忍
池
畔
に
お
い
て
「
全
国
副
業
展
覧
会
」（
以
下
、「
本
展
覧
会
」
と
称
す
る
。）が
開
催
さ
れ

た（
挿
図
7
）。
本
展
覧
会
は
伏
見
宮
博
恭
王
を
総
裁
と
す
る
日
本
産
業
協
会
を
主
催
と

し
、
農
林
省
の
後
援
お
よ
び
各
道
府
県
の
協
賛
を
得
て
実
施
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
国

庫
補
助
金
二
万
八
千
円
を
含
む
約
七
万
円
弱
の
予
算
が
投
じ
ら
れ
、
会
期
三
十
一
日
間

に
及
ん
だ
。

本
展
覧
会
の
目
的
は
、
各
地
で
進
め
ら
れ
て
き
た
副
業
振
興
事
業
の
成
果
を
総
括

し
、
優
良
品
を
集
中
的
に
展
示
・
審
査
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
改
良
お
よ
び
発
達

を
促
す
と
と
も
に
、
首
都
東
京
に
お
け
る
販
路
開
拓
を
通
じ
て
、
需
給
の
連
携
を
図
る

点
に
あ
っ
た
。
大
正
期
に
は
す
で
に
各
府
県
に
副
業
専
任
職
員
が
配
置
さ
れ
、
生
産
増

加
や
経
営
改
善
、
販
路
拡
張
に
向
け
た
取
り
組
み
が
進
め
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
ら
を

（
38
）

（
39
）

挿図7　全国副業展覧会広告（『新
使命』2巻10号、新使命
社、大正14年掲載）



北
海
道
八
雲
町
に
お
け
る
木
彫
り
熊
の
導
入
と
普
及
─
農
民
美
術
運
動
と
の
関
係
を
中
心
に

四
〇

全
国
的
規
模
で
集
約
し
、
可
視
化
す
る
場
が
設
け
ら
れ
た
点
に
、
本
展
覧
会
の
意
義
を

見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

会
期
中
の
入
場
者
数
は
計
十
七
万
七
千
二
百
三
十
一
人
に
達
し
、
審
査
対
象
と
な
っ

た
出
品
者
は
四
千
五
十
五
人
、
出
品
点
数
は
七
千
九
十
九
点
に
及
ん
だ
。
こ
の
う
ち
二

千
三
百
三
十
四
人
が
一
等
か
ら
三
等
ま
で
の
褒
賞
を
受
け
て
い
る
。
出
品
品
目
は
農
産

加
工
品
・
織
物
・
編
物
・
竹
細
工
・
木
工
・
陶
磁
器
な
ど
多
岐
に
わ
た
り
、
当
時
の
農

村
副
業
の
実
態
を
具
体
的
に
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。

本
展
覧
会
で
は
、
出
品
物
は
原
則
と
し
て
即
売
さ
れ
ず
、
会
期
中
は
売
約
に
留
め
ら

れ
、
別
途
即
売
部
が
設
け
ら
れ
た
。
ま
た
、
参
考
品
と
し
て
農
林
省
や
東
京
市
商
工
課

等
か
ら
鳩
・
七
面
鳥
・
兎
と
い
っ
た
家
禽
・
家
畜
類
や
各
種
標
本
が
出
品
さ
れ
た
ほ

か
、「
全
国
特
産
物
即
売
会
」、「
婦
人
手
工
芸
品
展
覧
会
」、「
児
童
生
徒
図
案
手
工
作

品
展
覧
会
」、「
農
村
ス
ケ
ッ
チ
展
覧
会
」、「
盆
景
盆
栽
会
」
な
ど
の
関
連
展
示
、「
副

業
製
作
品
批
評
懇
談
会
」、「
荷
造
包
装
講
習
会
」、「
婦
人
手
芸
講
座
」、「
家
庭
講
座
」

と
い
っ
た
講
習
・
懇
談
事
業
も
開
催
さ
れ
た
。

こ
れ
ら
の
構
成
か
ら
、
本
展
覧
会
は
単
な
る
成
果
展
示
の
場
に
と
ど
ま
ら
ず
、
生
産

技
術
の
改
良
、
意
匠
の
洗
練
、
流
通
・
包
装
の
合
理
化
、
さ
ら
に
は
家
庭
生
活
の
改
善

に
至
る
ま
で
、
副
業
振
興
を
多
面
的
に
推
進
す
る
総
合
的
な
試
行
の
場
と
し
て
位
置
付

け
る
こ
と
が
で
き
る
副
業
奨
励
と
い
う
国
策
を
、
具
体
的
な
製
品
と
実
践
知
の
提
示
を

通
じ
て
社
会
化
し
、
農
村
副
業
の
産
業
化
に
向
け
た
方
向
性
を
可
視
化
す
る
役
割
を

担
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

「
農
民
美
術
」
の
社
会
的
認
知

全
国
副
業
展
覧
会
の
出
品
物
は
、
農
産
・
畜
産
・
林
産
・
水
産
・
雑
工
品
な
ど
八
部

門
に
分
類
さ
れ
、
即
売
品
や
参
考
品
を
除
く
出
品
物
が
審
査
の
対
象
と
さ
れ
た
。
そ
の

中
に
、
各
地
で
芽
生
え
つ
つ
あ
っ
た
日
本
の
「
農
民
美
術
」
を
紹
介
す
る
場
が
設
け
ら

れ
た
。

農
民
美
術
品
は
、
第
三
部
「
林
産
関
係
品
」
の
審
査
報
告
に
お
い
て
言
及
さ
れ
、
総

計
十
九
点
出
品
と
さ
れ
る
。
審
査
報
告
に
よ
れ
ば
、
そ
の
系
譜
は
青
森
県
の
農
閑
工
藝

研
究
所（
大
正
四
年
創
設
）と
、
長
野
県
上
田
の
鼎
が
関
与
し
た
農
民
美
術
研
究
所
を
中

心
と
す
る
二
つ
の
系
統
に
大
別
さ
れ
る
。
受
賞
者
名
簿
に
よ
れ
ば
、
農
閑
工
藝
研
究
所

の
大
川
亮
が
「
古
錦
細
工
」
で
一
等
を
、
農
民
美
術
研
究
所
系
か
ら
は
日
本
農
美
生
産

組
合
の
「
果
物
入
」
お
よ
び
日
本
ア
ル
プ
ス
農
美
生
産
組
合
の
「
雷
鳥
」
が
二
等
を
受

賞
し
た
。
ま
た
、
日
本
農
美
生
産
組
合
の
「
風
俗
人
形
」
が
皇
后
陛
下（
貞
明
皇
后
）御

買
上
品
に
、
農
閑
工
藝
研
究
所
の
「
榀
皮
細
工
」
が
東
宮
殿
下（
当
時
の
皇
太
子
裕
仁
親

王
、
の
ち
の
昭
和
天
皇
）御
買
上
品
に
選
定
さ
れ
て
お
り
、
皇
族
に
よ
る
購
入
は
農
民
美

術
の
社
会
的
評
価
を
飛
躍
的
に
高
め
た
。

半
官
半
民
で
あ
る
日
本
産
業
協
会
が
主
催
し
、
農
林
省
や
各
道
府
県
が
後
援
す
る
大

規
模
な
公
的
展
覧
会
に
お
い
て
「
農
民
美
術
」
が
明
示
的
に
審
査
・
表
彰
の
対
象
と
さ

れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
各
地
方
の
民
間
主
体
で
展
開
し
て
い
た
農
民
美
術
運
動

が
、
初
め
て
国
の
政
策
の
も
と
に
位
置
付
け
ら
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ

る
。
農
民
美
術
は
単
な
る
地
域
工
芸
や
趣
味
、
地
域
の
農
村
を
助
け
る
民
間
活
動
の
域

を
超
え
、
日
本
の
農
村
経
済
を
支
え
る
副
業
産
業
と
し
て
認
知
さ
れ
る
契
機
と
な
っ
た

の
で
あ
る
。

な
お
、
展
覧
会
に
お
け
る
評
価
基
準
は
美
術
的
価
値
の
み
な
ら
ず
、
実
用
性
・
市
場

性
を
重
視
す
る
産
業
的
観
点
に
立
脚
し
て
い
た
。
解
説
書
に
は
、
品
名
・
用
途
・
産
地

に
加
え
、
生
産
方
法
・
価
格
・
販
路
・
年
産
額
・
従
業
日
数
と
い
っ
た
経
営
情
報
の
記

載
が
求
め
ら
れ
て
い
た
。
審
査
報
告
に
お
い
て
も
「
実
用
品
の
製
作
に
専
念
す
る
を
優

れ
り
と
な
す
べ
し
」
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
お
り
、
農
民
美
術
は
芸
術
運
動
と
い
う
よ
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町
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四
一

り
も
、「
生
計
を
支
え
る
も
の
づ
く
り
」
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
審

査
報
告
に
は
八
雲
か
ら
の
出
品
作
に
つ
い
て
言
及
が
な
く
、「
農
民
美
術
品
」
十
九
点

に
含
ま
れ
て
い
る
か
不
明
で
あ
る
。

伊
藤
政
雄
作
「
這
い
熊
」
の
表
彰
と
そ
の
意
味

『
全
国
副
業
品
取
引
便
覧
』
で
は
、
北
海
道
の
副
業
品
の
概
況
と
し
て
以
下
の
通
り

記
さ
れ
て
い
る
。

　
　

⦿
木
工
品 

年
産
額　

十
八
萬
円

農
家
の
副
業
と
し
て
製
作
せ
ら
る
ゝ
木
工
品
は
、
材
料
の
豊
富
な
る
に
比
し
発
達

遅
々
た
り
し
が
、
近
時
講
習
会
、
伝
習
会
、
展
覧
会
等
を
開
催
し
、
之
が
奨
励
に

努
め
た
る
結
果
、
定
山
渓
、
湯
ノ
川
、
登
別
の
各
温
泉
地
に
玩
具
及
小
家
具
の
製

作
行
は
れ
、
又
割
箸
、
箆
杓
子
等
漸
次
農
家
の
従
業
を
増
加
し
、
尚
八
雲
町
徳
川

農
場
に
於
て
は
農
民
美
術
的
木
刻
行
は
れ
、
殊
に
本
道
独
特
の
「
ア
イ
ヌ
細
工
」

は
最
も
注
目
す
べ
き
も
の
に
し
て
、
同
種
族
保
護
上
考
慮
を
要
す
べ
き
も
の
あ
る

等
、
今
後
是
等
の
副
業
は
相
当
農
村
に
普
及
発
達
す
る
も
の
と
認
め
ら
る
。

　
　

生
産
者　

山
越
郡
八
雲
町
字
砂
蘭
部　

今
井
吉
蔵

　
　
　
　
　
　

同　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

伊
藤
政
雄

　
　
　
　
　
　

同　
　
　
　
　

字
遊
楽
部　

大
村
金
次
郎

　
　
　
　
　
　

亀
田
郡
七
飯
村
大
字
大
沼　

佐
藤
猛

　
　
　
　
　
　

沙
流
郡
平
取
村
二
風
谷　
　

貝
澤
ウ
ェ
サ
ナ
シ

　
　
　
　
　
　

同　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

貝
澤
善
助

　
　
　
　
　
　

勇
拂
郡
厚
眞
村
振
老　
　
　

鳥
浦
清
太
郎

　
　
　
　
　
　

札
幌
郡
豊
平
町
定
山
渓　
　

砂
川
善
太
郎

　
　
　
　
　
　

砂
流
郡
佐
溜
太
局
区
内　
　

藤
原
政
一

こ
こ
で
は
、
①
温
泉
地
に
お
け
る
一
般
木
工
副
業
、
②
八
雲
町
徳
川
農
場
に
お
け
る

農
民
美
術
的
木も

っ
こ
く刻

、
③
二
風
谷
を
中
心
と
す
る
ア
イ
ヌ
細
工
、
と
い
う
三
つ
の
系
統
を

並
列
的
に
叙
述
し
て
お
り
、
生
産
者
名
簿
は
そ
れ
ら
を
包
括
的
に
列
挙
し
た
も
の
で
あ

る
。
そ
の
た
め
、
個
々
の
生
産
者
と
製
品
種
別
を
一
対
一
で
特
定
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
が
、
地
名
お
よ
び
文
脈
か
ら
み
て
、
八
雲
町
の
生
産
者
は
農
民
美
術
的
木
刻
、
二
風

谷
の
生
産
者
は
ア
イ
ヌ
細
工
に
対
応
す
る
と
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
ア
イ
ヌ
細

工
を
和
人
農
家
の
副
業
と
は
別
の
存
在
と
し
て
位
置
付
け
、
且
つ
保
護
す
る
対
象
と
し

て
い
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

こ
の
紹
介
文
に
よ
れ
ば
、
北
海
道
に
お
け
る
木
工
副
業
は
豊
富
な
木
材
資
源
に
恵
ま

れ
な
が
ら
も
発
展
が
遅
れ
て
い
た
が
、
定
山
渓
・
湯
の
川
・
登
別
で
玩
具
や
小
家
具
の

製
作
が
行
わ
れ
て
お
り
、
農
家
に
よ
る
割
箸
・
箆
杓
子
等
の
製
作
も
増
加
し
て
き
て
い

た
。
そ
れ
に
加
え
て
八
雲
・
徳
川
農
場
の
農
民
美
術
に
も
言
及
し
て
い
る
。

こ
の
便
覧
作
成
前
に
開
催
さ
れ
た
全
国
副
業
展
覧
会
に
は
、
第
三
部
林
産
関
係
品
と

し
て
千
九
百
九
十
二
点
の
出
品
が
あ
り
、
そ
の
内
、「
木
竹
及
其
加
工
品
」
は
千
四
百

十
八
点
、
内
、
木
工
品
は
五
百
九
十
六
点
で
あ
る
。
そ
し
て
木
工
品
と
し
て
一
等
七

名
、
二
等
五
十
五
名
、
三
等
九
十
五
名
が
受
賞
し
た
。
北
海
道
か
ら
は
二
等
に
伊
藤
政

雄（
山
越
郡
八
雲
町
）の
「
熊　

木
工
品
」、
佐
藤
猛（
亀
田
郡
七
飯
村
）の
「
茶
托
」、
上
士

別
信
用
購
買
販
売
組
合（
上
川
郡
上
士
別
村
）の
「
衛
生
割
箸
」
の
三
点
が
、
ま
た
三
等

に
は
伊
藤
政
雄（
山
越
郡
八
雲
村
）の
「
ペ
ン
軸
」、
佐
藤
猛（
亀
田
郡
七
飯
村
）の
「
ボ
タ
ン

凾
」、「
草
葉
皿
」、「
状
差
」、
貝
澤
善
助（
日
高
郡
沙
流
郡
二
風
谷
村
）の
「
パ
イ
プ
」、
貝

澤
ウ
ェ
サ
ナ
シ（
同
上
）の
「
茶
盆
」、
島
浦
清
太
郎（
勇
拂
郡
厚
眞
村
振
老
）の
「
丸
火
鉢
」

の
八
点
が
受
賞
し
た
。

同
展
覧
会
の
「
出
品
規
定
」
に
よ
れ
ば
、
陳
列
場
所
の
使
用
料
と
し
て
申
し
込
み
時

点
で
二
十
〜
四
十
円
を
支
払
う
必
要
が
あ
り
、
東
京
に
在
住
し
な
い
申
込
者
に
は
東
京

（
40
）
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熊
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動
と
の
関
係
を
中
心
に

四
二

在
住
の
代
理
人
を
置
く
必
要
が
あ
っ
た
。
ま
た
出
品
に
は
出
品
目
録
と
解
説
書
が
必
要

に
な
っ
た
他
、
搬
入
・
陳
列
・
撤
収
に
も
期
限
が
あ
っ
た
。
困
窮
す
る
地
方
在
住
の
農

家
の
一
個
人
が
こ
れ
ら
の
条
件
を
満
た
し
て
出
品
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
、
伊
藤
政
雄
の
作
品
は
徳
川
農
場
経
由
で
東
京
に
搬
送
さ
れ
、
徳
川
侯
爵
家
を
代

理
人
と
し
て
出
品
し
た
と
推
定
さ
れ
る
。

こ
の
二
等
受
賞
は
、
八
雲
の
農
民
美
術
運
動
が
全
国
の
主
要
団
体
と
肩
を
並
べ
、
農

村
副
業
奨
励
製
作
の
制
度
的
枠
組
み
の
な
か
で
公
的
に
評
価
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
し
て

い
た
。
こ
の
年
三
月
に
八
雲
町
で
開
催
さ
れ
た
第
二
回
農
村
美
術
工
芸
品
展
覧
会
開
会

式
に
お
い
て
、
大
島
鍛
は
「
郷
土
的
香
高
き
名
産
」
の
創
出
構
想
を
示
し
て
い
る
。
全

国
副
業
展
覧
会
に
お
け
る
伊
藤
政
雄
の
受
賞
は
、
こ
の
構
想
を
具
体
的
に
体
現
す
る
作

例
を
明
確
化
す
る
役
割
を
果
た
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
八
雲
熊
彫
が
地
方

的
な
手
工
的
製
作
の
段
階
を
超
え
、「
日
本
農
民
美
術
」
を
担
う
産
業
的
展
開
へ
と
向

か
う
重
要
な
契
機
で
あ
っ
た
と
評
価
で
き
よ
う
。

全
国
副
業
展
覧
会
は
、
農
村
副
業
奨
励
政
策
の
成
果
を
可
視
化
す
る
場
で
あ
る
と
同

時
に
、
農
民
美
術
を
制
度
的
評
価
体
系
の
も
と
に
位
置
付
け
、
地
域
に
根
差
し
た
創
作

活
動
を
全
国
的
文
脈
へ
と
接
続
す
る
装
置
と
し
て
機
能
し
た
。
そ
の
な
か
で
伊
藤
政
雄

が
出
品
し
た
熊
彫
の
表
彰
は
、
農
民
美
術
運
動
に
お
け
る
地
域
的
多
様
性
と
精
度
的
包

括
の
双
方
を
示
す
象
徴
的
事
例
で
あ
っ
た
。

小
平
権
一
は
大
正
十
五
年
発
行
の
『
農
村
副
業
問
題
』（
農
村
問
題
大
系
第
九
巻
、
日
本

評
論
社
）で
、
農
民
美
術
の
研
究
を
目
的
と
す
る
団
体
と
し
て
、
日
本
農
民
美
術
研
究

所
以
外
に
二
つ
あ
る
と
し
、「
八
雲
農
村
工
藝
研
究
会（
北
海
道
渡
島
国
八
雲
町
）」
と
「
農

閑
工
藝
研
究
所（
青
森
県
西
津
軽
郡
大
光
寺
村
）」
を
紹
介
す
る
。
八
雲
の
活
動
は
ま
だ
開

始
し
た
ば
か
り
で
あ
っ
た
が
、
展
覧
会
で
の
受
賞
は
地
域
運
動
を
産
業
的
展
開
へ
と
導

く
契
機
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

四　

八
雲
農
民
美
術
研
究
会
の
活
動

八
雲
農
民
美
術
研
究
会
の
結
成
と
初
期
活
動

八
雲
農
民
美
術
研
究
会
の
結
成
経
緯
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
大
石
と
太
田
に
よ
っ
て

整
理
が
な
さ
れ
て
い
る
。
本
章
で
は
そ
れ
ら
の
先
行
研
究
を
踏
ま
え
つ
つ
、
残
存
す
る

一
次
史
料
に
基
づ
き
、
同
研
究
会
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
活
動
を
行
い
、
い
か
な
る

運
営
体
制
の
も
と
で
八
雲
熊
彫
を
支
え
て
い
た
の
か
を
検
討
す
る
。

八
雲
に
お
け
る
農
民
美
術
は
、
導
入
当
初
か
ら
町
内
で
の
品
評
会
開
催
に
と
ど
ま
ら

ず
、
道
内
外
で
開
催
さ
れ
た
各
種
展
覧
会
へ
の
出
品
を
積
極
的
に
行
っ
て
き
た
こ
と
が

確
認
さ
れ
る
が
、
そ
の
背
後
に
は
継
続
的
な
製
作
・
評
価
・
販
売
を
担
う
組
織
の
存
在

が
あ
っ
た
。

昭
和
三
年（
一
九
二
八
）一
月
、
同
研
究
会
が
結
成
さ
れ
、
同
月
二
十
三
日
か
ら
二
十

九
日
ま
で
「
農
民
美
術
講
習
会（
講
習
科
目
・
木
彫　

熊
）」
が
開
催
さ
れ
た
。
当
初
は
六

日
間
の
予
定
で
あ
っ
た
が
、
追
加
一
日
を
含
む
計
七
日
間
に
延
長
さ
れ
、
午
前
九
時
か

ら
午
後
四
時
ま
で
実
施
さ
れ
て
い
る
。
参
加
者
は
名
簿
上
十
五
名
と
さ
れ
る
が
、
実
際

の
受
講
者
は
十
四
名
で
あ
っ
た（
表
3
）。

講
習
会
の
様
子
は
挿
図
8
の
写
真
に
よ
っ
て
確
認
で
き
、
現
在
、
八
雲
町
木
彫
り
熊

資
料
館
に
所
蔵
・
展
示
さ
れ
て
い
る
ス
イ
ス
製
の
木
彫
り
熊
の
一
部
が
、
こ
の
講
習
会

で
参
考
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
た
。
さ
ら
に
、
講
師
を
務
め
た
伊
藤
政
雄
お
よ

び
十
倉
金
之（
一
八
八
三
〜
一
九
四
三
）を
含
む
計
十
一
名
が
、
講
習
会
終
了
後
も
継
続
的

に
同
研
究
会
へ
作
品
を
納
品
し
て
い
た
こ
と
が
、『
昭
和
二
年
度
農
村
美
術
委
託
品
台

帳
』
の
整
理
に
よ
っ
て
明
ら
か
と
な
っ
た
。

こ
の
委
託
品
台
帳
は
表
紙
に
「
昭
和
二
年
度
」
と
記
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
実
際
に

（
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熊
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と
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民
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術
運
動
と
の
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を
中
心
に

四
三

は
昭
和
二
年
九
月
一
日
か
ら
同
五
年
一
月
三
十
一
日
ま
で
の
記
録
を
含
ん
で
お
り
、
受

付
年
月
日
、
通
し
番
号
、
品
名
、
価
格（
製
作
高
）、
内
渡
代
金（
手
取
金
）、
納
品
者
名

な
ど
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
空
欄
や
修
正
、
記
載
誤
り
も
少
な
く
な
く
、
厳
密
な
数

量
・
金
額
の
確
定
は
困
難
で
あ
る
が
、
八
雲
熊
彫
と
判
断
で
き
る
も
の
に
限
っ
て
も
、

少
な
く
と
も
三
十
四
種
・
千
六
百
八
点
が
製
作
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

ま
た
表
紙
に
「
徳
川
農
場
」
と
記
載
さ
れ
、
徳
川
農
場
の
用
紙
を
使
っ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
同
研
究
会
か
ら
徳
川
農
場
が
委
託
を
受
け
て
事
務
処
理
を
し
て
い
た
と
推
測
さ

れ
る
。

な
お
、
台
帳
に
付
さ
れ
た
通
し
番
号
が
、
実
際
の
木
彫
り
熊
作
品
に
刻
印
さ
れ
て
い

（
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（
48
）昭和3年1月 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 出席回数

吉田千太郎 ○ ○ ○ ○ 4
川口鈴太郎 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6
内田秀子 ○ ○ ○ ○ ○ 5
柴崎重行 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7
吉田頼政 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7
加藤義一 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6
林重春 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6
臼田賢治 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7
柴田作治 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6
片桐直明 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7
都築明彦 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7
前田鈴 ○ ○ ○ ○ ○ 5
小林守廣 0
井上光彦 ○ ○ ○ ○ ○ 5
井筒栄三郎 ○ ○ ○ ○ ○ 5
合計 9 12 12 13 12 12 13 83

表3　農民美術講習会（講習科目 木彫 熊）参加者名簿（昭和3年1月）

午前9時から午後4時までの開催。講習料は無料だが、弁当持参。
出席率は約79％。
出典：「八雲史料」3192（徳川林政史研究所蔵）。以下「八雲」と略
し番号を記す。

挿図8　農民美術講習会　昭和3年（木彫り熊は個人蔵、写真は徳川林政史研究所蔵）
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第
六
條　
　

本
会
ハ
第
二
條
ノ
目
的
ヲ
達
成
セ
ン
ガ
タ
メ
左
ノ
事
業
ヲ
行
フ
。

一
、
毎
月
一
回
例
会
ヲ
開
催
ス
ル
コ
ト
。

一
、
冬
期
間
ハ
毎
月
二
日
以
上
共
同
製
作
ヲ
ナ
ス
コ
ト
。

一
、
作
品
ヲ
持
寄
リ
批
評
ヲ
請
フ
事
。

一
、
毎
年
八
月
作
品
並
ニ
参
考
品
ノ
展
覧
会
ヲ
開
催
ス
ル
事
。

一
、
講
習
・
講
評
会
ヲ
開
催
ス
ル
コ
ト
。

一
、
徳
川
農
場
ノ
助
力
ニ
ヨ
リ
門
外
ニ
於
ケ
ル
斯
業
ノ
調
査
研
究
並

ニ
参
考
品
ノ
蒐
集
ヲ
ナ
ス
コ
ト
。

一
、
作
品
ノ
販
路
ヲ
調
査
シ
販
売
ノ
斡
旋
ヲ
ナ
ス
コ
ト
。

販
売
規
程
ヘ
別
ニ
之
ヲ
定
ム
。

一
、
其
ノ
他
必
要
事
項
。

第
七
條　
　

本
会
員
ハ
自
己
ノ
製
作
品
ヲ
本
会
ヲ
経
由
セ
ズ
シ
テ
他
ヘ
販
出
ス
ル

事
ヲ
得
ズ
。

第
八
條　
　

本
会
ニ
左
ノ
役
員
ヲ
置
ク
。

会
長　
　
　
　
　
　

一
名

副
会
長　
　
　
　
　

一
名

評
議
員　
　
　
　
　

五
名

事
務
員　
　
　
　
　

若
干
名

第
九
條　
　

会
長
ハ
徳
川
農
場
長
ヲ
、
副
会
長
ハ
同
場
員
中
ヨ
リ
推
薦
ス
。

評
議
員
ハ
総
会
ニ
於
テ
投
票
又
ハ
推
薦
ニ
ヨ
リ
選
挙
シ
其
ノ
任
期

三
ヶ
年
ト
ス
。

第
十
條　
　

会
長
ハ
本
会
ヲ
代
表
シ
会
務
ヲ
総
理
ス
。

副
会
長
ハ
会
長
ヲ
補
佐
シ
会
長
事
故
ア
ル
時
ハ
之
ニ
代
ル
。

評
議
員
ハ
会
長
ノ
諮
問
ニ
答
ヘ
会
務
ノ
評
議
ヲ
ナ
ス
。

る
こ
と
が
、
令
和
七
年（
二
〇
二
五
）十
月
に
判
明
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
現
存
作
品
と

台
帳
記
録
と
の
照
合
が
可
能
と
な
り
、
八
雲
熊
彫
製
作
初
期
の
具
体
像
を
復
元
す
る
た

め
の
重
要
な
手
が
か
り
が
得
ら
れ
た
。

八
雲
農
民
美
術
研
究
会
会
則
と
運
営
体
制
事
業

昭
和
三
年
に
結
成
さ
れ
た
同
研
究
会
は
、
当
初
は
徳
川
農
場
の
関
与
が
大
き
く
、
組

織
と
し
て
の
運
営
体
制
は
未
整
備
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
し
か
し
昭
和
六
年
に
至

り
、
会
則
の
制
定
お
よ
び
役
員
選
出
が
行
わ
れ
、
組
織
と
し
て
の
枠
組
み
が
明
確
化
さ

れ
て
い
く
。
同
年
四
月
十
五
日
に
は
、
真
萩
館
応
接
室
に
お
い
て
総
会
が
開
催
さ
れ
、

会
員
十
三
名
が
出
席
し
た
。
こ
の
総
会
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
会
則
お

よ
び
役
員
名
簿
が
現
存
し
て
お
り
、
同
研
究
会
の
運
営
理
念
と
事
業
内
容
を
具
体
的
に

知
る
こ
と
が
で
き
る
。

八
雲
農
民
美
術
研
究
会
会
則

第
一
條　
　

本
会
ハ
八
雲
農
民
美
術
研
究
会
ト
称
ス
。

第
二
條　
　

本
会
ハ
徳
川
侯
爵
閣
下
八
雲
農
民
美
術
創
企
御
奨
励
ノ
主
旨
ヲ
体
シ

之
ガ
研
究
並
ニ
発
達
ヲ
図
ル
ヲ
以
テ
目
的
ト
ス
。

第
三
條　
　

本
会
ノ
事
務
所
ヲ
徳
川
農
場
事
務
所
内
ニ
置
ク
。

第
四
條　
　

本
会
ハ
八
雲
町
在
住
ノ
農
業
者
ニ
シ
テ
農
民
美
術
製
作
者
ヲ
以
テ
組

織
ス
。

但
シ
、
農
業
者
ニ
非
ズ
ト
言
フ
モ
特
別
ノ
技
能
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ
ハ
入

会
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
。

第
五
條　
　

本
会
ニ
入
会
セ
ン
ト
ス
ル
モ
ノ
ハ
評
議
員
会
ニ
於
テ
許
否
ヲ
決
定

ス
。

（
49
）

（
50
）

（
51
）
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四
五

第
十
一
條　

会
及
事
務
員
ハ
会
長
之
ヲ
任
免
シ
庶
務
会
計
其
ノ
他
ノ
事
務
ニ
従
事

ス
。

第
十
二
條　

本
会
ニ
特
ニ
功
績
ア
ル
士
又
ハ
斯
業
ニ
対
シ
造
詣
深
キ
名
士
ヲ
顧
問

ニ
推
挙
ス
。

第
十
三
條　

本
会
資
金
造
成
ノ
為
受
入
価
格
ノ
一
割
ヲ
本
会
ニ
寄
付
シ
蓄
積
ス
ル

モ
ノ
ト
ス
。

第
十
四
條　

本
会
ハ
毎
年
一
月
中
ニ
総
会
ヲ
開
キ
重
要
事
項
ノ
協
議
ヲ
ナ
ス
モ
ノ

ト
ス
。

第
十
五
條　

評
議
会
ハ
必
要
ア
ル
毎
ニ
会
長
ニ
於
テ
随
時
招
集
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
。

第
十
六
條　

本
会
員
ニ
シ
テ
会
ノ
信
用
ヲ
傷
ケ
又
ハ
不
正
行
為
ア
ル
者
ハ
評
議
員

会
ノ
決
議
ニ
附
シ
除
名
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ベ
シ
。

第
十
七
條　

本
会
則
ハ
総
会
ノ
決
議
ニ
ヨ
リ
改
正
ス
ル
事
ヲ
得
。

但
シ
総
会
ハ
会
員
三
分
ノ
二
以
上
出
席
シ
、
半
数
以
上
賛
成
者
ア
ル

ニ
依
リ
改
正
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
。

役
員
名
簿

会
長　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
島
鍛

副
会
長　
　
　
　
　
　
　
　

久
保
田
正
秋

評
議
員　
　
　
　
　
　
　
　

伊
藤
政
雄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

十
倉
金
之

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

川
口
鈴
太
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

猪
子
豊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

柴
崎
重
行

事
務
員　
　
　
　

会
計
係　

久
保
田
正
秋

　
　
　
　
　
　
　

販
売
係　

竹
内
信
隣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
島
勝
世

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

十
倉
金
之

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
村
金
次
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

柴
崎
重
行

　
　
　
　
　
　
　

庶
務
係　

都
築
重
雄

　
　
　
　
　
　
　

指
導
係　

同

会
則
第
二
条
で
は
、
本
会
の
目
的
を
「
徳
川
侯
爵
閣
下
八
雲
農
民
美
術
創
企
御
奨
励

ノ
主
旨
ヲ
体
シ
之
ガ
研
究
並
ニ
発
達
ヲ
図
ル
」
と
定
め
て
お
り
、
同
研
究
会
が
徳
川
義

親
に
よ
る
農
民
美
術
奨
励
構
想
を
理
念
的
基
盤
と
し
て
成
立
し
て
い
た
こ
と
が
明
示
さ

れ
て
い
る
。
ま
た
、
第
三
条
に
お
い
て
事
務
所
を
徳
川
農
場
事
務
所
内
に
置
く
と
規
定

し
、
第
九
条
で
は
会
長
お
よ
び
副
会
長
を
徳
川
農
場
長
お
よ
び
農
場
職
員
か
ら
選
出
す

る
と
し
て
い
る
点
か
ら
も
、
同
研
究
会
が
独
立
し
た
民
間
団
体
で
あ
り
な
が
ら
、
運
営

上
は
徳
川
農
場
の
主
導
と
支
援
の
も
と
に
置
か
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

第
六
条
で
は
、
同
研
究
会
の
事
業
内
容
と
し
て
、
例
会
の
開
催
、
冬
期
間
の
共
同
製

作
、
作
品
批
評
、
展
覧
会
開
催
、
講
習
・
講
評
会
の
実
施
、
参
考
品
の
調
査
・
収
集
、

販
路
調
査
お
よ
び
販
売
斡
旋
な
ど
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
以
下
で
は
、
こ
れ
ら
の
事
業

が
実
際
に
ど
の
よ
う
に
運
用
さ
れ
て
い
た
の
か
を
、
農
場
日
誌
お
よ
び
関
連
史
料
に
基

づ
き
確
認
す
る
。

ま
ず
、
毎
月
一
回
の
例
会
に
つ
い
て
は
、
農
場
日
誌
の
記
載
か
ら
、
原
則
と
し
て
毎

月
十
五
日
に
開
催
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
品
評
会
開
催
月
や
義

親
の
来
町
時
期
に
合
わ
せ
て
日
程
が
調
整
さ
れ
る
な
ど
、
柔
軟
な
運
営
が
な
さ
れ
て
い

た
。
例
会
で
は
、
作
品
の
批
評
や
受
入
、
代
金
の
支
払
い
、
新
規
会
員
の
認
定
、
事
業

運
営
に
関
す
る
協
議
な
ど
が
行
わ
れ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。

冬
期
間
に
実
施
さ
れ
た
共
同
製
作
で
は
、
新
規
製
作
に
加
え
、
委
託
先
で
破
損
し
た
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四
六

作
品
を
回
収
し
修
復
す
る
作
業
も
行
わ
れ
て
お
り
、
製
作
工
程
全
体
を
同
研
究
会
が
一

定
程
度
管
理
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

作
品
批
評
に
つ
い
て
は
、
例
会
お
よ
び
作
品
受
入
時
に
随
時
実
施
さ
れ
て
お
り
、
柴し

ば

崎ざ
き

重し
げ

行ゆ
き（

一
九
〇
五
〜
九
一
）が
他
の
会
員
作
品
を
批
評
し
た
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
。

も
っ
と
も
、
こ
う
し
た
内
部
批
評
に
先
立
ち
、
八
雲
で
は
大
正
十
三
年（
一
九
二
四
）の

第
一
回
農
村
美
術
工
芸
品
評
会
の
段
階
で
、
北
海
道
庁
の
綿
引
清
三
お
よ
び
北
海
道
商

品
陳
列
所
嘱
託
の
宮
澤
惟
秀
と
い
っ
た
外
部
専
門
家
を
招
き
、
審
査
と
批
評
を
受
け
て

い
た
。
八
雲
に
お
け
る
農
民
美
術
は
、
導
入
当
初
か
ら
継
続
的
な
評
価
と
改
良
を
前
提

と
し
た
活
動
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
と
い
え
る
。

義
親
自
身
も
、
同
研
究
会
に
は
継
続
的
に
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
表
4
の
通
り
農
場

日
誌
か
ら
確
認
さ
れ
る
。
義
親
は
大
正
十
三
年
か
ら
昭
和
十
六
年
ま
で
、
ほ
ぼ
毎
年
の

よ
う
に
品
評
会
や
定
例
会
な
ど
の
活
動
に
臨
席
し
、
作
品
批
評
や
製
作
者
と
の
懇
談
を

通
じ
て
自
ら
の
見
識
を
伝
え
て
い
た
。
ま
た
昭
和
七
年
に
は
、
東
京
に
新
築
し
た
本
邸

に
八
雲
熊
彫
な
ど
を
配
す
る
目
的
で
、
若わ

か

山や
ま

万ま
ん

之の

助す
け（

生
歿
年
不
明
）お
よ
び
茂も

木ぎ

多た

喜き

治じ
（
一
九
〇
二
〜
七
六
）を
八
雲
か
ら
呼
び
寄
せ
て
製
作
に
あ
た
ら
せ
て
い
る
。
こ
れ
は
個

人
的
嗜
好
に
と
ど
ま
ら
ず
、
来
訪
者
に
対
す
る
八
雲
熊
彫
の
紹
介
、
す
な
わ
ち
対
外
的

（
52
）

（
53
）

（
54
）

年 月日 事柄
大正13年 3月26日～

28日
農村美術工芸品評会見学、28日は褒賞授与式臨席。

大正14年 4月5日 農民美術展覧会八雲協賛会が義親を招待。
大正15年 3月28日 義親が夜に農村美術工藝研究会を開き同好者十数名を

真萩館に呼び晩餐。欧州における農民美術の状況から
希望や注意を述べて奨励する。

昭和2年 3月28日 義親八雲駅到着後、すぐ会場に向かい、出品物を熟覧。
8月8日～
9月7日

八雲に滞在し、農民美術のサンプル作成等を行う。

8月21日 真萩館大広間で農美研究会を開き、義親臨席。種々の
協議をする。

昭和3年 4月3日 農美研究会に臨席。種々の御高説あり。会員約二十名
出席。

8月27日 農美研究会を開き、義親臨席。今後の方針について御
高示。

昭和4年 3月31日 真萩館大広間で農美研究会を開き、義親臨席。種々参
考となるお話しあり。出席会員十余名昼食を賜る。

昭和5年 3月29日 農美研究会に義親出席。十余名集まり、熱心に協議し、
義親の話を傾聴。

昭和6年 8月4日 真萩館大広間で農美研究会八月例会、義親臨席。有意
なる御高示あり。会員十八名昼食を賜る。

昭和7年 3月2日 農美研究会例会に臨席、指導。二十名出席。
7月29日 農美研究会座談会開催、義親臨席。
9月25日～
11月19日

若山万之助と茂木多喜治を東京へ招聘し、本邸新築
に際し装飾用熊彫を製作させる。作品は八ヶ岳高原
ヒュッテ内に現存。

昭和8年 3月31日 農美研究会員と熊彫の将来について懇談。
8月2日 農美研究会例会に臨席、時計台その他新製品の批評を

する。
昭和9年 1月17日 農美研究会に臨席、共同製作本日終了。
昭和10年 3月23日 農美研究会例会に臨席、奨励。
昭和11年 3月23日 農美研究会例会に臨席、会員持参の創作品について批

評と指導。
8月5日 農美研究会例会に臨席、指導。

昭和12年 4月1日 農美研究会例会に臨席、作品その他について指導。
昭和13年 4月5日 農美研究会例会に臨席、種々新作品に対し指導。
昭和14年 3月25日 農美研究会例会に臨席、指導。
昭和15年 3月24日 農美研究会例会に臨席、新作品の批評と指導あり。
昭和16年 3月11日 農美研究会例会に臨席、指導。

表4　義親と農民美術研究会との直接的な交流を示す年譜

農場日誌では農民美術研究会を農美研究会と記載しているため、表では
「農美研究会」と記す。
義親は昭和16年8月を最後に、昭和25年まで八雲を訪れていない。
出典：「八雲」341 ～ 358

挿図9　北海道庁佐上信一長官視察（昭和8年8月16日・八雲町郷土資料館蔵）



北
海
道
八
雲
町
に
お
け
る
木
彫
り
熊
の
導
入
と
普
及
─
農
民
美
術
運
動
と
の
関
係
を
中
心
に

四
七

な
広
報
機
能
を
担
わ
せ
た
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

展
覧
会
の
開
催
に
つ
い
て
は
、
大
正
十
三
年
以
降
継
続
的
に
行
わ
れ
て
き
た
が
、
徳

川
農
場
主
催
か
ら
同
研
究
会
主
催
へ
と
昭
和
六
年
に
移
行
し
た
。
こ
れ
は
、
同
研
究
会

が
単
な
る
製
作
集
団
に
と
ど
ま
ら
ず
、
展
示
・
評
価
を
担
う
主
体
と
し
て
機
能
し
始
め

た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

講
習
・
講
評
会
に
つ
い
て
は
、
大
正
十
五
年
の
山
本
鼎
に
よ
る
指
導
や
昭
和
三
年
の

同
研
究
会
主
催
講
習
会
に
加
え
、
昭
和
八
年
に
は
北
海
道
林
業
会
技
士
の
高
橋
彦
策
を

招
い
た
塗
装
講
習
会
が
開
催
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
同
年
に
は
東
京
美
術
学
校
の
畑
正
吉

か
ら
研
究
改
良
に
関
す
る
批
評
を
受
け
た
記
録
も
あ
り
、
八
雲
の
農
民
美
術
が
道
内
外

の
専
門
家
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
接
続
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
共
同
製
作
や
講
習
の

様
子
は
写
真
資
料
に
も
残
さ
れ
て
お
り
、
同
八
年
八
月
十
六
日
に
北
海
道
庁
長
官
佐
上

信
一
が
視
察
し
た
際
の
写
真
は
、
当
時
の
製
作
体
制
と
参
加
者
を
具
体
的
に
示
す
重
要

な
史
料
で
あ
る（
挿
図
9
）。

参
考
品
の
調
査
・
収
集
に
つ
い
て
は
、
徳
川
農
場
の
助
力
の
も
と
、
国
内
外
の
農
村

美
術
品
・
工
芸
品
・
土
産
品
が
収
集
さ
れ
、
農
場
内
の
陳
列
館
に
展
示
さ
れ
て
い
た
。

こ
れ
ら
の
参
考
品
は
、
昭
和
九
年
に
函
館
の
金
森
森
屋
百
貨
店
で
開
催
さ
れ
た
木
彫
品

展
覧
会
に
も
出
品
さ
れ
て
お
り
、
同
研
究
会
内
部
の
教
材
に
と
ど
ま
ら
ず
、
対
外
的
展

示
に
も
用
い
ら
れ
て
い
た
。

さ
ら
に
、
徳
川
農
場
内
で
は
八
雲
熊
彫
製
作
の
参
考
と
す
る
た
め
、
生
き
た
ク
マ
の

飼
育
も
行
わ
れ
て
い
た
。
昭
和
三
年
に
は
鉄
製
の
檻
が
設
置
さ
れ
、
雄
雌
一
対
が
飼
育

さ
れ
て
い
た
こ
と
が
日
誌
か
ら
確
認
さ
れ
る
。
仔
グ
マ
が
何
度
か
生
ま
れ
て
お
り
、
そ

の
仔
グ
マ
は
道
外
へ
も
送
ら
れ
、
同
十
二
年
に
は
名
古
屋
市
の
東
山
動
物
園
に
寄
贈
さ

れ
て
い
る
。
飼
育
個
体
に
は
入
れ
替
わ
り
が
あ
り
、
同
一
個
体
が
長
期
に
わ
た
り
飼
育

さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
点
も
記
録
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。

（
55
）

（
56
）

（
57
）

（
58
）

（
59
）

（
60
）

（
61
）

訪問先 用件

東京

麻布桜田町五〇　徳川家 販売調査方面の指示、作品の批評、その他、宿泊
神田区和泉町一　北海道庁物産紹介所 販売店に関しての指示
麹町区大手町一丁目　農林省副業課 研究事項と視察に関する指示、作品批評、会経営に関しての指示
麹町丸ノ内一丁目　鉄道省国際観光局 外客を目標とする販売方面の指示および是に対しての作品の批評
東京京橋区京橋三丁目四
日本農民美術研究所東京出張所 一般的農民美術の販路に関する調査

明治神宮外苑　日本青年館 作品に関する世評・批評等
京橋区木挽町七丁目一〇　帝国工藝会 熊彫自体の向かうべき方向に関しての指示
牛込区河田町一九　蔵木平吉 アメリカ輸出についての販路交渉
府下　菅原三香堂 販売取引交渉
丸ノ内　報知新聞　副業係 全般に対する批評、販路に対する指示

横浜 平沼町一丁目四十七
帝国農会販売斡旋所 海外販売に関する調査、外客相手の販売方法についての考察

京都 栗山大膳堂 京都に於ける販路の調査、作品の批評

大阪

大阪市西区靭下通り一ノ六
北海道庁物産紹介所 大阪に於ける販路調査

泉北郡高石町羽衣五七〇　富民協会 一般的農民美術の販路・製作に関する調査
大阪市淀ヤ橋尚美堂　江藤嘉吉 販売取引交渉

神戸 販路調査
伊勢 各種土産品の調査

名古屋 販路調査
大屋 大屋　日本農民美術研究所 製作上の調査

表5　本州における八雲熊彫の販路・調査先一覧（昭和7年2月）

出典：「八雲」3195



北
海
道
八
雲
町
に
お
け
る
木
彫
り
熊
の
導
入
と
普
及
─
農
民
美
術
運
動
と
の
関
係
を
中
心
に

四
八

作
品
の
販
路
調
査
お
よ
び
販
売
斡
旋
に
つ
い
て
は
、
販
売
係
を
中
心
に
組
織
的
に
行

わ
れ
て
い
た
。
昭
和
七
年
に
は
表
5
の
と
お
り
柴
崎
重
行
が
本
州
各
地
の
専
門
家
や
販

売
店
を
訪
問
し
、
販
売
可
能
性
や
商
品
評
価
に
つ
い
て
調
査
を
行
っ
て
い
る
。
販
売
先

は
道
内
に
と
ど
ま
ら
ず
、
全
国
各
地
、
さ
ら
に
は
当
時
日
本
領
で
あ
っ
た
朝
鮮
半
島
の

三
越
百
貨
店
に
も
及
ん
で
お
り
、
八
雲
熊
彫
が
早
い
段
階
か
ら
広
域
流
通
の
対
象
と

な
っ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

研
究
会
の
作
品
受
入
と
販
売
、
評
価

同
研
究
会
に
お
け
る
八
雲
熊
彫
の
受
入
状
況
は
、
委
託
品
台
帳
に
加
え
、
昭
和
六
年

か
ら
同
十
九
年
ま
で
の
受
入
台
帳
と
、
そ
れ
を
会
員
ご
と
に
整
理
し
た
会
員
台
帳
に

よ
っ
て
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
同
九
年
を
除
き
会
員
台
帳
が
現
存
し
て
お
り
、
同

六
年
は
四
月
か
ら
十
二
月
ま
で
、
そ
れ
以
外
は
一
月
か
ら
十
二
月
ま
で
の
記
載
と
な
っ

て
い
る
が
、
同
五
年
二
月
か
ら
同
六
年
三
月
の
記
録
が
欠
落
し
て
い
る
ほ
か
、
記
載
の

誤
り
や
漏
れ
の
可
能
性
も
想
定
さ
れ
る
。

本
来
は
各
台
帳
を
照
合
し
精
査
し
た
う
え
で
提
示
す
べ
き
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
現

時
点
で
確
認
可
能
な
成
果
と
し
て
、
各
年
に
お
け
る
製
作
者
・
納
品
数（
製
作
数
）・
総

製
作
高
を
表
6
に
示
す
。
昭
和
二
年
か
ら
同
四
年
ま
で
は
委
託
品
台
帳
、
同
六
年
か
ら

同
八
年
お
よ
び
同
十
年
か
ら
同
十
九
年
ま
で
は
会
員
台
帳
を
基
礎
資
料
と
し
た
。
同
五

年
に
つ
い
て
は
委
託
品
台
帳
に
一
月
分
し
か
記
録
が
残
ら
な
い
た
め
、
北
海
道
札
幌
師

範
学
校
長
・
萱
場
今
朝
治
に
報
告
さ
れ
た
資
料
に
記
載
さ
れ
た
製
作
数
お
よ
び
製
作
高

を
引
用
し
た
。
同
九
年
は
会
員
台
帳
が
存
在
し
な
い
た
め
、
受
入
台
帳
を
集
計
し
た
。

こ
れ
ら
の
資
料
に
よ
れ
ば
、
昭
和
二
年
九
月
か
ら
同
十
九
年
ま
で
に
同
研
究
会
が
受

け
入
れ
た
作
品
数
は
七
万
二
千
九
百
十
点
に
及
び
、
製
作
高（
定
価
）の
総
額
は
十
二
万

九
千
九
百
九
円
五
十
銭
で
あ
っ
た
。
当
該
期
間
中
の
あ
る
一
年
に
お
け
る
製
作
者
数
は

最
大
二
十
名
で
あ
り
、
重
複
を
除
い
た
製
作
者
数
は
四
十
名
で
あ
る
。

昭
和
六
年
四
月
か
ら
同
十
九
年
ま
で
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
受
入
台
帳
に
受
け
入
れ

た
個
数
と
製
作
高
の
ほ
か
、
有
事
に
備
え
る
た
め
の
積
立
金
、
会
員
へ
の
製
品
代
の
支

払
い
に
あ
た
る
手
取
金
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
積
立
金
は
、
製
品
の
価
格
改
正
に
お
け

る
販
売
店
へ
の
差
額
補
填
や
、
同
研
究
会
に
お
け
る
棚
卸
時
の
製
品
不
足
に
対
す
る
原

価
補
填
な
ど
に
充
て
ら
れ
た
。
そ
の
額
は
会
則
第
十
三
条
の
通
り
同
六
年
ま
で
製
作
高

の
一
割
、
同
七
年
途
中
で
割
合
を
変
更
し
、
同
八
年
以
降
は
五
分
で
あ
っ
た
。
製
作
者

の
収
入
に
あ
た
る
手
取
金
は
、
製
作
高
の
約
五
割
で
あ
る
。

同
研
究
会
と
製
作
者
の
取
引
記
録
に
あ
た
る
受
入
台
帳
に
対
し
て
、
同
研
究
会
と
販

売
店
等
と
の
取
引
記
録
に
あ
た
る
の
が
払
出
台
帳
で
あ
り
、
受
入
台
帳
と
同
期
間
存
在

す
る
。
払
出
台
帳
は
当
該
年
度
に
お
け
る
卸
や
販
売
の
記
録
で
、
八
雲
熊
彫
の
種
類
と

個
数
、
単
価
と
販
売
高
に
加
え
、
販
売
実
額（
卸
値
）が
取
引
先
と
と
も
に
記
載
さ
れ
て

お
り
、
詳
細
に
検
討
す
れ
ば
販
売
の
実
情
を
復
元
で
き
る
が
、
本
論
で
は
全
体
像
を
掴

む
た
め
に
各
年
に
お
け
る
個
数
・
販
売
高
・
販
売
実
額
に
つ
い
て
、
受
入
の
記
録
と
と

も
に
表
7
に
提
示
す
る
。

こ
れ
ら
の
資
料
か
ら
、
同
研
究
会
は
製
作
者
か
ら
八
雲
熊
彫
を
受
け
入
れ
る
際
に
製

作
高
を
設
定
し
、
製
作
高
の
五
割
を
製
作
者
に
手
取
金
と
し
て
支
払
い
、
一
割（
昭
和

七
年
度
中
か
ら
は
五
分
）を
積
立
金
と
し
て
蓄
積
し
損
失
補
償
等
に
充
て
、
販
売
店
等
に

は
製
作
高
の
七
割
程
度
で
卸
や
委
託
で
販
売
を
行
う
方
式
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
し

た
。
各
年
度
の
決
算
書
を
み
る
と
、
昭
和
十
四
年
ま
で
は
毎
年
徳
川
農
場
か
ら
の
借
入

金
が
あ
っ
た
も
の
の
、
同
年
に
返
済
を
完
了
し
、
同
十
五
年
か
ら
は
自
己
資
金
の
み
で

運
営
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
同
研
究
会
の
事
務
職
員
は
徳
川
農
場
職
員
が
兼
務
し

て
い
る
と
は
い
え
、
農
場
か
ら
独
立
し
た
組
織
と
し
て
同
研
究
会
が
八
雲
熊
彫
の
製
作

と
流
通
を
組
織
的
に
担
っ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
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（
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）



北
海
道
八
雲
町
に
お
け
る
木
彫
り
熊
の
導
入
と
普
及
─
農
民
美
術
運
動
と
の
関
係
を
中
心
に

四
九

な
お
、
同
研
究
会
が
受
け
入
れ
た
八
雲
熊
彫
の
種
類
に
つ
い
て
は
、
昭
和
九
年
の
受

入
台
帳
を
集
計
す
る
と
、
二
級
品
を
除
い
た
受
入
点
数
の
上
位
は
、
立
熊（
這
い
熊
）四

千
九
百
十
一
点
、
鮭さ

け

負お
い

熊ぐ
ま

千
百
五
十
点
、
ス
キ
ー
熊
二
百
九
十
四
点
な
ど
で
あ
り
、
表

8
の
と
お
り
少
な
く
と
も
二
十
六
種
類
の
姿
が
製
作
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

同
研
究
会
は
木
彫
り
熊
を
道
内
に
と
ど
ま
ら
ず
全
国
お
よ
び
海
外
で
販
売
す
る
と
同

時
に
、
各
種
展
覧
会
へ
積
極
的
に
出
品
し
、
入
賞
や
評
価
を
獲
得
し
て
い
っ
た
。
残
存

す
る
賞
状
、
農
場
日
誌
、
同
研
究
会
の
経
歴
を
ま
と
め
た
文
書
等
か
ら
確
認
で
き
る
出

品
・
受
賞
の
一
覧
を
表
9
に
示
す
。
注
目
す
べ
き
は
、
副
業
品
を
対
象
と
す
る
展
覧
会

の
み
な
ら
ず
、
美
術
展
覧
会
に
も
出
品
し
、
入
選
を
果
た
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
昭
和

六
年
の
北
海
道
美
術
協
会
主
催
第
七
回
道
展
で
は
柴
崎
重
行
と
根ね

本も
と

勲い
さ
お（

一
九
〇
四
〜

八
三
）が
八
雲
熊
彫
を
出
品
し
て
入
選
し
、
翌
年
第
八
回
道
展
に
も
出
品
し
て
い
る
。
二

人
は
昭
和
十
年
頃
に
同
研
究
会
を
脱
会
す
る
も
の
の
、
戦
後
も
製
作
を
続
け
、
芸
術
家

と
し
て
知
ら
れ
る
存
在
と
な
っ
た
。

ま
た
、
同
研
究
会
は
皇
族
等
へ
の
献
上
を
行
っ
た
ほ
か
、
皇
族
が
来
道
し
、
八
雲
駅

を
通
過
す
る
際
に
は
、
ホ
ー
ム
に
八
雲
熊
彫
を
陳
列
し
て
台
覧
に
供
し
、
買
い
上
げ
が

行
わ
れ
た
事
例
も
確
認
さ
れ
る
。
そ
の
一
覧
を
表
10
に
示
す
。
こ
こ
に
製
作
者
名
が
残

る
人
物
の
ほ
と
ん
ど
は
製
作
数
が
多
く
、
号
を
持
つ
作
者
で
あ
り
、
同
研
究
会
内
に
お

け
る
評
価
の
高
い
製
作
者
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

八
雲
熊
彫
の
ブ
ラ
ン
ド
化

八
雲
熊
彫
が
高
い
評
価
を
受
け
各
地
で
販
売
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
他
地
域
に
お

い
て
も
木
彫
り
熊
の
製
作
・
販
売
が
盛
ん
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
状
況
を
受
け
、
同
研

究
会
は
昭
和
六
年
、
八
雲
産
で
あ
る
こ
と
を
示
す
マ
ー
ク
を
制
定
し
、
シ
ー
ル
や
焼
印

と
し
て
八
雲
熊
彫
の
足
裏
等
に
付
す
よ
う
に
な
っ
た（
挿
図
10
）。
当
初
は
熊
の
顔
の
輪

郭
内
に
「
や
く
も
」
と
記
し
た
マ
ー
ク
を
用
い
、
商
標
登
録
を
申
請
し
た
が
、「
や
く

も
」
と
い
う
文
字
は
産
地
表
示
に
す
ぎ
ず
、
識
別
標
識
と
し
て
不
適
切
で
あ
る
と
し
て

不
許
可
と
な
っ
た
。

そ
の
た
め
昭
和
七
年
に
は
、
熊
の
横
顔
の
下
に
「
八
雲
熊
彫
」
と
記
し
た
新
た
な

マ
ー
ク
を
作
成
し
、
商
標
登
録
を
申
請
、
同
八
年
十
二
月
に
登
録
さ
れ
て
い
る
。
一
方

で
、「
や
く
も
」
マ
ー
ク
は
登
録
不
許
可
後
も
引
き
続
き
使
用
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ

り
、
現
存
作
品
や
焼
き
ゴ
テ
か
ら
複
数
種
の
存
在
が
確
認
さ
れ
る
。
大
き
さ
や
文
字
表

記
の
差
異
の
理
由
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。

こ
の
焼
印
は
、
同
研
究
会
に
よ
る
審
査
を
経
て
合
格
し
た
作
品
に
押
さ
れ
た
と
さ

れ
、
同
研
究
会
関
係
書
類
に
も
「
製
作
品
は
評
価
を
受
け
マ
ー
ク
を
付
す
」
と
の
記
述

が
確
認
で
き
る
。
た
だ
し
、
現
存
す
る
八
雲
熊
彫
の
す
べ
て
に
焼
印
が
押
さ
れ
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
。
同
研
究
会
会
則
第
七
条
で
は
、
会
を
通
さ
な
い
販
売
を
禁
止
し
て
い

る
こ
と
か
ら
、
同
研
究
会
を
通
じ
て
販
売
さ
れ
た
作
品
に
マ
ー
ク
が
付
さ
れ
た
と
理
解

で
き
る
が
、
実
際
の
運
用
の
詳
細
に
つ
い
て
は
今
後
の
検
討
課
題
と
し
た
い
。

こ
の
ブ
ラ
ン
ド
化
と
広
報
活
動
の
一
環
と
し
て
、
ポ
ス
タ
ー
や
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
も
製

作
さ
れ
た（
挿
図
11
）。
こ
れ
ら
は
、
そ
れ
ま
で
例
の
な
か
っ
た
木
彫
り
熊
と
い
う
農
民

美
術
品
・
工
芸
品
・
土
産
品
を
広
く
周
知
す
る
目
的
で
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ポ

ス
タ
ー
に
用
い
ら
れ
た
仔
グ
マ
の
写
真
は
、
昭
和
三
年
四
月
四
日
に
農
場
内
の
白
樺
林

で
撮
影
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

木
彫
り
熊
の
造
形
と
展
開

八
雲
熊
彫
は
、
他
地
域
と
異
な
り
、
初
期
段
階
か
ら
擬
人
化
さ
れ
た
造
形
が
多
く
見

ら
れ
る
点
に
特
徴
が
あ
る
。
こ
れ
は
ス
イ
ス
か
ら
持
ち
込
ま
れ
た
木
彫
り
熊
の
中
に
、

糸
巻
を
持
つ
熊
な
ど
の
擬
人
化
表
現
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
の
影
響
も
考
え
ら
れ
る

（
70
）

（
71
）

（
72
）（
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）

（
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）

（
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）

（
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）

（
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）



製作者名 号（戦後も含む） 昭和2年
9月-12月 昭和3年 昭和4年 昭和5年 昭和6年

4月-12月 昭和7年 昭和8年 昭和9年 昭和10年 昭和11年 昭和12年 昭和13年 昭和14年 昭和15年 昭和16年 昭和17年 昭和18年 昭和19年 合計

伊藤政雄 81 28 109 
十倉金之 兼行、兼 63 87 292 （28） 224 225 342 680 505 551 470 525 330 389 455 162 5,300 
川口鈴太郎 187 213 607 580 567 574 702 346 179 3,955 
柴崎重行 志化雪、志化、志 112 139 201 137 6 21 474 1,090 
猪子豊 144 179 （9） 350 477 410 449 352 517 539 585 217 54 143 96 134 4,646 
中里伊三郎 朴瑩、自寛 8 193 288 238 303 548 494 437 438 589 487 471 317 463 168 5,442 
吉田千太郎 141 271 （98） 441 285 70 14 1,222 
前田鈴 28 （2） 28 
加藤義一 36 20 56 
林重春 13 13 
井上光彦 20 20 
臼田賢治 30 30 
柴田作治 36 36 
兒玉清 10 10 
梶田正則 11 11 
宮田勝藏 3 67 70 
伊藤武雄 2 157 23 182 
伊藤庄七 3 60 399 237 213 171 59 46 1,188 
熊沢清三郎 1 1 
三輪房吉 18 20 38 
佐藤鍬次郎 35 35 
古田慶三 65 （45） 62 250 279 79 68 803 
茂木多喜治 北雪 110 310 481 658 517 482 301 538 967 848 687 769 624 320 7,612 
若山万之助 昇雲 240 262 235 424 444 589 825 635 1,369 1,163 964 438 7,588 
柴崎武司 他化志、他化 303 292 290 342 334 640 286 181 102 145 53 10 2,978 
引間道雄 302 361 373 550 415 548 480 153 219 12 51 3,464 
根本勲 俺、ore、樵、土龍 28 15 8 51 
藤本正文 392 392 
池端勇五郎 126 126 
大村金次郎 35 35 
江口愛次 光山 364 522 799 722 847 800 1,022 1,014 1,089 787 765 388 9,119 
早川惣三郎 雪洲、牛歩 88 439 572 581 714 616 754 765 7 194 374 5,104 
柳瀬政博 正弘 272 180 348 341 261 354 353 93 2,202 
井平作松 41 136 7 187 206 250 371 74 1,272 
大内春光 龍雲 189 337 513 499 675 473 1 2,687 
林寅吉 199 35 234 
庄司久蔵 107 107 
吉田広 750 490 1,240 
臼淵太助 92 137 229 
臼田隆明 25 475 340 24 864 
共同製作 33 256 147 147 149 49 48 28 857 
製作数（個） 63 971 1,612 （2,464） 3892 5,347 5,383 6,923 6,442 6,989 6,105 5,706 5,637 5,431 4,258 3,689 1,654 344 72,910 
製作者数（人） 1 20 12 （5） 18 20 17 17 16 15 14 11 11 12 12 10 5 2 40 
製作高（円） 152.500 1,065.000 3,345.200 （5,936.170） 5284.500 8,540.600 10,821.000 12,395.000 11,987.300 11,516.400 10,434.950 7,786.700 9,318.800 9,715.500 9,636.680 7,059.200 4,154.300 759.700 129,909.500 
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4月-12月 昭和7年 昭和8年 昭和9年 昭和10年 昭和11年 昭和12年 昭和13年 昭和14年 昭和15年 昭和16年 昭和17年 昭和18年 昭和19年 合計

伊藤政雄 81 28 109 
十倉金之 兼行、兼 63 87 292 （28） 224 225 342 680 505 551 470 525 330 389 455 162 5,300 
川口鈴太郎 187 213 607 580 567 574 702 346 179 3,955 
柴崎重行 志化雪、志化、志 112 139 201 137 6 21 474 1,090 
猪子豊 144 179 （9） 350 477 410 449 352 517 539 585 217 54 143 96 134 4,646 
中里伊三郎 朴瑩、自寛 8 193 288 238 303 548 494 437 438 589 487 471 317 463 168 5,442 
吉田千太郎 141 271 （98） 441 285 70 14 1,222 
前田鈴 28 （2） 28 
加藤義一 36 20 56 
林重春 13 13 
井上光彦 20 20 
臼田賢治 30 30 
柴田作治 36 36 
兒玉清 10 10 
梶田正則 11 11 
宮田勝藏 3 67 70 
伊藤武雄 2 157 23 182 
伊藤庄七 3 60 399 237 213 171 59 46 1,188 
熊沢清三郎 1 1 
三輪房吉 18 20 38 
佐藤鍬次郎 35 35 
古田慶三 65 （45） 62 250 279 79 68 803 
茂木多喜治 北雪 110 310 481 658 517 482 301 538 967 848 687 769 624 320 7,612 
若山万之助 昇雲 240 262 235 424 444 589 825 635 1,369 1,163 964 438 7,588 
柴崎武司 他化志、他化 303 292 290 342 334 640 286 181 102 145 53 10 2,978 
引間道雄 302 361 373 550 415 548 480 153 219 12 51 3,464 
根本勲 俺、ore、樵、土龍 28 15 8 51 
藤本正文 392 392 
池端勇五郎 126 126 
大村金次郎 35 35 
江口愛次 光山 364 522 799 722 847 800 1,022 1,014 1,089 787 765 388 9,119 
早川惣三郎 雪洲、牛歩 88 439 572 581 714 616 754 765 7 194 374 5,104 
柳瀬政博 正弘 272 180 348 341 261 354 353 93 2,202 
井平作松 41 136 7 187 206 250 371 74 1,272 
大内春光 龍雲 189 337 513 499 675 473 1 2,687 
林寅吉 199 35 234 
庄司久蔵 107 107 
吉田広 750 490 1,240 
臼淵太助 92 137 229 
臼田隆明 25 475 340 24 864 
共同製作 33 256 147 147 149 49 48 28 857 
製作数（個） 63 971 1,612 （2,464） 3892 5,347 5,383 6,923 6,442 6,989 6,105 5,706 5,637 5,431 4,258 3,689 1,654 344 72,910 
製作者数（人） 1 20 12 （5） 18 20 17 17 16 15 14 11 11 12 12 10 5 2 40 
製作高（円） 152.500 1,065.000 3,345.200 （5,936.170） 5284.500 8,540.600 10,821.000 12,395.000 11,987.300 11,516.400 10,434.950 7,786.700 9,318.800 9,715.500 9,636.680 7,059.200 4,154.300 759.700 129,909.500 

表6　製作者・受入作品数・製作高一覧（昭和2年〜同19年）

※金額は当時の通貨単位による。小数点以下は円未満（銭・厘）を示すものであり、桁区切りではない。
※昭和5年度の合計と製作高は「八雲」3195からの引用で、製作個数と製作者数は「八雲」3300に記載があった1月の数字である。

昭和6年1月～ 3月の記録は確認できていない。昭和6年３月末時点の在庫は2,556個、製作高3,042円89銭である。
※八雲熊彫の製作者は号を持ち、作品の足の裏などに銘として刻むことがある。判明している号を示した。「イ」「美山」など、

本名が判明していない号も存在する。
※柴崎重行にはいくつか名前があり、誉之は同一人物であるため、表では重行に合算している（長男宏明氏のご教示による）。
※早川惣三郎の号には他に「歩兵」があると遺族からご教示いただいたが、1点も作品が見つからないため、表から除いている。
※製作者数の合計欄40人は、重複を除いた製作者数である。
出典：「八雲」3195、3228 ～ 3239、3300。
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二

年度 納入
会員数（人）

受入 精算 払出 販売

個数（個） 製作高（円） 積立金（円） 手取金（円） 個数（個） 金額（円）
［販売高］

売価（円）
［販売実額］

昭和6年3月残 2,556 3,042.890 
昭和6年4〜12月 18 3,891 5,284.500 528.450 2,378.022 4,146 5,456.900 4,299.190 
昭和7年 20 5,347 8,540.600 597.670 4,099.660 5,117 8,153.450 5,851.807 
昭和8年 17 5,383 10,821.000 541.050 5,410.500 5,104 9,165.260 6,509.545 
昭和9年 16 6,919 12,395.500 619.775 6,197.750 6,192 10,751.650 7,780.315 
昭和10年 16 6,442 11,987.300 599.365 5,757.210 5,705 10,132.650 7,481.910 
昭和11年 16 6,989 11,516.400 563.745 5,566.605 6,316 10,024.450 7,276.770 
昭和12年 14 6,105 10,434.950 521.7475 5,118.930 4,768 7,554.150 5,401.675 
昭和13年 11 5,646 7,786.700 365.345 3,789.950 5,835 8,435.000 6,024.320 
昭和14年 11 5,637 9,318.800 465.590 4,385.045 5,752 9,624.350 6,939.130 
昭和15年 11 5,431 9,715.500 485.775 4,612.030 4,937 8,936.050 6,461.260 
昭和16年 12 4,258 9,636.680 481.834 4,807.070 3,996 8,729.250 6,220.960 
昭和17年 10 3,689 7,059.200 352.960 3,552.100 3,395 6,683.000 4,756.160 
昭和18年 5 1,663 4,154.300 207.720 2,114.200 1,630 4,076.400 2,931.870 
昭和19年 2 344 759.700 37.985 379.850 872 2,227.300 1,606.850 
合計 70,300 122,454.020 6,369.0115 58,168.9215 63,765 109,949.860 79,541.762 

表7　八雲熊彫の受入・払出記録（昭和6年〜同19年）

※「昭和6年3月残」は、昭和2年9月から昭和6年3月までに受入れしたが払出しされなかった在庫である。
出典：「八雲」3257、3260、3262、3264、3265、3268、3270、3272、3274 ～ 3276

種類 個数（個） 種類 個数（個）
立熊 4,911 ペン軸 14 
立熊（二級） 74 ブックエンド 11 
鮭負 1,150 プロチン 9 
鮭負（二級） 4 パイプ掛 6 
スキー熊 294 マッチ台 5 
スキー熊（二級） 1 筆立 4 
パイプ 134 置時計 3 
マスク 61 台付熊 3 
座熊 50 刻煙草入 2 
親子熊（子連熊） 41 時計台 2 
子熊 34 楊枝立 2 
インクスタンド 30 煙草函 1
灰皿 28 特殊型 3 
ステッキ 20 取合 7 
ネクタイ掛 19 合計 6,923 

表8　昭和9年受入の八雲熊彫の種類と個数

出典：「八雲」3265
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三

年（西暦） 月日 品評会名 出品物 受賞 製作者 主催者
大正14年
（1925） 全国副業展覧会 熊　木工品 二等 伊藤政雄 日本産業協会

昭和2年
（1927） 9月7日 北海道奥羽六県連合副業共進

会 彫刻熊 一等賞 伊藤政雄 秋田県

昭和3年
（1928） 7月20日 全国農村手工藝展覧会 熊彫ペーパーナイフ 賞状 国民新聞社

昭和4年
（1929） 3月23日 第二回青年創作副業品展覧会 立熊、ペーパーナイ

フ 賞状（優良） 大日本聨合青年団

昭和5年
（1930）

3月23日 第三回青年創作副業品展覧会 木彫熊 賞状（優良） 大日本聨合青年団
9月 観光土産品展覧会 木彫熊（這い熊） 選外佳作 柴崎重行 帝国工藝会

昭和6年
（1931）

5月1日 第三回全国農民藝術品展覧会 木彫熊 銀牌 富民協会
8月 国産振興北海道拓殖博覧会 熊彫か 道産有功賞 北海道庁

9月26日 第七回道展
熊 入選 柴崎重行

北海道美術協会
熊 入選 根本勲

昭和7年
（1932）

4月10日 第五回青年創作副業品展覧会 壁掛熊マスク 銅牌 大日本聨合青年団
5月7日 第四回全国農民藝術展 ステッキ握り 銅牌 若山万之助 富民協会

昭和8年
（1933）

4月16日 第六回青年創作副業品展覧会 熊時計台 作品優良 大日本聨合青年団

9月24日 北海道工芸試作品展示会

熊付パイプ掛け 特選賞

北海道庁
鮭負熊 佳作賞
置時計仔熊連 佳作賞
熊付置時計 佳作賞

昭和9年
（1934） 4月16日 第七回青年創作副業品展覧会 熊ブックエンド及ネ

クタイ掛
賞状

（優良ニ付） 大日本聨合青年団

昭和10年
（1935）

8月21日 北海道工業振興共進会 熊彫 道産有功賞 北海道庁

8月30日 第三回北海道工芸試作品展示
会 木彫ブックエンド 三等賞 北海道庁

昭和11年
（1936）

6月8日 日満産業大博覧会 熊彫 記念状
（優秀ナル出品） 富山市

8月20日 第七回東北・北海道工芸品競
技展覧会 ヴァイオリン弾熊 賞状 第七回東北・北海道

工芸品競技展覧会

10月10日 天覧 木彫り熊 記念状（天覧） 中里伊三郎、
茂木多喜治

昭和12年
（1937） 8月20日 北海道大博覧会 揚子差 褒賞 早川惣三郎 小樽市

昭和13年
（1938）

5月30日 地方工産特選品展覧会 木彫品 入選 社団法人農村工業協
会

9月17日 第九回東北・北海道工芸品展
覧会 糸巻熊 三等賞 東北北海道工藝協会

昭和15年
（1940） 9月3日 興亜観光物産品展覧会 木彫熊 優良観光土産品

表9　八雲熊彫の入賞などの記録

※記載の文言は出典による。
出典：「八雲」237、345、348、3195、3224、3334。『帝国工藝』4巻12号。
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四

年（西暦） 月日 相手 内容
昭和3年（1928） 2月21日 秩父宮 スキー熊（川口鈴太郎作）を義親が献上。

昭和6年（1931）
7月10日

閑院宮

ステッキ立て大熊（柴崎重行作）を旭川にて在郷軍人会連合会北海道
支部（旭川市）より献上。

8月 札幌で開催の北海道拓殖博覧会において北海道土産として立熊十数
点を買い上げ。

昭和7年（1932）

8月20日

澄宮

函館において渡島支庁長から台付熊七寸柴崎武司作、台付熊七寸茂
木多喜治作（予備）を献上。

8月 札幌において販売しているものを北海道土産として買い上げ。

8月29日 退道で八雲駅通過の際、駅ホームに熊彫を陳列し台覧。熊彫（茂木多
喜治作）を献上、壁掛（柴崎重行作）と煙草盆（宮田勝蔵作）を買い上げ。

昭和8年（1933）

4月19日 皇后宮職 第六回青年副業創作展覧会出品中の木彫熊一個を買い上げ。
5月16日

閑院宮春仁王・妃

函館において渡島支庁長から熊彫二個（茂木多喜治作）を献上。
5月17日 八雲駅通過の際、駅ホームに熊彫を陳列し台覧。
5月18日 熊彫二個献上の連絡が渡島支庁長よりあり。

6月4日 樺太視察から退道で八雲駅通過の際、駅ホームに檻を設けて農場で
飼育している子熊二頭を台覧。

6月29日
李王垠

八雲駅通過の際、駅ホームに熊彫を陳列し台覧。

7月12日 渡島支庁長の依頼で管内名産品として熊彫一個（茂木多喜治作）を献
上。奨励の思いで御菓子料三円を下賜。

8月14日
東伏見宮大妃

愛国婦人会北海道支部大会隣席後、退道で八雲駅通過の際、駅ホー
ムに熊彫などを陳列し台覧。時計台（中里伊三郎作）とインクスタン
ド（若山万之助作）を買い上げ。

8月14日 函館において渡島支庁長から管内名産品として鮭負熊（中里伊三郎
作）を献上。

8月14日 愛国婦人会長　本野久子
（随行） 函館にて鮭負熊二個を買い上げ。

8月17日 伏見宮博英王 八雲駅通過の際、駅ホームに熊彫を陳列し台覧。

昭和9年（1934）

4月 皇后宮職 第七回青年創作副業品展覧会出品中の熊のブックエンドと熊のブ
ロッテイングを買い上げ。

4月14日 北白川宮 来道に際し立熊（猪子豊作）を献上。

5月 皇太子 全道東本願寺派仏教婦人会より端午の節句のお祝い品として親子熊
（中里伊三郎作）を献上。

7月 梨本宮 大日本山林会大会で来道の際に親子熊（中里伊三郎作）を献上。

昭和11年（1936）
6月 皇后宮職 第八回青年創作副業品展覧会出品中の鮭負熊を買い上げ。会場にお

いて柴崎武司が実演を披露。

10月10日 昭和天皇 陸軍特別大演習と地方行幸の際に木彫熊二個（中里伊三郎、控品茂木
多喜治）を天覧。記念状を受ける。

昭和12年（1937） 7月26日 皇太后 名古屋美術館（徳川美術館か）へ行啓の際、熊彫七点献上した旨が本
邸から通知。

昭和13年（1938）
5月17日 賀陽宮妃 退道の際、町長が列車に熊彫九点を携行し台覧に供したところ、全

て買い上げ。
11月12日 伊藤次郎左衛門（松坂屋） 還暦祝いとして贈呈用の親子熊を本邸へ発送。

表10　陳列・台覧・献上など一覧

出典：「八雲」344，350，354，3195、3224。註（71）木村（2020年）論文。
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挿図11　八雲熊彫ポスターとリーフレットの一部（八雲町郷土資料館蔵）



北
海
道
八
雲
町
に
お
け
る
木
彫
り
熊
の
導
入
と
普
及
─
農
民
美
術
運
動
と
の
関
係
を
中
心
に

五
六

挿図12　スイスと八雲の木彫り熊比較
（個人蔵及び八雲町郷土資料館蔵）

が
、
同
研
究
会
内
で
の
評
価
や
外
部
か
ら
の
指
摘
を
踏
ま
え
た
意
図
的
な
造
形
展
開
の

結
果
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

ス
イ
ス
の
木
彫
り
熊
は
実
物
が
参
照
さ
れ
て
お
り
、
挿
図
12
に
示
す
よ
う
に
造
形
的

な
類
似
性
が
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
八
雲
で
は
、
か
ご
を
モ
ッ
コ
に
置
き
換
え
る
、
横

笛
を
ト
ウ
キ
ビ
に
替
え
る
な
ど
の
ロ
ー
カ
ラ
イ
ズ
が
施
さ
れ
て
い
る
。
義
親
に
よ
る
品

評
や
、
大
正
十
五
年
開
催
の
陳
列
会
に
お
け
る
審
査
員
か
ら
の
助
言
を
受
け
、
昭
和
三

年
に
は
三
十
四
種
類
も
の
姿
が
製
作
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
ま
た
、
八
雲

出
身
の
漫
画
家
に
依
頼
し
、
開
墾
風
景
や
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
、
侍
な
ど
を
題
材
と
し
た
造

形
案
が
描
か
れ
て
い
た
こ
と
も
記
録
に
残
る
。

擬
人
化
表
現
の
中
で
も
戦
前
に
多
く
製
作
さ
れ
た
の
が
鮭
を
背
負
っ
た
「
鮭
負
熊
」

で
あ
る
。
記
録
上
の
初
出
は
、
昭
和
三
年
五
月
三
十
一
日
に
十
倉
金
之
が
納
品
し
た
作

例
で
あ
り
、
昭
和
九
年
に
は
千
百
五
十
体
が
確
認
さ
れ
る
。
鮭
負
熊
が
多
く
作
ら
れ
た

背
景
に
は
、
当
時
の
教
科
書
に
熊
が
鮭
を
担
ぐ
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
掲
載
さ
れ
て
い
た
こ
と

（
78
）

（
79
）

（
80
）

と
の
関
連
が
想
定
さ
れ
る
。

こ
の
鮭
負
熊
と
、
戦
後
に
他
地
域
で
定
番
化
し
た
鮭
を
咥
え
た
姿
の
鮭さ

け

喰く
い

熊ぐ
ま

に
つ
い

て
、
相
川
延
介
は
旭
川
市
近ち

か

文ぶ
み

の
創
作
と
す
る
が
、
近
文
に
お
け
る
木
彫
り
熊
の
造
形

変
化
は
昭
和
四
年
か
ら
同
六
年
頃
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
当
初
は
這
い
熊
が
主
で
あ
っ

た
と
さ
れ
る
点
を
踏
ま
え
る
と
、
少
な
く
と
も
鮭
負
熊
に
つ
い
て
は
八
雲
で
戦
前
に
成

立
し
定
番
化
し
た
可
能
性
が
高
い
。
一
方
、
鮭
喰
熊
は
戦
後
に
大
流
行
し
た
造
形
で
あ

り
、
管
見
の
限
り
、
明
確
に
戦
前
の
製
作
と
断
定
で
き
る
作
例
は
確
認
さ
れ
な
い
。
八

雲
に
お
け
る
記
録
と
し
て
、
昭
和
七
年
に
旭
川
の
冨
貴
堂
か
ら
同
研
究
会
へ
寄
せ
ら
れ

た
注
文
に
み
え
る
「
熊
の
鮭
取
り
」
や
、
同
九
年
の
卸
記
録
に
み
え
る
「
食
熊
」
が
あ

る
が
、
鮭
を
咥
え
た
姿
か
否
か
は
判
然
と
し
な
い
。

相
川
は
木
彫
り
熊
の
形
態
を
「
這
熊
」
な
ど
六
類
型
に
整
理
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は

戦
後
に
お
け
る
八
雲
以
外
の
地
域
の
状
況
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
り
、
戦
前
の
道
内
全

体
や
、
戦
前
・
戦
後
を
通
じ
た
八
雲
の
実
態
を
十
分
に
反
映
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い

点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

五　

八
雲
熊
彫
の
各
地
で
の
評
価
と
「
木
彫
り
熊
」
と
い
う
概
念
の
形
成

観
光
土
産
品
展
覧
会
（
昭
和
五
年
）
に
お
け
る
評
価

戦
前
期
に
お
け
る
八
雲
熊
彫
が
、
道
外
に
お
い
て
い
か
な
る
評
価
を
受
け
て
い
た
の

か
を
検
討
す
る
た
め
、
ま
ず
昭
和
五
年（
一
九
三
〇
）九
月
十
二
日
か
ら
十
七
日
に
か
け

て
東
京
日
本
橋
三
越
四
階
で
開
催
さ
れ
た
、
帝
国
工
藝
会
主
催
「
観
光
土
産
品
展
覧

会
」
を
と
り
あ
げ
る
。
同
展
覧
会
で
は
、
八
雲
熊
彫
が
「
選
外
佳
作
」
を
受
賞
し
て
お

り
、
そ
の
評
価
基
準
お
よ
び
論
評
は
雑
誌
『
帝
国
工
藝
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

同
展
覧
会
へ
の
出
展
数
は
五
千
点
以
上
あ
っ
た
が
優
良
賞
に
該
当
す
る
も
の
は
な

（
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）

（
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）

（
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）

（
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）

（
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）

（
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）
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五
七

く
、
進
歩
賞
四
名
、
佳
作
十
一
名
、
選
外
佳
作
十
三
名
で
あ
っ
た
。
選
外
佳
作
と
は
、

「
多
少
の
改
良
を
加
ふ
れ
ば
国
際
的
土
産
品
た
る
見
込
あ
り
と
認
む
る
も
の
、
又
は
其

見
込
な
し
と
す
る
も
内
地
土
産
品
と
し
て
適
当
な
る
も
の
」
と
定
義
さ
れ
て
お
り
、
八

雲
熊
彫
は
、
輸
出
向
け
土
産
品
と
し
て
の
完
成
度
に
は
な
お
課
題
が
あ
る
も
の
の
、
国

内
観
光
土
産
品
と
し
て
の
可
能
性
を
認
め
ら
れ
た
位
置
付
け
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か

る
。
受
賞
作
品
は
『
帝
国
工
藝
』
に
写
真
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
う
ち
毛
彫
り
の
這

い
熊
は
柴
崎
重
行
の
作
で
あ
る
。

こ
の
作
品
を
見
た
根
本
勲
は
、「
熊
で
は
あ
る
け
れ
ど
山
岳
を
感
じ
さ
せ
る
」
と
評

し
、
こ
れ
を
契
機
と
し
て
八
雲
を
訪
れ
柴
崎
と
交
流
を
深
め
た
と
さ
れ
る
。
根
本
は
の

ち
に
芸
術
家
と
し
て
活
動
を
展
開
し
、
昭
和
四
十
五
年
に
函
館
市
文
化
賞
を
受
賞
し
て

お
り
、
本
事
例
は
八
雲
熊
彫
が
単
な
る
副
業
的
工
芸
品
に
と
ど
ま
ら
ず
、
美
術
的
感
受

性
を
有
す
る
製
作
者
に
影
響
を
与
え
た
一
例
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。

展
覧
会
後
、『
帝
国
工
藝
』
誌
上
で
は
出
品
作
品
に
対
す
る
論
評
が
継
続
的
に
掲
載

さ
れ
、
そ
の
中
で
八
雲
熊
彫
は
、「
未
だ
一
般
に
は
広
く
知
ら
れ
て
い
な
い
が
、
日
本

の
観
光
土
産
品
と
し
て
需
要
を
喚
起
し
う
る
存
在
」
と
し
て
言
及
さ
れ
て
い
る
。
と
り

わ
け
、
徳
川
義
親
の
経
営
す
る
徳
川
農
場
内
で
の
製
作
体
制
や
、
飼
育
し
て
い
る
熊
を

モ
デ
ル
と
し
た
点
が
紹
介
さ
れ
、
熊
の
表
情
や
姿
態
の
自
然
さ
が
高
く
評
価
さ
れ
て
い

る
。
一
方
で
、
ア
イ
ヌ
の
一
刀
彫
を
応
用
し
た
も
の
と
す
る
記
述
が
見
ら
れ
る
が
、
こ

れ
は
技
法
上
の
差
異
を
十
分
に
踏
ま
え
た
も
の
と
は
言
い
難
く
、
当
時
の
外
部
評
価
に

お
け
る
理
解
の
限
界
も
併
せ
て
示
し
て
い
る
。

評
価
全
体
と
し
て
は
、
美
術
的
完
成
度
に
対
し
て
肯
定
的
な
評
価
が
与
え
ら
れ
る
一

方
、
価
格
が
高
い
点
が
課
題
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
八
雲
熊
彫
が
「
優
れ
た
造
形

性
を
持
つ
が
高
価
な
土
産
品
」と
し
て
受
容
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
な
お
、

同
展
覧
会
に
お
い
て
は
輸
出
向
け
作
品
と
し
て
の
評
価
に
は
至
ら
な
か
っ
た
も
の
の
、

（
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）

（
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）

（
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）
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こ
れ
に
先
立
つ
昭
和
五
年
三
月
に
は
、
八
雲
町
役
場
か
ら
、
外
務
省
の
紹
介
に
よ
り
チ

リ
大
使
館
を
経
て
チ
リ
へ
と
八
雲
熊
彫
を
輸
出
見
本
と
し
て
送
付
す
る
こ
と
と
な
っ
た

こ
と
を
知
ら
せ
る
手
紙
が
あ
り
、
八
雲
熊
彫
が
早
く
か
ら
国
際
市
場
を
視
野
に
入
れ
た

対
象
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
点
は
注
目
さ
れ
る
。

第
一
回
北
海
道
み
や
げ
品
展
覧
会
（
昭
和
六
年
）
に
お
け
る
評
価

続
い
て
、
昭
和
六
年
二
月
に
開
催
さ
れ
た
第
一
回
北
海
道
み
や
げ
品
展
覧
会
に
お
け

る
評
価
を
検
討
す
る
。
同
展
覧
会
の
会
誌
は
同
年
三
月
に
刊
行
さ
れ
て
お
り
、
出
品
作

品
は
甲
か
ら
丁
ま
で
の
四
段
階
で
評
価
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
摘
要
が
付
さ
れ
て
い
る
。

八
雲
熊
彫
は
総
評
と
し
て
甲
に
分
類
さ
れ
、「
農
民
美
術
ト
シ
テ
余
リ
ニ
繊
細
ナ
リ

　

但
シ
北
海
道
み
や
げ
ト
シ
テ
面
白
シ
」
と
評
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
評
価
は
、
八
雲
熊

彫
が
農
民
美
術
に
期
待
さ
れ
る
素
朴
さ
や
簡
潔
さ
よ
り
も
、
毛
並
み
を
細
か
く
彫
り
込

む
な
ど
繊
細
な
表
現
を
特
徴
と
し
て
い
た
点
に
対
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
一
方
で
、

「
北
海
道
み
や
げ
」
と
し
て
の
魅
力
は
明
確
に
認
め
ら
れ
て
お
り
、
観
光
土
産
品
と
し

て
の
評
価
軸
に
お
い
て
は
高
く
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た
、
価
格
に
つ
い
て
は
乙
評
価
で
「
高
価
で
一
般
的
で
な
い
」
と
の
指
摘
が
な
さ

れ
て
お
り
、
前
年
の
観
光
土
産
品
展
覧
会
に
お
け
る
評
価
と
同
様
、
価
格
の
高
さ
が
普

及
の
障
壁
と
し
て
繰
り
返
し
問
題
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
こ
の
点
は
、

八
雲
熊
彫
が
量
産
的
土
産
品
と
い
う
よ
り
も
、
一
定
の
完
成
度
と
価
値
を
備
え
た
工
芸

品
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
の
裏
返
し
と
も
解
釈
で
き
よ
う
。

な
お
、
同
展
覧
会
に
は
旭
川
か
ら
神
崎
治
郎
右
衛
門
が
、
白
老
か
ら
は
田
邊
松
太
郎

が
ア
イ
ヌ
細
工
を
出
品
し
て
い
る
。
具
体
的
な
作
品
は
不
明
で
あ
る
が
、
両
者
は
い
ず

れ
も
総
評
乙
と
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
白
老
の
木
彫
り
熊
に
つ
い
て
は
、
田
邊
忍

の
田
邊
真
正
堂
が
八
雲
熊
彫
を
参
考
に
地
元
の
ア
イ
ヌ
に
製
作
を
広
め
た
こ
と
が
起
源
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五
八

と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
年
の
八
月
に
田
邊
真
正
堂
か
ら
同
研
究
会
に
熊
彫
を
求
め
る
書

簡
が
届
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
同
展
覧
会
を
通
じ
て
八
雲
熊
彫
の
存
在
が
認
識
さ
れ
、

「
木
彫
り
熊
」
と
い
う
概
念
が
他
地
域
へ
波
及
し
て
い
っ
た
可
能
性
を
指
摘
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

第
四
回
青
年
創
作
副
業
品
展
（
昭
和
六
年
）
に
お
け
る
評
価

昭
和
六
年
に
開
催
さ
れ
た
第
四
回
青
年
創
作
副
業
品
展
に
つ
い
て
は
、『
帝
国
工
藝
』

誌
上
に
お
い
て
三
村
鐘
三
郎
が
品
評
を
行
っ
て
い
る
。
三
村
は
木
工
品
全
般
に
言
及
す

る
な
か
で
、「
北
海
道
の
熊
は
好
く
出
来
て
い
る
が
瑞
西
製
に
比
す
る
と
未
だ
遜
色
が

あ
る
」
と
述
べ
て
お
り
、
同
展
に
お
い
て
八
雲
熊
彫
は
受
賞
に
は
至
ら
な
か
っ
た
も
の

の
言
及
さ
れ
て
い
る
点
は
注
目
さ
れ
る
。
一
方
、
三
村
の
論
評
は
全
体
と
し
て
農
民
美

術
に
対
し
て
厳
し
く
、
彫
刻
家
に
よ
る
作
品
は
評
価
し
つ
つ
も
、
講
習
の
み
を
受
け
た

製
作
者
の
作
品
に
つ
い
て
は
技
巧
的
魅
力
に
乏
し
い
と
し
、
講
習
中
心
の
方
法
に
よ
っ

て
地
方
の
農
民
美
術
を
振
興
す
る
こ
と
の
限
界
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
評
価
は
、
八

雲
熊
彫
そ
の
も
の
と
い
う
よ
り
も
、
農
民
美
術
運
動
全
体
に
対
す
る
当
時
の
批
評
的
視

線
を
反
映
し
た
も
の
と
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

こ
こ
で
は
、
八
雲
熊
彫
は
一
定
の
完
成
度
を
認
め
ら
れ
つ
つ
も
、
国
際
的
工
芸
品
と

の
比
較
に
お
い
て
は
未
成
熟
と
さ
れ
、
ま
た
農
民
美
術
と
い
う
枠
組
み
自
体
が
再
検
討

を
迫
ら
れ
る
段
階
に
入
っ
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

第
六
回
青
年
創
作
副
業
品
展
覧
会
（
昭
和
八
年
）
に
お
け
る
評
価

昭
和
八
年
に
開
催
さ
れ
た
第
六
回
青
年
創
作
副
業
品
展
覧
会
に
つ
い
て
は
、
日
本
青

年
新
聞
に
掲
載
さ
れ
た
品
評
が
確
認
さ
れ
て
い
る
が
、
現
物
は
未
見
の
た
め
、
木
村
に

よ
る
整
理
さ
れ
た
引
用
成
果
を
も
と
に
検
討
す
る
。

同
品
評
で
は
、
同
研
究
会
を
中
心
と
し
た
北
海
道
の
熊
彫
に
つ
い
て
、「
非
常
に
精

巧
な
も
の
を
製
造
」
し
て
お
り
、
従
来
か
ら
の
評
価
に
加
え
、
技
術
の
熟
達
が
一
層
進

ん
だ
結
果
、「
頗
る
優
秀
な
物
が
多
数
出
品
さ
れ
た
」
と
高
く
評
価
し
て
い
る
点
が
注

目
さ
れ
る
。
特
に
同
展
覧
会
で
は
熊
彫
が
単
な
る
置
物
に
と
ど
ま
ら
ず
、
時
計
台
・
灰

皿
・
吸
取
紙
の
摑
み
な
ど
、
実
用
品
へ
応
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
評
価
さ
れ
て
お
り
、

装
飾
性
と
実
用
性
の
両
立
を
志
向
す
る
姿
勢
が
肯
定
的
に
受
け
止
め
ら
れ
て
い
る
。

一
方
で
、
熊
そ
の
も
の
の
出
来
は
良
好
で
あ
る
も
の
の
、
実
用
品
と
し
て
の
全
体
的

な
造
形
に
お
い
て
調
和
を
欠
く
例
も
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
今
後
は
装
飾
と
実
用

の
融
合
を
さ
ら
に
洗
練
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
結
論
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
評
価

は
、
八
雲
熊
彫
が
技
術
的
完
成
度
の
段
階
を
越
え
、
造
形
と
機
能
の
統
合
と
い
う
次
の

課
題
に
直
面
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
熊
彫
を
実
用
品
へ
応

用
す
る
試
み
自
体
は
そ
れ
以
前
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
が
、
同
展
覧
会
へ
の
本
格
的
な
出

品
と
そ
れ
に
対
す
る
評
価
が
、
こ
の
段
階
で
初
め
て
明
確
に
記
録
さ
れ
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。

な
お
、
木
村
の
整
理
で
は
第
三
回
以
前
の
入
賞
記
録
が
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
同

研
究
会
に
残
さ
れ
た
賞
状
写
し
に
よ
れ
ば
、
第
二
回
お
よ
び
第
三
回
に
お
い
て
入
賞
し

て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る（
前
掲
表
9
）。

『
農
村
副
業
の
要
決
』（
昭
和
十
一
年
）
に
み
る
全
国
的
評
価

昭
和
十
一
年
一
月
刊
行
の
『
農
村
副
業
の
要
決
』
に
は
、
口
絵
と
し
て
八
雲
熊
彫
お

よ
び
製
作
風
景
の
写
真
が
掲
載
さ
れ
、
解
説
が
付
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
木
彫
り

熊
が
「
所
謂
農
民
美
術
系
統
の
作
品
」
の
代
表
例
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
、
材
料
や
製

作
の
起
源
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。

同
書
で
は
、
八
雲
熊
彫
が
大
正
十
三
年（
一
九
二
四
）に
徳
川
農
場
へ
北
欧
的
手
法
を
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北
海
道
八
雲
町
に
お
け
る
木
彫
り
熊
の
導
入
と
普
及
─
農
民
美
術
運
動
と
の
関
係
を
中
心
に

五
九

移
入
し
て
製
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、「
木
彫
の
熊
と
さ
へ
い
へ
ば
直
ぐ
に
八
雲
の
農

民
美
術
を
想
は
せ
た
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
記
述
か
ら
、昭
和
十
年
代
初
頭
に
は
、

八
雲
熊
彫
が
全
国
的
に
広
く
知
ら
れ
た
存
在
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

同
時
に
、
栃
木
県
や
長
野
県
で
も
熊
彫
が
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ

れ
て
お
り
、
八
雲
熊
彫
が
全
国
各
地
へ
波
及
し
た
先
行
事
例
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
確
に

示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
当
初
は
装
飾
品
と
し
て
製
作
さ
れ
て
い
た
熊
彫
が
、
時
計
や

ネ
ク
タ
イ
掛
け
な
ど
実
用
品
へ
応
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
点
に
つ
い
て
は
、「
好
ま

し
い
傾
向
」
と
し
て
評
価
さ
れ
て
お
り
、
輸
出
品
に
お
い
て
も
実
用
性
が
重
視
さ
れ
る

時
代
状
況
が
反
映
さ
れ
て
い
る
。

『
青
年
教
育
時
報
』
副
業
展
覧
会
特
集
号
（
昭
和
十
一
年
）
に
み
る
創
作
と
商
品
化

昭
和
十
一
年
六
月
に
刊
行
さ
れ
た
『
青
年
教
育
時
報
』
副
業
展
覧
会
特
集
号
に
は
、

青
年
創
作
副
業
品
展
覧
会
に
関
す
る
合
評
会
の
速
記
録
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で

は
、
青
年
団
に
お
け
る
創
作
重
視
の
指
導
方
針
が
改
め
て
確
認
さ
れ
る
一
方
で
、
実
際

の
展
覧
会
で
は
模
倣
品
が
多
い
と
の
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
具
体
例
と
し
て
、
八
雲
町
の
「
独
特
の
熊
彫
」
が
鳥
取
県
や
長
野
県
な
ど
で
も

製
作
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
、
価
格
は
安
い
も
の
の
技
術
的
水
準
に

は
大
き
な
差
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
発
言
は
、
八
雲
熊
彫
が
模
倣
の
対
象

と
な
る
ほ
ど
確
立
さ
れ
た
造
形
様
式
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
と
同
時
に
、
地
方
間

で
の
技
術
格
差
や
品
質
管
理
の
問
題
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
。

さ
ら
に
別
の
発
言
で
は
、
農
村
の
困
窮
が
深
刻
化
す
る
な
か
で
、
創
作
と
販
売
を
同

一
の
枠
組
み
で
扱
う
こ
と
の
限
界
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
文
脈
で
、
八
雲
熊
彫
に

つ
い
て
も
、
大
い
に
進
歩
し
て
き
た
が
、
す
で
に
行
き
詰
ま
り
の
段
階
に
達
し
て
い
る

の
で
は
な
い
か
、
と
の
見
解
が
示
さ
れ
、
今
後
は
売
る
た
め
の
作
品
と
、
青
年
の
創
作

と
し
て
の
作
品
と
を
分
け
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
評
価
は
、
八
雲
熊
彫
が
高
度
に
商
品
化
さ
れ
、
副
業
品
と
し
て
成
熟
し
た
が
ゆ

え
に
、
創
作
性
の
面
で
停
滞
が
生
じ
て
い
た
可
能
性
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
実
際
、
柴

崎
重
行
は
昭
和
十
年
頃
、
同
研
究
会
の
活
動
が
副
業
志
向
に
傾
斜
し
た
こ
と
を
理
由
に

脱
会
し
た
と
述
懐
し
て
お
り
、
こ
う
し
た
外
部
批
評
は
、
内
部
の
問
題
意
識
と
符
合
す

る
。柴

崎
は
戦
後
も
熊
を
彫
り
続
け
、
定
番
的
な
毛
彫
り
を
経
て
、
や
が
て
ハ
ツ
リ
彫
り

と
い
う
抽
象
的
表
現
へ
と
展
開
し
、
熊
を
主
題
と
す
る
芸
術
家
と
し
て
評
価
さ
れ
る
に

至
っ
た
。
副
業
を
起
点
と
し
な
が
ら
美
術
家
を
輩
出
し
た
点
に
お
い
て
、
柴
崎
の
歩
み

は
、
農
民
美
術
運
動
が
内
包
し
て
い
た
可
能
性
と
限
界
の
双
方
を
体
現
す
る
事
例
と
位

置
付
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

木
彫
り
熊
と
い
う
概
念
の
創
出
と
形
成

こ
こ
で
扱
う
評
価
は
、
必
ず
し
も
年
代
順
の
展
開
で
は
な
く
、
八
雲
熊
彫
が
い
か
に

外
部
か
ら
語
ら
れ
、
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
か
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
昭
和
七
年
十
二

月
発
行
の
雑
誌
『
ア
サ
ヒ
グ
ラ
フ
』
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
み
ら
れ
る
。

北
海
道
観
光
客
の
一
番
喜
ぶ
土
産
品
は
八
雲
の
木
彫
熊
で
あ
る
が
、
旭
川
近
文
ア

イ
ヌ
も
熊
と
は
祖
先
以
来
お
な
じ
み
な
の
で
、
熊
の
木
彫
を
製
作
し
て
売
り
出
す

計
画
を
立
て
講
習
会
を
開
い
て
ゐ
る
が
も
う
三
十
余
名
は
、
盛
ん
に
製
作
し
て
販

路
の
開
拓
に
努
め
て
ゐ
る
。

こ
の
記
述
か
ら
は
、
八
雲
熊
彫
が
単
に
一
地
方
の
産
品
に
と
ど
ま
ら
ず
、
北
海
道
を

代
表
す
る
観
光
土
産
品
と
し
て
認
知
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
そ
れ
も
、
旭

川
の
状
況
を
説
明
す
る
前
提
と
し
て
八
雲
熊
彫
が
言
及
さ
れ
て
い
る
点
は
注
目
さ
れ

る
。
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北
海
道
八
雲
町
に
お
け
る
木
彫
り
熊
の
導
入
と
普
及
─
農
民
美
術
運
動
と
の
関
係
を
中
心
に

六
〇

同
様
の
位
置
付
け
は
、
昭
和
八
年
に
北
海
道
か
ら
委
嘱
さ
れ
、
旭
川
ア
イ
ヌ
の
木
彫

り
熊
製
作
を
指
導
す
る
こ
と
と
な
っ
た
彫
刻
家
の
加か

藤と
う

顕け
ん

清せ
い（

一
八
九
四
〜
一
九
六
六
）の

発
言
か
ら
も
確
認
で
き
る
。
帝
展
の
審
査
員
を
務
め
て
い
た
加
藤
は
、
旭
川
で
の
指
導

に
あ
た
っ
て
同
年
五
月
十
九
日
付
『
旭
川
新
聞
』
に
お
い
て
、「
北
海
道
の
工
藝
品
と

し
て
は
八
雲
の
熊
彫
な
ど
は
立
派
な
も
の
で
成
功
し
て
ゐ
る
、
其
他
で
は
現
在
見
る
べ

き
も
の
が
な
い
。」
と
述
べ
、
八
雲
熊
彫
を
基
準
と
し
て
北
海
道
工
芸
品
の
現
状
を
評

価
し
て
い
る
。

な
お
、
昭
和
十
年
発
行
の
『
帝
国
工
藝
』
九
巻
二
号
に
は
、
同
研
究
会
の
中
添
修
に

よ
る
「
八
雲
の
熊
彫
」
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
八
雲
熊
彫
の
経
緯
が
整
理
さ

れ
る
と
と
も
に
、
従
来
の
美
術
的
評
価
か
ら
商
品
と
し
て
の
側
面
が
強
ま
り
つ
つ
あ
る

こ
と
、
夏
は
鮭
負
熊
、
冬
は
ス
キ
ー
熊
と
い
っ
た
季
節
性
を
意
識
し
た
製
作
が
行
わ
れ

て
い
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
一
方
で
、
農
家
の
副
業
と
し
て
は
負
担
が
大
き
い

点
や
、
郷
土
色
の
強
い
作
品
を
作
る
こ
と
を
重
視
し
て
い
る
点
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
近
年
に
な
っ
て
旭
川
ア
イ
ヌ
に
よ
る
木
彫
り
熊
が
店
頭
に
進
出
し
て
き
た
こ
と

に
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
。

同
書
に
掲
載
さ
れ
た
「
輸
出
向
農
村
工
藝
品
」
で
は
、
日
本
産
業
協
会
副
業
課
が
作

成
し
た
輸
出
向
農
村
副
業
品
一
覧
表
が
紹
介
さ
れ
て
お
り
、
北
海
道
に
つ
い
て
は
、「
白

樺
細
工
、
ド
ン
グ
リ
細
工
、
木
彫
熊
、
ア
イ
ヌ
細
工
」
の
四
点
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
時
期
、
旭
川
ア
イ
ヌ
は
給
与
地
問
題
の
陳
情
の
た
め
上
京
し
、
ア
イ
ヌ
細
工
の
実

演
販
売
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
状
況
か
ら
、
東
京
に
お
い

て
も
木
彫
り
熊
と
ア
イ
ヌ
細
工
と
が
区
別
さ
れ
つ
つ
、
い
ず
れ
も
輸
出
向
工
芸
品
と
し

て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

こ
の
木
彫
り
熊
と
ア
イ
ヌ
細
工
を
区
別
す
る
認
識
は
北
海
道
庁
に
お
い
て
も
み
ら
れ

る
。
昭
和
十
二
年
十
二
月
に
刊
行
さ
れ
た
『
北
海
道
工
業
試
験
場
時
報
』
に
掲
載
の

「
木
彫
羆
と
ア
イ
ヌ
細
工
に
就
て
」
で
は
、
道
内
で
製
作
さ
れ
て
い
る
木
工
土
産
品
の

な
か
で
も
「
木
彫
羆
」
と
ア
イ
ヌ
細
工
が
有
名
で
あ
る
が
、
種
類
が
少
な
い
の
で
増
や

す
こ
と
が
必
要
と
し
て
、「
木
彫
羆
」
に
つ
い
て
九
種
の
試
作
品
を
紹
介
し
て
い
る
。

試
験
場
で
は
「
木
彫
羆
」
を
「
工
藝
彫
刻
」
と
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
よ
う
で
、

羆
の
本
質
か
ら
離
れ
な
い
限
り
様
々
な
形
が
で
き
る
と
し
て
試
作
品
に
は
擬
人
化
が
多

く
、
一
つ
の
材
か
ら
彫
り
出
す
の
で
は
な
く
樹
種
が
違
う
複
数
の
材
を
組
み
合
わ
せ
て

製
作
す
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
試
作
品
の
提
案
が
な
さ
れ
た
背
景
に
は
、
昭
和
十
一
年
に
札
幌
が
冬
季

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
開
催
地
の
第
一
候
補
に
決
定
し
た
こ
と
が
影
響
し
て
い
る
と
考
え
ら

れ
、
試
作
品
に
は
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
マ
ー
ク
を
入
れ
た
も
の
も
あ
る
。
同
年
五
月
に
は
札

幌
観
光
協
会
が
設
立
さ
れ
、
そ
の
機
関
紙
『
観
光
の
札
幌
』
が
発
刊
さ
れ
る
な
ど
、
観

光
が
注
目
さ
れ
て
い
た
時
期
に
あ
た
り
、
北
海
道
と
し
て
土
産
品
を
増
産
す
る
一
助
と

し
て
刊
行
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

戦
前
、
木
彫
り
熊
そ
の
も
の
は
八
雲
以
前
か
ら
製
作
さ
れ
て
い
た
可
能
性
は
あ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
ら
が
一
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
社
会
的
に
認
知
さ
れ
る
ま
で
に
至
っ

た
形
跡
は
乏
し
い
。
八
雲
に
お
け
る
同
研
究
会
の
活
動
や
展
覧
会
へ
の
出
品
、
評
価
の

蓄
積
が
、「
木
彫
り
熊
」
と
い
う
概
念
を
形
成
し
、
そ
れ
を
北
海
道
の
農
民
美
術
・
工

芸
・
観
光
土
産
、
さ
ら
に
は
美
術
的
対
象
と
し
て
定
着
さ
せ
た
と
評
価
で
き
る
。
こ
の

木
彫
り
熊
と
い
う
概
念
の
形
成
に
よ
り
、
八
雲
だ
け
で
な
く
道
内
各
地
で
ア
イ
ヌ
・
和

人
を
問
わ
ず
に
木
彫
り
熊
を
製
作
販
売
す
る
よ
う
に
な
り
、
現
在
ま
で
続
い
て
い
る
の

で
あ
る
。

戦
前
の
北
海
道
観
光
ブ
ー
ム
と
木
彫
り
熊

北
海
道
観
光
ブ
ー
ム
と
い
え
ば
、
戦
後
昭
和
三
十
年
代
以
降
の
動
向
が
よ
く
知
ら
れ
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北
海
道
八
雲
町
に
お
け
る
木
彫
り
熊
の
導
入
と
普
及
─
農
民
美
術
運
動
と
の
関
係
を
中
心
に

六
一

て
い
る
が
、
実
際
に
は
戦
前
に
も
観
光
客
の
増
加
が
み
ら
れ
た
。
昭
和
九
年
に
大
雪
山

と
阿
寒
湖
が
国
立
公
園
に
指
定
さ
れ
た
こ
と
、
さ
ら
に
同
十
一
年
に
天
皇
台
覧
の
陸
軍

特
別
大
演
習
が
札
幌
近
郊
に
て
開
催
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
北
海
道
へ
の
観
光
客
は
大

き
く
増
加
し
た
。

こ
の
時
期
、
木
彫
り
熊
は
盛
ん
に
売
れ
て
い
た
と
み
ら
れ
、
同
研
究
会
に
お
け
る
八

雲
熊
彫
の
受
入
数
・
製
作
高
・
販
売
高
を
前
掲
表
7
で
み
る
と
、
昭
和
九
年
か
ら
同
十

一
年
が
ピ
ー
ク
と
な
っ
て
い
る
。
同
十
年
前
後
に
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
全
国
各
地

で
も
木
彫
り
熊
が
製
作
さ
れ
る
状
況
と
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
道
内
各
地
に
お
い
て
も

同
様
で
あ
っ
た
。

な
か
で
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
の
が
、
旭
川
市
近
文
の
ア
イ
ヌ
・
松ま

つ

井い

梅う
め

太た

郎ろ
う（

一

九
〇
一
〜
四
九
）に
よ
っ
て
大
正
十
五
年=

昭
和
元
年
に
始
め
ら
れ
た
木
彫
り
熊
と
、
奈

井
江
町
の
堀ほ

り

井い

清き
よ

司し
（
一
九
一
九
〜
九
一
）に
よ
っ
て
昭
和
八
年
に
始
め
ら
れ
た
木
彫
り

熊
で
あ
る
。
同
十
一
年
の
大
演
習
に
お
け
る
天
皇
台
覧
に
際
す
る
行
啓
で
は
、
八
雲
か

ら
中な

か

里ざ
と

伊い

三さ
ぶ

郎ろ
う（

一
九
〇
三
〜
九
四
）と
茂
木
多
喜
治
、
旭
川
か
ら
松
井
梅
太
郎
、
奈
井

江
か
ら
堀
井
清
司
が
製
作
し
た
木
彫
り
熊
が
天
覧
ま
た
は
献
上
品
と
な
っ
て
い
る
。

大
塚
和
義
に
よ
れ
ば
、
こ
の
昭
和
十
年
頃
に
は
、
夏
に
観
光
地
へ
出
か
け
て
実
演
販

売
を
し
、
冬
は
旭
川
に
戻
る
と
い
う
生
活
を
す
る
ア
イ
ヌ
が
現
れ
る
。
こ
う
し
た
動
き

か
ら
「
木
彫
り
熊
は
、
ア
イ
ヌ
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
次
第
に
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
と

さ
れ
、
戦
後
に
お
い
て
道
内
各
地
の
土
産
店
の
店
頭
や
全
国
各
地
の
百
貨
店
等
で
開
催

さ
れ
た
北
海
道
物
産
展
に
お
い
て
、
ア
イ
ヌ
衣
装
を
着
用
し
て
の
実
演
販
売
が
行
わ
れ

る
よ
う
に
な
る
こ
と
で
定
着
し
、
同
二
十
五
年
頃
に
は
一
般
化
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。

戦
争
に
よ
る
八
雲
熊
彫
の
衰
退
と
同
研
究
会
の
解
散

こ
の
よ
う
に
、
戦
前
の
北
海
道
観
光
ブ
ー
ム
の
な
か
で
広
く
流
通
し
て
い
た
木
彫
り

熊
で
あ
る
が
、
戦
争
の
激
化
と
と
も
に
八
雲
熊
彫
は
急
速
に
衰
退
し
て
い
く
。
昭
和
十

八
年
に
は
、
八
雲
町
内
に
陸
軍
飛
行
場
を
建
設
す
る
た
め
、
徳
川
農
場
事
務
所
を
は
じ

め
と
す
る
主
要
施
設
が
移
転
す
る
こ
と
と
な
り
、
飛
行
場
用
地
内
の
住
民
は
立
ち
退
き

を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
こ
の
過
程
で
八
雲
を
離
れ
た
製
作
者
も
存
在
し
た
。

ま
た
、
熊
の
檻
に
用
い
ら
れ
て
い
た
鉄
材
は
軍
に
供
出
さ
れ
、
飼
育
さ
れ
て
い
た
熊

は
姿
を
消
し
た
。
戦
時
下
に
お
い
て
は
木
彫
り
熊
を
購
入
す
る
余
裕
も
失
わ
れ
、
製
作

者
の
な
か
に
は
従
軍
す
る
者
も
い
た
た
め
、
八
雲
に
お
い
て
製
作
を
継
続
し
て
い
た
の

は
茂
木
多
喜
治
一
人
の
み
と
な
っ
て
い
た
。
道
内
に
お
い
て
も
、
地
域
ご
と
に
差
は
あ

る
よ
う
だ
が
、
製
作
は
縮
小
し
て
い
た
。

同
研
究
会
に
つ
い
て
は
、
昭
和
十
九
年
末
ま
で
受
入
お
よ
び
販
売
の
記
録
が
残
っ
て

い
る
。
し
か
し
、
こ
の
年
に
取
引
の
あ
っ
た
会
員
は
わ
ず
か
二
名
で
あ
り
、
三
百
四
十

四
点
中
三
百
二
十
点
が
茂
木
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
受
入
払
出
記
録
で
は
販
売
高

が
製
作
高
を
大
幅
に
上
回
っ
て
お
り
、
在
庫
を
販
売
し
て
い
た
状
況
が
み
ら
れ
る
こ
と

か
ら
、
実
質
的
に
は
同
十
八
年
末
の
時
点
で
解
散
状
態
と
な
り
、
同
十
九
年
末
を
も
っ

て
解
散
し
た
と
み
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

戦
後
、
農
地
解
放
等
の
影
響
に
よ
り
徳
川
農
場
は
同
二
十
三
年
に
閉
場
し
、
そ
の

後
、
八
雲
に
お
い
て
同
研
究
会
の
よ
う
な
組
織
が
再
び
設
立
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ

た
。
製
作
者
は
そ
れ
ぞ
れ
独
自
に
道
具
や
原
木
の
仕
入
れ
先
を
確
保
し
、
作
品
の
販
路

を
開
拓
す
る
よ
う
に
な
る
。
昭
和
三
十
年
代
か
ら
始
ま
る
第
二
次
北
海
道
観
光
ブ
ー
ム

に
お
い
て
は
、
八
雲
熊
彫
は
戦
前
の
よ
う
な
広
が
り
を
持
つ
に
は
至
ら
ず
、
む
し
ろ
他

地
域
の
ア
イ
ヌ
に
よ
る
木
彫
り
熊
が
人
気
を
集
め
、
鮭
を
咥
え
た
姿
が
定
番
と
し
て
定

着
し
て
い
く
こ
と
と
な
っ
た
。
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北
海
道
八
雲
町
に
お
け
る
木
彫
り
熊
の
導
入
と
普
及
─
農
民
美
術
運
動
と
の
関
係
を
中
心
に

六
二

六　

木
彫
り
熊
の
技
法
と
作
者

木
彫
り
熊
の
木
取
り

木
彫
り
熊
を
彫
る
際
の
木
取
り
に
は
、
這
い
熊
を
製
作
す
る
場
合
、
足
の
裏
と
背
中

が
木
の
天
と
地
に
対
応
す
る
「
縦
木（
タ
テ
取
り
）」
と
、
鼻
先
と
尻
が
天
と
地
に
対
応

す
る
「
横
木（
ヨ
コ
取
り
）」
の
二
種
類
が
あ
る
。

八
雲
で
は
、
参
考
と
さ
れ
た
ス
イ
ス
製
木
彫
り
熊
が
縦
木
で
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
後

述
す
る
菊
型
毛
を
彫
る
際
に
都
合
が
よ
い
こ
と
か
ら
、
主
に
縦
木
が
用
い
ら
れ
て
き
た

と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
、
八
雲
以
外
の
地
域
で
は
横
木
が
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、

そ
の
背
景
と
し
て
、
木
彫
り
熊
を
製
作
す
る
以
前
か
ら
、
ア
イ
ヌ
が
横
木
を
用
い
て
熊

意
匠
を
伴
う
イ
ク
パ
ス
イ
や
サ
パ
ン
ぺ
と
い
っ
た
儀
式
具
を
製
作
し
て
い
た
点
と
の
関

連
が
指
摘
で
き
よ
う（
挿
図
13
）。

さ
ら
に
、
他
地
域
の
中
で
は
早
い
段
階
か
ら
木
彫
り
熊
製
作
を
行
っ
て
い
た
旭
川
ア

イ
ヌ
は
、
ア
イ
ヌ
ル
ー
ツ
と
推
測
さ
れ
る
横
木
を
基
本
と
し
て
お
り
、
昭
和
十
年
頃
に

は
各
地
の
観
光
地
に
赴
い
て
実
演
販
売
を
行
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
製
作
方
法
が

各
地
に
広
ま
っ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
加
え
て
、
横
木
の
ほ
う
が
縦
木
よ
り
も
爪

や
鼻
が
欠
け
に
く
く
商
品
と
し
て
扱
い
や
す
い
こ
と
、
大
径
木
を
取
り
や
す
い
こ
と
な

ど
、
実
用
上
の
利
点
も
理
由
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
も
そ
も
、
熊
の
造
形
と
し
て
横

木
の
ほ
う
が
自
然
で
あ
る
と
い
う
指
摘
も
存
在
す
る
。

木
彫
り
熊
の
彫
法

木
彫
り
熊
の
彫
法
は
、
挿
図
14
に
示
し
た
よ
う
に
、
大
き
く
三
種
類
に
分
類
で
き

る
。
一
つ
は
毛
並
み
を
細
か
く
彫
刻
す
る
「
毛
彫
り
」、
も
う
一
つ
は
毛
を
彫
ら
ず
、

（
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挿図13　男性が持つ熊意匠付きイクパスイ（ヘラ）。頭に被っているのがサパンぺ（冠）だが、熊意匠は見られない。
（八雲町郷土資料館蔵）



北
海
道
八
雲
町
に
お
け
る
木
彫
り
熊
の
導
入
と
普
及
─
農
民
美
術
運
動
と
の
関
係
を
中
心
に

六
三

挿図14　木彫り熊の彫法3種（個人蔵及び八雲町郷土資料館蔵）

八雲（戦前）

毛
彫
り

面
彫
り

そ
の
他

八雲（戦後） 他の地域

挿図15　八雲の木彫り熊（十倉・柴崎・茂木）（個人蔵及び八雲町郷土資料館蔵）
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北
海
道
八
雲
町
に
お
け
る
木
彫
り
熊
の
導
入
と
普
及
─
農
民
美
術
運
動
と
の
関
係
を
中
心
に

六
四

カ
ッ
ト
さ
れ
た
面
に
よ
っ
て
熊
の
形
態
を
表
現
す
る
「
面
彫
り
」、
そ
し
て
面
彫
り
の

一
部
に
毛
立
て
を
施
す
も
の
や
、
や
す
り
が
け
に
よ
っ
て
丸
み
を
帯
び
さ
せ
る
な
ど
、

毛
彫
り
・
面
彫
り
の
い
ず
れ
に
も
明
確
に
分
類
で
き
な
い
「
そ
の
他
」
で
あ
る
。
八
雲

の
木
彫
り
熊
で
は
、
主
に
毛
彫
り
と
面
彫
り
が
製
作
さ
れ
て
き
た
。
八
雲
を
代
表
す
る

作
者
に
よ
る
木
彫
り
熊
に
つ
い
て
は
、
挿
図
15
・
16
に
示
す
。

八
雲
に
お
け
る
「
毛
彫
り
」
は
、
ス
イ
ス
製
木
彫
り
熊
に
も
見
ら
れ
る
技
法
で
あ

り
、
彫
刻
刀
等
を
用
い
て
熊
の
毛
並
み
を
彫
り
出
す
方
法
で
あ
る
。
八
雲
で
は
、
日
本

画
家
で
あ
っ
た
十
倉
金
之
が
日
本
画
の
技
法
を
取
り
入
れ
て
毛
並
み
を
表
現
し
た
こ
と

を
契
機
に
、
独
自
の
展
開
を
見
せ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
実
際
の
熊
が
這
行
す
る
際

に
は
、
両
肩
の
間
が
盛
り
上
が
る
が
、
八
雲
の
毛
彫
り
で
は
、
そ
の
盛
り
上
が
り
の
頂

点
か
ら
四
方
八
方
に
毛
が
流
れ
る
よ
う
に
彫
る
。
こ
の
表
現
は
「
菊き

く

型が
た

毛け

」
と
呼
ば
れ

て
い
る
。

ま
た
、
脚
の
前
方
で
は
な
く
側
面
で
毛
分
け
を
行
い
、
八
の
字
状
に
毛
分
け
す
る
表

現
も
、
日
本
画
に
お
け
る
立
体
感
の
表
現
手
法
に
由
来
す
る
と
さ
れ
る
。
目
に
は
ガ
ラ

ス
玉
を
用
い
る
こ
と
が
多
く
、
戦
前
に
は
東
京
の
菊
地
博
物
標
本
社
か
ら
大
き
さ
を
指

定
し
て
購
入
し
て
い
た
記
録
が
残
る
。
他
方
、
待
ち
針
の
頭
部
に
用
い
ら
れ
て
い
た
ガ

ラ
ス
玉
を
目
に
転
用
し
た
例
も
確
認
さ
れ
て
い
る
。
特
に
戦
後
は
待
ち
針
が
多
く
用
い

ら
れ
、
昭
和
四
十
六
年
に
開
始
さ
れ
た
八
雲
町
公
民
館
の
木
彫
熊
講
座
で
も
待
ち
針
が

使
用
さ
れ
て
い
た
。

同
講
座
は
、
平
成
十
五
年（
二
〇
〇
三
）度
か
ら
同
二
十
四
年
度
ま
で
休
止
期
間
を
挟

み
つ
つ
も
、
表
11
の
と
お
り
令
和
七
年
度（
二
〇
二
五
）現
在
も
継
続
し
て
い
る
。
講
座

で
は
、
二
代
目
講
師
で
あ
る
上う

え

村む
ら

信の
ぶ

光み
つ（

一
九
二
〇
〜
二
〇
一
〇
）が
、
そ
れ
ま
で
製
作
さ

れ
て
き
た
木
彫
り
熊
を
も
と
に
型
紙
を
作
成
し
、
彫
り
方
や
塗
装
法
等
を
整
理
し
た
製

作
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
作
成
し
て
い
る
。
縦
木
、
菊
型
毛
、
脚
側
面
で
の
八
の
字
の
毛
分
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挿図16　八雲の木彫り熊（加藤・引間・上村）（八雲町郷土資料館蔵）

加
藤 

貞
夫

引
間 

二
郎

上
村 

信
光



北
海
道
八
雲
町
に
お
け
る
木
彫
り
熊
の
導
入
と
普
及
─
農
民
美
術
運
動
と
の
関
係
を
中
心
に

六
五

代数 氏名 講師期間

初代 茂木多喜治 昭和46年度～昭和51年度

二代目 上村信光 昭和52年度～平成12年度

三代目 引間二郎 平成12年度～平成14年度

四代目 千代昇 平成25年度～令和5年度

五代目 伊瀬司 令和6年度～現在

表11　八雲町公民館講座　木彫り熊講座　講師一覧

鼎
が
直
接
面
彫
り
を
指
導
し
た
こ
と
を
示
す
史
料

は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
彼
の
指
導
以
前
に
他

地
域
の
農
民
美
術
作
品
を
見
て
発
想
さ
れ
た
可
能
性

も
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
、
面
彫
り
の
成
立
と
定

着
に
お
い
て
、
鼎
の
指
導
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し

た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
面
彫
り
で
は
、

目
を
ガ
ラ
ス
玉
で
表
現
せ
ず
彫
刻
に
よ
っ
て
表
現
す

る
こ
と
が
多
く
、
作
者
に
よ
っ
て
熊
を
構
成
す
る
面

の
大
き
さ
や
処
理
方
法
、
そ
し
て
名
称
も
大
き
く
異

な
る
。
戦
前
の
同
研
究
会
で
は
荒
彫
、
戦
後
の
茂
木

多
喜
治
お
よ
び
加か

藤と
う

貞さ
だ

夫お
（
一
九
二
六
〜
二
〇
一
三
）は

一
刀
彫
、
柴
崎
重
行
は
ハ
ツ
リ
彫
り
、
引ひ

き

間ま

二じ

郎ろ
う

け
、
内
股
の
前
脚
、
ガ
ラ
ス
玉
の
目
、
型
紙
に
基
づ
く
各
部
の
バ
ラ
ン
ス
と
い
っ
た
要

素
は
、
八
雲
に
お
け
る
毛
彫
り
木
彫
り
熊
の
基
本
形
と
し
て
定
着
し
て
い
る
。

毛
彫
り
の
彫
法
は
八
雲
以
外
の
地
域
で
も
広
く
用
い
ら
れ
、
多
様
な
表
現
が
存
在
す

る
。
た
と
え
ば
、
毛
足
の
長
さ
を
強
調
す
る
「
流
し
彫
り
」、
丸
刀
を
用
い
て
毛
並
み

を
盛
り
上
げ
る
「
玉
彫
り
」、
毛
並
み
を
整
然
と
表
現
す
る
「
三
角
彫
り
」、
柳
の
葉
の

よ
う
な
形
状
で
彫
る
「
柳
彫
り
」
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

一
方
、
八
雲
に
お
け
る
「
面
彫
り
」
は
、
ス
イ
ス
製
木
彫
り
熊
に
は
見
ら
れ
な
い
技

法
で
あ
り
、
農
民
美
術
の
一
分
野
で
あ
る
木こ

っ
ぱ片

人
形
の
彫
り
方
を
参
考
に
し
た
可
能
性

が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。
前
述
の
通
り
、
山
本
鼎
は
大
正
十
五
年（
一
九
二
六
）に
八
雲

で
講
演
お
よ
び
実
技
指
導
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
時
期
に
は
す
で
に
木
片
人
形
の
彫
り

方
は
確
立
し
て
お
り
、
過
度
に
作
り
込
ま
ず
、
あ
る
程
度
の
ラ
フ
さ
を
残
し
た
方
が
売

れ
行
き
が
よ
い
一
方
で
、
簡
略
化
が
過
ぎ
る
と
評
価
さ
れ
な
か
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
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（
一
九
二
四
〜
二
〇
一
二
）は
カ
ッ
ト
彫
り
と
呼
称
し
て
い
た
こ
と
が
代
表
例
と
し
て
挙
げ

ら
れ
る
。
茂
木
と
加
藤
は
、
面
彫
り
で
あ
っ
て
も
脚
を
一
本
ず
つ
独
立
さ
せ
て
彫
る
作

風
が
多
い
の
に
対
し
、
柴
崎
と
引
間
は
脚
の
間
に
空
間
を
設
け
ず
、
塊
と
し
て
彫
り
出

す
点
に
特
徴
が
あ
る
。

面
彫
り
は
八
雲
以
外
で
は
必
ず
し
も
一
般
的
な
技
法
で
は
な
か
っ
た
が
、
柴
崎
の
ハ

ツ
リ
彫
り
作
品
が
高
く
評
価
さ
れ
た
こ
と
を
契
機
に
、
製
作
す
る
作
家
が
増
加
し
た
。

特
に
平
成
末
期
頃
か
ら
柴
崎
作
品
が
再
評
価
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
令
和
七
年
現
在
で

は
面
彫
り
で
着
色
を
施
さ
な
い
作
品
が
人
気
を
集
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

「
そ
の
他
」
に
分
類
さ
れ
る
も
の
に
は
、
面
彫
り
の
一
部
に
毛
立
て
を
施
し
た
、
毛

彫
り
と
面
彫
り
が
融
合
し
た
表
現
や
、
直
線
的
な
面
で
は
な
く
丸
み
を
帯
び
た
形
態

で
、
毛
立
て
を
行
わ
な
い
彫
り
方
な
ど
が
含
ま
れ
る
。
八
雲
で
は
少
数
な
が
ら
製
作
例

が
見
ら
れ
る
が
、
全
道
的
に
は
足
寄
町
の
ド
ン
コ
ロ
熊
の
ほ
か
、
機
械
を
用
い
た
量
産

型
の
木
彫
り
熊
に
み
ら
れ
る
傾
向
で
あ
る
。

お　

わ　

り　

に

本
稿
は
、
北
海
道
八
雲
町
に
お
け
る
木
彫
り
熊
の
導
入
と
普
及
過
程
を
、
義
親
の
渡

欧
経
験
、
日
本
農
民
美
術
運
動
と
の
関
係
、
な
ら
び
に
全
国
副
業
展
覧
会
を
は
じ
め
と

す
る
制
度
的
・
社
会
的
評
価
の
枠
組
み
の
中
で
検
討
し
て
き
た
。
と
り
わ
け
、
木
彫
り

熊
が
八
雲
に
お
い
て
単
な
る
個
別
作
品
や
散
発
的
製
作
に
と
ど
ま
ら
ず
、「
農
民
美
術
」

と
い
う
理
念
の
も
と
で
組
織
化
さ
れ
、
評
価
・
流
通
の
回
路
を
伴
う
一
つ
の
工
芸
カ
テ

ゴ
リ
ー
と
し
て
成
立
し
て
い
く
過
程
を
、
具
体
的
な
史
料
に
即
し
て
明
ら
か
に
す
る
こ

と
を
目
的
と
し
た
。

第
一
章
か
ら
第
三
章
で
は
、
義
親
が
ス
イ
ス
か
ら
持
ち
帰
っ
た
木
彫
品
を
契
機
に
、

（
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北
海
道
八
雲
町
に
お
け
る
木
彫
り
熊
の
導
入
と
普
及
─
農
民
美
術
運
動
と
の
関
係
を
中
心
に

六
六

北
海
道
の
木
彫
り
熊
は
未
だ
日
本
の
「
伝
統
工
芸
」
と
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
が
、

大
正
か
ら
昭
和
期
間
に
か
け
て
全
国
的
に
認
め
ら
れ
た
一
つ
の
「
モ
ノ
」
で
あ
り
文
化

で
あ
り
、
美
術
品
と
呼
ぶ
べ
き
性
格
を
備
え
た
作
品
群
も
含
ん
で
い
る
。
単
一
の
流
れ

で
は
な
く
、
複
合
的
な
流
れ
で
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
れ
ら
の
作
品
に
対
し
て

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
的
・
文
化
的
文
脈
を
踏
ま
え
た
上
で
評
価
を
下
し
て
い
く
必
要

が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
本
稿
が
、北
海
道
の
木
彫
り
熊
を
日
本
の
工
芸
史
上
に
位
置
付
け
、

よ
り
深
い
歴
史
的
理
解
へ
と
導
く
た
め
の
基
盤
と
な
る
こ
と
を
期
し
た
い
。

註（
１
）　

本
稿
で
は
、
熊
を
主
と
し
て
木
を
丸
彫
り
し
た
木
彫
品
を
「
木
彫
り
熊
」
と
表
記
す
る
。

そ
の
な
か
で
も
、
伊
藤
政
雄
に
よ
る
本
作
が
公
表
さ
れ
た
大
正
十
三
年
三
月
か
ら
、
八
雲
農
民

美
術
研
究
会
が
作
品
受
入
を
行
っ
て
い
た
最
後
の
記
録
が
残
る
同
十
九
年
十
二
月
の
間
に
八
雲

で
製
作
さ
れ
た
「
木
彫
り
熊
」
を
指
す
場
合
は
「
八
雲
熊
彫
」
と
表
記
す
る
。
な
お
、「
熊
彫
」

と
は
「
木
彫
り
熊
」
を
指
す
造
語
で
あ
り
、「
八
雲
開
墾
五
十
年
記
念
熊
彫
展
覧
会
開
催
趣
意

書
」（「
八
雲
史
料
」
三
一
九
二
、（
徳
川
林
政
史
研
究
所
所
蔵
）。
以
下
、「
八
雲
」
と
略
し
番
号

を
記
す
）に
て
定
義
づ
け
さ
れ
た
。「
熊
彫
」
の
由
来
は
義
親
の
「
熊
狩
」
に
因
ん
で
お
り
、
太

田
尚
宏
は
、「
熊
彫
」
に
は
「
①
八
雲
開
拓
を
始
め
た
徳
川
家
へ
の
思
い
、
②
義
親
＝
熊
狩
と

い
う
イ
メ
ー
ジ
、
③
義
親
の
主
唱
に
よ
る
農
村
美
術
運
動
へ
の
報
謝
、
と
い
う
３
点
」
が
込
め

ら
れ
て
い
る
と
し
て
い
る（
太
田
尚
宏
「
徳
川
義
親
の
熊
狩
と
八
雲
「
熊
彫
」
の
誕
生
」（『
ア
イ

ヌ
―
美
を
求
め
る
心
』
財
団
法
人
ア
イ
ヌ
文
化
振
興
・
研
究
推
進
機
構
、
二
〇
一
〇
年
）。

（
2
）　

昭
和
四
十
四
年（
一
九
六
九
）に
八
雲
町
指
定
文
化
財
と
し
て
指
定
さ
れ
た
が
、
所
蔵
者
の

意
向
に
よ
り
一
度
取
り
消
さ
れ
、
令
和
三
年（
二
〇
二
一
）に
再
指
定
さ
れ
た
。

（
3
）　

徳
川
義
親
『
最
後
の
殿
様
─
徳
川
義
親
自
伝
』（
講
談
社
、
一
九
七
三
年
）、『
私
の
履
歴
書
』

（
日
本
経
済
新
聞
社
、
昭
和
五
十
九
年
）、「
木
彫
の
熊
」（『
月
明
』
十
七
─
二
、「
月
明
」
発
行
所
、

一
九
三
四
年
）。

（
4
）　

本
論
で
は
以
下
の
文
献
を
参
照
し
た
。

大
島
日
出
生
『
熊
彫
り　

Ｈ
Ｔ
Ｂ
ま
め
ほ
ん
』（
北
海
道
テ
レ
ビ
放
送
、
一
九
七
三
年
）。

山
本
鼎
の
農
民
美
術
運
動
と
接
続
し
つ
つ
、
徳
川
農
場
主
導
の
も
と
で
農
村
副
業
と
し

て
の
木
彫
り
熊
製
作
が
構
想
・
実
践
さ
れ
て
い
く
過
程
を
論
じ
た
。
全
国
副
業
展
覧
会

に
お
け
る
伊
藤
政
雄
の
受
賞
は
、
そ
の
活
動
が
地
域
内
部
に
と
ど
ま
ら
ず
、
国
策
的
な

副
業
奨
励
の
文
脈
に
お
い
て
公
的
評
価
を
受
け
た
象
徴
的
事
例
で
あ
り
、
八
雲
熊
彫
が

「
農
民
美
術
」
の
一
翼
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
契
機
で
あ
っ
た
と
評
価
で
き
る
。

続
く
第
四
章
か
ら
第
六
章
で
は
、
八
雲
農
民
美
術
研
究
会
の
具
体
的
な
活
動
実
態
、

講
習
・
共
同
製
作
・
販
売
体
制
、
さ
ら
に
は
彫
法
や
作
者
ご
と
の
特
徴
と
い
っ
た
製
作

現
場
の
内
実
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
義
親
の
理
念
や
構
想
が
、
同
研
究
会

と
い
う
組
織
を
媒
介
と
し
て
、
具
体
的
な
技
術
・
作
品
・
数
量
へ
と
結
実
し
て
い
く
プ

ロ
セ
ス
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
と
く
に
、
委
託
品
台
帳
や
刻
印
番
号
の
存
在

は
、
八
雲
熊
彫
が
計
画
的
・
継
続
的
に
生
産
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
重
要
な
証
左
で

あ
り
、
今
後
の
作
品
同
定
や
系
譜
研
究
に
大
き
な
可
能
性
を
開
く
と
考
え
る
。

本
稿
で
は
木
彫
り
熊
を
、
近
代
日
本
に
お
け
る
農
村
振
興
政
策
・
農
民
美
術
運
動
・

展
覧
会
制
度
と
い
っ
た
社
会
的
枠
組
み
の
中
で
位
置
付
け
よ
う
と
試
み
た
。
両
筆
者
の

立
場
は
旭
川
研
究
史
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
八
雲
研
究
史
を
相
対
化

し
、
木
彫
り
熊
の
成
立
過
程
が
多
層
的
で
あ
っ
た
こ
と
を
理
解
す
る
た
め
の
一
つ
の
視

角
を
提
示
す
る
も
の
で
あ
る
。
八
雲
に
お
け
る
木
彫
り
熊
は
、
ア
イ
ヌ
文
化
と
は
異
な

る
文
脈
に
お
い
て
、
外
来
の
造
形
モ
チ
ー
フ
、
農
民
美
術
と
い
う
思
想
、
そ
し
て
国
家

的
副
業
奨
励
政
策
と
結
び
つ
き
な
が
ら
形
成
さ
れ
た
。
そ
の
成
立
条
件
と
展
開
過
程
を

丁
寧
に
検
証
す
る
こ
と
は
、
木
彫
り
熊
と
い
う
存
在
の
歴
史
的
位
置
付
け
を
よ
り
立
体

的
に
捉
え
る
こ
と
に
つ
な
が
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
際
に
は
比
較
対
象
と
し

て
、
明
治
二
十
七
年（
一
八
九
四
）に
日
本
美
術
協
会
春
季
展
覧
会
で
褒
状
二
等
を
受
賞

し
た
林
兼
吉
の
「
木
彫
熊
置
物
」
な
ど
も
、
射
程
に
含
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
考
え

る
。
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北
海
道
八
雲
町
に
お
け
る
木
彫
り
熊
の
導
入
と
普
及
─
農
民
美
術
運
動
と
の
関
係
を
中
心
に

六
七

大
塚
和
義
「
ア
イ
ヌ
の
木
彫
り
熊
〈
ス
イ
ス
を
モ
デ
ル
に
〉」（
梅
棹
忠
夫
編
『
異
文
化
の
研
究

─
民
俗
学
の
旅
・
続
々
』
講
談
社
、
一
九
八
六
年
）。

大
塚
和
義
「
ア
イ
ヌ
に
お
け
る
観
光
の
役
割
─
同
化
政
策
と
観
光
政
策
の
相
克
」（
石
森
秀
三
編

『
観
光
の
二
〇
世
紀
』〈
二
〇
世
紀
に
お
け
る
諸
民
族
文
化
の
伝
統
と
変
容　

三
〉
ド
メ
ス
出

版
、
一
九
九
六
年
）。

木
村
光
夫
『
旭
川
木
材
産
業
工
芸
発
達
史
』（
旭
川
家
具
工
業
協
同
組
合
、
一
九
九
九
年
）。

大
石
勇
『
伝
統
工
芸
の
創
生
─
北
海
道
八
雲
町
の
「
熊
彫
」
と
徳
川
義
親
』（
吉
川
弘
文
館
、
一

九
九
四
年
）。

「
木
彫
り
熊
」
研
究
会
編
『
北
海
道
の
木
工
芸
の
起
源
と
現
状
と
未
来
～
木
彫
り
熊
の
ル
ー
ツ

を
追
っ
て
～
』（「
木
彫
り
熊
」
研
究
会
、
二
〇
〇
五
年
）。

金
倉
義
慧
『
旭
川
・
ア
イ
ヌ
民
族
の
近
現
代
史
』（
高
文
研
、
二
〇
〇
六
年
）。

阿
部
吉
伸
「
北
海
道
に
お
け
る
木
材
工
芸
に
つ
い
て
の
一
考
察
─
熊
を
モ
チ
ー
フ
と
し
た
地
域

の
伝
統
工
芸
に
つ
い
て
」（『
大
学
美
術
教
育
学
会
誌
』
三
九
、
二
〇
〇
六
年
）。

阿
部
吉
伸
「
地
域
に
お
け
る
伝
統
工
芸
の
継
承
に
つ
い
て
の
一
考
察
─
北
海
道
の
熊
彫
り
の

ル
ー
ツ
」（『
大
学
美
術
教
育
学
会
誌
』
四
〇
、
二
〇
〇
七
年
）。

三
浦
孝
一
「
木
彫
り
熊
、
発
祥
の
地
・
八
雲
か
ら
北
海
道
内
へ
」（『
平
成
二
〇
年
度
普
及
啓
発

セ
ミ
ナ
ー
報
告
集
』
財
団
法
人
ア
イ
ヌ
文
化
振
興
・
研
究
推
進
機
構
、
二
〇
〇
九
年
）。

太
田
尚
宏
「
徳
川
義
親
の
熊
狩
と
八
雲
「
熊
彫
」
の
誕
生
」（『
ア
イ
ヌ
─
美
を
求
め
る
心
』
財

団
法
人
ア
イ
ヌ
文
化
振
興
・
研
究
推
進
機
構
、
二
〇
一
〇
年
）。

五
十
嵐
聡
美
「「
木
彫
り
熊
」
物
語
」（『A

IN
U

 A
RT

─
風
の
か
た
り
べ
』
財
団
法
人
ア
イ
ヌ

文
化
振
興
・
研
究
推
進
機
構
、
二
〇
一
二
年
）。

山
里
稔
『
北
海
道
木
彫
り
熊
の
考
察
』（
か
り
ん
舎
、
二
〇
一
四
年
）。

『
木
と
生
き
る
─
ア
イ
ヌ
の
く
ら
し
と
木
の
造
形
』（
ア
イ
ヌ
文
化
振
興
・
研
究
推
進
機
構
、
二

〇
一
五
年
）。

上
原
敏
編
『
熊
彫
～
義
親
さ
ん
と
木
彫
り
の
熊
～
』（
凹
プ
レ
ス
、
二
〇
一
七
年
）。

『
木
彫
家
藤
戸
竹
喜
の
世
界
』（
財
団
法
人
ア
イ
ヌ
文
化
振
興
・
研
究
推
進
機
構
、
二
〇
一
七

年
）。

齋
藤
玲
子
「
木
彫
り
熊
と
み
や
げ
」（
手
塚
薫
・
出
利
葉
浩
司
編
『
ア
イ
ヌ
文
化
と
森
─
人
々
と

森
の
関
わ
り
』
学
術
出
版
会
風
土
デ
ザ
イ
ン
研
究
所
、
二
〇
一
八
年
）。

安
藤
夏
樹
編
『
熊
彫
図
鑑
』（
プ
レ
コ
グ
ス
タ
ヂ
オ
、
二
〇
一
九
年
）。

大
谷
茂
之
「
木
彫
り
と
な
っ
た
ヒ
グ
マ
─
八
雲
町
の
木
彫
り
熊
を
中
心
と
し
て
─
」（
増
田
隆
一

編
『
ヒ
グ
マ
学
へ
の
招
待
』
北
海
道
大
学
出
版
会
、
二
〇
二
〇
年
）。

池
田
忍
編
『
問
い
か
け
る
ア
イ
ヌ
・
ア
ー
ト
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
二
〇
年
）。

北
海
道
大
学
大
学
院
文
学
院
文
化
多
様
性
論
博
物
館
学
研
究
室
・
田
村
実
咲
編
『
開
講
！
木
彫

り
熊
概
論
』（
文
学
通
信
、
二
〇
二
四
年
）。

（
5
）　

前
掲
註（
4
）大
石
書
。
初
出
は
以
下
の
通
り
。
大
石
勇
「
北
海
道
八
雲
町
に
お
け
る
農
村

美
術
運
動
」（『
徳
川
林
政
史
研
究
所
研
究
紀
要
』
二
四
、『
金
鯱
叢
書
』
一
七
、
徳
川
黎
明
会
、

一
九
九
〇
年
）、
同
「
徳
川
義
親
と
八
雲
町
の
農
村
美
術
運
動
」（『
徳
川
林
政
史
研
究
所
研
究
紀

要
』
二
五
・『
金
鯱
叢
書
』
一
八
、
徳
川
黎
明
会
、
一
九
九
一
年
）、
同
「
伝
統
工
芸
「
熊
彫
」

の
創
生
」『
徳
川
林
政
史
研
究
所
研
究
紀
要
』
二
六
・『
金
鯱
叢
書
』
一
九
、
徳
川
黎
明
会
、
一

九
九
二
年
）、
同
「
徳
川
義
親
と
八
雲
町
の
「
熊
彫
」（『
徳
川
林
政
史
研
究
所
研
究
紀
要
』
二
七
、

『
金
鯱
叢
書
』
二
〇
、
徳
川
黎
明
会
、
一
九
九
三
年
）。

（
6
）　

前
掲
註（
1
）太
田
論
文
。

（
7
）　

前
掲
註（
4
）阿
部
論
文
。

（
8
）　

前
掲
註（
4
）安
藤
書
。

（
9
）　

前
掲
註（
4
）五
十
嵐
書
、
齋
藤
論
文
。

（
10
）　

徳
川
義
親
『
最
後
の
殿
様
─
徳
川
義
親
自
伝
』（
講
談
社
、
一
九
七
三
年
）、『
私
の
履
歴
書
』

（
日
本
経
済
新
聞
社
、
一
九
六
四
年
）。

（
11
）　
『
報
知
新
聞
』
大
正
十
年
十
一
月
二
十
二
日
。

（
12
）　

門
田
勝
衛
『
農
村
と
人
物
』（
日
本
種
苗
株
式
会
社
出
版
部
、
一
九
一
二
年
）は
農
村
振
興

の
実
例
と
し
て
「
徳
川
侯
爵
の
農
場
経
営
」
を
冒
頭
に
掲
げ
て
い
る
。

（
13
）　

大
島
鍛
「
徳
川
農
場
沿
革
史
」（
徳
川
農
場
、
一
九
二
八
年
）、
前
掲
註（
4
）大
島
書
。

（
14
）　

徳
川
義
親
「
西
に
旅
し
て
」（『
報
知
新
聞
』
大
正
十
年
二
月
七
日
～
六
月
二
十
九
日
、
全

三
十
六
回
））は
、
箱
根
丸
で
門
司
を
出
航
し
て
以
降
、
寄
港
地
に
寄
り
な
が
ら
ロ
ン
ド
ン
に
到

着
し
、
ス
ペ
イ
ン
の
マ
ド
リ
ー
ド
、
セ
ル
ビ
ア
、
バ
ル
セ
ロ
ナ
ま
で
到
達
し
た
と
こ
ろ
で
突
然

途
切
れ
、
続
き
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
以
降
の
旅
程
は
、
義
親
撮
影
の
ネ
ガ
四
百
六
十

八
枚
の
書
き
込
み
及
び
ネ
ガ
ア
ル
バ
ム
五
冊（
い
ず
れ
も
個
人
蔵
）の
記
入
に
よ
り
推
定
し
た
。

（
15
）　

義
親
は
帰
国
後
の
記
者
の
質
問
に
対
し
て
、
米
子
が
イ
ギ
リ
ス
で
体
調
を
崩
し
た
こ
と
に



北
海
道
八
雲
町
に
お
け
る
木
彫
り
熊
の
導
入
と
普
及
─
農
民
美
術
運
動
と
の
関
係
を
中
心
に

六
八

触
れ
て
い
る
。
帰
路
ア
メ
リ
カ
を
経
由
し
な
か
っ
た
理
由
は
米
子
の
体
調
に
あ
っ
た
か
も
し
れ

な
い
。
義
親
は
「
飛
脚
旅
行
で
話
も
な
い
」
と
し
、
木
彫
り
熊
に
も
言
及
し
て
い
な
い
。

ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
博
士
と
同
船
で
帰
っ
た
徳
川
義
親
侯
は
曰
く
「
昨
年
十
一
月
漫
遊
の
旅

に
立
っ
て
以
来
イ
ギ
リ
ス
と
ド
イ
ツ
に
最
も
永
く
滞
在
し
た
方
で
あ
る
が
ま
る
で
飛
脚
旅
行

の
身
で
は
専
攻
の
植
物
学
な
ど
研
究
の
暇
が
な
か
っ
た
殊
に
家
内（
米
子
夫
人
の
こ
と
）が
イ

ギ
リ
ス
で
病
気
を
し
て
ふ
せ
っ
た
の
で
大
弱
り
─
こ
の
前
は
虎
退
治
で
皆
さ
ん
に
土
産
話
も

あ
っ
た
が
今
度
は
全
く
平
凡
で
す
」
因
に
侯
夫
妻
は
十
七
日
夜
オ
リ
エ
ン
タ
ル
ホ
テ
ル
に
一

泊
し
途
中
尾
張
に
立
よ
り
帰
京
の
筈（
神
戸
）　
（『
報
知
新
聞
』
大
正
十
一
年
十
一
月
十
八
日

　
「
飛
脚
旅
行
で
話
も
な
い
…
と
徳
川
義
親
侯
」）

（
16
）　

前
掲
註（
3
）『
最
後
の
殿
様
─
徳
川
義
親
自
伝
』 

。

（
17
）　

徳
川
義
親
撮
影
ネ
ガ
ア
ル
バ
ム
五
五（
個
人
蔵
）。

（
18
）　
『
欧
州
大
陸
旅
行
日
程
』（
日
本
郵
船
株
式
会
社
、
一
九
二
五
年
）。

（
19
）　

徳
川
義
親
『
熊
狩
り
の
旅
』（
精
華
書
院
、一
九
二
一
年
）、
徳
川
義
親
「
ア
イ
ヌ
と
熊
」（『
動

物
学
雑
誌
』
三
五
五
、
東
京
動
物
学
会
、
一
九
一
八
年
）。

（
20
）　

前
掲
註（
4
）大
石
書
・
十
頁

（
21
）　

大
正
十
年
か
ら
十
一
年
の
会
計
記
録
と
し
て
旅
費
証
書
な
ど
八
冊（
個
人
蔵
、
非
公
開
）が

残
さ
れ
て
お
り
、
貨
物
の
個
数
の
記
さ
れ
る
受
取
書
類
も
保
管
さ
れ
て
い
る
が
、
内
容
に
つ
い

て
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。

（
22
）　

二
月
二
十
六
日
か
ら
三
月
五
日
、
三
月
二
十
日
か
ら
三
月
二
十
八
日
ま
で
。

（
23
）　

前
掲
註（
4
）大
石
書
。

（
24
）　

前
掲
註（
4
）大
石
書
。「
農
場
日
誌
」
大
正
十
二
年
五
月
十
四
日（「
八
雲
史
料
」
三
四
〇
、

徳
川
林
政
史
研
究
所
蔵
）。

侯
爵
よ
り
送
ら
れ
た
る
農
民
美
術
目
録　

徳
川
農
場

一
、
丸
盆　

大
小
各
一
枚

二　

葡
萄
葉
盆　
　

三
枚

三
、
熊
針
刺　
　
　

二
個

四
、
小
鉢　
　
　
　

四
個

五
、
熊　
　
　
　
　

一
個

六
、
角
力
熊　
　
　

一
個

七
、
鶏　
　
　
　
　

一
個

八
、
巻
煙（
草
）入　

一
個

九
、
ペ
ン
軸　
　
　

二
本

一
〇
、
小
物
容
器　

二
個

一
一
、
小
児
立
像　
　
　

六
個

一
二
、
ペ
ー
ハ
ー
ナ
イ
フ
二
挺

一
三
、
籠
型
小
鉢　
　
　

一
個

（
25
）　

前
掲
註（
4
）阿
部
論
文（
二
〇
〇
七
年
）。

（
26
）　

義
知
の
出
費
記
録
に
一
九
三
四
年
九
月
十
五
日
に
は
「
熊
楽
隊
」
が
、
九
月
二
十
日
に
は

「
熊
御
土
産
」「
木
彫
人
形
其
他
」
の
購
入
が
記
録
さ
れ
て
い
る（
個
人
蔵
）。

（
27
）　

市
川
寛
也
「「
農
民
美
術
」
の
成
立
背
景
と
受
容
を
め
ぐ
る
一
考
察
─
地
域
社
会
に
お
け

る
文
化
創
造
の
視
点
か
ら
─
」（
大
阪
美
術
教
育
学
会
『
美
術
教
育
学
研
究
』
五
三
、
二
〇
二
一

年
）。

小
笠
原
正
「
農
民
美
術
っ
て
何
だ
ろ
う
？
」（
宮
村
真
一
・
小
笠
原
正
監
修
『
は
じ
め
ま
し
て
農

民
美
術　

木
片
人
形
・
木
彫
・
染
織
・
刺
繡
刺
繡
』
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
社
、
二
〇
二
二
年
）。

（
28
）　
『
三
越
』（
一
〇
─
七
、
三
越
、
一
九
二
〇
年
）三
四
頁
。

（
29
）　

出
品
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。『
山
本
鼎
』（
上
田
市
山
本
鼎
記
念
館
、
一
九
九
二
年
）。

木
製
浮
彫
巻
莨
箱
及
葉
巻
入　

三
十
六　
　
　

白
樺
樹
皮
製
小
容
器　
　

三
百
三
十
九

木
製
彩
画
小
容
器　
　
　
　
　

九
十
六　
　
　

木
製
彩
画
小
皿　
　
　
　

百
三
十
二

木
製
彩
画
菓
子
鉢　
　
　
　
　

四
十
五　
　
　

木
製
彩
画
盆　
　
　
　
　

四
十
五

木
片
人
形　
　
　
　
　
　
　
　

二
百
八
十　
　

木
製
手
ぐ
り
巻
莨
箱　
　

二

木
製
彩
画
ペ
ー
パ
ー
ナ
イ
フ　

百
二
十　
　
　

手
提
げ
袋（
刺
繡
）　　
　

二
十
六

ク
ッ
シ
ョ
ン（
刺
繡
）　　
　
　

二
十
三　
　
　

卓
子
掛（
刺
繡
）　　
　
　

十
四

半
襟（
刺
繡
）　　
　
　
　
　
　

十
二　
　
　
　
　
　
　

合
計
千
百
五
十
三
点

棚
敷（
刺
繡
）　　
　
　
　
　
　

十
三

（
30
）　

前
掲
註（
28
）書
同
頁
。

（
31
）　

荒
幡
克
己
「
明
治
後
期
か
ら
の
「
副
業
の
奨
励
」
政
策
に
つ
い
て
」（『
農
業
経
済
研
究
』

六
八
─
四
、
日
本
農
業
経
済
学
会
、
一
九
九
七
年
）。

寺
本
益
英
「
大
正
～
昭
和
初
期
に
お
け
る
農
家
副
業
政
策
の
展
開
」（『
経
済
学
論
究
』
五
二
─



北
海
道
八
雲
町
に
お
け
る
木
彫
り
熊
の
導
入
と
普
及
─
農
民
美
術
運
動
と
の
関
係
を
中
心
に

六
九

二
、
関
西
学
院
大
学
経
済
学
部
研
究
会
、
一
九
九
八
年
）。

（
32
）　

山
越
脩
蔵
編
『
山
本
鼎
の
手
紙
』（
上
田
市
教
育
委
員
会
、
一
九
七
一
年
）二
一
九
頁
。『
山

本
鼎
の
手
紙
』
で
は
南
氏
を
特
定
し
て
い
な
い
が
、
前
掲
註（
27
）市
川
論
文
で
は
南
弘
の
仲
介

に
よ
り
細
川
護
立
な
ど
の
出
資
を
受
け
た
と
記
し
て
い
る
。

（
33
）　

森
村
開
作
は
森
村
財
閥
を
創
設
し
た
六
代
目
森
村
市
左
衛
門
の
次
男
。
兄
が
夭
逝
し
た
た

め
、
後
継
者
に
指
名
さ
れ
、
明
治
三
十
五
年（
一
九
〇
二
）に
森
村
組
に
取
締
役
と
し
て
入
っ

た
。
大
正
六
年（
一
九
一
七
）に
は
森
村
産
業
の
社
長
、
翌
年
に
は
森
村
組
を
株
式
会
社
に
し
て

社
長
に
就
任
、
森
村
銀
行
の
頭
取
と
も
な
っ
て
い
る
。
同
八
年
父
の
死
去
に
伴
い
森
村
財
閥
を

引
き
継
ぎ
、
男
爵
と
な
っ
た
。

（
34
）　

前
掲
註（
32
）山
越
書
。

（
35
）　

大
正
十
四
年
の
戸
数
は
二
千
五
百
三
十
、
人
口
一
万
三
千
七
百
一
人
で
あ
る（
八
雲
町「
創

基
五
十
年
当
時
の
人
口
表
」（
第
二
回
国
勢
調
査
）、『
三
訂
八
雲
町
史
』
上
巻
）。
尚
、
大
石
は

徳
川
農
場
の
総
戸
数
二
百
五
戸
、
人
口
千
二
百
八
十
三
人
を
基
準
に
「
二
人
に
一
人
は
出
品
」

と
し
て
い
る
が
、
国
勢
調
査
に
よ
る
総
戸
数
か
ら
考
え
れ
ば
割
合
は
大
き
く
異
な
る（
前
掲
註

（
4
）大
石
書
二
六
四
頁
）。

（
36
）　
「
函
館
毎
日
新
聞
」
大
正
十
三
年
二
月
十
九
日
付（
函
館
毎
日
新
聞
社
、
一
九
二
四
年
）。

（
37
）　

大
石
勇
は
徳
川
農
場
で
趣
意
書
が
ほ
ぼ
完
成
形
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
が（
前

掲
註（
4
）大
石
書
）、
そ
の
背
景
に
は
、
山
本
鼎
提
供
資
料
が
徳
川
農
場
に
到
着
し
て
い
た
こ

と
に
よ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
趣
意
書
の
内
容
は
、
義
親
の
口
頭
の
説
明
の
み
で
は
理
解
し

得
な
い
と
こ
ろ
ま
で
踏
み
込
ん
で
い
る
と
考
え
る
。

（
38
）　

宮
村
真
一
・
小
笠
原
正
監
修
『
は
じ
め
ま
し
て
農
民
美
術　

木
片
人
形
・
木
彫
・
染
織
・

刺
繡
』（
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
社
、
二
〇
二
二
年
）で
は
「
全
国
の
主
な
農
民
美
術
生
産
組
合
」
と
し

て
六
十
九
団
体
を
挙
げ
る
中
で
、
唯
一
の
北
海
道
で
の
団
体
と
し
て
八
雲
農
民
美
術
研
究
会
を

あ
げ
る
。
筆
者
は
こ
の
大
枠
で
捉
え
て
い
く
こ
と
に
同
調
す
る
。

（
39
）　

大
正
十
四
年
の
全
国
副
業
展
覧
会
に
つ
い
て
は
日
本
産
業
協
会
編
『
全
国
副
業
展
覧
会
報

告
』（
日
本
産
業
協
会
、
一
九
二
六
年
）に
よ
る
。

（
40
）　
『
全
国
副
業
品
取
引
便
覧
』（
日
本
産
業
協
会
、
一
九
二
六
年
）。

（
41
）　

全
国
副
業
展
覧
会
よ
り
年
代
的
に
遡
る
全
国
勧
業
博
覧
会
等
に
お
い
て
も
、
八
雲
か
ら
の

出
品
が
あ
り
数
多
く
入
賞
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
徳
川
農
場
及
び
徳
川
侯
爵
家
は
八
雲
か
ら
の

博
覧
会
の
出
品
に
精
通
し
て
い
た
も
の
と
推
定
す
る
。

（
42
）　

大
正
十
四
年
三
月
二
十
六
日
「
八
雲
農
村
美
術
工
芸
展
覧
会
式
辞
」「
八
雲
」
三
四
二
。

（
43
）　

大
石
は
副
業
と
い
う
視
点
か
ら
、「
北
海
道
家
庭
手
工
芸
品
展
覧
会
」（
大
正
十
三
年
五
月

二
十
八
日
～
六
月
六
日
、
於
：
北
海
道
商
品
陳
列
所
内
）に
言
及
す
る（
前
掲
註（
4
）大
石

書
）。
同
展
に
は
徳
川
農
場
か
ら
木
工
品
二
十
九
点
の
特
別
出
品
が
あ
り
、「
徳
川
農
場
主
徳
川

侯
爵
先
年
欧
米
漫
遊
の
際
彼
の
地
に
於
け
る
農
家
の
趣
味
生
活
の
実
況
を
親
し
く
視
察
せ
ら

れ
、
本
道
農
業
に
副
業
の
必
要
を
察
知
し
同
地
高
等
公
民
学
校
を
中
心
と
し
青
年
、
婦
女
子
に

対
し
各
種
副
業
的
美
術
工
芸
品
の
製
作
を
奨
励
し
、
本
年
三
月
同
町
に
開
催
せ
る
農
村
美
術
工

芸
品
評
会
に
於
け
る
買
上
品
及
び
侯
爵
所
蔵
の
外
国
製
品
の
出
陳
を
得
、
其
れ
等
の
比
較
対
象

は
観
衆
の
視
線
を
集
中
し
」
と
あ
る（『
家
庭
手
工
芸
品
展
覧
会
概
況
』
北
海
道
庁
産
業
部
、
一

九
二
四
年
）。
し
か
し
こ
こ
に
木
彫
り
熊
は
出
品
さ
れ
て
お
ら
ず
、
擬
賞
者
の
品
名
に
も
そ
れ

ら
し
き
も
の
は
一
点
も
な
い
。
出
品
点
数
二
千
七
百
四
十
点
の
内
、
木
工
品
は
六
百
五
十
三
点

と
二
十
一
種
別
の
内
最
も
多
い
が
、
こ
の
記
録
上
に
は
木
彫
り
熊
は
一
切
確
認
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
。

（
44
）　

前
掲
註（
1
）太
田
論
文
、
前
掲
註（
4
）大
石
書
。

（
45
）　
「
八
雲
」
三
一
九
二
。

（
46
）　
「
八
雲
」
三
三
〇
〇
。

（
47
）　

ペ
ー
パ
ー
ナ
イ
フ
が
六
百
七
点
、
ペ
ン
軸
が
五
百
四
十
九
点
あ
る
が
、「
ペ
ー
パ
ー
ナ
イ

フ（
熊
）」「
ペ
ン
軸（
熊
）」
と
記
さ
れ
た
も
の
し
か
木
彫
り
熊
と
し
て
カ
ウ
ン
ト
し
て
い
な
い
。

こ
の
な
か
に
も
熊
モ
チ
ー
フ
は
あ
る
た
め
、
実
際
に
は
も
っ
と
多
く
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
48
）　

研
究
会
が
結
成
さ
れ
る
以
前
の
受
入
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
研
究
会
の
前
身
で
あ
る
研
究
座

談
会
時
代
も
含
む
も
の
と
解
さ
れ
る
。

（
49
）　

八
雲
町
木
彫
り
熊
資
料
館
の
資
料
を
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
一
一
五（
台
帳
に
あ
る
作
品
番

号
。
以
下
同
じ
）：
昭
和
三
年
三
月
七
日
受
付
吉
田
千
太
郎
の
ペ
ン
軸
、
五
四
四
：
同
年
六
月

十
九
日
受
付
柴
崎
重
行
の
熊
ト
ザ
リ
ガ
ニ
、
五
八
七
：
同
年
八
月
十
四
日
受
付
吉
田
千
太
郎
の

道
化
熊　

種
蒔
の
三
点
が
判
明
し
た
。
ち
な
み
に
吉
田
の
ペ
ン
軸
は
、
魚（
鮭
か
？
）の
上
に
熊

が
ま
た
が
っ
た
デ
ザ
イ
ン
で
あ
り
、
前
掲
註（
46
）の
単
に
ペ
ン
軸
と
記
載
さ
れ
て
い
て
も
木
彫

り
熊
と
カ
ウ
ン
ト
で
き
る
も
の
が
あ
る
こ
と
を
裏
付
け
て
い
る
。

（
50
）　
「
八
雲
」
三
四
八
。



北
海
道
八
雲
町
に
お
け
る
木
彫
り
熊
の
導
入
と
普
及
─
農
民
美
術
運
動
と
の
関
係
を
中
心
に

七
〇

（
51
）　
「
八
雲
農
村
美
術
研
究
会
会
則
」（「
八
雲
」
三
一
九
七
）。
本
資
料
は
発
行
さ
れ
た
も
の
で

は
な
く
、
決
裁
を
行
っ
た
文
書
と
想
定
さ
れ
る
が
、
内
容
は
大
き
く
変
わ
ら
な
い
と
考
え
て
い

る
。

（
52
）　
「
八
雲
」
三
二
二
六
。

（
53
）　
「
八
雲
」
三
四
一
～
三
六
四（
一
九
二
四
～
四
七
年
）。
徳
川
農
場
の
年
度
ご
と
の
日
誌
を

確
認
し
た
。
昭
和
十
七
年
以
降
に
義
親
が
来
町
し
た
記
録
は
な
い
。
な
お
、
こ
の
日
誌
に
お
け

る
年
度
は
一
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
で
あ
る
。

（
54
）　

前
掲
註（
53
）「
八
雲
」
三
四
九
、
九
月
二
十
五
日
・
十
一
月
十
八
日
・
十
九
日
。
こ
の
本

邸
は
、
昭
和
四
十
三
年
に
長
野
県
南
牧
村
内
に
移
築
さ
れ
、
八
ヶ
岳
高
原
ヒ
ュ
ッ
テ
と
し
て
現

存
し
て
お
り
、
令
和
二
年
に
は
国
の
登
録
有
形
文
化
財
と
な
っ
た
。
こ
の
熊
も
ヒ
ュ
ッ
テ
内
に

現
存
し
て
い
る
が
、
移
築
時
に
場
所
が
変
更
さ
れ
て
い
る
。
製
作
し
た
二
人
は
昭
和
七
年
九
月

二
十
五
日
に
八
雲
を
出
発
し
、
若
山
が
同
年
十
一
月
十
八
日
に
、
茂
木
が
そ
の
翌
日
に
帰
町
し

て
い
る
。

（
55
）　

前
掲
註（
53
）「
八
雲
」
三
四
三
等
。
な
お
、
前
掲
註（
4
）大
島
書
に
は
、
昭
和
七
年
に
山

本
鼎
か
ら
講
演
と
指
導
を
受
け
た
と
あ
る
が
、
農
場
日
誌
や
書
類
綴
等
に
は
一
切
記
載
が
見
ら

れ
ず
、
誤
り
と
判
断
し
て
い
る
。

（
56
）　

前
掲
註（
53
）「
八
雲
」
三
五
〇
、
六
月
七
日
～
六
月
十
日
。「
熊
彫
の
概
略
」（「
八
雲
」
三

二
二
四
）。

（
57
）　

前
掲
註（
56
）「
八
雲
」
三
二
二
四
。
な
お
畑
正
義
他
「
故
畑
正
吉
氏
の
思
い
で
」（『
宝
生
』

十
五
─
十
二
、
わ
ん
や
書
店
、
一
九
六
六
年
）に
お
い
て
、
畑
が
義
親
か
ら
木
彫
り
熊
に
つ
い

て
相
談
さ
れ
、
第
一
号
の
原
型
を
作
っ
た
と
い
う
伝
聞
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
批
評
の

件
が
誤
っ
て
伝
わ
っ
た
も
の
と
解
し
て
い
る
。

（
58
）　

前
掲
註（
53
）「
八
雲
」
三
五
一
、
二
月
十
五
日
。

（
59
）　

前
掲
註（
53
）「
八
雲
」
三
四
五
、
五
月
二
十
六
日
等
。

（
60
）　

前
掲
註（
53
）「
八
雲
」
三
五
四
、
五
月
二
十
四
日
。
日
誌
に
は
他
に
昭
和
六
年
六
月
に
東

京
本
邸
、
同
八
年
六
月
に
北
海
道
函
館
市
函
館
図
書
館
、
同
十
年
七
月
に
は
徳
島
県
徳
島
市
市

営
動
物
園
、
同
十
四
年
六
月
に
は
東
京
上
野
松
坂
屋
へ
仔
グ
マ
を
送
っ
た
記
録
が
残
る
。
同
十

六
年
八
月
に
は
八
雲
ア
イ
ヌ
に
仔
グ
マ
を
譲
渡
し
て
い
る
。

（
61
）　

前
掲
註（
53
）「
八
雲
」
三
四
三
、
五
月
八
日
。

（
62
）　
「
柴
崎
重
行
書
簡
」（「
八
雲
」
三
二
〇
七
）。

（
63
）　

前
掲
註（
4
）大
谷
書（
二
〇
二
〇
年
）。

（
64
）　

前
掲
註（
38
）。

（
65
）　
「
八
雲
」
三
二
二
八
～
三
二
三
九
、
三
二
五
八
、
三
二
五
九
、
三
二
六
一
、
三
二
六
三
、

三
二
六
五
、
三
二
六
七
、
三
二
六
九
、
三
二
七
一
、
三
二
七
三
、
三
二
七
五
、
三
二
七
六
。
年

度
ご
と
の
受
入
帳
と
会
員
帳
の
詳
細
な
整
合
性
は
未
確
認
だ
が
、
大
き
な
誤
差
は
な
い
と
思
わ

れ
る
。

（
66
）　
「
八
雲
」
三
一
九
五
「
北
海
道
札
幌
師
範
学
校
長
萱
場
今
朝
治
の
郷
土
教
育
研
究
資
料
調

査
へ
の
回
答
」（
昭
和
七
年
）。
表
の
個
人
の
製
作
数
は
、
前
掲
註（
46
）に
て
判
明
し
て
い
る
一

月
ま
で
の
数
を
記
載
し
た
。

（
67
）　
「
八
雲
」
三
二
六
五
。

（
68
）　
「
八
雲
」
三
二
五
七
、
三
二
六
〇
、
三
二
六
二
、
三
二
六
四
、
三
二
六
五
、
三
二
六
八
、

三
二
七
〇
、
三
二
七
二
、
三
二
七
四
～
三
二
七
六
。

（
69
）　
「
八
雲
」
三
二
四
二
。

（
70
）　

前
掲
註（
65
）「
八
雲
」
三
二
六
五
。
二
級
品
、
取
合
は
一
種
類
と
し
て
数
え
て
い
な
い
。

（
71
）　

前
掲
註（
53
）「
八
雲
」
三
五
〇
、
三
五
四
、
三
五
五
。
前
掲
註（
56
）「
八
雲
」
三
二
二
四
。

「
八
雲
」
三
一
九
五
、
木
村
裕
樹
「
青
年
に
よ
る
副
業
品
の
研
究
─
山
形
県
新
庄
町
の
最
上
共

生
青
年
会
を
事
例
と
し
て
─
」（『
昭
和
戦
前
期
の
青
年
層
に
お
け
る
民
俗
学
の
受
容
・
活
用
に

つ
い
て
の
研
究　

神
奈
川
大
学
日
本
常
民
文
化
研
究
所
調
査
報
告
』
二
八
、
神
奈
川
大
学
日
本

常
民
文
化
研
究
所
、
二
〇
二
〇
年
）。

（
72
）　
「
八
雲
」
三
四
八
、
九
月
二
十
六
日
。

（
73
）　
『
道
展
四
十
年
史
』（
北
海
道
美
術
協
会
、
一
九
六
五
年
）、
前
掲
註（
53
）「
八
雲
」
三
四
八
、

九
月
二
十
六
日
。
根
本
の
入
選
は
日
誌
に
は
み
ら
れ
る
も
の
の
、『
道
展
四
十
年
史
』
に
記
載

が
な
い
。

（
74
）　
「
八
雲
」
三
一
九
五
「
昭
和
七
年
度
研
究
会
定
期
総
会
議
案
」、
前
掲
註（
56
）「
八
雲
」
三

二
二
四
、
前
掲
註（
53
）「
八
雲
」
三
四
五
、
二
月
二
十
一
日
、
三
五
〇
、
五
月
十
八
日
・
六
月

四
日
、
前
掲
註（
71
）木
村
論
文
。

（
75
）　
「
八
雲
」
三
二
一
八
。

（
76
）　
「
八
雲
」
三
一
九
三
。



北
海
道
八
雲
町
に
お
け
る
木
彫
り
熊
の
導
入
と
普
及
─
農
民
美
術
運
動
と
の
関
係
を
中
心
に

七
一

（
77
）　

前
掲
註（
53
）「
八
雲
」
三
四
五
、
四
月
四
日
。

（
78
）　

前
掲
註（
46
）。

（
79
）　
「
八
雲
」
三
二
二
四
。

（
80
）　

前
掲
註（
46
）。

（
81
）　

山
田
伸
一Y

ouT
ube

人
間
科
学
×
ヒ
グ
マ
「
サ
ケ
を
背
負
っ
た
ク
マ
の
話
」
｜
学
び
の

る
つ
ぼ
〜
人
間
を
科
学
す
る
～https://w

w
w

.youtube.com
/w

atch?v=ExU
Q

X
_

JY
X

U
M

 　

二
〇
二
五
年
十
一
月
三
十
日
最
終
閲
覧
。
山
田
氏
に
よ
れ
ば
、
鮭
を
背
負
っ
た
姿

は
天
明
八
年（
一
七
八
八
）の
巡
検
記
録
で
あ
る
『
東
遊
雑
記
』
ま
で
遡
れ
る
と
い
う
。

（
82
）　

相
川
延
介
「
北
海
道
観
光
土
産
品
小
史
考（
改
訂
）民
工
芸
品
編
木
彫
熊
そ
の
九
」（『
観
光

土
産H

O
K

K
A

ID
O

』
一
一
六
、
北
海
道
観
光
土
産
品
協
会
、
一
九
九
八
年
）。

（
83
）　

前
掲
註（
4
）大
島
書
、
石
島
忍
『
旭
川
の
木
彫
り
熊
の
話
し
』（
北
海
道
木
彫
工
芸
協
会
、

一
九
八
一
年
）、
荒
井
源
次
郎
「
松
井
梅
太
郎
」（『
月
刊
豊
談
』
三
四
三
、
旭
川
出
版
社
、
一
九

八
六
年
）、
相
川
延
介
「
北
海
道
観
光
土
産
品
小
史
考（
改
訂
）民
工
芸
品
編
木
彫
熊
そ
の
七
」

（『
観
光
土
産H

O
K

K
A

ID
O

』
一
一
三
、
北
海
道
観
光
土
産
品
協
会
、
一
九
九
七
年
）。

（
84
）　

前
掲
註（
4
）大
谷
書
。

（
85
）　
「
八
雲
」
三
二
〇
七
。

（
86
）　
「
八
雲
」
三
二
八
六
。

（
87
）　
「
観
光
土
産
品
工
芸
品
展
覧
会
審
査
員
の
講
評
と
感
想
」（『
帝
国
工
藝
』
四
─
一
〇
、
帝
国

工
藝
会
、
一
九
三
〇
年
）。

（
88
）　
「
北
海
道
入
選
土
産
品
」（『
帝
国
工
藝
』
四
─
十
二
、
帝
国
工
藝
会
、
一
九
三
〇
年
）。

（
89
）　

浅
尾
一
夫
『
八
雲
の
熊
彫
り
と
柴
崎
重
行
の
作
風
に
つ
い
て
』（
私
家
版
、
一
九
七
四
年
）、

前
掲
註（
4
）安
藤
書
。

（
90
）　

杵
島
武
夫
「
観
光
土
産
品
展
出
品
の
横
顔
」（『
帝
国
工
藝
』
四
─
一
〇
、
帝
国
工
藝
会
、

一
九
三
〇
年
）。

（
91
）　
「
八
雲
」
三
一
九
三
。
対
応
に
つ
い
て
書
か
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
付
紙
が
破
れ
て
お
り
、

結
果
は
不
明
。

（
92
）　
『
第
一
回
北
海
道
み
や
げ
品
展
覧
会
々
誌
』（
北
海
道
庁
産
業
部
商
工
課
、
一
九
三
九
年
）。

（
93
）　

こ
の
よ
う
な
指
摘
か
市
場
の
要
請
か
は
判
然
と
し
な
い
が
、
研
究
会
で
は
何
回
か
価
格
改

定
を
し
て
定
価
を
下
げ
て
い
る
。
す
で
に
販
売
店
へ
卸
し
た
製
品
の
差
額
に
つ
い
て
は
、
販
売

店
の
負
担
と
せ
ず
研
究
会
が
補
償
し
て
い
る
。

（
94
）　
「
批
判
会
」
が
開
か
れ
審
査
対
象
に
委
員
が
意
見
し
て
い
る
が
、
旭
川
新
聞
社
札
幌
市
局

長
の
中
川
寅
三
は
、
農
民
芸
術
の
発
達
と
と
も
に
熊
に
関
す
る
木
工
品
製
作
が
非
常
に
発
達
し

て
き
て
い
る
が
、
北
海
道
拓
殖
の
宣
伝
に
対
し
て
相
当
の
異
論
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
昔
か
ら
道

内
に
生
息
す
る
シ
カ
が
最
も
適
当
で
あ
る
。
ア
イ
ヌ
細
工
は
余
り
に
単
調
で
、
今
少
し
芸
術
化

さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
ほ
し
い
と
述
べ
て
い
る
。

（
95
）　

本
田
孜
「
白
老
の
木
彫
り
グ
マ
」（『
仙
台
藩
白
老
元
陣
屋
資
料
館
報
』
六
・
七
合
併
、
仙

台
藩
白
老
元
陣
屋
資
料
館
、
二
〇
〇
一
年
）。

（
96
）　
「
白
老
町
田
邊
真
正
堂
か
ら
の
ハ
ガ
キ
」（「
八
雲
」
三
一
九
四
）。
こ
れ
に
対
し
て
八
雲
熊

彫
の
種
類
と
金
額
を
記
載
し
た
う
え
、
本
年
は
売
れ
行
き
が
良
い
た
め
製
作
が
間
に
合
っ
て
お

ら
ず
、
多
数
の
注
文
に
は
す
ぐ
に
は
応
え
ら
れ
な
い
と
回
答
し
て
い
る
。

（
97
）　

三
村
鐘
三
郎
「
青
年
創
作
副
業
展
の
木
竹
製
品
」（『
帝
国
工
藝
』
五
─
六
、
帝
国
工
藝
会
、

一
九
三
一
年
）。

（
98
）　

前
掲
註（
71
）木
村
書
。

（
99
）　

大
西
伍
一
『
農
村
副
業
の
要
訣
』（
明
文
堂
、
一
九
三
六
年
）。

（
100
）　
「
副
業
展
覧
会
合
評
会
速
記
録
」（『
青
年
教
育
時
報
』
六
、
大
日
本
聨
合
青
年
団
、
一
九
三

六
年
）。

（
101
）　

朝
日
新
聞
社
編
「
ア
イ
ヌ
の
木
彫
熊
」（『
ア
サ
ヒ
グ
ラ
フ
』
一
九
─
二
三
、
朝
日
新
聞
社
、

一
九
三
二
年
）。

（
102
）　
「
本
道
工
藝
品
の
製
作
を
奨
励
」（『
旭
川
新
聞
』、
一
九
三
三
年
五
月
十
九
日
）。

（
103
）　

中
添
修
「
八
雲
の
熊
彫
」（『
帝
国
工
藝
』
九
─
二
、
帝
国
工
藝
会
、
一
九
三
五
年
）。
中
添

に
つ
い
て
は
農
場
職
員
の
名
簿
に
も
研
究
会
の
名
簿
に
も
名
前
が
な
く
、
人
物
が
特
定
で
き
て

い
な
い
。

（
104
）　
「
輸
出
向
農
村
工
藝
品
」（『
帝
国
工
藝
』
九
─
二
、
帝
国
工
藝
会
、
一
九
三
五
年
）。

（
105
）　

前
掲
註（
4
）金
倉
書
。

（
106
）　
「
木
彫
羆
と
ア
イ
ヌ
細
工
に
就
て
」（『
北
海
道
工
業
試
験
場
時
報
』、
北
海
道
工
業
試
験
場
、

一
九
三
七
年
）。

（
107
）　

例
え
ば
「
八
雲
」
三
一
九
五
に
は
、
昭
和
七
年
五
月
十
七
日
に
北
海
道
庁
で
開
催
さ
れ
た

輸
出
向
工
芸
品
展
示
会
出
品
協
議
会
に
八
雲
か
ら
大
島
鍛
が
出
席
し
、
内
容
を
報
告
し
た
文
書



北
海
道
八
雲
町
に
お
け
る
木
彫
り
熊
の
導
入
と
普
及
─
農
民
美
術
運
動
と
の
関
係
を
中
心
に

七
二

が
残
さ
れ
て
い
る
。

札
幌
停
車
場
通
、
北
海
み
や
げ
ハ
札
幌
ニ
於
ケ
ル
本
道
土
産
品
販
売
店
ト
シ
テ
最
大
ノ
商

店
ナ
ル
ガ
、
店
主
鈴
木
忠
太
郎
氏
ハ
協
議
会
ノ
席
上
ニ
於
テ
八
雲
熊
彫
ニ
就
テ
左
ノ
如
ク

語
ラ
リ
タ
リ

自
分
ハ
木
彫
ノ
熊
ハ
北
海
道
土
産
品
ト
シ
テ
製
作
ス
ル
ト
キ
ハ
相
当
ニ
販
路
ア
ル
有
望

ノ
工
芸
ナ
リ
ト
思
ヒ
、
八
雲
ヨ
リ
ハ
大
ニ
早
ク
大
正
三
年
此
製
作
ヲ
始
メ
タ
リ
シ
ガ
、

今
ハ
八
雲
ニ
株
ヲ
取
ラ
レ
シ
形
勢
ト
ナ
レ
リ
、
故
ニ
最
近
ニ
テ
ハ
八
雲
熊
彫
ヲ
手
本
ト

シ
テ
職
工
シ
製
作
セ
シ
メ
ツ
ヽ
ア
ル
モ
、
ド
ウ
シ
テ
モ
八
雲
ノ
品
ニ
及
ブ
コ
ト
能
ハ

ズ
、
依
テ
八
雲
ノ
農
美
研
究
会
ト
取
引
ヲ
開
始
シ
タ
シ
ト
思
フ
ガ
故
ニ
後
刻
特
ト
御
相

談
致
シ
タ
シ

と
あ
り
、
現
在
の
札
幌
駅
前
の
土
産
店
で
は
、
既
に
大
正
三
年
か
ら
木
彫
り
熊
を
作
っ
て
販
売

し
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

（
108
）　

佐
藤
郁
夫
「
北
海
道
観
光
史
」（『
産
研
論
集
』
二
二
、
札
幌
大
学
、
一
九
九
九
年
）、
齋
藤

玲
子
「
北
海
道
観
光
案
内
の
な
か
の
ア
イ
ヌ
文
化
紹
介
の
変
遷
─
昭
和
期
の
旅
行
案
内
・
北
海

道
紹
介
記
事
の
考
察
を
と
お
し
て
─
」（『
国
際
文
化
研
究
所
紀
要
』
六
、
昭
和
女
子
大
学
国
際

文
化
研
究
所
、
二
〇
〇
一
年
）。

（
109
）　

前
掲
註（
4
）「
木
彫
り
熊
」
研
究
会
編
書
、
大
谷
書（
二
〇
二
〇
年
）、
北
海
道
大
学
大
学

院
文
学
院
文
化
多
様
性
論
博
物
館
学
研
究
室
・
田
村
編
書
。

（
110
）　

前
掲
註（
83
）石
島
書
、
石
島
忍
『
熊
彫
り
の
名
工　

堀
井
清
司
の
半
世
記
』（
札
幌
工
芸
品

協
会
、
一
九
八
一
年
）。
堀
井
の
木
彫
り
熊
は
、
堀
井
民
芸
で
確
立
し
た
造
形
で
、
多
く
の
職

人
が
製
作
に
関
わ
っ
た
の
ち
独
立
し
、
現
在
で
は
堀
井
流
と
も
呼
ば
れ
る
木
彫
り
熊
の
一
流
派

を
形
成
し
て
い
る
。
石
島
は
、
ス
イ
ス
ル
ー
ツ
の
八
雲
、
ア
イ
ヌ
ル
ー
ツ
の
旭
川
、
独
学
の
堀

井
を
木
彫
り
熊
の
三
大
ル
ー
ツ
と
し
て
い
る
。

（
111
）　

前
掲
註（
4
）大
塚
書（
一
九
八
六
年
）。

（
112
）　

前
掲
註（
4
）大
島
書
に
は
熊
は
銃
殺
さ
れ
た
と
書
か
れ
る
が
、
前
掲
註（
53
）「
八
雲
」
三

六
〇
・
五
月
二
十
五
日
に
は
牡
の
雲
八
が
胃
腸
疾
病
の
た
め
死
ん
だ
と
あ
る
。
牝
の
五
十
子
に

つ
い
て
の
記
載
は
な
く
、
消
息
不
明
で
あ
る
。
な
お
、
前
掲
註（
4
）大
島
書
で
は
磯
子
と
さ
れ

て
い
る
が
、
日
誌
で
は
五
十
子
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。

（
113
）　

前
掲
註（
4
）大
谷
書（
二
〇
二
〇
年
）、
安
藤
書
等
。

（
114
）　

前
掲
註（
4
）五
十
嵐
書
、
齋
藤
論
文
。
八
雲
の
ユ
ー
ラ
ッ
プ
ア
イ
ヌ
も
挿
図
13
の
と
お
り

イ
ク
パ
ス
イ
に
熊
意
匠
を
彫
っ
て
い
る
。
八
雲
に
お
け
る
農
民
美
術
と
ユ
ー
ラ
ッ
プ
ア
イ
ヌ
は

無
関
係
で
は
な
く
、
大
正
十
三
年
の
農
村
美
術
工
芸
品
評
会
等
に
も
作
品
を
出
品
し
て
い
る

が
、
木
彫
り
熊
を
彫
っ
た
人
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
、
研
究
会
に
も
所
属
し
て
い
な
い
。

（
115
）　

石
島
忍
『
北
海
道
の
木
彫
り
熊
』（
私
家
版
、
一
九
七
九
年
）。

（
116
）　

前
掲
註（
4
）大
谷
書（
二
〇
二
〇
年
）等
で
、
大
谷
は
こ
れ
ま
で
毛
彫
り
と
面
彫
り
の
二
種

類
に
大
別
し
て
い
た
が
、
無
理
に
こ
の
二
種
類
に
分
類
せ
ず
「
そ
の
他
」
を
加
え
る
こ
と
と
し

た
。

（
117
）　

上
村
信
光
『
八
雲
木
彫
熊
の
作
り
方
』（
八
雲
町
公
民
館
講
座
木
彫
熊
講
座
資
料
、
一
九
八

四
年
版
）。

（
118
）　
「
八
雲
」
三
一
九
〇
。

（
119
）　

講
座
名
に
つ
い
て
は
、
昭
和
四
十
六
年
度
か
ら
平
成
十
四
年
度
ま
で
は
「
木
彫
熊
講
座
」、

平
成
二
十
五
年
度
か
ら
再
開
し
た
際
に
「
木
彫
り
熊
講
座
」
と
な
っ
た
。

（
120
）　

前
掲
註（
82
）相
川
書
、
前
掲
註（
4
）山
里
書
、
北
海
道
大
学
大
学
院
文
学
院
文
化
多
様
性

論
博
物
館
学
研
究
室
・
田
村
編
書
。

（
121
）　

上
田
市
美
術
館
学
芸
員
小
笠
原
正
氏
の
ご
教
示
に
よ
る
。

（
122
）　

例
え
ば
旭
川
市
の
佐
藤
憲
治
氏
は
毛
彫
り
の
木
彫
り
熊
が
多
か
っ
た
が
、
近
年
は
「
憲

ち
ゃ
ん
熊
」
と
呼
ば
れ
る
面
彫
り
の
木
彫
り
熊
を
多
く
作
っ
て
い
る
。

（
123
）　
『
日
本
美
術
画
報
』
初
編
五（
画
報
社
、
一
八
九
四
年
）。

（
八
雲
町
郷
土
資
料
館
・
木
彫
り
熊
資
料
館　

學
藝
員
）

（
徳
川
美
術
館　

非
常
勤
學
藝
員
）



徳
川
慶
勝
自
筆
の
能
楽
史
料
に
つ
い
て

七
三

　

は　

じ　

め　

に

　

書　

誌　

情　

報

　
　
（
一
─
一
）　

宝
生
流
舞
付

　
　
（
一
─
二
）　

宝
生
流
舞
付

　
　
（
二
）　　
　

宝
生
流
謡
曲

　
　
（
三
）　　
　

謡
曲
廻
順

　
　
（
四
）　　
　

必
携（
宝
生
流
謡
書
抜
）

　

解　

題

　

註

　
［
翻　

刻
］

　

凡　

例は　

じ　

め　

に

本
稿
は
、
徳
川
林
政
史
研
究
所
が
所
蔵
す
る
尾
張
徳
川
家
十
四
代
慶
勝（
一
八
二
四
～

八
三
）自
筆
の
能
楽
関
連
の
史
料
を
翻
刻
・
紹
介
す
る
も
の
で
あ
る
。
尾
張
徳
川
家（
以

下
、「
尾
張
家
」
と
略
称
す
る
）で
は
各
種
・
各
流
派
の
曲
目
の
上
演
に
応
じ
る
た
め
に
、

様
々
な
能
・
狂
言
面
や
装
束
・
小
道
具
が
備
え
ら
れ
た
。
現
在
、
徳
川
美
術
館
に
は
尾

張
家
伝
来
の
能
・
狂
言
面
が
約
百
六
十
面
、
装
束
が
お
よ
そ
七
百
点
、
そ
の
ほ
か
、
楽

器
や
舞
台
で
用
い
ら
れ
る
作
り
物
な
ど
、
膨
大
な
量
の
能
道
具
が
伝
わ
る
。
た
だ
、
特

定
の
人
物
が
所
用
し
た
こ
と
が
わ
か
る
能
道
具
は
少
な
く
、
所
用
が
判
明
す
る
の
は
徳

川
家
康（
一
五
四
三
～
一
六
一
六
）所
用
と
伝
わ
る
能
面
、
豊
臣
秀
頼（
一
五
九
三
～
一
六
一

五
）･

尾
張
家
初
代
義
直（
一
六
〇
〇
～
五
〇
）所
用
の
「
苅
田
蒔
絵
小
鼓
胴　

附 

葵
紋
扇

散
蒔
絵
鼓
箱
」、
義
直
所
用
の
「
大
根
巴
蒔
絵
小
鼓
胴　

銘 

客
来　

附 

三
番
叟
蒔
絵

鼓
箱
」、
そ
し
て
、
慶
勝
所
用
の
鎮
扇
三
十
六
点
の
み
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
、
慶
勝
所

用
と
伝
わ
る
の
は
、「
菊
・
牡
丹
図
鎮
扇
」「
金
雲
に
花
の
丸
図
鎮
扇
」「
金
地
振
金
雲

形
鎮
扇
」
な
ど
の
鎮
扇
で
、
多
く
の
扇
の
地
模
様
に
「
宝
生
五
雲
」
と
呼
ば
れ
る
五
つ

の
雲
の
模
様
が
表
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
特
徴
的
で
あ
る
。「
宝
生
五
雲
」
は
能
の
流
派

の
ひ
と
つ
で
、
大
和
猿
楽
の
外と

山び

座ざ

を
母
体
と
す
る
宝
生
流
を
象
徴
す
る
文
様
で
、
慶

勝
が
宝
生
流
を
重
用
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
点
で
貴
重
で
あ
る
。

（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

〔
史
料
紹
介
〕

徳
川
慶
勝
自
筆
の
能
楽
史
料
に
つ
い
て

野
　
村
　
弥
　
生



徳
川
慶
勝
自
筆
の
能
楽
史
料
に
つ
い
て

七
四

慶
勝
は
、
文
政
七
年（
一
八
二
四
）、
尾
張
家
の
分
家
で
あ
る
美
濃
高
須
松
平
家
十
代

義
建
の
二
男
と
し
て
誕
生
し
た
。
天
保
十
二
年（
一
八
四
一
）に
元
服
し
て
「
義
恕
」
と

名
乗
り
、
嘉
永
二
年（
一
八
四
九
）に
家
督
を
相
続
し
て
尾
張
家
十
四
代
当
主
と
な
っ
た
。

翌
月
十
二
代
将
軍
家
慶
か
ら
諱
の
一
字
「
慶
」
を
賜
り
「
慶
恕
」
と
名
乗
り
、
万
延
元

年（
一
八
六
〇
）に
は
「
慶
勝
」
と
改
名
し
た（
本
稿
で
は
「
慶
勝
」
と
統
一
す
る
）。
幼
少
の

こ
ろ
か
ら
読
書
を
好
み
、
武
芸
も
嗜
む
賢
明
な
人
物
と
し
て
評
価
が
高
か
っ
た
と
伝
わ

る
。
ま
た
、
学
問
の
記
録
や
日
記
を
細
か
に
書
き
残
し
、
さ
ら
に
は
蔵
書
目
録
を
慶
勝

自
身
が
作
成
す
る
な
ど
、
慶
勝
は
几
帳
面
で
整
理
好
き
な
性
格
だ
っ
た
と
い
え
る
。
こ

こ
に
紹
介
す
る
慶
勝
自
筆
の
能
楽
関
連
史
料
四
件
「
宝
生
流
舞
付
」「
宝
生
流
謡
曲
」

「
謡
曲
廻
順
」「
必
携（
宝
生
流
謡
書
抜
）」（
い
ず
れ
も
徳
川
林
政
史
研
究
所
蔵
）に
お
い
て
も
、

能
の
曲
目
や
慶
勝
の
修
練
の
記
録
が
実
に
細
か
に
記
録
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
史
料
名

に
あ
る
よ
う
に
、
徳
川
美
術
館
が
所
蔵
す
る
鎮
扇
と
同
じ
く
、
宝
生
流
に
関
す
る
史
料

で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

尾
張
家
に
関
す
る
能
楽
史
研
究
に
お
い
て
は
、
江
戸
時
代
中
期
頃
ま
で
の
演
能
の
記

録
の
紹
介
や
、
明
治
時
代
以
降
の
名
古
屋
能
楽
界
に
お
け
る
動
向
の
研
究
が
主
で
あ

り
、
慶
勝
自
身
と
能
楽
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
触
れ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
今
回
紹
介
す
る
慶
勝
の
時
代
に
お
け
る
能
の
修
練
に
つ
い
て
手
記
し
た
本
史

料
四
件
は
、
宝
生
流
を
好
ん
だ
慶
勝
の
能
へ
の
向
き
合
い
方
が
わ
か
る
点
で
貴
重
で
あ

り
、
慶
勝
の
時
代
の
能
楽
史
を
解
明
す
る
端
緒
と
し
て
紹
介
す
る
。

書　

誌　

情　

報

（
一
）　

宝
生
流
舞
付（
旧
蓬
左
文
庫
史
料
一
二
六
─
一
三
六
）　

二
冊

（
一
─
一
）　

宝
生
流
舞
付（
以
下
、「（
一
）宝
生
流
舞
付
Ａ
」
と
す
る
）一
冊

法
量　
　
　

縦
一
五
・一
糎
、
横
二
一・
二
糎
。

表
紙　
　
　

横
本
、
袋
綴
装
四
つ
目
綴
じ
。

　
　
　
　
　

薄
青
地
に
白
地
扇
模
様
。
薄
い
絹
で
表
装
。

　
　
　
　
　

中
央
、「
又
新
」
印（
朱
文
方
印
）。

外
題　
　
　

左
肩
、「
寶
生
流
舞
付
」（
墨
書
、
慶
勝
筆
）。

内
題　
　
　

見
返
し
中
央
、「
寶
生
流
舞
付
」（
墨
書
、
慶
勝
筆
）題
箋
貼
付
。

筆
者　
　
　

徳
川
慶
勝

紙
数　
　
　

全
十
三
丁（
本
文
六
丁
半
紙
一
枚
、
白
紙
六
丁
、
奥
書
半
紙
一
枚
）。

成
立
年
代　

江
戸
時
代　

十
九
世
紀

（
一
─
二
）　

宝
生
流
舞
付（
以
下
、「（
一
）宝
生
流
舞
付
Ｂ
」
と
す
る
）一
冊

法
量　
　
　

縦
八
・一
糎
、
横
一
八
・
五
糎
。

表
紙　
　
　

横
本
、
袋
綴
装
四
つ
目
綴
じ
。

　
　
　
　
　

薄
青
地
に
金
霞
地
扇
模
様
。
薄
い
絹
で
表
装
。

外
題　
　
　

右
肩
、「
寶
生
流
舞
付
」（
墨
書
）題
箋
貼
付
。

内
題　
　
　
「
寶
生
流
舞
付
」（
墨
書
、
慶
勝
筆
）。　

筆
者　
　
　

徳
川
慶
勝

紙
数　
　
　

全
十
三
丁（
本
文
七
丁
、
白
紙
三
丁
、
半
紙
一
枚
）。

成
立
年
代　

江
戸
時
代　

十
九
世
紀

（
二
）　

宝
生
流
謡
曲（
旧
蓬
左
文
庫
史
料
一
二
六
─
一
三
七
）　

一
冊

法
量　
　
　

縦
九
・
二
糎
、
横
一
八
・
八
糎
。

表
紙　
　
　

横
本
、
袋
綴
装
五
つ
目
綴
じ
。

（
6
）

（
7
）

（
8
）



徳
川
慶
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史
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七
五

　
　
　
　
　

白
地
に
レ
リ
ー
フ
模
様
金
箔
押
。

外
題　
　
　

右
肩
、「
宝
生
流
謡
曲
」（
墨
書
）題
箋
貼
付
。

内
題　
　
　
「
寶
生
流
謡
曲
」（
墨
書
、
慶
勝
筆
）。　

筆
者　
　
　

徳
川
慶
勝

紙
数　
　
　

全
十
三
丁（
本
文
十
丁
、
白
紙
三
丁
）。

奥
付　
　
　
「
源
慶
恕（
花
押
）」

成
立
年
代　

嘉
永
二
～
万
延
元
年（
一
八
四
九
～
六
〇
）頃

（
三
）　

謡
曲
廻
順（
旧
蓬
左
文
庫
史
料
一
二
六
─
一
三
八
）　

一
冊

法
量　
　
　

縦
三
二
・
五
糎
、
横
一
二
・
二
糎
。

表
紙　
　
　

横
本
、
袋
綴
装
大
和
綴
じ
。

共　
　
　
　

紙
表
紙
。

外
題　
　
　

中
央
、「
謡
曲
廻
順
」（
墨
書
、
慶
勝
筆
）。

内
題　
　
　

な
し

筆
者　
　
　

徳
川
慶
勝

紙
数　
　
　

全
十
三
丁（「
謡
順
」本
文
四
丁
、
白
紙
三
丁
半
紙
一
枚
、「
仕
舞
」三
丁
）。

成
立
年
代　

江
戸
時
代　

十
九
世
紀

（
四
）　

必
携（
宝
生
流
謡
書
抜
）（
旧
蓬
左
文
庫
史
料
一
二
六
─
一
五
六
）　

一
冊

法
量　
　
　

縦
七
・
六
糎
、
横
一
八
・
七
糎
。

表
紙　
　
　

横
本
、
袋
綴
装
四
つ
目
綴
じ
。
白
地
。

外
題　
　
　

左
肩
、「
必
携
」（
墨
書
、
慶
勝
筆
）。

内
題　
　
　

な
し

筆
者　
　
　

徳
川
慶
勝

紙
数　
　
　

全
十
二
丁
。

成
立
年
代　

江
戸
時
代　

十
九
世
紀

解　

題
能
の
修
練
は
、
ま
ず
能
の
台
本
で
あ
る
謡
本
を
も
と
に
「
謡
」
の
稽
古
を
し
、
次
に

基
本
の
所
作
を
習
得
す
る
た
め
に
「
仕
舞
」
を
習
う
こ
と
が
通
例
で
あ
る
。「
舞
」
の

様
々
な
所
作
は
「
型
」
と
い
い
、
こ
れ
を
「
型
付
」
と
呼
ば
れ
る
書
物
に
は
能
の
登
場

人
物
ご
と
に
定
め
ら
れ
た
所
作
を
中
心
に
、
演
じ
方
や
使
用
す
る
能
道
具
な
ど
が
具
体

的
に
記
さ
れ
る
。
一
般
的
な
名
称
は
「
型
付
」
だ
が
、
江
戸
時
代
中
期
以
前
の
名
残
か

ら
「
仕
舞
付
」「
舞
付
」「
手
附
」
と
も
い
わ
れ
る
。
能
の
部
分
奏
演
で
あ
る
舞
囃
子
や

仕
舞
に
限
定
し
た
内
容
の
「
型
付
」
も
あ
り
、
現
代
で
も
謡
本
と
同
様
に
一
般
の
人
び

と
の
稽
古
用
テ
キ
ス
ト
と
し
て
各
流
派
の
も
の
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。「
囃
子
仕
舞
手

附　

宝
生
流
」（
名
古
屋
市
蓬
左
文
庫
所
蔵
）の
よ
う
に
、
曲
名
の
次
に
詞
章
が
書
か
れ
、

要
所
と
な
る
詞
章
に
「
立（
立
ち
上
が
る
）」「
正（
舞
台
の
正
先
へ
向
か
う
）」「
サ
シ（「
サ
シ
」

と
い
う
所
作
を
す
る
）」「
拍
子
七（「
拍
子
」
を
七
回
踏
む
）」
な
ど
役
者
の
所
作
が
付
記
さ

れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
能
を
舞
う
際
に
必
要
な
手
引
書
の
役
割
を
担
っ
て
い
る
。

「（
一
）宝
生
流
舞
付
Ａ
」
は
六
十
五
曲
が
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
先
に
述
べ
た
一
般

的
な
「
型
付
」
に
あ
る
よ
う
な
舞
の
所
作
は
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
曲
名
ご
と
に
数
種
類

の
記
号
が
書
か
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
能
の
舞
を
現
代
と
同
じ
よ
う
に
修
練
し
た
と

仮
定
す
る
と
、
謡
に
あ
わ
せ
て
能
の
一
部
分
を
一
人
で
舞
う
仕
舞
か
ら
、
囃
子（
楽
器
）

が
加
わ
る
部
分
奏
演
の
居
囃
子
・
舞
囃
子
、
ワ
キ
方
・
狂
言
方
や
囃
子
方
な
ど
す
べ
て

の
役
者
が
揃
う
袴
能（
能
装
束
を
つ
け
ず
紋
付
袴
で
行
う
）・
能
の
順
に
修
練
す
る
の
が
基

本
と
な
る
。「（
一
）宝
生
流
舞
付
Ａ
」
に
書
か
れ
た
記
号
は
曲
名
の
上
と
下
に
様
々
あ

（
9
）

（
10
）
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六

り
、
い
ず
れ
も
修
練
の
過
程
で
付
記
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
本
稿
で
は
慶
勝
の

修
練
記
録
を
推
察
す
る
う
え
で
、
曲
名
の
下
に
記
さ
れ
た
記
号
に
着
目
し
た
。
本
史
料

は
「
型
付
」
に
分
類
さ
れ
る
た
め
、「
謡
」
で
は
な
く
「
舞
」
の
修
練
記
録
で
あ
る
と

推
測
で
き
る
こ
と
か
ら
、「
・
」
は
仕
舞
、「
●
」
は
舞
囃
子
、「
□
」
は
袴
能
、「
⦿
」

は
能
と
仮
定
し
た
。
一
曲
目
の
「
高
砂
」
は
左
記
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
。

●
高
砂　
　

・
●
・
□
⦿

「
仕
舞
、
舞
囃
子
、
仕
舞
、
袴
能
、
能
」
の
順
に
修
練
し
た
と
い
う
こ
と
を
示
唆
す

る
。「（

一
）宝
生
流
舞
付
Ｂ
」
は
、「（
一
）宝
生
流
舞
付
Ａ
」
よ
り
数
曲
増
減
し
七
十
曲
が

収
め
ら
れ
て
い
る
。
一
般
的
な
「
型
付
」
の
よ
う
に
所
作
が
示
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、

曲
名
の
次
に
は
詞
章
の
謡
出
し
が
書
か
れ
る
。
ま
た
「（
一
）宝
生
流
舞
付
Ａ
」
に
み
ら

れ
る
よ
う
な
記
号
は
な
い
。

「（
二
）宝
生
流
謡
曲
」
は
七
十
七
曲
が
収
め
ら
れ
、「（
一
）宝
生
流
舞
付
Ａ
・
Ｂ
」
と

曲
名
・
順
序
が
多
少
異
な
る
も
の
の
、
曲
名
の
次
に
詞
章
の
謡
出
し
が
書
か
れ
る
点
で

「（
一
）宝
生
流
舞
付
Ｂ
」
と
体
裁
が
近
似
し
て
い
る
。
奥
書
に
は
「
源
慶
恕（
花
押
）」

と
署
名
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
慶
勝
が
慶
恕
と
名
乗
っ
て
い
た
、
嘉
永
二
年（
一
八
四
九
）

か
ら
万
延
元
年（
一
八
六
〇
）ま
で
の
間
に
使
わ
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。

「（
三
）謡
曲
廻
順
」
の
「
廻
順
」
は
、
管
見
の
限
り
で
は
、
能
で
は
用
い
ら
れ
な
い

用
語
で
あ
る
。
曲
名
と
、
修
練
の
記
録
と
思
わ
れ
る
印
が
捺
さ
れ
て
い
る
。
前
半
五
十

一
曲
は
「
謡
順
」
と
い
う
内
題
、
後
半
の
六
十
曲
は
「
仕
舞
」
と
内
題
が
記
さ
れ
て
い

る
た
め
、
稽
古
を
つ
け
る
べ
き
順
番
に
曲
名
を
記
し
、
稽
古
を
つ
け
た
の
ち
に
覚
え
と

し
て
印
を
捺
し
た
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
稽
古
を
つ
け
た
順
で
は
な
く
、
稽
古

を
つ
け
る
べ
き
順
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
先
に
紹
介
し
た
「（
一
）宝
生
流
舞
付
」・

「（
二
）宝
生
流
謡
曲
」
と
は
記
録
の
趣
旨
が
異
な
る
史
料
で
あ
り
、
体
裁
も
大
き
く
異

な
る
。「
慶
勝
日
記
」（
徳
川
林
政
史
研
究
所
蔵
）を
は
じ
め
同
時
代
の
史
料
を
比
較
参
照
す

る
こ
と
で
、
作
成
さ
れ
た
時
期
や
他
史
料
と
の
関
連
性
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

「（
四
）必
携
」
に
は
七
十
四
曲
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
最
後
の
丁
に
「
宝
生
流
謡
書

抜
」
と
あ
る
こ
と
、
ま
た
、「（
一
）宝
生
流
舞
付
」・「（
二
）宝
生
流
謡
曲
」
と
は
異
な

り
、
書
き
出
し
た
詞
章
が
長
い
曲
が
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
、
三
曲
目
に
「
開
口
」
が
収

録
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、「（
四
）必
携
」
は
、
修
練
し
た
謡
を
書
き
出
し
備
忘
に
し

た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。「
開
口
」
は
都
度
新
し
く
作
ら
れ
る
た
め
記
憶
す
る

こ
と
が
難
し
く
、
す
べ
て
の
詞
章
が
書
き
込
ま
れ
て
い
る
。「
開
口
」
は
将
軍
家
や
禁

裏
、
本
願
寺
な
ど
公
儀
の
祝
賀
能
に
多
く
演
じ
ら
れ
た
た
め
、
慶
勝
日
記
や
同
時
代
の

記
録
や
史
料
か
ら
、
本
冊
子
の
製
作
年
の
検
証
も
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

江
戸
時
代
に
能
が
式
楽
と
定
め
ら
れ
、
尾
張
家
で
は
様
々
な
能
道
具
が
備
え
ら
れ

た
。
尾
張
家
初
代
義
直
は
シ
テ
方
に
加
え
小
鼓
を
修
練
し
、
能
を
愛
好
し
た
二
代
光
友

は
「
江
口
」
を
好
ん
だ
と
伝
わ
る
。
の
ち
の
時
代
も
尾
張
家
の
演
能
記
録
は
あ
る
も
の

の
、
先
述
し
た
通
り
当
館
の
所
蔵
品
の
う
ち
所
用
者
が
極
め
ら
れ
て
い
る
能
道
具
は
数

が
少
な
い
。
本
稿
で
は
、
慶
勝
自
筆
の
四
件
の
能
楽
史
料
を
紹
介
す
る
に
と
ど
ま
っ
た

が
、
今
後
は
、
各
史
料
に
お
い
て
、
選
曲
や
曲
順
、
書
か
れ
た
内
容
を
慶
勝
日
記
や
同

時
代
の
史
料
か
ら
検
証
し
、
鎮
扇
・
能
楽
史
料
と
と
も
に
ま
と
ま
っ
た
数
の
史
料
が
遺

る
慶
勝
と
能
の
関
係
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
課
題
と
し
た
い
。

（
11
）

（
12
）

註（
1
）　

愛
知
県
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
愛
知
県
史　

別
編　

文
化
財
三　

彫
刻
』（
愛
知
県
、
二
〇

一
三
年
）。『
駿
府
御
分
物
御
道
具
帳
』
の
う
ち
、
尾
張
徳
川
家
に
伝
え
ら
れ
た
「
元
和
四
年
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七
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四
、
徳
川
黎
明
会
、
二
〇
一
七
年
）。

③
羽
賀
祥
二
・
名
古
屋
市
蓬
左
文
庫
編
著
『
名
古
屋
と
明
治
維
新
』（
風
媒
社
、
二
〇
一
八
年
）。

（
7
）　

山
川
曉
「
尾
張
徳
川
家
演
能
の
研
究（
二
）大
蔵
七
左
衛
門
家
蔵
「
能
囃
子
組
」
に
み
る
尾

張
徳
川
家
の
演
能
」（『
金
鯱
叢
書
』
二
四
、
徳
川
黎
明
会
、
一
九
九
七
年
）。

　

飯
塚
恵
理
人
『
近
世
能
楽
史
の
研
究
─
東
海
地
域
を
中
心
に
─
』
雄
山
閣
出
版
、
一
九
九

九
年
。

　

清
水
禎
子
「
金
春
八
左
衛
門
安
住
と
藤
田
流
の
流
儀
筋
入
組
一
件　

尾
張
藩
の
能
楽
に
つ

い
て
」（『
尾
張
藩
社
会
の
総
合
研
究
』
五
、
清
文
堂
、
二
〇
一
二
年
）。

（
8
）　

慶
勝
自
筆
の
能
楽
関
連
史
料
四
点
の
う
ち
、「
宝
生
流
謡
曲
」
の
み
、
飯
塚
氏
に
よ
り
左

の
通
り
翻
刻
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
四
点
一
括
で
の
紹
介
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。

　

飯
塚
恵
理
人
「〈
資
料
紹
介
〉　

徳
川
慶
勝
筆
『
宝
生
流
謡
曲
』
に
つ
い
て
」（『
東
海
能
楽

研
究
会
年
報
』
二
八
、
二
〇
二
四
年
）。

（
9
）　

能
の
譜
本
の
一
種
。
詞
章
を
掲
げ
、
そ
の
右
側
に
旋
律
や
拍
子
を
指
示
す
る
符
号
な
ど
を

示
す
。
室
町
末
期
に
謡
が
能
か
ら
独
立
し
た
音
曲
と
し
て
普
及
、
流
行
す
る
に
つ
れ
、
稽
古

本
と
し
て
の
謡
本
が
多
く
書
写
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
刊
年
を
明
記
し
た
最
初
の
謡
本
は

元
和
六
年（
一
六
二
〇
）の
奥
付
と
観
世
太
夫
暮
閑（
九
世
観
世
身
愛
）の
署
名
の
あ
る
『
元
和

卯
月
本
』
で
、
五
流
通
じ
て
最
初
の
家
元
公
認
の
謡
本
で
あ
る（『
能
楽
大
辞
典
』
筑
摩
書
房
、

二
〇
一
二
年
）。　

（
10
）　

旧
蓬
左
文
庫
蔵
書
四
五
─
三
。

（
11
）　

旧
蓬
左
文
庫
所
蔵
史
料
一
二
六
。

（
12
）　

特
殊
な
奏
演
形
式
。
脇
能
の
冒
頭
に
ワ
キ
が
当
代
を
賛
美
す
る
新
作
の
謡
を
独
吟
す
る
こ

と
。
儒
者
や
公
家
が
新
し
く
作
っ
た
詞
章
に
ワ
キ
方
が
節
付
け
を
し
謡
わ
れ
る
習
慣
が
あ
っ

た（『
能
楽
大
辞
典
』
筑
摩
書
房
、
二
〇
一
二
年
）。

（
徳
川
美
術
館　

學
藝
員
）

午
十
一
月
朔
日
」
の
奥
書
を
も
つ
『
駿
府
御
分
物
之
内
色
々
御
道
具
帳
』
に
記
さ
れ
た
能
面

に
該
当
す
る
可
能
性
が
あ
る
の
は
、「
猿
癋
見
」（
能
面
二
八
一
）・「
平
太
」
二
面（
能
道
具
三

三
二
ま
た
は
三
三
三
）・「
泥
眼
」（
能
道
具
二
九
）・「
髭
小
尉（
相
模
尉
）」（
能
道
具
二
八
六
）・

「
檜
垣
女
」（
能
道
具
四
七
）の
五
面
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
、「
笑
尉
」（
能
道
具
三
三
一
）・「
小

尉
」（
能
道
具
二
七
）・「
蛙
」（
能
道
具
二
五
）・「
蛙
」（
能
道
具
三
〇
一
）が
、「
駿
府
御
分
物
」

で
あ
る
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
2
）　

能
道
具
三
。
蠟
色
に
仕
上
げ
ら
れ
た
胴
に
苅
田
文
様
す
な
わ
ち
稲
の
切
株
が
絵
梨
子
地
で

表
さ
れ
る
。
胴
の
内
部
に
「
金
春（
花
押
）」、「
上　

秦
就
氏（
花
押
）」
と
朱
書
き
が
あ
り
、

江
戸
時
代
初
期
の
製
作
と
思
わ
れ
る
葵
紋
扇
散
蒔
絵
鼓
箱
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
慶
長
十
六

年（
一
六
一
一
）三
月
二
八
日
、
二
条
城
に
お
い
て
徳
川
家
康
と
豊
臣
秀
頼
と
の
会
見
が
行
わ

れ
た
後
、
秀
頼
か
ら
尾
張
家
初
代
義
直
へ
贈
ら
れ
た
。

（
3
）　

能
道
具
一
六
。
大
根
、
巴
紋
、
雪
輪
紋
が
絵
梨
子
地
と
金
平
蒔
絵
で
表
さ
れ
る
。
胴
の
内

側
に
、「
大
倉
長
右
衛
門
」
と
金
粉
字
銘
と
花
押
が
あ
り
、「
翁
」
の
演
能
風
景
が
金
蒔
絵
で

表
さ
れ
る
箱
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

（
4
）　

能
・
狂
言
の
小
道
具
。
扇
の
一
種
で
、
面
・
装
束
を
つ
け
ず
紋
付
袴
な
い
し
裃
で
仕
舞
等

を
舞
う
と
き
に
用
い
る
扇
を
い
う
。
竹
製
の
骨
に
彩
色
を
施
し
た
紙
が
張
ら
れ
て
い
る
。
親

骨
の
形
状
と
描
か
れ
た
模
様
は
、
シ
テ
方
五
流
を
は
じ
め
ワ
キ
方
・
狂
言
方
・
囃
子
方
に
わ

た
り
、そ
れ
ぞ
れ
各
流
派
の
決
ま
り
が
あ
る（『
能
楽
大
辞
典
』、筑
摩
書
房
、二
〇
一
二
年
）。

（
5
）　

能
道
具
七
九
─
一
〜
三
〇
、
八
〇
─
一
〜
六（
鎮
扇
三
十
本
、
舞
扇
四
本
、
練
習
用
の
革

張
扇
二
本
）。

（
6
）　

慶
勝
の
事
績
に
つ
い
て
は
左
記
を
参
考
に
し
た
。

①
原
史
彦
執
筆
・
加
藤
祥
平
一
部
加
筆
『
徳
川
慶
勝
─
知
ら
れ
ざ
る
写
真
家
大
名
の
生
涯
─
』

（
徳
川
美
術
館
、
二
〇
一
三
年
初
版
、
二
〇
一
八
年
三
版
）。

②
藤
田
英
昭
「
嘉
永
・
安
政
期
に
お
け
る
徳
川
慶
勝
の
人
脈
と
政
治
動
向
」（『
金
鯱
叢
書
』
四
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［
翻　

刻
］

凡　

例

・「（
一
―
一
）宝
生
流
舞
付
Ａ
」
は
手
書
き
の
た
め
近
似
し
た
記
号
に
も
細
か
な
違
い

が
あ
る
が
、
筆
者
は
「
・
」「
●
」「
⦿
」「
□
」
の
四
種
に
分
類
し
た
。
ま
た
、
曲

名
の
上
か
ら
、
朱
の
丸
印
が
捺
さ
れ
て
い
る
曲
が
あ
る
。
極
力
、
原
文
の
通
り
の
位

置
に
「　

」
を
示
し
た
。

・「（
一
―
二
）宝
生
流
舞
付
Ｂ
」
の
曲
名
の
上
に
付
さ
れ
た
印（
す
べ
て
朱
書
き
）は
「
・
」

「
●
」「
〇
」
で
示
し
た
。

・「
謡
曲
廻
順
」
の
曲
名
の
上
下
に
は
灰
色
と
朱
色
、
二
色
の
丸
印
が
捺
さ
れ
て
お
り
、

朱
書
き
の
印
は
「
●
」、
灰
色
の
印
は
「
〇
」
に
て
示
し
た
。
た
だ
し
、
曲
名
の
下

に
捺
さ
れ
た
印
の
並
び
順
は
、
現
段
階
で
は
不
明
で
あ
る
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
数

を
、
曲
名
の
下
に
示
し
た
。

・
朱
で
書
か
れ
た
曲
名
・
記
号
・
印
に
つ
い
て
は
、
ル
ビ
位
置
に
「（
朱
書
）」
と
記
し

た
。

・
繰
り
返
し
記
号
は
本
文
の
通
り
に
翻
刻
し
た
。

・
底
本
の
文
字
の
誤
り
は
ル
ビ
位
置
に
正
し
い
字
を
記
し
た
が
、
訂
正
で
き
な
い
も
の

は
ル
ビ
位
置
に
「（
マ
マ
）」
と
し
た
。

・
改
行
は
本
文
の
改
行
に
従
っ
た
。

・（
1
オ
）は
本
の
一
丁
表
を
、（
1
ウ
）は
一
丁
裏
を
示
し
、
丁
の
最
後
に
記
し
た
。

・
漢
字
の
字
体
は
原
則
と
し
て
本
文
の
通
り
に
し
、
常
用
漢
字
に
改
め
な
か
っ
た
。
異

体
字
も
な
る
べ
く
そ
の
ま
ま
生
か
し
た
。

・
平
仮
名
、
片
仮
名
は
原
則
と
し
て
本
文
通
り
に
し
た
。
助
詞
の
「
ハ
・
ニ
」
に
つ
い

て
は
片
仮
名
の
ま
ま
と
し
た
。
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（
一
―
一
）　

宝
生
流
舞
付
Ａ

寶
生
流
舞
付

（
表
紙
）

寶
生
流
舞
付

（
見
返
し
）

　
　
　
　
「
朝
政
之
餘
暇
」（
朱
文
長
方
印
）

●
高
砂　
・
●
・

□
⦿

●
田
村　
・
・
・
・
・
・
●
・
・
□
⦿

●
熊
野　
・
・
●
●
・
・
●
⦿

●
熊
坂　
・
・
・
●
●
●
⦿

●
須
万
源
氏　
・
・
●
・
⦿

（
1
オ
）

　

加
茂　
　
・
・
・
・
□
⦿

●
八
嶋　
・
・
・
・
・
・
□

●
松
風　
・
・
・
・
・
・
・
・
・

●
芦
刈　
・
・
・
・
・
・
⦿

●
弓
八
幡　
・
・
・
・
□

（
1
ウ
）

●
嵐
山　
・
・
・
・
・
・

●〇
盛
久　
・
・
・
・

●
羽
衣　
・
・
・
・
・
・
・
・
・
□

●
藤　
・
・
・
・

●
鵜
飼　
・
・
・
・
・
・

（
2
オ
）

●
枕
慈
童　
・
・
・
・
・
・

（
朱
書
）・

□

●
巴　
・

●
藤
戸　
・
・
・
・
・
・

●
舟
辨
慶　
・
・

●
三
山　
・
・
・
・
・
・

（
朱
書
）□

（
2
ウ
）

●
龍
田　
・
・
・
・
・
・
□
□
□

●〇
海
人　
・
・
・
・

（
朱
書
）・

□

●
百
萬　
・
・

（
朱
書
）・

・
・

●
春
日
龍
神　
・
・

（
朱
書
）・

●
老
松　
・
・
・

（
朱
書
）・

（
3
オ
）

●
志
賀　
・
・
・
・
・

●
六
浦　
・
・
・
・
・
・
・

●
紅
葉
狩　
・
・
・
・
・
・
・

●
安
宅　
・
・
・
・
・
・

（
朱
書
）

　

●
吉
野
静　
・
・
・
・
・

（
3
ウ
）

●
葛
城　
・
・
・
・

●
小
督　
・
・
・
・
・

●
善
知
鳥　
・
・
・
・
・
⦿

●
玉
葛　
・
・
・
・
・
・
・
・

（
朱
書
）□

●
胡
蝶　
・
・
・
・
・
・
・
□
・

（
4
オ
）

●
桜
川　
・
・
・
・
・

（
朱
書
）□

●
敦
盛　
・
・
・
・

（
朱
書
）

　

●
東
北　
・
・

（
朱
書
）・

・
（
朱
書
）

　

●
雲
雀
山　
・
・
・
・
・

（
朱
書
）□

・

●
是
界　
・
・
・
・
・

（
朱
書
）

　

（
4
ウ
）

●
笠
之
段　
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

（
朱
書
）

□
・

●
加
茂
ロ
ン
キ　
・
・
・

●
阿
漕　
・
・
・
・
・
・
・
・
・

（
朱
書
）□

・

●
融　
・
・
・
・

（
朱
書
）□

●
大
江
山　
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

・
（
朱
書
）

・
（
朱
書
）

□
□　
　
　
　
　

（
5
オ
）

●
鶴
亀　
・
・
・
・
・
・
・
□
・

●
山
姥　
・
・
・
・
・
・
・
・
・

（
朱
書
）□

・

●
巻
絹　
・
・
・
・
・
・
□
・

●
養
老　
・
・
・
・

●
猩
　々
・

（
5
ウ
）

●
三
輪　
・
・
・
・
・
・
・
□

●
花
筐　
・
・
・
・
・
・

（
朱
書
）・

●
前

（
マ
マ
）花

筐　
・
・
・
・
・

（
朱
書
）

　

●
忠
度　
・
・
・
・
・

（
朱
書
）□

・

●
邯
鄲　
・
・
・
・
・
・
・
・

（
朱
書
）□

・

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

・
（
朱
印
）

・
（
朱
印
）□
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つ
い
て

八
〇

（
6
オ
）

●
女
郎
花　
・

（
朱
書
）・

・
・
・
・
・
・
・

（
朱
書
）

　

●
天
鼓　
・
・
・
・
・
・
・
・

（
朱
書
）

・
（
朱
書
）・

○
⦿

●
西
王
母　
・
・
・
・
・
・
・

（
朱
書
）

　

●
小
し（

マ
マ
）ほ　

・
・
・
・
・
・

（
朱
書
）

　

●
杜
若　

（
6
ウ
）　
○
⦿

●
鉄
輪　
・
・
□

●
夜（

マ
マ
）鳥　

・
・
・
・
・
・

（
朱
書
）□

●
西
行
桜　
・
・
・
・
・

（
朱
書
）

・
（
朱
書
）□

●
金（

マ
マ
）

鐘
児　
・
・

（
朱
書
）

・
（
朱
書
）

・
（
朱
書
）

□

●
夜
討
曽
我　
・

（
7
オ
）

（
7
ウ
〜
13
オ
は
空
白
丁
）

「
盛
斎
」（
朱
文
方
印
）　　
　
　

「
忠（

マ
マ
）堂

」（
朱
文
方
印
）　　
　
　



徳
川
慶
勝
自
筆
の
能
楽
史
料
に
つ
い
て

八
一

（
一
―
二
）　

宝
生
流
舞
付
Ｂ

　

宝
生
流
舞
付

　
（
表
紙
）

　

寶
生
流
舞
付

　

●
高
砂　

・
然
れ
ど
も
此
松
は

・
高
砂
や

　

●
田
村

　

さ
そ
な
ゝ
に
し
ほ
ゝ

・
然
る
に
夜
の

　

●
熊
野　
　

右
（
朱
書
）

　

　

花
前
に
鳥
も

　

●
熊
坂

・
十
六
七

　

●
須
磨
源
氏

　

い
と
ど
し
く

　
（
1
オ
）

　

須
磨
の
浦

　

●
加
茂

　

石
川
や

　

加
茂
の
山
波

　

●
八
嶋

・
其
時
兼
ふ
さ

　

●
松
風　
　

右
（
朱
書
）

　

・
あ
ら
恋
し
や

　
　

芦
刈

　

あ
る
は
男
山

　

●
弓
八
幡

　

し
か
る
に
神
宮

・
み
や
こ
に
か
へ
り

（
1
ウ
）

　

●
嵐
山

　

し
や
の
い
わ
や

　
　

盛
久

　

あ
り
か
た
し

●
羽
衣　
　

右

・
然
る
に
月
宮
殿

　
　
　

藤　
　
　

前　

左
（
朱
書
）

跡　

右

・
沖
つ
か
せ

　

鵜
飼

・
し
め
る

　

●
枕
慈
童

・
此
妙
文
の

　

●
藤
戸

（
2
オ
）

　

待
う
た
ひ
よ
り

・
う
し
や
思
出
し
忘
む
と

　

●
舟
弁
慶

　

伝
聞

・
あ
ら
逆

　

●
三
山　
　

右
（
朱
書
）

　

・
あ
れ
御
覧
せ
よ

　

●
龍
田

　

抑
當
国
寶
山
に

　

●
海
人

・
一
ツ
の
り
け
む

　

●
百
万

　

牛
羊

（
2
ウ
）

　

●
春
日
龍
神

　

神
託

・
然
る
に
入
唐
渡
天
と
い
つ

（
マ
マ
）

　

　
　

老
松

　

先
は
社
檀
の

（
マ
マ
）　

　

●
志
賀

　

然
れ
は
其
御
時
に
い

　
　

六
浦

　

ま
つ
青
陽

　

●
紅
葉
狩

・
林
間

　

●
安
宅



徳
川
慶
勝
自
筆
の
能
楽
史
料
に
つ
い
て

八
二

・
実
に
こ
れ
も
心
得
た
り

（
3
オ
）

　

●
吉
野
静　

右

　

然
る
に
彼
判
官
な

　

●
葛
城

　

お
り
か
ら
雪
も

　

●
小
督

　

た
と
へ
を
し
る
も

　

是
迄
な
り
や

　

●
善
知
鳥

・
と
て
も
渡
を

（
マ
マ
）

　

　
　

玉
葛　
　

右
（
朱
書
）

　

　

実
も
う
し
う

　

●
胡
蝶　

右
（
朱
書
）

　

（
3
ウ
）

・
人
と
は
い
か
て

　

●
桜
川

・
岸
花
紅

　

●
敦
盛

　

然
る
に
一
門

　
　

東
北

　

故

　

●
雲
雀
山

　

か
む
と
う

　
　

是
界

　

妙

　
　

笠
ノ
段

・
波
濤
海
辺
の
大
宮
な
れ
は
あ
れ
御
覧
せ
よ

（
4
オ
）

　

●
阿
漕

　

う
し
み
つ

　

●
融

・
う
つ
ら
な
く
な
る

・
い
そ
ま
く
ら

　

●
大
江
山　

右

・
御
肴

　
　

鶴
亀

　

千
代
乃

　
　

山
姥

　

遠
近
の

　

●
巻
絹　
　

右
（
朱
書
）

　

・
さ
れ
は
楽
む

（
4
ウ
）

　
　

養
老　

　

夫
行
川

　

い
ゝ
も
あ
へ
ね
は

　

●
猩
　々

右

・
潯
陽
の

　
　

三
輪　

右
（
朱
書
）

　

　

中
に
も
此
し
き
し
ま

　

●
花
筐

　

お
そ
ろ
し
や

・
か
た
し
け
な
き

　

●
忠
度

　

な
か
に
も
此
忠
の
り
は

　

●
邯
鄲

（
5
オ
）

　

我
宿
の

　
　

女
郎
花

　

邪
い
む
の
あ
き

　
　

天
鼓

　

う
ち
な
ら
す

　

お
も
し
ろ
や
さ
し
も
け
に

（
マ
マ
）

　

　
　

西
王
母　
　

右
（
朱
書
）

　

　

い
ろ
い
ろ
の

　
　

小
塩

　

思
ふ
事
い
わ
て
唯
に
や
み
ぬ
へ
き

　

春
日
野
の　
　

右
（
朱
書
）

　

　
　

杜
若　
　
　

右
（
朱
書
）

　

　

む
か
し
男
う
ひ
か
む
り
し
て

（
5
ウ
）

　

な
ら
京　

春
日
の
里
に
し



徳
川
慶
勝
自
筆
の
能
楽
史
料
に
つ
い
て

八
三

　

る
よ
し
ゝ
て
か
り
に
い
に
け
り

　

君
の
め
く
み
の
深
き
故　

　

●
か（

マ
マ
）な

輪

　

大
小
の
神
祇

　
　

夜（
マ
マ
）鳥

　

東
三
條

　
　

西
行
桜　

右

　

九
重
に
さ
け
と
も
花
の

　

八
重
桜

　

し
か
る
に
花
の
名
高
は

　

す
は
や
数
そ
ふ
時
の
鼓

　

あ
ら
名
残
お
し
の　

（
6
オ
）

　

花
の
影
よ
り
明
そ
め
て

　
　

松
虫

　

あ
し
た
に
落
花
を
踏
み

　

相
伴
な
つ
て
い
つ

　

然
は
花
鳥
遊
楽
の
瓊

　

莚

　
　

俊
成
忠
度

　

あ
れ
御
覧
せ
よ

　
　

雲
林
院

　

先
は
か
う
き
で
ん
の
ほ
そ

　

●
経
政

　

い
や
雨
に
て
は

　

●
弱（

朱
書
）

法
師

（
6
ウ
）

　

フ
シ
キ
ヤ
我
盲
目
ト
ナ
ラ
サ
リ
シ
【（
朱
書
）】

　

●
竹（

朱
書
）

生
嶋

　

處
は
海
ノ
上

　

辨
（
マ
マ
）弁

天
ノ

（
マ
マ
）女

軆
ニ
テ

　

●
望
月

　

●
鳥
追

　

打
渡

　
　

舎（
朱
書
）利　

　

初
段
前

　

七
ツ
六
ツ
四
ツ

　

初
段
ヲ
ロ
シ

　

七
ツ
四
ツ

　
　

二
段
目

（
7
オ
）

　

楽

　
　

初
段
前

　

七
ツ
六
ツ
四
ツ

　
　

初
段
ヲ
ロ
シ

　

七
ツ
四
ツ

　
　

二
段
メ

　

六
ツ
四
ツ

　
　

二
段
ヲ
ロ
シ

　

七
ツ
六
ツ

　

七
ツ
四
ツ
一
ツ

　
　

三
段
め

　

七
ツ
七
ツ
中
ム
ス
ヒ　

一

　
　

四
段

　

七
ツ
四
ツ

（
7
ウ
）

（
8
オ
〜
11
オ　

空
白
丁
）

　　
　
　
　
　

櫻　

乙

　　
　
　
　
　

神　

房

　　
　
　
　
　

箕　

徳

　　
　
　
　
　

荒　

甚

（
11
ウ
）



徳
川
慶
勝
自
筆
の
能
楽
史
料
に
つ
い
て

八
四

（
二
）　

宝
生
流
謡
曲

宝
生
流
謡
曲

（
表
紙
）

寶
生
流
謡
曲

　

高
砂

四
海
波

高
砂
尾
上
の
鐘

然
れ
と
も
此
松

し
か
る
に
長
能
の
詞

　

田
村

白
た
へ
の

あ
ら
〳
〵
面
白

さ
そ
な
ゝ
に
し
お
ほ

普
天
の
下

　

七
人
猩
々

御
子
孫
も
繁
昌

（
1
オ
）

　

養
老

長
生
の
家

老
を
た
に
養
な
は
ゝ
ま
し
て

さ
か
り
の
人
の
み
に
薬
と

な
れ
は
い
つ
ま
て
も
御
寿
命
も
尽

ま
し
き
い
つ
み
そ
め
て
た

か
り
け
る

君
は
船

　

清
経

こ
の
ほ
と
は

さ
て
は
仏
神

か
ゝ
り
け
る
處
に

　

三
輪

（
1
ウ
） 

 

さ
れ
と
も
此
人

　

安
宅

心
な
く
れ
そ

　

東
北

と
こ
ろ
は

　

錦
木

夫
は
錦
木
お
は
こ
へ
は

　

雲
林
院

先
は
か
う
き
殿
の
ほ
そ
と
の

に
人
め
を
ふ
か
く
し
の
ひ
心

の
下
す
た
れ
の
つ
れ
〳
〵
と

人
は
た
ゝ
す
め
は
我
も
は
な
に

心
を
染
て
と
も
に
あ
く
か
れ

（
2
オ
）  

出
た
る
な
り
二
月
や　

　

湯
谷

花
前
に
蝶
も
紛
々

た
る
雪　

四
條　

寺
は
か
つ
ら　

　

鵜
飼

し
め
る
た
い
ま
つ
ふ（

マ
マ
）た

て
て

ふ
し
の

　

蟻
通

さ
れ
は
和
歌
の
こ
と
わ

さ
は

凡
お
も
つ
て
み
れ
は

（
2
ウ
）

　

忠
度

そ
も
〳
〵
後
白
河
院
の

御
宇
に
千
載
集
を
撰
る

五
條
の
三
位
俊
成
卿

承
て

と
し
は
寿
永
の
秋
の
頃

さ
も
い
そ
か
わ
か
り
し
み
の　

　

藤
戸

扨
は
人
の
申
し
に
も
少
し
も
た

か
わ
さ
り
け
り

此
し
ま
を
御
恩
に
た
ま

は
る
ほ
と
の
御
よ
ろ
こ
ひ
も

我
故
な
れ
は
い
か
な
る
恩
を



徳
川
慶
勝
自
筆
の
能
楽
史
料
に
つ
い
て

八
五

（
3
オ
）

も
た
ふ
へ
き
に

お
り
ふ
し
引
し
ほ
に　

　

紅
葉
狩　

さ
な
き
た
に
人
こ
ゝ
ろ　

　

竹
生
嶋

處
ハ
海
の
上

辨（
マ
マ
）弁

天
の

（
マ
マ
）女

躰

　

三
井
寺

人
々
い
か
に
と
咎
し
に

月
落
鳥
啼

阿
漕

物
の
名
も

は
つ
か
し
や
古
し
へ
を

（
3
ウ
）

ふ
し
き
や
さ
て
は

一
樹
の
や
と
り
を
も

丑
み
つ
す
く
る

　

難
波

い
ほ
う
な
る

あ
ら
〳
〵
面
白
の
お
む
か
く
や

と
き
の
調
子
に
か
た
と
り
て

春
鶯
轉
の
楽
を
は

　

兼
平

是
ハ
又
浮
世
を
渡
る

　

船
弁
慶

浪
風
も

し
か
る
に
か
う
せ
む

（
4
オ
）

　

老
松

さ
て
松
を
太
夫
と　

　

實
盛

御
前
を
た
つ
て
あ
た
り

な
る

　

と
ほ
る

詠
や
る

ゆ
き
と
の
み 

　

芦
刈

あ
れ
御
覧
せ
よ

難
波
つ
に  

　

是
界

妙（
4
ウ
）

　

杜
若

植
置
し

匂
ひ
移
る

　

加
茂

御
た
ら
し
の  

汲
や
心

抑
王
城

　

松
風

恋
草
の

こ
れ
は
な
つ
か
し

西
行
桜

み
わ
た
せ
は

八
嶋

（
5
オ
）

さ
て
慰

義
経
源
平

　

桜
川

岸
花
紅

実
や
と
し
を
へ
し

さ
る
に
て
も
な
に
の
み
き
ゝ
て

は
る
〳
〵
と

　

海
人

ひ
き
あ
け
た
ま
へ
と

　

鞍
馬
天
狗

は
な
さ
か
は

　

蝉
丸

花
都

（
5
ウ
）

　

猩
々



徳
川
慶
勝
自
筆
の
能
楽
史
料
に
つ
い
て

八
六

よ
を
も
を
つ
き
し　

　

龍
田

と
し
こ
と
に

神
の
み
ま
へ
に

　

敦
盛

し
か
る
に
一
門

し
か
る
に
平
家

　

烏
頭

と
こ
ろ
ハ
陸
奥
の

鹿
を
逐
獵
師

疑
も
夏
た
つ
け
ふ
の

是
を
し
る
し
に
と

（
6
オ
）

春
日
龍
神

我
を
し
れ

新（
マ
マ
）宅

　

は
な
か
た
み

我
よ
り
も
猶
物
く
る
ひ　

　

源
氏
供
養

（
空
白
）

　

山
姥

抑
山
姥
は

一
樹
影
一
河
流

　

小
し
ほ

春
日
野
の

花
も
忘
れ
し

（
6
ウ
）

　

女
郎
花

頼
風
其
時
に

つ
ゝ
ひ
て

　

盛
久

有
難
し
〳
〵

　

唐
船

陸
に
は
ふ
か
く
に　

　

邯
鄲

酌
と
も
〳
〵
も

唱
よ
も
す
か
ら

　

百
萬

牛
羊

実
や
世
世
こ
と
の

（
7
オ
）

　

自
然
居
士

か
う
て
い
の
臣
下
に

　

花
月

抑
此
寺
は

　

絃
上

そ
よ
や
陸
奥
の
ち

か
の
し
ほ
か
ま
は

里
は
な
れ

さ
れ
は
こ
そ
は
し
め
よ
り

　

嵐
山

し
や
う
の
岩
や

神
楽
の
鼓

　

雲
雀
山

（
7
ウ
）

款
冬
あ
や
ま
つ
て

お
も
へ
さ
く
ら
色

や
ま
ふ
と
こ
ろ
の

　

須
磨
源
氏

須
摩
の
浦

あ
ら
面
白
の
海
原　

　

熊
坂

十
六
七

　

小
鍛
冶

（
空
白
）

　

鶴
亀

庭
の
い
さ
こ

月
宮
殿
の

（
8
オ
）

　

春
栄

け
ふ
ハ
殊
更
最
上
吉
日
な

れ
は



徳
川
慶
勝
自
筆
の
能
楽
史
料
に
つ
い
て

八
七

　

俊
成
忠
度

あ
れ
御
覧
せ
よ
修
羅
王
の　

　

六
浦

月
日
経
て

ま
つ
青
陽
の
は
る
の

八
聲
の
鳥　

　

弓
八
幡

松
高
き

桑
の
弓

然
る
に
神
后

（
8
ウ
）

う
つ
す
や

　

経
政

い
や
雨

　

胡
蝶

人
と
は
い
は
て
夕
暮
に

四
季

春
夏
秋
の

　

三
山

春
は
と
し
〳
〵

　

か
つ
ら
き

と
し
ふ
る
ゆ
き
や

ふ
る
雪
の　

高
間
の
原

（
9
オ
）

　

車
僧

面
白
の

　

七
騎
落

か
く
て
時
日
を

　

藤
お
き
つ
か
せ

　

ゑ
ひ
ら

山
も

　

枕
慈
童

則
此
文
菊
の
葉
に

　

巻
絹

し
や
う
〳
〵
殿（

マ
マ
）の

　

巴
（
9
ウ
）

あ
は
つ
の
み
き
は
に
て

偖
も
よ
し
仲
の
信

濃
を
出

　

小
督

い
さ
〳
〵
さ
ら
は
琹
の

せ
め
て
や

小
鹿
な
く

さ
か
野

と
こ
ろ
を
し
る
も

唐
帝
の
古
も

木
枯
に

　

鉄
輪

こ
と
さ
ら
う
ら
め
し
や

（
10
オ
）

　

鍾
馗

き
う
た
ひ
の

　

岩
船

我
は
又
下
界
に
す
ん
て

神
を
う
や
ま
ひ

あ
る
ひ
は
神
よ
の
か
れ

い
を
う
つ
し

守
護
し
奉
り

お
す
や
か
ら
ろ
の
〳
〵
う
し

を
の
ミ
ち
く
る
な
み
に

の
つ
て
八
大
龍
王
は
南（

マ
マ
）方

塩
に
ひ
か
れ

　

寶
生
流
謡
曲

（
10
ウ
）

源
慶
恕
書　
（
花
押
）

（
11
オ
）
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（
三
）　

謡
曲
廻
順

謡
曲
廻
順

（
表
紙
）

　
　

謡
●

　
　

能
〇

　
　

仕
舞

　
　

囃
子

（
1
オ
）

　

謡
順

●
弱
法
師（
灰
色
印
6
個
、
朱
色
印
0
個
）

●
正
尊（
灰
色
印
3
個
、
朱
色
印
1
個
）

●
鉄
輪（
灰
色
印
5
個
、
朱
色
印
0
個
）

　

烏
帽
折（
灰
色
印
3
個
、
朱
色
印
0
個
）

●
胡
蝶（
灰
色
印
5
個
、
朱
色
印
1
個
）

●
邯
鄲（
灰
色
印
6
個
、
朱
色
印
0
個
）

●
志
賀（
灰
色
印
6
個
、
朱
色
印
0
個
）

（
2
オ
）

●
照
君（
灰
色
印
4
個
、
朱
色
印
2
個
）

夜
討
曽
我（
灰
色
印
1
個
、
朱
色
印
1
個
）

●
嵐
山（
灰
色
印
5
個
、
朱
色
印
1
個
）

加
茂（
灰
色
印
5
個
、
朱
色
印
0
個
）

高
砂（
灰
色
印
5
個
、
朱
色
印
0
個
）

●
弓
八
幡（
灰
色
印
5
個
、
朱
色
印
0
個
）

●
田
村（
灰
色
印
5
個
、
朱
色
印
0
個
）

〇
羽
衣（
灰
色
印
4
個
、
朱
色
印
1
個
）

（
2
ウ
）

吉
野
静（
灰
色
印
5
個
、
朱
色
印
0
個
）

巴（
灰
色
印
5
個
、
朱
色
印
0
個
）

●
葛
城（
灰
色
印
5
個
、
朱
色
印
1
個
）

猩
（々
灰
色
印
3
個
、
朱
色
印
0
個
）

春
日
龍
神（
灰
色
印
5
個
、
朱
色
印
0
個
）

小
督（
灰
色
印
5
個
、
朱
色
印
0
個
）

●
鳥
追（
灰
色
印
5
個
、
朱
色
印
0
個
）

忠
信（
灰
色
印
0
個
、
朱
色
印
0
個
）

（
3
オ
）

●
松
風（
灰
色
印
1
個
、
朱
色
印
1
個
）

●
雲
雀
山（
灰
色
印
4
個
、
朱
色
印
1
個
）

●
国
栖（
灰
色
印
4
個
、
朱
色
印
1
個
）

●
望
月（
灰
色
印
5
個
、
朱
色
印
0
個
）

●
枕
慈
童（
灰
色
印
4
個
、
朱
色
印
0
個
）

〇
舟
辨
慶（
灰
色
印
4
個
、
朱
色
印
0
個
）

安
宅（
灰
色
印
5
個
、
朱
色
印
0
個
）

●
熊
坂（
灰
色
印
4
個
、
朱
色
印
0
個
）

（
3
ウ
）

●
葵
上（
灰
色
印
5
個
、
朱
色
印
0
個
）

●
藤
戸（
灰
色
印
5
個
、
朱
色
印
0
個
）

●
阿
漕（
灰
色
印
5
個
、
朱
色
印
0
個
）

●
龍
田（
灰
色
印
5
個
、
朱
色
印
0
個
）

●
景
清（
灰
色
印
4
個
、
朱
色
印
0
個
）

融（
灰
色
印
5
個
、
朱
色
印
1
個
）

●
鳥
頭（
灰
色
印
5
個
、
朱
色
印
0
個
）

●
三
井
寺（
灰
色
印
5
個
、
朱
色
印
0
個
）

（
4
オ
）

蝉
丸（
灰
色
印
1
個
、
朱
色
印
0
個
）

●
三
山（
灰
色
印
4
個
、
朱
色
印
1
個
）

●
経
政（
灰
色
印
5
個
、
朱
色
印
0
個
）

●
舎
利（
灰
色
印
4
個
、
朱
色
印
0
個
）

●
絃
上（
灰
色
印
5
個
、
朱
色
印
0
個
）

●
竹
生
島（
灰
色
印
5
個
、
朱
色
印
0
個
）

兼
平（
灰
色
印
4
個
、
朱
色
印
1
個
）

紅
葉
狩（
灰
色
印
2
個
、
朱
色
印
0
個
）

（
4
ウ
）

須
磨
源
氏（
灰
色
印
5
個
、
朱
色
印
0
個
）

〇
海
人（
灰
色
印
4
個
、
朱
色
印
0
個
）

頼
政（
灰
色
印
2
個
、
朱
色
印
1
個
）

百
萬（
灰
色
印
2
個
、
朱
色
印
0
個
）

（
5
オ
）

（
5
ウ
〜
8
ウ　

空
白
頁
）

　

仕
舞

高
砂（
灰
色
印
7
個
、
朱
色
印
0
個
）
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熊
野（
灰
色
印
7
個
、
朱
色
印
0
個
）

雲
雀
山（
灰
色
印
7
個
、
朱
色
印
0
個
）

吉
野
静（
灰
色
印
7
個
、
朱
色
印
0
個
）

草
紙
洗（
灰
色
印
7
個
、
朱
色
印
0
個
）

藤（
灰
色
印
7
個
、
朱
色
印
1
個
）

羽
衣（
灰
色
印
7
個
、
朱
色
印
0
個
）

胡
蝶（
灰
色
印
7
個
、
朱
色
印
0
個
）

六
浦（
灰
色
印
7
個
、
朱
色
印
0
個
）

西
行
桜（
灰
色
印
7
個
、
朱
色
印
0
個
）

小
塩（
灰
色
印
7
個
、
朱
色
印
0
個
）

（
9
オ
）

杜
若（
灰
色
印
7
個
、
朱
色
印
0
個
）

葛
城（
灰
色
印
7
個
、
朱
色
印
0
個
）

雨
月（
灰
色
印
6
個
、
朱
色
印
1
個
）

三
輪（
灰
色
印
7
個
、
朱
色
印
0
個
）

大
江
山（
灰
色
印
6
個
、
朱
色
印
0
個
）

舟
辨
慶（
灰
色
印
6
個
、
朱
色
印
0
個
）

笠
之
段（
灰
色
印
6
個
、
朱
色
印
0
個
）

鵜
之
段（
灰
色
印
6
個
、
朱
色
印
0
個
）

玉
之
段（
灰
色
印
6
個
、
朱
色
印
0
個
）

笹
之
段（
灰
色
印
6
個
、
朱
色
印
0
個
）

蝉
丸（
灰
色
印
6
個
、
朱
色
印
0
個
）

花
筐（
灰
色
印
5
個
、
朱
色
印
1
個
）

（
9
ウ
）

鳥
追（
灰
色
印
5
個
、
朱
色
印
1
個
）

籠
太
鼓（
灰
色
印
5
個
、
朱
色
印
1
個
）

国
栖（
灰
色
印
6
個
、
朱
色
印
0
個
）

葵
ノ
上（
灰
色
印
6
個
、
朱
色
印
0
個
）

邯
鄲（
灰
色
印
6
個
、
朱
色
印
0
個
）

龍
田（
灰
色
印
6
個
、
朱
色
印
0
個
）

巻
絹（
灰
色
印
4
個
、
朱
色
印
2
個
）

天
鼓（
灰
色
印
5
個
、
朱
色
印
1
個
）

唐
船（
灰
色
印
4
個
、
朱
色
印
2
個
）

枕
慈
童（
灰
色
印
5
個
、
朱
色
印
1
個
）

玉
葛（
灰
色
印
6
個
、
朱
色
印
0
個
）

三
山（
灰
色
印
6
個
、
朱
色
印
0
個
）

（
10
オ
）

鉄
輪（
灰
色
印
6
個
、
朱
色
印
0
個
）

春
栄（
灰
色
印
6
個
、
朱
色
印
0
個
）

紅
葉
狩（
灰
色
印
6
個
、
朱
色
印
0
個
）

山
姥（
灰
色
印
6
個
、
朱
色
印
0
個
）

花
月（
灰
色
印
6
個
、
朱
色
印
0
個
）

桜
川（
灰
色
印
6
個
、
朱
色
印
0
個
）

百
万（
灰
色
印
6
個
、
朱
色
印
0
個
）

八
嶋（
灰
色
印
6
個
、
朱
色
印
0
個
）

清
経（
灰
色
印
5
個
、
朱
色
印
1
個
）

敦
盛（
灰
色
印
6
個
、
朱
色
印
0
個
）

弓
八
幡（
灰
色
印
6
個
、
朱
色
印
0
個
）

（
10
ウ
）

志
賀（
灰
色
印
6
個
、
朱
色
印
0
個
）

養
老（
灰
色
印
6
個
、
朱
色
印
0
個
）

難
波（
灰
色
印
6
個
、
朱
色
印
0
個
）

西
王
母（
灰
色
印
6
個
、
朱
色
印
0
個
）

東
北（
灰
色
印
6
個
、
朱
色
印
0
個
）

鶴
亀（
灰
色
印
6
個
、
朱
色
印
0
個
）

三
井
寺（
灰
色
印
6
個
、
朱
色
印
0
個
）

源
氏
供
養（
灰
色
印
6
個
、
朱
色
印
0
個
）

須
磨
源
氏（
灰
色
印
6
個
、
朱
色
印
0
個
）

昭
君（
灰
色
印
6
個
、
朱
色
印
0
個
）

笹
之
段（
灰
色
印
2
個
、
朱
色
印
0
個
）

箙（
灰
色
印
6
個
、
朱
色
印
0
個
）

（
11
オ
）

放
生
川　
（
灰
色
印
2
個
、
朱
色
印
0
個
）
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（
四
）　

必
携

必
携

（
表
紙
）

　

高
砂

　

四
海
波

　

高
砂
の
尾
上
の
鐘

　

然
れ
ど
も
此
松

　

し
か
る
に
長
能

　
　

田
村

　

白
妙
の

　

あ
ら
〳
〵
面
白

　

普
天
の
下

　
　

開
口

　

夫
動
な
き
殿
す
へ
る
民

　

の
力
も
君
か
為
お
し
ま
ぬ

　

時
に
相
生
の
松
の
千
年
の

　

こ
と
ふ
き
を
聞
へ
あ
け
た
る
萬

（
1
オ
）

　

人
萬
代
迄
の
石
す
へ
ハ

　

め
て
た
か
り
け
る
時
と
か
や

（
1
ウ
）

　

七
人
猩
々

御
子
孫
も
繁
昌
御
壽
命

　

養
老

長
生
の
家
に
こ
そ

老
を
た
に
養
は
ゝ
ま
し
て

薬サ
カ
リ（
マ
マ
）

と
人
の
み
に
薬
と
な
ら
は

何
迄
も
御
壽
命
も
尽
ま（

マ
マ
）し

泉
そ
め
て
た
か
り
け
る
け
に
や
玉

水
の
水
上
す
め
る
御
代
そ
と
て

〇（
マ
マ
）も

た
い
の
竹
葉
は
陰
や
緑
を
重

ら
ん
其
外
ま
か
き
の
荻
花
は
林
葉

の
秋
を
汲
な
り
や
晋
の
七
賢
か
楽

し
み
劉
伯
倫
が
翫
び
唯
此
水
に
残

れ
り
汲
め
や
〳
〵
み
薬
を
君
の
為
に

さ
さ
け
む

（
2
オ
）

君
は
舟
臣
は
水

　

清
経

さ
て
は
仏
神
三
寶
も　

か
か
り
け
る

と
こ
ろ
に

　

三
輪

さ
れ
と
も
此
人
よ
る
は
く
れ
と
も

　

安
宅

心
な
く
れ
そ
く
れ
は
と
り

　

東
北

所
は
九
重
の

　

錦
木

夫
は
錦
木
き

（
マ
マ
）を

は
こ
へ
ば

（
2
ウ
）

　

雲
林
院

先
は
こ
き
う
殿
の
ほ
そ
殿
に
人
目

を
深
忍
び
心
の
し
た
簾
の
つ
れ
〳
〵

と
人
は
た
ゝ
す
め
は
我
も
花
に

こ
ゝ
ろ
を
染
て
共
に
あ
こ
か
れ
立
出
る

二
月
や
ま
だ
よ
ひ
な
れ
と
月
は
入

我
ら
は
出
る
こ
ひ
じ
哉
抑
日
の
本
の

う
ち
に
名
所
と
云
事
は
我
大

内
に
あ
り
か
の
遍
昭
か
つ
ら
ね
し

は
な
の
散
つ
も
る
あ
く
た
川
を

打
渡
り
思
ひ
し
ら
す
も
迷
ひ

ゆ
く
か
つ
け
る
衣
は
紅
葉
重

緋
の
袴
ふ
み
し
た
き
誘
ひ

出
る
や
ま
め
男
む
ら
さ
き
の
一

も
と
結
の
ふ
し
袴
し
を
る
ゝ
す

そ
を
か
い
と
つ
て
信
濃
路
や

（
3
オ
）

そ
の
原
し
け
る
木
賊
色
の
か
り

き
ぬ
の
袖

（
マ
マ
）を

冠
り
の
こ
し
に

う
ち
か
つ
き
し
の
び
出
る
や
二
月
の

黄
昏
月
も
は
や
入
て
い
と
ゞ
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朧
夜
の
降
は
春
雨
か
を
つ
る
は

涙
か
と
袖

（
マ
マ
）う

ち
は
ら
ひ
す
そ

を
と
り
し
を
〳
〵
す
こ
〳
〵
と

た
と
り
〳
〵
も
迷
ひ
行

を
も
ひ
出
た
り
夜
遊
の
曲

返
す
真
袖
を
月
や
し
る

夜
遊
の
舞
楽
も
時
う
つ
れ
は

名
残
の
月
も
山
あ
ひ
の
は
そ
て

返
す
や
夢
の
告
の
枕
此
物

語
り
語
る
夜

（
マ
マ
）も

盡
し
松

の
は
の
散
う
せ
ず
末
の
世
迄
も

な
さ
け
知
る
こ
と
の
は
く
さ
の
か
り

（
3
ウ
）

そ
め
に
か
く
あ
ら
は
せ
る
古

の
伊
勢
物
語
か
た
る
夜
も

す
ん
か
ら
覚
夢
と
也
に
け
り

〳
〵

　

ゆ
や

花
前
に
蝶
も

（
マ
マ
）紛

々
た
る

雪四
條
五
條

　

鵜
飼

し
め
る
続
松
ふ
り
立
て
ゝ

　

蟻
通

さ
れ
は
和
歌
の
こ
と
は
さ
は
神

世
よ
り
も
始
り
今
人
倫
に

凡
を
も
つ
て
み
れ
は
歌
の
心
す

（
4
オ
）

な
ほ
な
る
は
是
れ
も
つ
て
私

な
し
人
代
に
及
ん
で
甚
お

こ
る
風
俗
長
歌
短
歌
せ
ん

と
を
こ
ん
ほ
ん
の
た
く
ひ
是
也

雑
体
ひ
と
つ
に
あ
ら
さ
れ
は

源
流
漸
し
け
る
木
の
花
の

う
ち
の
鶯
又
秋
の
蟬
の
吟

の
声
何
れ
か
和
歌
の
数
な

ら
ん
さ
れ
は
今
の
歌

　

忠
度

そ
も
〳
〵
後
白
河
の
院
の
御
宇
に

千
載
集
を
撰
る
五
條
の
三
位

俊
成
の
卿

年
は
寿
永
の
秋
の
頃

さ
も
い
そ
か
わ
し
か
り
し
み
の

心
の
花
か
蘭
菊
の

（
4
ウ
）

　

藤
戸

扨
は
人
の
申
し
し
も
少
し
も
た
か

は
さ
り
け
り
あ
の
ほ
と
り
そ
と
い
ふ
波
の

此
島
を
御
恩
に
給

（
マ
マ
）る

ほ
と
の

御
よ
ろ
こ
ひ
も
我
故
な
れ
は

い
か
な
る
恩
を
も
と

（
マ
マ
）ふ

へ
き
に

折〇

ふ
し
引
給

　

紅
葉
狩

さ
な
き
た
に
人
心

　

竹
生
嶋

緑
樹
影
し
つ
ん
て

　

三
井
寺

人
々
い
か
に
と
と
か
め
し
か
は

（
5
オ
）

　

あ
こ
ぎ

物
の
名
も

は
つ
か
し
や
古
を

ふ
し
き
や
さ
て
ハ

一
樹
の
宿
を
も

う
し
み
つ
す
く
る
夜
夢

　

難
波

祝
ふ
な
る
心
そ
白
き
曇

な
き
あ
ま
つ
ひ
つ
き
の
貢
物

は
こ
ふ
ち
ま
た
や
都
路
の
直
な

御
代
を
仰
む
と
関
の
と
ざ

さ
で
千
里
迄
あ
ま
ね
く
照
す

日
影
哉
〳
〵
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兼
平

是
は
又
浮
世
を
渡
る
芝

（
マ
マ
）

　

（
5
ウ
）

舟
の
ほ
さ
れ
ぬ
袖
の

（
マ
マ
）水

み
な

れ
さ
ほ
の

　

船
弁
慶

浪
風
も

　

老
松

惣
松
を
大
夫
と
い
ふ
事
は

　

実
盛

御
前
を
た
つ
て
あ
た
り
な

る
　

と
ほ
る

な
か
め
や
る

雪
と
の
み
つ
も
り
そ
き
ぬ
る

年
月
の
春
を
向
え
秋
を

そ
へ
時
雨
る
松
の
風
ま
て
も

（
6
オ
）

我
身
の
上
と
汲
て
し
る

し
ほ
な
れ
衣
袖
さ
む
き
浦

は
の
秋
の
夕
か
な
〳
〵

　

芦
刈

あ
れ
御
覧
せ
よ
御
津
の
濱
に

難
波
津
に

　

是
界

　

妙

　

杜
若

う
ゑ
置
し

　

匂
ひ
移
る

　

加
茂

　

御
た
ら
し
の

　

汲
や
心
も

　
（
6
ウ
）

　

抑
是
は
王
城
を
守
る

　

松
風

　

恋
草
の
梅
雨
も

　

こ
れ
は
な
つ
か
し
君
こ
ゝ
に

　

西
行
桜

み
わ
た
せ
は

　

八
島

さ
て
慰
は

義
経
源
平
に

　

さ
く
ら
川

岸
花
紅

実
に
や
と
し
を
へ
し

さ
る
に
て
も
名
に
の
み
き
ゝ
て

は
る
は
る
と

（
7
オ
）

　

海
人

ひ
き
あ
け
た
ま
へ
と
や
く

そ
く
し

　

鞍
馬
天
狗

花
さ
か
は
つ
け
ん
と
い
ひ
し

山
里
の
つ
か
ひ
は
来
り
馬
に
鞍

鞍
馬
の
山
の
く
す
桜
手
折

枝
折
を
し
る
へ
に
て
奥
も
迷

は
し
咲
き
つ
ゝ
〳
〵
木
か
け
に
並

ゐ
て
い
さ
〳
〵
は
な
を
な
か

め
む

　

蝉
丸

花
都
を

　

猩
々

よ（

マ

マ

）

を
も
を
尽
し

（
マ
マ
）

　

（
7
ウ
）

　

龍
田

年
毎
に

神
の
み
ま
へ
に

　

敦
盛

し（
マ
マ
）

か
る
一
門
か
と
を
並

し
か
る
に
平
家

　

う
と
ふ

所
は
陸
奥
の
御（

マ
マ
）国



徳
川
慶
勝
自
筆
の
能
楽
史
料
に
つ
い
て

九
三

鹿
を
逐
猟
師
は
─

─
け
る
こ
と
わ
さ
を
な
し
ゝ
く

や
し
さ
よ
抑
う
と
ふ
安
か
た

の
と
り
〳
〵
に
品
か
わ
り
た
る
殺

生
の
「
中
に

疑
も
夏
た
つ

（
8
オ
）

是
を
し
る
し
に
と

　

春
日
龍
神

我
を
し
れ

新（
マ
マ
）た

く

　

花
筐

我
よ
り
も
猶
物

　

源
氏
供
養

す
か
た
に
今
も
か
わ
ら
ね
は
「
た

か
ひ
に
心
を　

お
き
も
せ
す　

ね
も

せ
て

　

山
姥

抑
山
姥
は

　

小
塩

春
日
野
の

（
8
ウ
）

花
も
忘
れ
し

　

女
郎
花

頼
風
其
時
に

つ
ゝ
ひ
て

　

盛
久

有
難
〳
〵

　

唐
舟

陸
に
は
ふ
か
く
に
乗
し
つ
ゝ

　

邯
鄲

酌
と
も
〳
〵

唱
よ
も
す
が
ら

　

百
萬

（
9
オ
）

牛
羊

実
に
や
世
ゝ
こ
と
の

　

自
然
居
士

か
う
て
い
の
臣
下
に

外
え
分

　

花
月

抑
此
寺
は
坂
の
上
の
田
附
丸

（
マ
マ
）　

　

絃
上

そ
よ
や
陸
奥
の
ち
か
の
塩
か
ま
は

里
は
な
れ
須
ま
の
家
居
の

さ
れ
は
こ
そ
初
よ
り
只
人

　

嵐
山

し
や
う
の
岩
屋
の
松
風
は

（
9
ウ
）

神
楽
鼓

　

雲
雀
山

願年
冬

（
マ
マ
）

あ
や
ま
つ
て
お
も
へ

山
ふ
と
こ
ろ
の
う
つ
お
き
に

　

須
磨
源
氏

須
磨
の
浦
荒
面
白
の
海
原

　

熊
坂

十
六
七

　

小
鍛
冶

如
何
に
や

　

鶴
亀

庭
の
砂
は
金
銀
の

月
宮
殿
の
白
衣
の
袂

（
10
オ
）

　

春
栄

け
ふ
は
殊
更
最
上
吉
日

な
れ
は
高
橋
か
家
に
伝
る

　

俊
成
忠
度

あ
れ
御
覧
せ
よ
修
羅
王
の

　

六
浦

月
日
経
て
ま初
つ
青
陽

秋
の
夜　

八
聲

　

弓
八
幡



徳
川
慶
勝
自
筆
の
能
楽
史
料
に
つ
い
て

九
四

松
高
き

桑
の
弓

し
か
る
神
功

う
つ
す
や

　

経
政

い
や
雨

（
10
ウ
）

　

胡
蝶

人
と
は
い
は
て
夕
暮
に

四
季

春
夏
秋

　

三
山

春
は
年
々
頃
は
弥
生
に

　

葛
城

年
ふ
る
雪
や

降
雪
の
し
も
と
い
う
花
の

高
間
の
原

　

車
僧

面
白
の

　

七
騎
落

か
く
て
時
日
を

（
11
オ
）

　

藤
お
き
つ
風

　

ゑ
ひ
ら

山
も
震
動

　

枕
慈
童

則
此
文

　

ま
き
き
ぬ

し
や
う
〳
〵
殿
の

（
マ
マ
）

　

　

巴
粟（

マ
マ
）汀

に
て　

偖
も
義
仲

の
信
濃
を
出
さ
せ

　

小
督

い
さ
〳
〵
さ
ら
は
琹
の
音
に

せ
め
て
や

小
鹿
な
く　

さ
か
野

（
11
ウ
）

所
を
知
も
さ
か
の
山

唐
帝
の
古
も

木
枯
に　

引
と
ゝ
む
べ
き

　

か
な
わ

あ
し
か
れ
と

い
で
〳
〵

　

鐘
馗

鍾
馗
及
第
の
み
き
ん
に
て

　

岩
舟

我
ハ
又
下
界
に
す
ん
て
神

を
敬
て
君
を
守
る　

秋
つ

嶋
根
の
龍
神
也　

或
は
神
代
の

か
れ
い
を
移
し
又
は
治
る
御
代

に
出
て
寶

（
マ
マ
）に

舟
を
守
護
し

奉
り

（
12
オ
）

ゑ
い
さ
ら
〳
〵
と
。
お
す
や

か
ら
ろ
の
〳
〵
う
し
お
の
み
ち

く
る
浪
に
の
つ
て
八
大

龍
王
は
南（

マ
マ
）方

に
飛
行
し

御
舟
の
つ
な
手
を
手
に
く
り

か
ら
ま
き
塩
に
ひ
か
れ
波
に

の
つ
て
長
ひ
も
め
て
た
き

住
吉
の
岸
に
寶
の
御
舟

を
つ
け
お
さ
め
か
つ
も
数
万

の
さ
ゝ
け
物
は
こ
ひ
出
す
や

心
の
如
金
銀
珠
玉
は
ふ
り

満
て
山
の
如
に
埵
り
の
浦
の

山（
マ
マ
）は

千
代
迄
さ
か
う
る
御
代

と
そ
也
に
け
り

寶
生
流
謡
書
抜



国
国国

国
国
国
国
国
国

国国
国
国
国
国
国
国
国
国

国国
国
国
国
国
国
国
国
国

九
五

　

は　

じ　

め　

に

一　

修
理
方
針

二　

修
理
前
の
状
況

　
（
一
）　

初
音
蒔
絵
文
台　

一
基
に
つ
い
て

　
（
二
）　

初
音
蒔
絵
硯
箱　

一
合
に
つ
い
て

三　

初
音
蒔
絵
文
台
の
修
理

　
（
一
）　

令
和
五
年（
二
〇
二
三
）度
分

　
（
二
）　

令
和
六
年（
二
〇
二
四
）度
分

四　

初
音
蒔
絵
硯
箱
の
修
理

　
（
一
）　

令
和
五
年
度
分

　
（
二
）　

令
和
六
年
度
分

五　

初
音
蒔
絵
文
台
・
初
音
蒔
絵
硯
箱
の
蛍
光
Ｘ
線
分
析

六　

初
音
蒔
絵
文
台
の
布
着
せ

　

お　

わ　

り　

に

は　

じ　

め　

に

徳
川
美
術
館
が
所
蔵
す
る
国
宝
「
婚
礼
調
度
類（
徳
川
光
友
夫
人
千
代
姫
所
用
）」
の
う

ち
、
初
音
蒔
絵
文
台 

一
基
・
初
音
蒔
絵
硯
箱 

一
合（
図
1
）に
つ
い
て
、
令
和
五
～
六

年（
二
〇
二
三
～
二
四
）度
の
二
カ
年
度
に
わ
た
り
、
目
白
漆
芸
文
化
財
研
究
所
に
て
修

理
を
実
施
し
た（
以
下
、
本
修
理
と
称
す
る
）。
本
修
理
の
実
施
に
あ
た
っ
て
は
徳
川
美
術

館
の
活
動
支
援
基
金
を
活
用
す
る
と
と
も
に
、
国
と
愛
知
県
の
補
助
金
お
よ
び
公
益
財

団
法
人
住
友
財
団
の
「
文
化
財
維
持
・
修
復
事
業
助
成
」
の
補
助
を
受
け
た
。

本
稿
で
は
、
目
白
漆
芸
文
化
財
研
究
所
の
報
告
書
に
基
づ
き
、
本
修
理
の
概
要
を
報

告
す
る
。
な
お
本
修
理
に
あ
た
り
、
初
音
蒔
絵
文
台
・
初
音
蒔
絵
硯
箱
の
蛍
光
Ｘ
線
分

析
を
実
施
し
た
。
さ
ら
に
本
修
理
中
に
新
た
な
知
見
も
得
ら
れ
た
た
め
、
あ
わ
せ
て
報

告
す
る
。

（
1
）

（
2
）

（
3
）

〔
修
理
報
告
〕

国
宝
　
初
音
蒔
絵
文
台 

一
基
・
初
音
蒔
絵
硯
箱 

一
合
の
修
理
に
つ
い
て

板
　
谷
　
寿
　
美



国
国国

国
国
国
国
国
国

国国
国
国
国
国
国
国
国
国

国国
国
国
国
国
国
国
国
国

九
六

一　

修
理
方
針

本
修
理
は
指
定
文
化
財
漆
工
芸
保
存
修
理
の
理
念
に
則
り
、
文
化
庁
の
指
導
の
も

と
、
現
状
保
存
修
理
を
原
則
と
し
た
。
修
理
に
際
し
て
は
事
前
調
査
を
実
施
し
て
、
現

状
確
認
を
し
た
上
で
修
理
工
程
を
計
画
し
た
。
ま
た
写
真
撮
影
を
伴
っ
た
修
理
の
記
録

を
取
り
、
修
理
後
と
比
較
で
き
る
よ
う
に
し
た
。
修
理
終
了
後
に
目
白
漆
芸
文
化
財
研

究
所
が
報
告
書
を
作
成
し
た
。

二　

修
理
前
の
状
況

初
音
蒔
絵
文
台
・
初
音
蒔
絵
硯
箱
と
も
に
、
木
地
の
収
縮
に
よ
る
大
き
な
亀
裂
や
歪

み
・
弛
み
、
漆
塗
膜
の
剥
落
、
金
貝
や
赤
珊
瑚
の
剥
落
な
ど
の
深
刻
な
損
傷
は
な
い

が
、
完
成
よ
り
約
四
百
年
の
時
を
経
て
漆
塗
膜
の
劣
化
が
進
み
、
汚
れ
も
見
受
け
ら
れ

る
こ
と
か
ら
、
予
防
的
措
置
と
し
て
本
修
理
を
行
っ
た
。

ま
ず
は
各
作
品
の
概
要
と
本
修
理
前
の
状
況
を
述
べ
る
。
な
お
、
初
音
の
調
度
の
全

体
的
な
概
要
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
多
く
述
べ
ら
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
既
刊

の
図
録
や
先
行
す
る
修
理
報
告
な
ど
も
参
照
さ
れ
た
い
。

（
一
）　

初
音
蒔
絵
文
台　

一
基
に
つ
い
て

初
音
蒔
絵
文
台

所
蔵
番
号
：
初
音
調
度
三
八
・
一

法
量
：
高
九
・
五
糎
、
縦
三
三
・
八
糎
、
横
五
八
・
三
糎

総
体
梨
子
地
に
研
出
蒔
絵
・
高
蒔
絵
・
平
蒔
絵
を
は
じ
め
、
多
様
な
蒔
絵
技
法
を
用

（
4
）

い
、『
源
氏
物
語
』「
初
音
」
帖
の
う
ち
、
冬
の
御
殿
の
様
相
を
表
す
。
天
板
に
「
初
音
」

帖
に
出
て
く
る
和
歌
の
う
ち
、
下
の
句
「
け
ふ
鶯
の
初
音
き
か
せ
よ
」
が
彫
金
埋
込
と

彫
金
貼
付
で
表
さ
れ
る
。
三
羽
の
鶯
お
よ
び
橋
は
彫
金
貼
付
で
表
さ
れ
る
。
初
音
蒔
絵

調
度
に
施
さ
れ
る
大
半
の
梅
花
は
銀
で
象
ら
れ
る
が
、
初
音
蒔
絵
文
台
で
は
赤
珊
瑚
も

用
い
ら
れ
る
点
が
特
徴
で
あ
る
。
天
板
左
右
端
に
は
筆
返
し
が
つ
き
、
銀
製
飾
金
具
も

備
わ
る
。
天
板
側
面
に
は
銀
製
隅
金
具
が
施
さ
れ
、
波
と
梅
が
彫
り
表
さ
れ
る
。
脚
に

は
銀
製
の
覆
輪
金
具
が
つ
け
ら
れ
る
。

本
修
理
前
の
状
況
と
し
て
は
、
全
体
に
経
年
に
よ
る
漆
塗
膜
の
劣
化
お
よ
び
銀
の
銹

化
が
見
ら
れ
た
。
埃
や
汚
れ
の
付
着
が
見
受
け
ら
れ
、
特
に
極
込
内
に
は
埃
が
堆
積
し

て
い
る
箇
所
も
あ
っ
た
。
ま
た
蒔
絵
部
分
に
朱
色
の
付
着
物
が
確
認
さ
れ
た
。
彫
金
埋

込
の
葦
手
文
字
の
一
部
の
際き

わ

に
は
、
漆
塗
膜
の
剥
離
が
見
ら
れ
た
。
遡
れ
る
限
り
の
記

録
で
は
、
修
理
さ
れ
た
記
述
は
見
当
た
ら
な
い
が
、
天
板
や
縁
回
り
、
裏
面
の
各
所
に

は
蒔
絵
粉
の
色
が
異
な
る
箇
所
が
あ
る（
図
2
）。
こ
れ
ら
は
過
去
に
修
理
を
施
し
た
痕

跡
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
文
台
の
脚
の
覆
輪
金
具
の
う
ち
、
正
面
よ
り
向
か
っ
て
左
側
の
前
脚
左
側
面

の
金
具
の
釘
が
一
本
欠
失
し
て
お
り
、
不
安
定
な
状
態
に
あ
っ
た
。

（
二
）　

初
音
蒔
絵
硯
箱　

一
合
に
つ
い
て

初
音
蒔
絵
硯
箱

所
蔵
番
号
：
初
音
調
度
三
八
・
二

法
量
：
高
五
・
五
糎
、
縦
二
四
・
五
糎
、
横
二
三
・
〇
糎

総
体
梨
子
地
に
研
出
蒔
絵
・
高
蒔
絵
・
平
蒔
絵
を
は
じ
め
、
多
様
な
蒔
絵
技
法
を
用

い
、『
源
氏
物
語
』「
初
音
」
帖
の
う
ち
、
春
の
御
殿
の
様
相
を
表
す
。
蓋
表
に
「
初
音
」

帖
に
出
て
く
る
和
歌
の
う
ち
、
上
の
句
で
あ
る
「
年
月
を
ま
つ
に
ひ
か
れ
て
ふ
る
人



国
国国

国
国
国
国
国
国

国国
国
国
国
国
国
国
国
国

国国
国
国
国
国
国
国
国
国

九
七

に
」
が
彫
金
埋
込
と
蒔
絵
で
表
さ
れ
る
。

蓋
に
甲
盛
や
胴
張
は
な
く
、
角
面
取
が
施
さ
れ
た
被
蓋
造
で
、
面
取
り
部
分
は
金
沃

懸
地
と
な
っ
て
い
る
。
初
音
蒔
絵
調
度
に
施
さ
れ
る
大
半
の
梅
花
は
銀
で
象
ら
れ
る

が
、
初
音
蒔
絵
硯
箱
で
は
赤
珊
瑚
も
用
い
ら
れ
る
点
が
特
徴
で
あ
る
。
銀
お
よ
び
赤
珊

瑚
に
よ
る
装
飾
は
、
蓋
表
の
み
な
ら
ず
、
蓋
裏
・
蓋
側
面
・
身
側
面
・
懸
子
に
及
ぶ
。

彫
金
貼
付
で
表
さ
れ
る
鶯
は
蓋
表
に
一
羽
、
蓋
裏
に
一
羽
と
な
っ
て
い
る
。
身
に
も
胴

張
は
な
く
、
内
部
中
央
に
下
水
板
が
、
左
右
に
懸
子
が
あ
る
。
内
容
品
と
し
て
硯
・
銀

製
水
滴
・
錐
・
小
刀
・
墨
挟
が
附
属
す
る
。
硯
の
裏
面
に
は
「
天
下
一
杉
本
豊
後（
花

押
）」
と
刻
ま
れ
る
。
錐
・
小
刀
・
墨
挟
に
も
蒔
絵
が
施
さ
れ
る
。

本
修
理
前
の
状
況
と
し
て
は
、
全
体
に
経
年
に
よ
る
漆
塗
膜
の
劣
化
お
よ
び
銀
の
銹

化
、
埃
や
汚
れ
の
付
着
が
見
受
け
ら
れ
た
。
身
内
側
の
入
隅
に
は
埃
の
堆
積
が
確
認
で

き
た
。
蓋
裏
の
高
蒔
絵
で
表
し
た
岩
の
一
部
に
は
、
蒔
絵
や
漆
塗
膜
が
摩
滅
し
、
下
地

が
露
出
し
て
い
る
部
分
が
あ
っ
た
。
ま
た
蓋
の
内
側
面
に
は
使
用
時
の
開
閉
に
よ
る
筋

状
の
摩
耗
痕
が
複
数
箇
所
、
口
縁
部
に
は
打
損
も
見
ら
れ
た
。

蓋
や
身
の
側
面
、
懸
子
の
見
込
に
は
赤
珊
瑚
の
欠
失
・
白
色
や
朱
色
の
付
着
物
が
確

認
で
き
る
。
銀
製
の
梅
花
も
身
の
側
面
や
懸
子
の
見
込
の
数
箇
所
で
欠
失
し
て
い
た
。

内
容
品
に
つ
い
て
は
、
錐
の
先
が
緩
み
、
外
れ
か
け
て
い
る
状
態
で
あ
っ
た
。

三　

初
音
蒔
絵
文
台
の
修
理

（
一
）　

令
和
五
年（
二
〇
二
三
）度
分

①
修
理
前
調
査
・
記
録

修
理
前
と
修
理
後
の
比
較
が
で
き
る
よ
う
、
作
品
の
全
景
お
よ
び
部
分
の
写
真
撮
影

を
行
っ
た
。
ま
た
、
損
傷
状
況
を
調
査
・
記
録
し
、
修
理
作
業
工
程
を
確
認
し
た
。
修

理
作
業
工
程
の
確
認
を
し
た
後
、
蛍
光
Ｘ
線
分
析
を
実
施
し
た
。
蛍
光
Ｘ
線
分
析
に
つ

い
て
は
第
五
章
で
後
述
す
る
。

②
設
置
台
製
作
等
準
備

作
品
を
安
定
さ
せ
て
修
理
作
業
を
行
う
た
め
に
、
設
置
台
を
製
作
し
た（
図
3
）。
設

置
台
の
製
作
に
加
え
、
漆
塗
膜
を
押
さ
え
る
な
ど
の
作
業
で
必
要
な
心
張
り
に
使
用
す

る
木
枠
や
治
具
の
製
作
・
準
備
を
行
っ
た
。

③
養
生
・
塗
膜
ク
リ
ー
ニ
ン
グ

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
作
業
前
に
損
傷
箇
所
や
、
赤
珊
瑚
や
銀
の
貼
り
付
い
て
い
る
箇
所
に

は
、
作
業
中
に
剥
落
す
る
の
を
防
ぐ
た
め
の
養
生
を
行
っ
た
。
養
生
に
あ
た
っ
て
は
、

精
製
水
で
希
釈
し
接
着
力
を
調
整
し
た
糊
で
、
小
さ
く
短
冊
状
に
切
っ
た
雁
皮
紙
を

貼
っ
た（
図
4
）。

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
は
、
作
品
表
面
の
埃
を
毛
棒
で
払
い
落
と
し
た
後
、
精
製
水
を
わ
ず

か
に
含
ま
せ
た
や
わ
ら
か
い
綿
布
や
綿
棒
な
ど
を
使
用
し
、
数
回
に
分
け
て
漆
塗
膜
表

面
の
汚
れ
を
少
し
ず
つ
取
り
除
い
た（
図
5
・
6
）。
精
製
水
の
み
で
取
り
除
く
こ
と
の

で
き
な
い
場
合
は
、
精
製
水
と
無
水
エ
タ
ノ
ー
ル
を
混
合
し
た
溶
液
を
適
宜
使
用
し

た
。
付
着
物
に
つ
い
て
は
、
柔
ら
か
い
篦へ

ら

を
用
い
て
除
去
し
た
。

た
だ
し
、
亀
裂
や
剥
離
な
ど
の
損
傷
箇
所
が
見
ら
れ
る
際
、
脆
弱
な
箇
所
は
無
理
に

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
を
行
わ
ず
、
含
浸
や
押
さ
え
な
ど
の
作
業
を
進
め
て
安
定
し
た
状
態
で

あ
る
か
を
確
認
し
た
上
で
、
適
宜
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
を
行
っ
た
。

④
麦
漆
含
浸

は
じ
め
に
木
地
構
造
の
安
定
を
確
認
し
た
。
そ
の
上
で
漆
塗
膜
が
欠
失
し
て
下
地
が
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露
出
し
た
損
傷
箇
所
を
補
強
す
る
た
め
、
麦
漆
を
溶
剤
で
希
釈
し
て
、
筆
を
用
い
て
含

浸
を
行
っ
た
。
損
傷
箇
所
の
状
態
に
応
じ
て
麦
漆
の
希
釈
濃
度
を
調
整
し
、
数
回
に
分

け
て
含
浸
し
た
。
十
分
に
麦
漆
を
含
浸
さ
せ
た
後
、表
面
の
余
分
な
麦
漆
を
拭
き
取
り
、

乾
固
さ
せ
た
。

⑤
塗
膜
押
さ
え

漆
塗
膜
が
剥
離
し
て
い
る
箇
所
は
押
さ
え
を
行
い
、
安
定
さ
せ
た
。
剥
離
箇
所
の
状

態
に
応
じ
て
、
麦
漆
の
希
釈
濃
度
を
調
整
し
、
筆
な
ど
を
用
い
て
剥
離
塗
膜
の
際
よ
り

数
回
に
分
け
て
含
浸
を
行
っ
た
。
そ
の
後
、
表
面
に
残
っ
た
麦
漆
を
拭
き
取
り
、
ク
ラ

ン
プ
な
ど
を
用
い
て
剥
離
箇
所
の
圧
着
を
し
た（
図
7
）。

⑥
修
理
記
録
・
撮
影

令
和
五
年
度
に
実
施
し
た
作
業
の
記
録
を
ま
と
め
、
修
理
箇
所
の
写
真
撮
影
を
行
っ

た
。

⑦
報
告
書
作
成

令
和
五
年
度
の
作
業
記
録
を
確
認
し
、
同
年
度
分
の
報
告
書
を
作
成
し
た
。

（
二
）　

令
和
六
年（
二
〇
二
四
）度
分

①
赤
珊
瑚
押
さ
え

赤
珊
瑚
に
浮
き
が
み
ら
れ
た
箇
所
に
は
膠
を
用
い
て
押
さ
え
を
行
い
、
安
定
さ
せ

た
。
膠
は
赤
珊
瑚
の
浮
き
の
状
態
に
合
わ
せ
て
希
釈
し
、
接
着
力
を
調
整
し
た
。
筆
を

用
い
て
際
か
ら
含
浸
さ
せ
た
後
、
余
分
な
膠
が
残
ら
な
い
よ
う
綿
棒
な
ど
で
吸
い
取

り
、
心
張
り
法
で
圧
着
し
た（
図
8
）。

②
切
金
・
金
貝
押
さ
え

切
金
や
金
貝
・
極
込
な
ど
で
剥
離
が
み
ら
れ
た
箇
所
は
、
膠
を
用
い
て
押
さ
え
を
行

い
、
安
定
さ
せ
た
。
膠
の
接
着
力
は
剥
離
箇
所
の
状
態
に
合
わ
せ
て
希
釈
し
、
調
整
し

た
。
筆
を
用
い
て
際
か
ら
含
浸
さ
せ
た
後
、
余
分
な
膠
が
残
ら
な
い
よ
う
綿
棒
な
ど
で

吸
い
取
り
、
心
張
り
法
で
圧
着
し
た
。

③
釘
の
新
補

脚
の
覆
輪
金
具
の
う
ち
、
向
か
っ
て
左
側
の
前
脚
左
側
面
の
金
具
の
釘
が
一
本
欠
失

し
、
歪
み
が
生
じ
た
こ
と
に
よ
り
、
先
端
が
浮
き
上
が
っ
て
い
る
状
態
と
な
っ
て
い
た

（
図
9
）。
覆
輪
金
具
を
脚
に
添
わ
せ
る
た
め
に
、
覆
輪
金
具
を
外
し
た
。
釘
を
外
す
際

に
は
、
周
辺
を
保
護
す
る
目
的
で
厚
手
の
ビ
ニ
ー
ル
シ
ー
ト
を
釘
近
く
に
置
き
、
釘
抜

き
を
用
い
て
少
し
ず
つ
力
を
加
え
た
。
そ
し
て
あ
る
程
度
釘
が
抜
け
た
段
階
で
、
先
端

部
分
を
養
生
し
た
ニ
ッ
パ
ー
を
用
い
て
、
慎
重
に
取
り
外
し
た（
図
10
～
12
）。
釘
穴
に

は
補
強
の
た
め
溶
剤
で
希
釈
し
た
麦
漆
を
含
浸
さ
せ
、
漆
固
め
を
行
っ
た
。
覆
輪
金
具

は
少
し
ず
つ
力
を
加
え
て
歪
み
を
直
し
、
脚
か
ら
浮
か
な
い
よ
う
調
整
し
た
。
釘
は
令

和
五
年
度
の
蛍
光
Ｘ
線
分
析
の
調
査
結
果
を
踏
ま
え
、
銀
製
の
釘
を
新
調
し
た
。
覆
輪

金
具
の
取
り
付
け
に
際
し
て
は
、
釘
穴
に
麦
漆
を
充
填
し（
図
13
）、
釘
が
し
っ
か
り
と

留
ま
る
よ
う
、
黄つ

げ楊
材
の
小
片
を
挿
し
込
ん
だ
後（
図
14
）、
先
端
に
厚
手
の
ビ
ニ
ー
ル

シ
ー
ト
を
取
り
付
け
た
道
具
を
用
い
て
釘
を
釘
穴
に
押
し
込
み（
図
15
）、
麦
漆
を
乾
固

さ
せ
て
固
定
し
た（
図
16
）。

④
錆
付
け

漆
塗
膜
が
欠
失
し
て
い
る
箇
所
か
ら
の
さ
ら
な
る
剥
落
を
防
止
す
る
た
め
、
錆
漆
に

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）
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よ
る
錆
付
け
を
行
っ
た
。

⑤
漆
固
め

使
用
に
よ
る
擦
傷
や
経
年
に
よ
る
紫
外
線
の
影
響
を
受
け
て
劣
化
し
た
漆
塗
膜
の
補

強
を
目
的
と
し
て
、
漆
固
め
を
行
っ
た
。
木
地
呂
漆
と
生
正
味
漆
を
八
対
二
の
割
合
で

調
合
し
た
漆
を
溶
剤
で
希
釈
し
、
刷
毛
や
ス
ポ
ン
ジ
綿
棒
な
ど
を
用
い
て
、
梨
子
地
部

分
に
の
み
塗
布
し
た（
図
17
）。
そ
の
後
、
漆
塗
膜
表
面
に
漆
が
残
ら
な
い
よ
う
、
丁
寧

に
拭
き
取
り
、
乾
固
さ
せ
た
。

⑥
修
理
記
録
・
撮
影

令
和
六
年
度
に
実
施
し
た
作
業
の
記
録
を
ま
と
め
、
修
理
前
後
の
比
較
が
で
き
る
よ

う
、
修
理
箇
所
お
よ
び
全
景
の
写
真
撮
影
を
行
っ
た
。

⑦
報
告
書
作
成

令
和
六
年
度
の
作
業
記
録
を
確
認
し
、
同
年
度
分
の
報
告
書
を
作
成
し
た
。

四　

初
音
蒔
絵
硯
箱
の
修
理

（
一
）　

令
和
五
年
度
分

①
修
理
前
調
査
・
記
録

作
業
詳
細
は
第
三
章（
一
）①
に
同
じ
。

②
設
置
台
製
作
等
準
備

作
業
詳
細
は
第
三
章（
一
）②
に
同
じ（
図
18
）。

③
養
生
・
塗
膜
ク
リ
ー
ニ
ン
グ

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
作
業
前
に
、
漆
塗
膜
の
剥
離
を
確
認
し
た
箇
所
や
損
傷
箇
所
に
養
生

を
行
っ
た
。
養
生
に
あ
た
っ
て
は
、
精
製
水
で
希
釈
し
接
着
力
を
調
整
し
た
糊
で
、
小

さ
く
短
冊
状
に
切
っ
た
雁
皮
紙
を
貼
っ
た
。

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
は
、
作
品
表
面
の
埃
を
毛
棒
で
払
い
落
と
し
た
後
、
精
製
水
を
わ
ず

か
に
含
ま
せ
た
や
わ
ら
か
い
木
綿
布
や
綿
棒
な
ど
を
使
用
し
、
数
回
に
分
け
て
漆
塗
膜

表
面
の
汚
れ
を
少
し
ず
つ
取
り
除
い
た
。
精
製
水
の
み
で
取
り
除
く
こ
と
の
で
き
な
い

場
合
は
、
精
製
水
と
エ
タ
ノ
ー
ル
を
混
合
し
た
溶
液
を
適
宜
使
用
し
た
。
た
だ
し
、
亀

裂
や
剥
離
な
ど
の
損
傷
箇
所
が
見
ら
れ
る
際
、
脆
弱
な
箇
所
は
無
理
に
ク
リ
ー
ニ
ン
グ

を
行
わ
ず
、
含
浸
や
押
さ
え
な
ど
の
作
業
を
進
め
て
安
定
し
た
状
態
で
あ
る
か
を
確
認

し
た
上
で
、
適
宜
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
を
行
っ
た
。

蓋
表
の
朱
色
の
付
着
物
は
、
柔
軟
性
の
あ
る
篦
を
用
い
て
可
能
な
範
囲
で
除
去
し

た
。
朱
色
の
付
着
物
の
周
囲
に
は
、
高
蒔
絵
や
赤
珊
瑚
・
金
貝
な
ど
を
用
い
た
装
飾
が

な
さ
れ
て
い
た
。
装
飾
に
よ
っ
て
凸
凹
が
非
常
に
多
い
箇
所
で
あ
っ
た
た
め
、
剥
離
に

留
意
し
つ
つ
慎
重
に
付
着
物
の
除
去
作
業
を
実
施
し
た
。

④
接
着
剤
除
去

接
着
剤
な
ど
の
付
着
物
が
確
認
さ
れ
た
た
め
、
柔
軟
性
の
あ
る
篦
を
用
い
て
可
能
な

範
囲
で
除
去
し
た（
図
19
～
21
）。
篦
で
の
除
去
が
困
難
な
場
合
に
は
、
精
製
水
や
無
水

エ
タ
ノ
ー
ル
を
わ
ず
か
に
含
ま
せ
た
綿
棒
を
用
い
て
接
着
剤
を
緩
ま
せ
て
か
ら
除
去
作

業
を
実
施
し
た
。

⑤
亀
裂
含
浸（
構
造
安
定
）

（
9
）
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下
水
板
の
木
地
接
合
部
に
生
じ
た
亀
裂
に
麦
漆
を
含
浸
し
、
木
地
構
造
を
安
定
さ
せ

た
。

⑥
麦
漆
含
浸

作
業
詳
細
は
第
三
章（
一
）④
に
同
じ
。

⑦
塗
膜
押
さ
え

作
業
詳
細
は
第
三
章（
一
）⑤
に
同
じ
。

⑧
修
理
記
録
・
撮
影

作
業
詳
細
は
第
三
章（
一
）⑥
に
同
じ
。

⑨
報
告
書
作
成

作
業
詳
細
は
第
三
章（
一
）⑦
に
同
じ
。

（
二
）　

令
和
六
年
度
分

①
赤
珊
瑚
押
さ
え

作
業
詳
細
は
第
三
章（
二
）①
に
同
じ
。

②
切
金
・
金
貝
押
さ
え

作
業
詳
細
は
第
三
章（
二
）②
に
同
じ
。

③
錐
の
調
整

初
音
蒔
絵
硯
箱
の
内
容
品
で
あ
る
錐
は
、
軸
か
ら
先
端
部
分
が
外
れ
か
け
て
い
た
。

錐
の
先
端
部
分
と
留
金
具
を
軸
か
ら
取
り
外
し（
図
22
）、
軸
の
差
込
口
か
ら
針
な
ど
を

用
い
て
内
部
に
溜
ま
っ
て
い
る
塵
や
埃
の
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
を
行
っ
た
。

軸
の
差
込
口
周
辺
は
漆
塗
膜
が
欠
損
し
て
木
地
が
露
出
し
て
い
た
状
態
で
あ
っ
た
た

め
、
筆
を
用
い
て
溶
剤
で
希
釈
し
た
麦
漆
の
含
浸
を
行
っ
た
。
そ
の
後
、
漆
塗
膜
と
の

際
処
置
と
し
て
、
錆
付
け
を
行
っ
た（
図
23
）。

錐
の
先
端
部
分
の
緩
み
な
ど
を
確
認
す
る
た
め
、
先
端
部
分
と
金
具
の
取
り
付
け
を

行
っ
た
が
、
軸
側
の
穴
の
深
さ
が
浅
い
た
め
、
先
端
部
分
が
軸
に
収
ま
ら
な
い
状
態
で

あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
先
端
部
分
を
収
め
る
に
は
、
軸
側
の
穴
の
深
さ
を
調
整
す
る

必
要
が
あ
る
た
め
、
文
化
庁
は
じ
め
関
係
各
所
と
方
針
を
協
議
し
た
。
錐
の
先
端
部
分

が
当
初
の
も
の
で
は
な
い
可
能
性
や
取
り
替
え
ら
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
か

ら
、
徳
川
美
術
館
で
は
初
音
蒔
絵
硯
箱
以
外
の
初
音
の
調
度
に
附
属
す
る
錐
の
先
端
部

分
の
形
状
と
収
ま
り
具
合
を
確
認
し
た
。
初
音
蒔
絵
硯
箱
以
外
の
初
音
の
調
度
に
附
属

す
る
錐
は
全
て
き
ち
ん
と
収
ま
り
、
安
定
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
、
関
係
各
所
へ
報

告
し
た
。
協
議
の
結
果
、
穴
の
深
さ
の
調
整
は
行
わ
な
い
こ
と
と
し
た
。

た
だ
し
、
先
端
部
分
が
軸
か
ら
抜
け
落
ち
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
、
差
込
口
内
に
筒

状
に
巻
い
た
楮
紙
を
入
れ
て
穴
の
径
を
調
整
し
、
そ
こ
に
先
端
部
分
を
挿
し
込
ん
で
固

定
し
た（
図
24
）。
な
お
、
先
端
部
分
お
よ
び
筒
状
に
巻
い
た
楮
紙
は
後
で
取
り
外
せ
る

よ
う
、
固
定
に
際
し
て
接
着
剤
は
用
い
て
い
な
い
。

④
下
地
付
け

漆
塗
膜
が
欠
失
し
た
箇
所
に
、
漆
下
地
を
施
し
た
。
漆
下
地
は
損
傷
箇
所
の
状
態
に

応
じ
て
混
合
す
る
地じ

の
粉
を
変
え
た
。
下
地
付
け
を
し
た
後
、
下
地
を
乾
固
さ
せ
、
砥

石
な
ど
を
用
い
て
下
地
表
面
の
形
状
を
調
整
し
た
。
下
地
付
け
・
乾
固
・
表
面
の
調
整

の
一
連
の
作
業
を
数
回
行
い
、
損
傷
箇
所
に
漆
下
地
が
適
切
に
施
さ
れ
た
こ
と
を
確
認

（
10
）

（
11
）



国
国国

国
国
国
国
国
国

国国
国
国
国
国
国
国
国
国

国国
国
国
国
国
国
国
国
国

一
〇
一

し
た
後
、
下
地
表
面
の
漆
固
め
を
行
っ
た
。

⑤
錆
付
け

作
業
詳
細
は
第
三
章（
二
）④
に
同
じ
。

⑥
漆
固
め

作
業
詳
細
は
第
三
章（
二
）⑤
に
同
じ
。

⑦
修
理
記
録
・
撮
影

作
業
詳
細
は
第
三
章（
二
）⑥
に
同
じ
。

⑧
報
告
書
作
成

作
業
詳
細
は
第
三
章（
二
）⑦
に
同
じ
。

五　

初
音
蒔
絵
文
台
・
初
音
蒔
絵
硯
箱
の
蛍
光
Ｘ
線
分
析

本
修
理
の
実
施
に
際
し
て
、
令
和
五
年（
二
〇
二
三
）六
月
二
十
八
日
に
、
東
京
文
化

財
研
究
所
の
早
川
泰
弘
氏（
特
任
研
究
員
）・
倉
島
玲
央
氏（
保
存
科
学
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究

員
）の
協
力
で
、
目
白
漆
芸
文
化
財
研
究
所
修
理
室
に
て
蛍
光
Ｘ
線
分
析
を
実
施
し
た

（
図
25
）。

蛍
光
Ｘ
線
分
析
を
実
施
し
た
の
は
、
初
音
蒔
絵
文
台
の
天
板
お
よ
び
天
板
の
裏
面
・

右
側
面
、
初
音
蒔
絵
硯
箱
の
蓋
裏
・
身
背
面
・
錐
で
、
計
七
十
六
箇
所
の
ポ
イ
ン
ト
で

あ
る
。
具
体
的
な
分
析
箇
所
に
つ
い
て
は
図
26
〜
31
を
参
照
さ
れ
た
い
。
た
だ
し
初
音

蒔
絵
文
台
・
初
音
蒔
絵
硯
箱
に
は
多
様
な
蒔
絵
技
法
が
用
い
ら
れ
て
い
る
上
、
複
数
の

蒔
絵
粉
が
密
に
蒔
か
れ
て
お
り
、
Ｘ
線
照
射
径
の
中
に
複
数
の
金
属
材
料
が
存
在
す
る

場
合
が
あ
り
、
正
確
に
金
属
材
料
を
特
定
で
き
な
い
箇
所
も
存
在
し
た
。

初
音
蒔
絵
文
台
・
初
音
蒔
絵
硯
箱
は
目
視
で
も
、
金
色
・
銀
色
・
銀
黒
色
と
様
々
な

金
属
の
色
調
が
確
認
で
き
る
。
地
蒔
の
梨
子
地
や
水
面
は
金
色
に
発
色
し
て
お
り
、
金

九
七
～
九
八
％（
銀
二
～
三
％
）の
非
常
に
純
度
の
高
い
金
粉
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と

が
確
認
で
き
た
。
ま
た
、
文
台
天
板
に
表
さ
れ
た
葵
紋
は
、
金
色
・
金
色
と
銀
色
の
混

ざ
っ
た
色
・
灰
色
の
三
色
に
見
え
、
完
成
か
ら
四
百
年
経
っ
た
現
在
に
至
っ
て
は
、

ま
っ
た
く
異
な
る
色
味
を
呈
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、
蒔
絵
粉
の
金
銀
の
含
有
率
の

差
に
加
え
、
銀
の
銹
化
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
分
析
の
結
果
、
金
色
の
葉（
図
26
№

32
）
は
金
九
八
％（
銀
二
％
）、
金
色
と
銀
色
が
混
ざ
っ
た
色
の
葉（
図
26
№
33
）
は
金

九
六
％（
銀
四
％
）、
灰
色
の
葉（
図
26
№
34
）は
金
八
一
％（
銀
一
九
％
）で
あ
っ
た
。
最
も

銀
の
銹
化
の
激
し
い
葉
で
も
金
の
含
有
率
が
八
〇
％
を
超
え
て
お
り
、
つ
ま
り
現
在
の

色
味
ほ
ど
色
調
の
差
は
な
く
、
金
色
の
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
の
三
つ
葉
葵
で
あ
っ
た
と
想

定
で
き
る
。

初
音
蒔
絵
文
台
の
隅
金
具
か
ら
は
金
・
銀
の
ほ
か
、
わ
ず
か
に
水
銀
が
検
出
さ
れ

た
。
水
銀
検
出
は
ア
マ
ル
ガ
ム
鍍
金（
メ
ッ
キ
）が
施
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

初
音
蒔
絵
硯
箱
に
は
内
容
品
と
し
て
錐
が
附
属
し
、
そ
の
先
端
部
分
は
金
色
に
発
色

し
て
い
る
。
分
析
の
結
果
、
銅
と
亜
鉛
が
検
出
さ
れ
て
お
り
、
金
は
検
出
さ
れ
な
か
っ

た
。
つ
ま
り
錐
の
先
端
部
分
は
真
鍮（
黄
銅
）製
で
あ
っ
た
。
真
鍮
は
江
戸
時
代
に
お
い

て
は
金
の
代
替
素
材
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。

以
上
よ
り
、
初
音
蒔
絵
文
台
・
初
音
蒔
絵
硯
箱
に
は
数
種
類
の
金
・
銀
含
有
率
の
蒔

絵
粉
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
中
に
は
金
九
八
％（
銀
二
％
）と
い
う
純
度
の
高
い
金
粉
も

用
い
ら
れ
て
お
り
、
初
音
の
調
度
に
最
高
級
の
素
材
が
惜
し
み
な
く
用
い
ら
れ
て
い
た

こ
と
を
証
明
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

（
12
）
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六　

初
音
蒔
絵
文
台
の
布
着
せ

初
音
蒔
絵
文
台
は
、
第
三
章（
二
）③
で
述
べ
た
通
り
、
脚
の
覆
輪
金
具
の
釘
が
一
本

欠
失
し
て
お
り
、
脚
か
ら
覆
輪
金
具
が
浮
い
て
い
る
状
態
で
あ
っ
た
。
釘
を
新
調
し
、

金
具
の
歪
み
を
直
す
た
め
、
覆
輪
金
具
を
外
し
た
と
こ
ろ
、
布
着
せ
が
確
認
で
き
た（
図

32
）。
布
着
せ
に
用
い
ら
れ
て
い
る
布
は
布
目
が
密
に
詰
ま
っ
て
お
り
、
藍
色
に
染
め

て
あ
っ
た（
図
33
）。
防
虫
の
目
的
で
、
藍
で
染
め
た
布
を
用
い
て
い
た
の
で
は
な
い
か

と
考
え
ら
れ
る
。
一
般
的
に
、
布
着
せ
は
木
地
を
補
強
す
る
た
め
に
施
さ
れ
る
が
、
脚

と
覆
輪
金
具
が
接
す
る
面
か
つ
木
材
の
継
ぎ
目
で
も
な
い
箇
所
に
施
さ
れ
て
い
た
理
由

は
不
明
で
あ
る
。
九
州
国
立
博
物
館
で
の
Ｘ
線
Ｃ
Ｔ
調
査
に
よ
り
、
こ
れ
ま
で
初
音
蒔

絵
調
度
・
胡
蝶
蒔
絵
調
度
に
布
着
せ
が
部
分
的
に
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
確
認
さ
れ
て

い
た
が
、
実
際
に
布
を
目
視
で
確
認
で
き
た
の
は
今
回
が
初
め
て
で
あ
る
。
今
後
、
幸

阿
弥
家
が
関
与
・
製
作
し
た
漆
工
品
の
検
討
の
み
な
ら
ず
、
近
世
蒔
絵
作
品
の
製
作
を

検
討
す
る
上
で
参
考
に
な
る
情
報
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

お　

わ　

り　

に

本
修
理
を
終
え
、
初
音
蒔
絵
文
台
・
初
音
蒔
絵
硯
箱
は
令
和
七
年（
二
〇
二
五
）三
月

二
十
一
日
に
徳
川
美
術
館
へ
返
納
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
そ
れ
ぞ
れ
を
外
箱
に
収
め
、
徳

川
美
術
館
の
収
蔵
庫
に
格
納
し
た
。

同
年
四
月
十
二
日
か
ら
六
月
八
日
に
か
け
て
開
催
し
た
徳
川
美
術
館
開
館
九
十
周
年

記
念
特
別
展
「
国
宝 

初
音
の
調
度
」（
於 

徳
川
美
術
館
本
館
展
示
室
）で
初
音
蒔
絵
文
台
・

初
音
蒔
絵
硯
箱
ほ
か
、
初
音
の
調
度
を
全
点
展
示
し
た
。
本
修
理
の
過
程
や
そ
こ
で
得

（
13
）

ら
れ
た
知
見
は
展
示
室
内
に
パ
ネ
ル
で
掲
出
し
、
展
覧
会
に
際
し
て
作
成
し
た
図
録

『
大
解
剖　

国
宝 

初
音
の
調
度
』
で
も
紹
介
し
た
。
初
音
蒔
絵
文
台
・
初
音
蒔
絵
硯
箱

は
今
後
も
名
品
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展
示
室
や
特
別
展
・
企
画
展
で
展
示
す
る
と
と
も
に
、

他
館
の
展
覧
会
へ
の
貸
し
出
し
な
ど
に
活
用
す
る
予
定
で
あ
る
。

註（
1
）　

平
成
八
年（
一
九
九
六
）六
月
二
十
七
日
指
定
。
指
定
番
号
は
工
第
二
五
四
号
。

　

本
稿
で
は
、『
源
氏
物
語
』「
初
音
」
帖
の
意
匠
を
持
つ
四
十
七
件
の
作
品
群
を
「
初
音
蒔

絵
調
度
」
と
呼
称
す
る
。
ま
た
『
源
氏
物
語
』「
胡
蝶
」
帖
の
意
匠
を
持
つ
作
品
群
及
び
金

工
品
や
染
織
品
も
含
め
た
一
括
の
作
品
群
を
指
す
場
合
に
は
「
初
音
の
調
度
」
と
呼
称
す

る
。

（
2
）　

な
お
、
今
回
、
修
理
を
実
施
し
た
初
音
蒔
絵
文
台
・
初
音
蒔
絵
硯
箱
の
ほ
か
に
、
初
音
蒔

絵
調
度
の
中
に
は
も
う
一
組
、
初
音
蒔
絵
文
台
・
初
音
蒔
絵
硯
箱（
所
蔵
番
号
：
初
音
調
度

三
）が
存
在
し
て
い
る
。

（
3
）　

初
音
蒔
絵
文
台
の
修
理
時
に
発
見
さ
れ
た
新
知
見
は
、
徳
川
美
術
館
開
館
九
十
周
年
記
念

特
別
展
「
国
宝　

初
音
の
調
度
」（
会
期
：
令
和
七
年
〈
二
〇
二
五
〉
四
月
十
二
日
～
六
月
八

日
。
会
場
：
徳
川
美
術
館
本
館
展
示
室
）の
パ
ネ
ル
展
示
お
よ
び
展
覧
会
に
際
し
て
作
成
し

た
図
録
『
大
解
剖　

国
宝 

初
音
の
調
度
』（
徳
川
美
術
館
、
二
〇
二
五
年
）所
収
の
拙
稿
「「
初

音
蒔
絵
文
台
・
硯
箱
」
の
修
理
」
に
て
既
に
公
表
し
て
い
る
。
な
お
公
表
に
際
し
て
は
、
公

益
財
団
法
人
住
友
財
団
よ
り
「
修
復
文
化
財
展
示
事
業
助
成
」
を
受
け
た
。

（
4
）　

初
音
の
調
度
は
左
記
図
録
で
全
点
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

・
徳
川
美
術
館
編
『
徳
川
美
術
館
蔵
品
抄
三　

初
音
の
調
度
』（
徳
川
美
術
館
、
一
九
八
五

年
）。

・
徳
川
美
術
館
編
『
新
版　

徳
川
美
術
館
蔵
品
抄
五　

初
音
の
調
度
』（
徳
川
美
術
館
、
二
〇

〇
五
年
）。

　

初
音
の
調
度
の
う
ち
、「
初
音
蒔
絵
貝
桶
」（
所
蔵
番
号
：
初
音
調
度
三
四
）・「
初
音
蒔
絵

帯
箱
」（
所
蔵
番
号
：
初
音
調
度
一
七
）、「
初
音
蒔
絵
見
台
」（
所
蔵
番
号
：
初
音
調
度
三

〇
）・「
初
音
蒔
絵
見
台
」（
所
蔵
番
号
：
初
音
調
度
三
一
）・「
初
音
蒔
絵
旅
香
具
箱
」（
所
蔵
番
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（
10
）　

錐
の
軸
の
差
込
口
以
外
の
部
分
は
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
の
み
行
っ
た
。
ま
た
小
刀
・
墨
挟
も
蒔

絵
部
分
の
み
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
を
行
っ
た
。
硯
・
水
滴
お
よ
び
内
容
品
の
金
具
に
つ
い
て
は
ク

リ
ー
ニ
ン
グ
含
め
一
切
の
処
置
を
施
し
て
い
な
い
。

（
11
）　

漆
下
地
と
は
、
精
製
水
を
含
ま
せ
た
地
の
粉
に
生
正
味
漆
を
混
ぜ
合
わ
せ
た
も
の
を
指

す
。

（
12
）　

分
析
装
置
お
よ
び
そ
の
条
件
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　

装
置
：
Ｂ
Ｒ
Ｕ
Ｋ
Ｅ
Ｒ　

ハ
ン
ド
ヘ
ル
ド
Ｘ
Ｒ
Ｆ　

Ｓ
1　

Ｔ
Ｕ
Ｒ
Ｂ
Ｏ
―
Ｓ
Ｄ

　
　

Ｘ
線
管
玉
：
Ｐ
ｄ（
パ
ラ
ジ
ウ
ム
）

　
　

管
電
圧
・
管
電
流
：
四
〇
ｋ
Ｖ
・
一
七
μ
Ａ

　
　

Ｘ
線
照
射
径
：
∅
六
～
七
㎜

　
　

測
定
時
間
：
六
〇
秒

　
　

装
置
ヘ
ッ
ド
～
資
料
間
距
離
：
約
一
〇
㎜

　

分
析
結
果
に
つ
い
て
は
早
川
泰
弘
「「
初
音
蒔
絵
文
台
・
硯
箱
」
の
材
料
調
査
」（『
大
解
剖　

国
宝 

初
音
の
調
度
』、
徳
川
美
術
館
、
二
〇
二
五
年
）も
参
照
さ
れ
た
い
。

（
13
）　

前
掲
註（
3
）図
録
参
照
。

［
附
記
］

　
本
修
理
に
際
し
、
ご
協
力
・
ご
助
言
を
賜
っ
た
目
白
漆
芸
文
化
財
研
究
所
を
は
じ
め
、
松
本
達

弥
氏（
漆
芸
家
）、
中
村
大
朋
氏（
金
工
家
）、
倉
島
玲
央
氏
・
早
川
泰
弘
氏（
以
上
、
東
京
文
化
財

研
究
所
）、
佐
藤
登
美
子
氏
・
高
木
香
奈
子
氏
・
多
比
羅
菜
美
子
氏（
以
上
、
文
化
庁
）に
感
謝
申

し
上
げ
ま
す（
所
属
機
関
ご
と
、
五
十
音
順
）。

　

ま
た
本
修
理
に
あ
た
り
助
成
を
賜
り
ま
し
た
国
・
愛
知
県
お
よ
び
公
益
財
団
法
人
住
友
財
団

に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

（
徳
川
美
術
館　

學
藝
員
）

号
：
初
音
調
度
二
一
）、「
初
音
蒔
絵
書
棚
」（
所
蔵
番
号
：
初
音
調
度
五
六
）・「
初
音
蒔
絵
書

棚
」（
所
蔵
番
号
：
初
音
調
度
五
八
）・「
胡
蝶
蒔
絵
書
棚
」（
所
蔵
番
号
：
初
音
調
度
五
七
）は

次
の
通
り
、
修
理
報
告
が
出
さ
れ
て
い
る
。

・
小
池
富
雄
「
国
宝
・
初
音
蒔
絵
貝
桶
、
帯
箱
の
修
理
報
告
」（『
尾
陽
』
二
、
徳
川
黎
明
会
、

二
〇
〇
五
年
）。

・
吉
川
美
穂
「〔
修
理
報
告
〕
国
宝 

初
音
蒔
絵
見
台 

二
基
・
旅
香
具
箱 

一
式
の
修
理
に
つ

い
て
」（『
金
鯱
叢
書
』
四
八
、
徳
川
黎
明
会
、
二
〇
二
一
年
）。

・
吉
川
美
穂
「〔
修
理
報
告
〕
国
宝 

初
音
蒔
絵
書
棚 

二
基
・
胡
蝶
蒔
絵
書
棚 

一
基
の
修
理

に
つ
い
て
」（『
金
鯱
叢
書
』
五
一
、
徳
川
黎
明
会
、
二
〇
二
四
年
）。

　

ま
た
「
初
音
蒔
絵
書
棚
」
二
基
・「
胡
蝶
蒔
絵
書
棚
」
一
基
の
修
理
と
そ
こ
で
得
ら
れ
た

新
知
見
に
つ
い
て
は
、
左
の
論
考
が
あ
る
。

・
大
西
智
洋
「「
初
音
蒔
絵
書
棚
」
二
基
・「
胡
蝶
蒔
絵
書
棚
」
一
基
の
修
復
と
科
学
的
な
分

析
で
判
明
し
た
新
知
見
」（『
大
解
剖　

国
宝 
初
音
の
調
度
』、
徳
川
美
術
館
、
二
〇
二
五

年
）。

（
5
）　

本
修
理
で
は
、
精
製
水
で
水
練
り
し
た
小
麦
粉
に
、
生
正
味
漆
を
混
ぜ
合
わ
せ
た
も
の
を

使
用
し
て
い
る
。

（
6
）　

本
修
理
で
用
い
た
溶
剤
は
、
鉱
物
性
揮
発
油
の
ペ
ト
ロ
ー
ル
で
あ
る
。
本
修
理
に
お
い

て
、
単
に
溶
剤
と
記
載
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
ペ
ト
ロ
ー
ル
を
指
す
。

（
7
）　

新
補
の
銀
製
釘
は
、
令
和
五
年
度
の
蛍
光
Ｘ
線
分
析
の
結
果
を
踏
ま
え
、
銀
に
二
％
の
銅

を
混
同
し
た
合
金
を
用
い
た
。
釘
は
中
村
大
朋
氏（
金
工
家
。
日
本
工
芸
会
正
会
員
）が
製
作

し
た
。

（
8
）　

錆
漆
と
は
、
精
製
水
を
含
ま
せ
た
砥
の
粉
に
生
正
味
漆
を
混
ぜ
合
わ
せ
た
も
の
を
指
す
。

（
9
）　

先
端
部
分（
綿め

ん
た
い体

）が
ス
ポ
ン
ジ
で
で
き
て
い
る
綿
棒
で
あ
る
。
ス
ポ
ン
ジ
綿
棒
は
、
綿
体

が
コ
ッ
ト
ン
製
の
一
般
的
な
綿
棒
に
比
べ
、
発
塵
性
が
低
く
、
細
か
な
作
業
に
向
い
て
お

り
、
拭
き
取
り
性
能
に
も
優
れ
て
い
る
。



Of these thirty-six fans, many bear a fi ve-clouds design known as Hōshō goun, indicating 
Yoshikatsu’s preference for the Hōshō school of Noh. Additional materials relating to his 
engagement with Noh include four manuscripts written in Yoshikatsu’s own hand: Hōshō-
ryū maitsuke, Hōshō-ryū yōkyoku, Yōkyoku mawarijun, and Hikkei (all preserved in the 
Tokugawa Institute for the History of Forestry). These documents record Yoshikatsu’s own 
training and practice. As their titles suggest, like the shizumeōgi, they are grounded in the 
Hōshō school in detail of Noh. They are therefore valuable sources that off er insight into 
Yoshikatsu’s personal approach to Noh performance.

As a fi rst step toward clarifying the history of Noh during Yoshikatsu’s time, this article 
introduces and examines these autograph materials.

Restoration Report

On the Restoration of the National Treasures: Writing Table with Hatsune Motif in 
Maki-e Sprinkled Gold and Inkstone Box with Hatsune Motif in Maki-e Sprinkled Gold

ITATANI Nozomi 
The “Wedding Furnishings (of Princess Chiyo, wife of Tokugawa Mitsutomo)” in the 
collection of the Tokugawa Art Museum constitute the wedding trousseau of Princess Chiyo 
(1637–1698), the daughter of the third shogun, Tokugawa Iemitsu, on the occasion of her 
marriage to the Second Lord of Owari, Tokugawa Mitsutomo, in 1639. Popularly known as 
the “Hatsune Furnishings,” the trousseau consists of 47 items decorated in motifs from the 
Hatsune chapter of The Tale of Genji in sprinkled gold, 10 items decorated in motifs from 
the Kochō chapter in sprinkled gold, and 13 others, for a total of 70 pieces, which have been 
designated collectively as a National Treasure.

Both the Writing Table and Inkstone Box with Hatsune motifs in maki-e sprinkled gold 
were in relatively good condition, but exhibited deterioration and soiling of the lacquer fi nish 
due to their age. Additionally, a small metal spike securing a metal fi tting on one of the legs 
of the writing table was missing, rendering it unstable, and the tip of the awl accompanying 
the inkstone box had come loose from its shaft. In consideration of these issues, restoration 
was carried out at the Mejiro Institute of Urushi Research & Restoration from April 2023 to 
March 2025 under the guidance of the Agency for Cultural Aff airs. Prioritizing the principle 
of conserving the pieces in their present state, the repairs primarily focused on cleaning and 
stabilizing the lacquer surfaces and securing the metal fi tting and the awl.

This paper reports on the condition of the pieces before and after conservation, and the 
procedures taken for the repairs, as well as documenting new findings that were made 
during the restoration process, including the results of X-ray fl uorescence analysis of the 
pieces and the discovery of the use of cloth pasting (nunokise) on the table legs.

This project was funded by the Tokugawa Art Museum’s Activities Support Fund, 
supplemented by subsidies from the Japanese government and Aichi Prefecture, with 
additional support from the Sumitomo Foundation’s “Grants for the Protection, Preservation 
& Restoration of Cultural Properties” program.



hierarchy can be observed in the paintings, where the ranking of artists corresponded to the 
status of the palace buildings in which their works were installed.

Wedding furnishings not only supported a bride’s daily life but also functioned as prestige 
goods that displayed the family’s distinguished status. On the occasion of Tsunagimi’s 
marriage, a new private inner palace residence was newly constructed for her, and a large 
number of attendants were assigned there, indicating that the wedding was conducted under 
a large-scale organizational structure. The study also notes that some of the wedding 
furnishings were reused in later generations and that ownership of these items remained 
with the bride’s birth family, which had commissioned their production. By assembling and 
analyzing these concrete cases, this paper aims to contribute to a deeper understanding of 
wedding culture and women’s history in the Edo period.

The Introduction and Dissemination of Wooden Bear Carvings in Yakumo, Hokkaido: 
Focusing on Their Relationship with the Japanese Folk Art Movement

ŌYA Shigeyuki and KŌYAMA-HAYASHI Rie
This article examines the formation and dissemination of wooden bear carvings in Yakumo, 
Hokkaido, focusing on their relationship with the Japanese Folk Art Movement. Previous 
studies have noted that the introduction of wooden bear carvings to Yakumo was prompted 
by Tokugawa Yoshichika (1886–1976), who brought a carved bear back from Switzerland. 
Building on this scholarship, the present study shifts its analytical emphasis to subsequent 
developments: how wooden bear carvings were socially evaluated and under what 
institutional frameworks they transitioned into sustained production.

By clarifying both the ideological and practical connections with the Japanese Folk Art 
Movement advocated by Yamamoto Kanae (1882–1946), this study analyzes award cases and 
evaluative discourses presented at the National Side-Occupation Exhibition. Through this 
examination, it demonstrates how Yakumo’s wooden bear carvings came to be publicly 
positioned as “folk art” within the broader context of rural side-occupation promotion policies.

Furthermore, by examining in detail the activities of the Yakumo Folk Art Research 
Association, its production system, patterns of distribution, carving techniques, and the 
characteristics of individual makers, the article argues that Yakumo wooden bear carvings 
evolved beyond the status of a local handicraft and were institutionalized and conceptualized 
as a distinct category within modern Japanese folk art.

Introduction of Historical Materials

Noh Manuscripts Written by Tokugawa Yoshikatsu
NOMURA Yayoi

The successive heads of the Owari Tokugawa family possessed a wide range of Noh 
implements. Today, the Tokugawa Art Museum preserves a substantial body of such 
materials that have been transmitted within the Owari family, including approximately 160 
Noh and Kyogen masks and around 700 Noh costumes, forming one of the most 
comprehensive daimyo collections of Noh accoutrements. However, only a limited number of 
these can be identifi ed as having been used by specifi c lords. These include Noh masks and 
a small hand drum said to have been used by Toyotomi Hideyori and Tokugawa Ieyasu, as 
well as thirty-six shizumeōgi (ceremonial fans used as Noh and Kyogen stage props) used by 
Tokugawa Yoshikatsu, the fourteenth head of the Owari family.



“Letter” was composed to propagate Shugendō.
The study concludes that the “Letter of Suzuki Saburō” forms part of the tale of Suzuki 

Saburō.

Historical Materials

Shogunal audience protocol for retainers of the Owari Tokugawa clan: The leave-taking 
of 1763

KAYATA Hiroya
This study presents a document describing the procedures followed by retainers of the 

Owari Tokugawa clan during a shogunal audience. The document in question is from the 
Ishiko family archives in the collection of the Tokugawa Institute for the History of Forestry. 
In 1763, Tokugawa Munechika, the daimyo of Owari domain, departed for his domain under 
the system of alternate attendance. Prior to his departure, he visited Edo Castle to take his 
leave of the shogun, Tokugawa Ieharu. Three retainers in Munechika’s retinue—the attached 
elder (tsukegarō) Naruse Masamoto, Masamoto’s son Masanori, and the elder (toshiyori) 
Tōyama Kageyoshi—were also granted an audience with the shogun. The document 
featured in this study describes events before, during, and after the audience. It is believed 
to have been written by Kageyoshi.

The document falls into fi ve sections. They describe (1) the shogunal envoy’s visit to the 
Owari Tokugawa residence in Ichigaya, the retainers’ arrival at Edo Castle, and their 
rehearsal for the audience with the shogun; (2) protocol for the audience with Ieharu in the 
Kuroshoin hall; (3) etiquette for accepting gifts from the shogun; (4) the visit to the 
Nishinomaru palace; and (5) courtesy visits to the senior councilors (rōjū), the grand 
chamberlain (sobayōnin), and the junior councilors (wakadoshiyori). Sections (2) through (4) 
include illustrations alongside the text, providing a detailed look at how a shogunal audience 
with retainers of the Owari Tokugawa clan unfolded.

Articles

The Wedding of Tsunagimi and Her Trousseau
YOSHIKAWA Miho 

This article examines the wedding of Tsunagimi (Igakuishin’in, 1783–1820) and the bridal 
furnishings prepared for the occasion when she was married from the Owari Tokugawa 
family into the Konoe family in 1808 (Bunka 5). Drawing primarily on a manuscript titled A 
Copy of the Inventory of the Wedding Furnishings for Lady Igakuishinʼin (in the collection 
of the Yōmei Bunko Foundation), this study seeks to clarify the full scope of Tsunagimi’s 
trousseau.

The marriage united two houses of the highest status: the Owari family, foremost among 
the Tokugawa’s three collateral branch lineages, and the Konoe family, the leading house 
among the court nobility. Although the preparation of the wedding and its furnishings was 
guided by principles of frugality, it also strongly refl ected contemporary social values that 
emphasized rank and prestige. In particular, the lacquer furnishings with maki-e decoration 
reveal clear hierarchical distinctions in their ground preparation and design. A similar 



served during visits to or by neighbors, as part of Hikoshichi’s official duties, and in 
connection with the running of his household. It is clear, then, that in the mid-eighteenth 
century, sake was widely consumed in Mino’s mountain villages, and the custom of drinking 
was deeply rooted in everyday life.

Upland reclamation in the three villages of Nōshū and the hereditary forest 
administrators of the Naiki family

NAKAIZUMI Tsuyoshi
This research note examines the state of land reclamation in the mid-Edo period, focusing 

on the three villages of Kawaue, Tsukechi, and Kashimo in Ena District, Mino (Nōshū) 
Province. It relies mainly on documents in the archives of the Naiki family, who served as 
hereditary administrators of forests (oyamamori). Most previous studies of land reclamation 
in the three villages, based chiefly on village headman archives, have focused on the 
development of new rice paddies in areas adjacent to existing paddies; few analyses have 
adequately taken account of the more mountainous terrain that covers most of the region. 
After the forestry reforms of the Kyōhō era (1716–1736), however, the involvement of the 
Kiso timber commissioners—the offi  cials who oversaw upland areas—and of the administrator 
of forests becomes an important factor in understanding the state of land reclamation.

This research note begins with an overview of the land reclamation plans presented by 
the provincial commissioner (okuni bugyō) Mizuno Banzaemon and their implementation. It 
then examines the case of Doai Shinkai, the largest upland reclamation project in Kashimo. 
By commencing with the submission of the development petition and proceeding to trace 
the subsequent course of events, this analysis sheds light on peasant requests to develop the 
land and shows how forest resources were controlled by Owari domain and the 
administrator of forests. The characteristics of land reclamation in mountainous regions of 
Owari domain are thus identified, together with certain functions performed by the 
administrator of forests.

The “Letter of Suzuki Saburō” in the Suzuki Shinkichi collection: Its transmission and the 
Suzuki Saburō legend

TANIHASHI Keita
The subject of this paper is the “Letter of Suzuki Saburō,” dated the twenty-sixth day of 

the second month, fi fth year of the Bunji era (1189), in the collection of Suzuki Shinkichi, who 
served as steward (karei) of the Owari Tokugawa family. It analyzes the letter’s character 
as a historical document, focusing on its origins and transmission.

Part 1 ascertains the number of extant copies of the “Letter of Suzuki Saburō” and groups 
them by ownership. It determines that letters connected to Suzuki Saburō fall broadly into 
two categories: those transmitted via the Fujishiro Suzuki family, the senior descendants of 
the Suzuki family, and those transmitted otherwise.

Part 2 compares the “Letter of Suzuki Saburō” in the Suzuki Shinkichi collection with a 
similar document in the possession of the Archives and Mausolea Department of the 
Imperial Household Agency. It points out that the two are directly related in how they were 
produced.

Part 3, noting that the “Letter of Suzuki Saburō” contains elements of Shugendō (mountain 
asceticism), compares it in that regard with another related document. It establishes that the 



ceased to be Tokugawa territory in modern times, and all that remained were their “former 
ties of friendship” in the region; Yakumo in Hokkaido, by contrast, was Tokugawa 
Yoshichika’s personal property, having been passed down from his grandfather since the 
Meiji period. It served as a recreational retreat, and a summer residence was built there; 
moreover, it became on occasion the site of scholarly activity. It also functioned as a sort of 
vast park for entertaining friends and guests.

Second, a wide range of individuals with ties to Yoshichika would visit Yakumo during his 
stays there. Yakumo had a subtly diff erent signifi cance for them each of them depending on 
their status and circumstances. Yoshichika was not a perfunctory host; he was eager to 
show Yakumo as it really was, in its natural state. His visitors were thus free to experience 
Yakumo to the full.

Third, because Yoshichika regarded Yakumo as his personal property, he felt a duty and a 
responsibility to promote its development as a community. He devoted much thought to 
improving its inhabitants’ living standards. Rather than inject money, he made it a guiding 
principle simply to off er pointers and leave it to the inhabitants to mobilize, think, and act 
for themselves. He had especially high expectations for young people, whom he sought to 
enlighten through speeches and talks.

Fourth, despite being a marquis, Yoshichika did not look down on the inhabitants as 
subjects; he conducted himself as a common man in his interactions with them. He built 
relationships with them on equal terms, without demanding excessive deference. He 
displayed this attitude not only toward the descendants of former samurai retainers of 
Owari domain but also toward tenant farmers and Ainu. Having established such close 
bonds with Yakumo’s inhabitants, Yoshichika was honored with a bust erected by local 
admirers after the war, in the eighty-eighth year after the settlement of Yakumo and his 
own eightieth year. Bearing the title “Tokugawa-san,” the bust still stands today.

Research Notes

Sakeʼs role in mountain-village society: Evidence from forest administrator Naiki 
Hikoshichiʼs diary for 1763

SATŌ Takayuki
Naiki Hikoshichi, a resident of the village of Kashimo in Ena District, Mino (Nōshū) 

Province, served as administrator of forests (oyamamori) of the three villages of Urakiso (the 
three villages of Nōshū)—which included Kashimo—and Mount Miureyama. He left a diary 
of his offi  cial administrative activities and daily events. This study, which draws on his diary 
for 1763, focuses on entries for that year relating to consumption and serving of sake. It 
seeks to explore the place of sake in daily life in a mountain village in Mino and thereby to 
shed light on drinking practices in provincial society during the Edo period.

First, the paper examines the practice of serving sake at the New Year and on various 
celebratory occasions during visits to or by families with which the Naiki were on 
particularly close terms—here termed the “Naiki family community”—and other neighbors. 
It further analyzes occasions when sake was drunk in connection with Hikoshichi’s offi  cial 
duties and the running of his household. Consideration is also given to sake consumption 
during his rounds of the forests and visits to Nagoya.

Sake, it is found, was an essential part of the Naiki family’s intimate social ties with the 
Naiki family community. Sake was consumed and served on a great many occasions. It was 



while continuing to supply the same resources as marshland. This method of land use was 
well adapted to the early modern Japanese tax system, to the region’s environment and 
industries, and to the livelihoods of the people who lived there.

Problems related to lacquer tree planting in Hirosaki domain in the late Edo period and 
how they were addressed, with special reference to row planting in Jūsanmachi

KAYABA Masahito
This study concerns problems aff ecting the forests of Hirosaki domain that came to light 

during the implementation of a policy of expanding lacquer tree planting in the domain at 
the end of the Edo period. Focusing on row planting, which occurred mainly in Jūsanmachi 
at the north of the Tsugaru Peninsula, it analyzes how these problems were addressed by 
the urushikata and the townspeople. (The urushikata or “lacquer offi  ce” was the branch of 
the domain government that managed and coordinated the planting of lacquer trees in the 
domain; it was part of the kōrikata or “district offi  ce,” which oversaw agricultural policy.) 
The following points are made.

First, Hirosaki domain and its subjects did not see eye to eye on the policy of expanding 
lacquer tree planting in the domain; even the domain’s commissioner of forests (yama bugyō) 
expressed doubts about its implementation. As the policy was put into eff ect, problems came 
to light with tree rows in Byōbusan (a coastal forest developed to protect agricultural land 
from damage by winds and seawater blowing in from the Japan Sea) and Jūsanmachi, both 
located on the Tsugaru Peninsula.

Second, eff orts to address these problems were led by the urushikata, the proponent of the 
policy of expanding lacquer tree planting. The commissioner of forests, who was responsible 
for forestry administration in Hirosaki domain, did no more than comment on the problems 
and off er suggestions. The tasks of performing survey work on the ground and preparing 
tree seeds were basically carried out by the urushikata, which implemented the policy, and 
the kōrikata, which oversaw it.

Third, the views of the people living in Jūsanmachi were given priority with respect to 
the species of trees to be planted and the method of planting them. Even as the policy of 
expanding lacquer tree planting was being implemented, problems arose that needed to be 
addressed first. In such cases, or if the land was unsuited to planting lacquer trees, the 
domain would act in accordance with local circumstances.

Marquis Tokugawa Yoshichika and his circle in Yakumo, Hokkaido
FUJITA Hideaki

This paper examines the connections of Tokugawa Yoshichika, the nineteenth head of the 
Owari Tokugawa family and until the end of World War II a marquis, with the town of 
Yakumo, Hokkaido. While the main outlines are known from Yoshichika’s autobiography and 
other sources, this study draws on the Journal of the Tokugawa Farm, which the Owari 
Tokugawa family operated in Yakumo, to shed light on Yoshichika’s activities and social 
network in the area. It also considers the people who came to Yakumo during Yoshichika’s 
stays there, asking what eff ect Yakumo had on them in light of their relationship with him. 
The period covered extends from the end of the Meiji era until 1941.

The fi ndings may be summarized as follows.
First, the province of Owari (Nagoya), which the Owari Tokugawa family once ruled, 



Summaries

Articles

The layout and ritual functions of the “lodging castles” (shukujō) on the shogunal 
pilgrimage route to Nikkō: Shogun Ieyoshiʼs lodgings as a microcosm of the Honmaru 
Palace of Edo Castle

FUKAI Masaumi
The twelfth shogun, Tokugawa Ieyoshi, visited the Nikkō Tōshōgū Shrine on the 

seventeenth day of the fourth month of 1843. Accompanied by a retinue of 140,000–150,000, 
he took four days to reach the shrine, stopping overnight at the castles of Iwatsuki, Koga, 
and Utsunomiya. The lord of each castle made his own residence available to him, which 
residence thus became the shogun’s shukujō or “lodging castle.”

The three castles that served as shogunal lodgings differed in layout and size. By 
comparing the allocation of rooms at each during the shogun’s stay, this paper identifi es the 
minimal organization required to maintain the shogun’s activities. Further, a detailed analysis 
of the ritual audiences between the shogun and the lord of each castle reveals the audience 
ceremony’s basic format.

Early modern marshland development and livelihoods in the Tone‒Watarase basin: The 
case of Tadaki Village

SAKAMOTO Tatsuhiko
This paper focuses on the marshes of Tadaki, a village on the left bank of the Watarase 

River in Tsuga District, Shimotsuke Province. It examines livelihoods in the marshes and 
marshland development from the beginning of the early modern period until the early Meiji 
period, analyzing how reclaimed land, agricultural water sources, and other facilities 
attached to the rice fields provided a living. It then assesses the value of the reclaimed 
marshland in the eyes of the locals.

Land reclamation, which took place in Tadaki throughout the early and middle part of the 
early modern era, also encompassed the marshes used for fi shing, hunting, and gathering 
vegetation. It is noted that Numa Shinden, an area developed by reclaiming Tadaki Marsh, 
remained wetland or marshland. Numa Shinden was prone to fl ooding, and relief was granted 
from the annual land tax (nengu) when it suff ered fl ood damage. Meanwhile, it continued to be 
exploited for gathering vegetation, fi shing, and hunting, as it had prior to reclamation; but 
since it now comprised arable land, it was not subject to miscellaneous taxes (komononari)—
taxes other than the annual land tax. There were many marshes around the village, creating 
favorable conditions for growing reeds; hence the area was a major producer of conical 
sedge hats. (Reeds were used instead of cord to secure the sedge in place.) Reeds were also 
cultivated in Numa Shinden, and in at least one case, a petition was submitted to have the 
annual tax on reclaimed land where reeds were grown commuted to rice.

For the villagers, then, Numa Shinden served as a means of avoiding miscellaneous taxes 
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